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近
来
宗
祖
御
遺
文
の
研
究
方
法
は
宗
祖
の
御
自
筆
い
わ
ゆ
る
御
真
蹟
遺
文
（
全
体
或
は
部
分
の
存
す
る
も
の
）
、
曽
っ
て
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
確
実
な
も
の
、
鈴
木
一
成
先
生
は
こ
れ
を
「
曽
存
」
と
名
づ
け
、
こ
の
名
称
を
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
」
編
纂
上
の
用
語

と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
現
在
で
は
こ
の
名
が
定
着
し
て
い
る
。
次
に
宗
祖
直
弟
の
親
写
本
の
存
す
る
も
の
、
更
に
古
来
真
撰
と
し
て
認

め
ら
れ
問
題
の
な
い
も
の
を
中
心
と
し
て
宗
祖
の
生
涯
・
行
動
・
教
学
・
思
想
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
従
来
よ
り
確
実
な

遺
文
に
よ
っ
て
宗
祖
に
直
参
せ
ん
と
す
る
試
み
は
あ
っ
た
。
例
え
ば
録
内
、
録
外
に
よ
る
価
値
判
断
は
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、

録
内
外
の
区
別
は
実
質
的
な
判
定
の
基
礎
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
か
ら
一
部
の
門
流
以
外
に
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
し
各
門
家
が
自

門
に
有
利
な
証
判
を
得
ん
と
し
て
偽
書
乃
至
類
似
遺
文
を
作
り
、
こ
れ
を
宗
祖
の
御
書
と
誇
揚
す
る
に
至
っ
て
宗
祖
の
遺
文
は
玉
石
混
渚

の
様
態
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
先
師
は
こ
れ
を
正
さ
ん
と
し
て
疑
偽
書
へ
の
批
判
、
祖
書
の
目
次
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

遺
文
の
整
理
を
行
な
い
一
応
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

韓
近
に
な
っ
て
山
川
智
応
・
浅
井
要
麟
両
先
生
が
新
ら
し
い
方
法
論
に
立
つ
遺
文
研
鑛
法
を
開
拓
さ
れ
、
現
今
で
は
こ
れ
ら
研
究
業
績

を
ふ
ま
え
た
研
究
が
相
つ
い
で
よ
い
成
績
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
風
潮
は
遺
文
研
鑛
上
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
、
た
し
か
に
こ
れ
に
よ
っ
て
種
々
の
爽
雑
物
を
の
ぞ
き
、
宗
祖
聖
人
の
真
の
姿
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
方
法
、
作
業
と
同
時
に
、
宗
祖
滅
後

直
弟
等
の
時
代
に
成
立
し
た
偽
疑
・
類
似
遺
文
に
は
、
そ
の
時
代
に
特
有
の
伝
承
が
あ
り
、
遺
文
自
体
で
は
解
明
し
が
た
い
も
の
を
補
い
、

巻
頭

言



遺
文
の
真
意
を
知
ら
し
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
学
究
者
は
こ
れ
ら
取
捨
す
べ
き
も
の
を
消
化
し
て
行
く
努
力
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

近
時
の
遺
文
錨
仰
・
研
究
の
華
々
し
い
成
果
を
喜
ぶ
と
共
に
埋
没
し
易
い
疑
偽
・
類
似
適
文
の
扱
い
に
充
分
な
配
慮
を
お
こ
た
ら
ぬ
よ

う
注
意
を
う
な
が
し
学
究
者
の
自
重
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

平
成
四
年
三
月
二
○
日

学
長
宮
崎
英
修
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日
蓮
聖
人
に
し
て
も
、
末
法
に
於
け
る
下
根
下
機
の
衆
生
の
為
に
、
法
華
経
の
題
目
を
受
持
す
る
唱
題
の
一
行
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
功

徳
を
収
め
、
こ
の
一
行
を
一
心
に
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
万
戒
の
修
行
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
末
法
衆
生
の
一
心
・
一
念
で
あ
る
。
．
心
唱
題
」
と
い
う
場
合
、
こ
の
一
心
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
か
、
こ
れ
よ
り
．
心
」
に
つ
い
て
、
特
に
法
華
経
で
は
ど
の
よ
う
に
教
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
仏
の
示
し
た
一
心
に
よ
っ
て
、
衆
生
が
期
す
る
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
法
華
経
に
説
か
れ
た

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

た
の
で
あ
る
。

規
律
が
説
示
さ
れ
て
い
る
℃

仏
教
で
は
信
行
を
厳
し
く
教
示
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
仏
を
信
じ
、
そ
の
教
説
を
修
行
し
て
行
く
こ
と
が
、

成
仏
へ
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
為
に
小
乗
仏
教
で
は
数
百
の
戒
律
が
課
せ
ら
れ
、
大
乗
仏
教
の
中
で
も
数
々
の
信
行
上
に
於
け
る

と
こ
ろ
が
日
本
の
鎌
倉
新
仏
教
各
宗
派
で
は
、
そ
う
し
た
信
行
に
関
す
る
諸
条
件
を
極
度
に
縮
小
し
、
唱
題
の
一
行
・
称
名
の
一
念
・

一
心
の
信
行
と
い
っ
た
一
心
一
念
に
重
き
が
置
か
れ
、
末
法
の
衆
生
救
済
の
為
の
方
法
が
、
簡
素
化
の
一
途
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
て
い
つ

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て

一

、

上
田
本
昌

（7）



法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

．
心
」
の
意
義
と
特
色
を
解
明
す
る
視
点
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈲
こ
の
一
途
・
専
心
は
、
世
間
的
な
常
識
と
な
っ
て
お
り
、
一
心
の
意
味
と
し
て
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
心
が
或
る

何
物
か
に
集
中
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

⑧
多
く
の
人
が
一
致
し
た
心
と
な
っ
て
行
く
こ
と
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
即
ち
「
同
心
」
と
な
る
こ
と
で
、
志
を
一
つ
に
し
、
多
数
の

者
が
共
通
の
心
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
合
力
同
心
に
よ
り
難
事
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

。
次
に
心
を
乱
さ
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
㈲
と
表
裏
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
乱
れ
た
心
を
一
つ
に
ま
と
め
て
行
く
こ
と
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
一
心
を
乱
し
て
散
心
に
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
．
心
不
乱
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
は
仏
教

か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
阿
弥
陀
経
に
「
執
二
持
名
号
一
、
一
し
心
不
レ
乱
」
と
あ
る
如
く
で
あ
彰
）

、
も
う
一
つ
一
心
に
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
心
、
極
め
て
か
す
か
な
心
の
動
き
と
い
う
意
味
の
一
心
一
念
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
こ
れ

は
主
と
し
て
聴
法
に
よ
り
一
心
の
歓
喜
を
得
た
時
の
功
徳
を
表
す
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
塲
苔
が
多
い
。

ま
た
㈲
の
専
心
に
し
て
も
⑧
の
同
心
に
し
て
も
、
共
に
仏
教
か
ら
源
を
発
し
て
い
る
語
で
あ
る
の
で
、
一
応
は
世
間
的
な
用
語
と
し
て

扱
っ
て
は
み
た
が
、
究
極
は
酬
琶
間
的
な
用
語
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
、
弓

つ
に
集
中
さ
せ
、
宝

こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。 「

一
心
」
の
一
般
的
な
意
味
か
ら
調
べ
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
心
を
一
つ
に
す
る
こ
と
」
つ
ま
り
散
漫
な
心
を
一

一
途
の
お
も
ひ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
「
心
を
専
ら
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
と
ま
り
を
持
つ

二
、

(8）



さ
て
、
差
で
は
法
華
経
に
現
れ
た
一
心
に
限
っ
て
そ
の
用
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
法
華
経
の
中
に
、
特

に
一
心
に
関
す
る
記
述
が
多
く
、
教
え
を
受
け
る
相
手
に
、
強
く
一
心
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
一
心
が
法
華
経
を
受
持

し
信
行
し
て
い
く
上
で
、
如
何
に
大
事
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

序
品
で
は
次
の
如
く
五
例
が
あ
る
。

⑪
「
是
諸
大
衆
、
得
二
未
曽
有
一
、
歓
喜
合
掌
、
一
心
観
し
仏
。
兎

②
「
又
見
圭
口
薩
、
離
一
諸
戯
笑
、
及
凝
春
属
一
、
親
二
近
智
者
一
、
一
心
除
し
乱
、
摂
二
念
山
林
一
、
億
千
万
歳
、
以
求
中
仏
道
上
。
兎

③
「
是
諸
大
衆
得
二
未
曽
有
一
、
歓
喜
合
掌
一
心
観
し
仏
、
題

（
６
）

側
「
諸
法
実
相
義
已
為
二
汝
等
一
説
我
今
於
二
中
夜
一
当
し
入
二
於
浬
桑
一
汝
一
心
精
進
当
し
離
二
於
放
逸
一
」

⑤
「
諸
人
今
当
し
知
合
掌
一
心
待
仏
当
下
雨
二
法
雨
充
中
足
求
レ
道
者
皆
）

右
の
中
の
の
と
③
の
「
一
心
観
仏
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
『
）
の
中
で
い
さ
さ
か
論
究
し
て
あ
る
の
で
、
本
論
で

は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
「
一
心
に
仏
を
観
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
る
法
華
の
会
座
で
は
、
こ
の
「
一
心
」
に
大
き
な
意
味
の
あ
る
こ

と
を
、
先
ず
も
っ
て
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

②
の
．
心
除
乱
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
心
を
一
つ
に
し
て
乱
れ
た
念
を
除
き
去
る
こ
と
で
あ
る
。
梵
文
で
は
こ
の
部
分
に
相
当
す
る

（
９
）

所
が
、
「
起
伏
し
動
揺
す
る
心
を
抑
え
て
、
一
心
不
乱
に
」
な
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
菩
薩
は
智
者
に
親
近
し
て
一
心
除
乱
で
あ

る
と
同
時
に
、
念
を
山
林
に
摂
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
梵
文
で
は
一
心
不
乱
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
共
に
菩
薩
た
る
者
は
一
心
、
即

ち
起
伏
動
揺
の
心
を
抑
え
て
、
乱
れ
の
な
い
状
態
を
持
つ
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

一
心
と
は
本
来
、
二
心
三
心
に
対
す
る
語
で
あ
り
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
集
中
し
、
他
の
事
象
に
移
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

(9）



法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

信
仰
の
場
合
に
於
て
も
、
一
仏
一
経
に
心
を
集
中
さ
せ
て
一
心
に
な
れ
ば
強
い
信
仰
と
な
っ
て
行
く
が
、
二
心
三
心
と
な
っ
て
心
を
散
乱

さ
せ
る
と
、
そ
れ
だ
け
弱
い
信
仰
心
と
な
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
本
尊
と
し
て
い
く
つ
も
の
仏
を
信
じ
、
数
多
く
の
経
に
散
心

す
る
こ
と
に
な
る
と
、
一
仏
一
経
に
心
を
集
中
す
る
よ
う
な
わ
け
に
行
か
な
く
な
り
、
信
仰
の
度
合
が
薄
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
そ
こ
で
純
粋
な
信
仰
を
貫
く
為
に
は
、
一
心
除
乱
で
な
く
て
は
不
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
叩
）

仏
は
既
に
無
量
義
経
の
説
法
品
で
「
四
十
余
年
未
し
顕
二
真
実
一
」
と
述
べ
、
更
に
法
師
品
で
は
「
我
所
説
経
典
無
量
千
万
億
、
已
説
今

（
皿
）

説
当
説
而
於
二
其
中
一
、
此
法
華
経
最
為
難
信
難
解
。
」
と
あ
っ
て
「
法
華
最
第
こ
で
あ
り
、
「
秘
要
之
蔵
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
経
説
か
ら
考
え
る
と
、
法
華
経
以
外
の
諸
経
に
心
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
法
華
経

の
み
に
一
心
不
乱
と
な
る
こ
と
が
、
「
以
求
二
仏
道
一
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

次
に
側
の
．
心
精
進
」
で
あ
る
が
、
日
月
灯
明
仏
は
既
に
諸
法
実
相
の
義
を
説
き
終
っ
た
の
で
、
「
今
、
夜
中
に
お
い
て
浬
桑
に
入

る
が
汝
等
は
一
心
に
精
進
し
て
、
放
逸
を
離
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
訓
誠
し
て
い
る
。
心
の
乱
れ
を
除
く
為
に
は
、
一
心
精
進
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
し
、
放
逸
を
離
れ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
梵
文
で
は
「
教
え
に
専
念
し
て
、
怠
る
こ
と
な
く
、
ま
た
信
心
堅
固
で
あ

れ
。
兎
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
漢
訳
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
一
心
精
進
に
相
当
す
る
部
分
は
、
教
え
に
専
念
し
て
怠
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
と
具
体
的
に
示
し
、
更
に
信
心
堅
固
た
る
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
此
の
場
合
の
一
心
は
、
教
え
に
専
念
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
心
を
専
ら
教
え
に
向
け
て
、
一
心
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
⑤
の
「
合
掌
一
心
待
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
序
品
の
末
文
近
く
の
一
節
で
あ
り
、
仏
は
法
雨
を
ふ
ら
し
て
求
道
者
を
充
足
せ
し
め

る
の
で
、
諸
人
は
合
掌
し
て
一
心
に
待
ち
た
て
ま
つ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
．
心
不
乱
、
汝
は
合
掌
せ
よ
。
兎
と
梵
文
で

は
表
示
し
て
い
る
。
求
道
者
に
対
し
仏
は
大
慈
悲
心
を
持
っ
て
法
雨
を
注
ぐ
こ
と
に
対
し
、
諸
人
ら
は
合
掌
し
て
一
心
に
そ
の
法
説
を
待

(〃）



故
に
ま
た

方
便
品
に
入
る
と
世
尊
の
力
・
無
所
畏
並
に
そ
の
法
は
、
た
と
え
舎
利
弗
や
畔
支
仏
・
新
発
意
の
菩
薩
等
で
あ
っ
て
も
、
一
心
に
無
量

劫
の
間
、
仏
の
実
智
を
思
惟
し
よ
う
と
し
て
も
、
少
分
と
い
え
ど
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

．
心
以
二
妙
智
一
於
二
恒
河
沙
劫
一
威
皆
共
思
量
不
し
能
し
知
二
仏
智
印
）

即
ち
数
多
く
の
人
等
が
一
心
に
な
っ
て
永
い
期
間
に
渡
り
、
仏
智
を
思
量
し
て
も
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
仏
智
は
仏
の
み
知
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
で
も
知
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
以
信
得
入
」
で
あ
り
「
非

已
智
分
」
で
あ
る
。
如
何
に
一
心
に
な
っ
て
も
仏
智
だ
け
は
、
「
信
」
に
依
ら
な
く
て
は
得
入
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
右
の
部
分
は
梵
文
で
は
「
無
限
の
あ
い
だ
、
か
れ
ら
が
一
致
し
て
、
余
の
勝
れ
た
教
え
の
一
部
を
願
い
求
め
て
も
、
そ
の
真

の
意
義
は
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
龍
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
仏
が
見
た
教
え
を
一
致
し
て
心
に
か
け
て
願
い
求
め
た
と
し
て
も
」
と

訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
、
こ
こ
で
い
う
．
心
」
は
、
畔
支
仏
や
新
発
意
の
菩
薩
達
の
大
勢
が
、
心
を
一
つ
に
し
て
「
一
致
」
共

力
し
な
が
ら
仏
智
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
信
の
力
が
な
く
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

（
蝿
）

「
不
退
諸
菩
薩
其
数
如
二
恒
沙
一
一
心
共
思
求
亦
復
不
し
能
し
知
」

と
あ
り
、
新
発
意
ば
か
り
で
は
な
く
不
退
の
位
に
住
し
た
大
菩
薩
で
あ
っ
て
も
、
一
心
に
思
求
し
た
の
み
で
は
知
る
こ
と
あ
た
わ
ず
で
あ
っ

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

っ
と
い
う
敬
慶
な
態
度
が
と
ら
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
求
道
者
の
と
る
べ
き
基
本
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
序
品
は

こ
う
し
て
合
掌
一
心
待
を
指
示
し
て
終
り
、
い
よ
い
よ
法
華
の
会
座
に
於
け
る
序
分
を
閉
じ
、
正
説
の
段
階
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。

三
、

(血）



「
舎
利
弗
当
レ
知
諸
仏
語
無
し
異
於
一
仏
所
し
説
法
一
当
し
生
二
大
信
力
一
」

と
あ
る
如
く
、
「
当
生
大
信
力
」
な
く
し
て
は
得
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
心
は
む
し
ろ
一
致
し
て
と
い
う
意
味
の
方
が

強
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
恒
河
沙
の
菩
薩
が
一
致
し
て
も
仏
智
を
得
る
に
は
大
信
力
が
な
く
て
は
到
達
で
き
ぬ
こ
と

を
表
し
た
一
偶
と
い
え
よ
う
。
信
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
法
華
の
会
座
に
限
ら
ず
、
仏
の
所
説
で
は
信
を
根
本
と
し
て
い
る
点
に
つ
い

て
は
既
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
法
華
の
会
座
で
は
如
上
の
不
退
の
菩
薩
で
あ
っ
て
も
大
信
力
を
生
ず
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
て

か
く
し
て
方
便
品
で
は
舎
利
弗
が
仏
に
向
っ
て
、
「
願
説
二
第
一
法
一
」
と
懇
請
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

（
Ⅳ
）

「
是
会
無
量
衆
能
敬
二
信
此
法
一
仏
已
曽
世
世
教
二
化
如
レ
是
等
一
皆
一
心
合
掌
欲
し
聴
二
受
仏
語
一
」

と
あ
り
、
此
の
会
座
の
大
衆
は
よ
く
此
の
法
を
敬
信
し
、
ま
た
一
心
に
合
掌
し
て
仏
の
語
を
聴
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
即
ち
、
仏
の
法
を
敬
っ
て
信
ず
る
こ
と
は
、
一
心
に
合
掌
す
る
と
い
う
態
度
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
語
の
聴
受
に
際

し
大
衆
の
と
る
べ
き
姿
勢
は
こ
の
．
心
合
掌
」
に
あ
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
。

実
は
法
華
経
の
中
で
．
心
」
に
関
す
る
語
群
で
は
、
こ
の
「
一
心
合
掌
」
が
最
も
多
く
、
続
い
て
「
一
心
同
声
」
が
こ
れ
に
続
き
、

次
が
．
心
観
仏
」
と
．
心
求
仏
道
」
が
こ
れ
と
同
様
に
多
く
出
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
に
一
心
合
掌
は
、
信
仰
者

に
と
っ
て
基
本
の
態
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
究
極
の
姿
勢
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
神
仏
に
対
し
て
一
心
合
掌
す
る
こ
と
か
ら
宗
教
は

始
ま
り
、
互
い
に
一
心
合
掌
し
合
う
こ
と
に
よ
り
仏
国
土
が
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
と
し
た
な
ら
ば
、
宗
教
に
と
っ
て
此
の
一
心
合

掌
は
最
も
重
要
な
態
度
で
あ
り
、
仏
教
に
と
っ
て
は
成
仏
の
為
の
唯
一
の
姿
勢
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
件
と
い
え
る
。

て
、

い
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

(I2)



「
舎
利
弗
汝
等
当
一
心
信
解
、
受
二
持
仏
語
一
諸
仏
如
来
言
無
二
虚
妄
一
、
無
し
有
二
余
乗
一
唯
一
仏
乗
。
印

一
心
合
掌
と
い
う
信
伏
随
順
の
態
度
を
と
っ
た
上
で
、
今
度
は
一
心
に
信
解
す
べ
き
こ
と
が
仏
よ
り
指
示
さ
れ
て
い
る
。
合
掌
し
て
信
解

す
る
と
い
う
の
は
、
只
管
仏
を
信
敬
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
「
受
二
持
仏
語
こ
の
強
調
と
共
に
「
唯
一
仏
乗
」
の
開
顕
の
意
義

を
一
層
深
い
も
の
に
す
る
為
の
定
義
付
け
と
も
考
え
ら
れ
る
。

方
便
品
は
迩
門
正
宗
分
の
中
で
も
法
説
段
に
当
る
だ
け
あ
っ
て
、
信
力
に
重
き
を
置
い
た
一
心
合
掌
の
聞
法
態
度
が
明
示
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
一
心
信
解
に
よ
る
大
歓
喜
を
得
る
と
説
き
、
一
心
に
な
る
こ
と
が
「
自
知
二
当
し
作
し
仏
こ
の
直
道
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

如
く
説
い
て
い
る
。

（
肥
）

こ
の
「
皆
一
心
合
掌
」
に
相
当
す
る
梵
文
は
、
「
か
れ
ら
は
す
べ
て
合
掌
し
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
法
華
の
会
座
に
つ
ら
な
っ
て
い

る
者
は
全
員
が
、
す
べ
て
合
掌
し
仏
の
教
え
を
信
ず
べ
く
来
集
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
舎
利
弗
は
こ
の
あ
と
一
心
合
掌
の
大
衆
が
、

「
是
等
聞
二
此
法
一
則
生
二
大
歓
喜
一
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
聞
法
の
大
衆
が
大
歓
喜
を
生
じ
た
の
は
、
ま
さ
に
一
心
合
掌
か
ら
発

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
舎
利
弗
の
言
葉
に
対
し
、
仏
は
開
三
顕
一
を
説
示
し
一
仏
乗
の
大
事
を
開
顕
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
又
次
の

次
に
蒋
嚥
品
で
は
仏
が
偏
文
の
中
で
舎
利
弗
に
告
ぐ
と
し
、

「
汝
諸
人
等
皆
是
吾
子
我
即
是
父
（
乃
至
）
能
一
心
聴
二
諸
仏
実
法
一
ｏ
電

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

四
、

(13)



法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

と
あ
る
。
仏
が
父
徳
を
も
っ
て
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
要
件
と
し
て
よ
く
一
心
に
諸
仏
の
実
法
を
聴
け
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
「
能
一
心
聴
」
と
い
う
の
も
、
聞
法
の
際
の
態
度
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
一
心
に
聴
け
と
い
う
諸
仏
の

実
法
に
つ
い
て
は
、
深
智
の
者
の
為
に
説
く
教
え
で
あ
る
の
で
、
「
汝
舎
利
弗
尚
於
二
此
経
一
以
レ
信
得
し
入
況
余
声
聞
」
と
い
う
随

順
信
解
を
主
張
し
て
い
る
点
で
は
方
便
品
の
時
と
同
様
で
あ
る
。
実
法
で
あ
り
随
自
意
な
る
が
故
に
、
信
解
し
か
体
得
の
道
が
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
為
に
は
「
一
心
聴
」
に
徹
す
る
こ
と
し
か
方
法
が
な
い
こ
と
と
な
る
。

次
に
信
解
品
で
は
舎
利
弗
の
授
記
を
見
て
歓
喜
し
た
慧
命
・
須
菩
提
・
迦
葉
・
目
健
連
と
い
っ
た
声
聞
衆
が
、
座
よ
り
立
っ
て
、

「
整
二
衣
服
一
偏
担
一
右
一
眉
、
右
膝
著
し
地
一
心
合
掌
、
曲
し
躬
恭
敬
膿
一
仰
尊
顔
。
電
）

と
仏
に
対
す
る
恭
敬
の
姿
勢
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
心
合
掌
は
方
便
品
の
際
と
同
様
で
あ
る
が
、
更
に
一
段
と
衣
服
・

身
体
の
全
て
に
渡
っ
て
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
単
に
両
の
手
を
合
せ
る
の
み
で
は
な
く
、
全
身
を
も
っ
て
一
心
に
仏
を
膳
仰
す
る

態
度
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

「
於
下
仏
教
化
菩
薩
阿
縛
多
羅
三
鏡
三
菩
提
上
、
不
し
生
二
一
念
隅
鶏
之
心
一
。
我
等
今
於
二
仏
前
一
聞
レ
授
二
声
聞
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提

と
「
一
念
の
好
楽
の
心
」
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
念
は
如
上
の
一
心
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
一

心
と
一
念
は
ほ
ぼ
同
義
の
如
く
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
僅
か
な
心
、
微
細
な
念
を
一
念
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
こ
の
塲
苔
の
一
念
は
、
．
念
信
解
」
と
同
様
に
今
ま
で
に
取
り
扱
っ
て
き
た
一
心
と
同
列
に
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。

記
、
心
甚
歓
喜
得
二
未
曽
有
一
ｏ
電

次
は
薬
草
諭
品
で
あ
る
が
、
三
草
二
木
の
善
諭
の
あ
と
偶
文
の
中
で
、

(理）



こ
の
一
心
善
聴
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
語
が
、
授
記
品
の
中
に
「
諸
比
丘
衆
今
告
二
汝
等
一
皆
当
三
一
心
聴
二
我
所
説
酎
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
仏
が
「
皆
一
心
に
な
っ
て
我
が
所
説
を
聴
け
」
と
指
示
し
て
い
る
。
仏
弟
子
須
菩
提
の
当
得
作
仏
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
一
段

で
あ
る
が
、
「
皆
当
一
心
聴
」
は
作
仏
と
い
う
最
も
重
要
な
所
説
の
段
だ
け
に
、
特
に
会
座
の
一
同
へ
要
求
さ
れ
た
態
度
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
従
っ
て
次
の
迦
鯆
延
の
場
合
も
、
「
諸
比
丘
衆
皆
一
心
聴
如
二
我
所
説
一
真
実
無
し
異
」
と
あ
り
、
仏
の
所
説
は
真
実
で
あ
っ

て
異
り
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
真
実
無
異
」
な
る
が
故
に
「
皆
一
心
聴
」
た
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
く
る
。

更
に
「
一
心
聴
」
に
関
連
を
持
っ
た
経
文
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
随
喜
功
徳
品
で
は
、
仏
が
阿
逸
多
に
向
っ
て
た
と
え
一
人

の
為
で
あ
っ
て
も
法
を
聴
か
し
め
た
場
合
の
功
徳
を
説
く
中
で
、

「
何
況
一
心
聴
説
読
調
、
而
於
二
大
衆
一
為
し
人
分
別
、
如
レ
説
修
行
。
竜

と
あ
り
面
貌
円
満
に
し
て
見
仏
聞
法
を
得
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
一
心
聴
」
は
次
の
「
説
き
読
調
し
人
の
為
に
分
別
し

て
説
の
如
く
修
行
」
を
す
る
た
め
の
も
の
と
い
え
る
。
即
ち
一
心
聴
は
自
己
の
為
の
み
で
は
な
く
、
他
に
向
っ
て
「
説
く
」
為
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
説
く
為
の
前
提
と
し
て
先
ず
善
く
聴
き
、
そ
の
上
で
説
く
と
い
う
化
他
行
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
自
分
の
み
の
一
心
聴
で
あ
っ
て
は
菩
薩
道
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
華
経
に
於
け
る
一
心
聴
は
、
あ
く
ま

で
「
説
く
」
為
の
要
件
と
し
て
菩
薩
に
科
せ
ら
れ
た
要
件
と
い
え
よ
う
。
故
に
又

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

こ
こ
の
二
心
美
昼

れ
る
。
一
心
合
掌
Ｌ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
我
為
如
来
両
足
之
尊
（
乃
至
）
世
間
之
楽
及
浬
梁
楽
諸
天
人
衆
一
心
善
聴
皆
応
到
レ
此
観
一
無
上
尊
一
ｏ
電

』
の
「
一
心
善
聴
」
は
、
前
の
「
能
一
心
聴
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
語
で
あ
る
が
、
次
の
「
観
無
上
尊
」
と
対
句
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら

匂
。
一
心
合
掌
と
共
に
一
心
善
聴
は
、
聞
法
の
時
の
要
件
で
あ
り
、
無
上
の
尊
を
観
る
た
め
の
動
作
へ
と
一
連
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
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法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

「
何
況
一
心
聴
解
二
説
其
義
趣
一
如
レ
説
而
修
行
其
福
不
レ
可
し
限
。
」

と
結
文
で
重
説
し
て
い
る
。
一
心
聴
と
解
説
の
功
徳
は
無
限
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
此
の
品
は
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
に

涌
出
品
に
於
て
も
、
「
所
し
得
第
一
法
甚
深
巨
分
別
一
、
如
レ
是
今
当
し
説
汝
等
一
心
聴
。
塚
）
と
あ
り
、
第
一
の
甚
深
の
法
を
一
心
に
聴
く
こ

と
を
指
示
し
た
上
で
、
略
開
近
顕
遠
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
心
聴
も
実
は
「
説
く
た
め
」
の
も
の
で
あ
り
、
第
一
法
を
大
衆

に
向
っ
て
解
説
す
る
為
に
、
必
要
条
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
化
城
諭
品
で
は
、
一
心
合
掌
の
他
に
．
心
同
声
」
の
語
が
し
ば
し
ば
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
時
諸
梵
天
王
即
於
二
仏
前
一
一
心
同
し
声
以
レ
偏
頌
日
電
）
と
い
う
経
文
が
六
回
に
渡
っ
て
出
て
く
る
。
梵
文
で
は
．
緒
に
声
を
あ
わ
せ

て
合
唱
し
て
、
か
の
世
尊
に
、
こ
れ
ら
の
ふ
さ
わ
し
い
詩
頌
で
話
し
か
け
た
。
竜
）
と
な
っ
て
い
る
。
諸
の
梵
天
王
が
一
緒
に
な
っ
て
声
を

合
せ
、
一
心
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
も
っ
て
大
通
智
勝
仏
を
讃
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
一
心
同
声
は
会
座
に
於
け
る
数
多
く
の
梵
天
王
ら
が
、

皆
一
同
に
仏
を
仰
ぎ
見
つ
つ
声
を
揃
え
て
讃
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
複
数
の
者
が
心
を
一
に
し
て
仏
に
向
い
偶
頌
を
も
っ
て
「
善
哉
見

諸
仏
」
又
は
「
大
聖
転
二
法
輪
一
」
「
世
雄
両
足
尊
」
と
い
っ
た
言
葉
で
始
ま
る
讃
嘆
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梵
天
王
さ
え
も
が
一
心

同
声
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
衆
生
が
仏
に
向
う
時
は
尚
さ
ら
に
一
心
同
声
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

一
品
の
中
に
一
心
同
声
が
六
回
も
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
一
心
同
声
に
意
義
を
持
た
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
緒
に
声
を
あ
わ
せ
て
合
唱
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
会
座
の
一
同
が
一
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
仏
に
帰
依
の
念
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
現
れ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
一
会
の
大
衆
が
一
心
同
声
に
よ
っ
て
唱
題
す
る
こ
と
に
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
品
の
場
合
は

五
、
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か
く
し
て
同
品
で
は
次
に
、
仏
自
身
が
一
心
に
一
処
に
坐
し
て
禅
定
に
入
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

墨
呼
是
法
華
経
如
二
恒
河
沙
一
偶
上
彼
仏
説
し
経
已
静
室
入
二
禅
定
一
一
心
一
処
坐
八
万
四
千
劫
。
竜

従
来
は
専
ら
教
化
さ
れ
る
衆
生
の
側
に
つ
い
て
の
一
心
が
説
か
れ
て
お
り
、
成
仏
の
為
の
第
一
歩
と
し
て
合
掌
・
礼
拝
で
始
ま
る
求
道
聞

法
の
態
度
が
随
所
で
示
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
差
で
は
明
ら
か
に
仏
の
一
心
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
通
智
勝
仏
が
十
六
王
子

に
向
っ
て
法
華
経
を
説
い
た
あ
と
、
八
万
四
千
劫
に
渡
っ
て
一
心
に
一
処
に
静
室
入
禅
定
を
と
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
沙
弥
と
な
っ
た
十

六
王
子
は
、
大
通
智
勝
仏
が
禅
か
ら
出
で
た
ま
わ
ぬ
こ
と
を
知
り
、
各
々
仏
に
代
っ
て
法
座
に
昇
り
法
を
説
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
仏
の
「
一
心
一
処
坐
」
は
十
六
人
に
仏
道
を
具
足
さ
せ
、
正
覚
を
成
じ
さ
せ
る
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
聞
法
者
は
「
在
在
諸
仏
土
、
常

与
レ
師
倶
生
、
」
を
得
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
静
室
入
禅
定
、
一
心
一
処
坐
」
に
相
当
す
る
梵
文
で
は
、
「
僧
院
に
入
っ
て
瞑
想
に

専
念
し
た
。
奇
）
と
な
っ
て
い
る
。
一
心
専
念
に
瞑
想
の
境
地
に
入
る
仏
は
既
に
法
を
説
き
終
っ
て
お
り
、
そ
の
後
継
者
達
に
説
法
を
ゆ
だ

法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

仏
を
讃
嘆
す
る
為
の
一
心
同
声
で
あ
る
が
、
す
べ
か
ら
く
仏
里
皇
戸
を
聞
く
時
も
、
法
を
求
め
る
際
も
、
甑
辿
の
如
く
一
心
今
昼
Ｔ
礼
拝
・

善
聴
・
同
声
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
唱
題
に
際
し
て
も
一
心
同
声
た
る
べ
き
こ
と
が
重
要
な
要
件
と

尚
、
同
品
の
中
で
は
大
悲
と
名
付
け
ら
れ
た
一
人
の
大
梵
天
王
が
、
諸
の
梵
衆
に
向
っ
て
、
「
未
二
曽
見
二
此
相
一
、
当
二
共
一
心
求
一
」

と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
明
照
曜
の
未
曽
有
な
る
宮
殿
を
見
て
、
大
衆
が
歓
喜
し
苦
の
衆
生
を
度
脱
す
る
為
の
教
え
を
一
心
に
求
め
よ

う
と
呼
び
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
当
共
一
心
求
」
は
先
の
「
一
心
同
声
」
と
関
連
し
て
み
る
と
き
、
声
を
揃
え
て
仏
を
讃
嘆

し
つ
つ
大
衆
が
一
心
と
な
っ
て
教
法
を
求
め
る
こ
と
は
、
一
連
の
聴
聞
求
道
の
態
度
と
し
て
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

の
と
い
え
よ
う
。
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仏
も
ま
た
法
を
説
き
終
っ
た
後
は
、
一
心
専
念
に
禅
定
の
境
に
入
っ
て
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
生
仏
倶
に
一
心
た
る
こ
と
が
仏

道
を
歩
む
上
で
不
可
欠
の
要
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
．
心
一
処
坐
」
は
仏
の
み
の
こ
と
で
は
な
く
、
衆
生
が
聞
法
・
礼
拝
・
合

掌
の
際
の
極
め
て
自
然
な
姿
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
皆
倶
に
一
心
に
一
処
に
坐
し
て
」
と
い
う
一
会
の
在
り
方
か
ら
聞
法
も
唱
題
も
始
ま
っ

て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信
行
上
の
基
本
態
度
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

信
行
態
度
と
い
え
ば
常
に
怠
ら
ず
持
続
す
べ
き
こ
と
が
大
事
な
要
件
と
な
る
が
、
法
華
経
の
中
で
は
次
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
語
に
、

「
一
心
精
進
」
が
あ
る
。
例
え
ば
涌
出
品
に
は
、

罰
）

㈲
「
阿
逸
多
乃
能
問
二
仏
如
し
是
大
事
一
、
汝
等
当
下
共
一
心
被
二
精
進
鎧
一
発
中
堅
固
意
上
」

⑧
「
当
二
精
進
一
心
一
我
欲
し
説
二
此
事
一
勿
レ
得
し
有
二
疑
悔
一
仏
智
巨
思
議
一
。
」

。
「
亦
常
楽
二
於
諸
仏
之
法
一
一
心
精
進
求
二
無
上
慧
一
。
」

と
三
箇
所
に
渡
っ
て
一
心
に
精
進
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
間
の
一
心
精
進
は
釈
迦
仏
が
弥
勒
菩
薩
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
言

葉
で
、
梵
文
で
は
「
心
を
専
一
に
し
て
、
確
固
た
る
信
念
を
持
て
。
軍
）
と
あ
り
、
⑧
は
㈲
に
続
く
偶
文
で
あ
っ
て
、
梵
文
で
は
「
心
を
統

一
し
て
、
安
住
せ
よ
罰
と
な
っ
て
い
る
。
仏
が
大
事
を
説
く
に
当
っ
て
、
皆
共
に
一
心
に
精
進
の
鎧
を
着
け
よ
と
言
い
、
堅
固
の
意
を
持

つ
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
精
進
し
て
心
を
一
つ
に
す
べ
き
こ
と
が
重
ね
て
説
か
れ
て
い
る
点
を
、
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で

も
な
く
「
精
進
」
は
、
六
度
の
一
で
あ
り
、
菩
薩
の
修
行
す
べ
き
淀
の
一
つ
で
あ
る
が
、
他
の
布
施
、
受
戒
、
忍
辱
、
禅
定
、
智
慧
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
一
心
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
特
に
こ
こ
で
は
一
心
精
進
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
心
を
堅
固
に
持
つ
こ

と
と
、
疑
悔
を
生
じ
な
い
こ
と
、
更
に
無
上
慧
を
求
め
る
為
に
は
、
精
進
努
力
が
最
も
大
事
な
要
件
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）
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さ
て
、
湧
出
品
で
は
、
「
我
今
説
二
実
語
一
汝
等
一
心
信
、
我
従
二
久
遠
一
来
教
二
化
是
等
衆
一
。
竜
と
略
し
て
久
遠
を
説
く
が
、
そ
の
際

「
一
心
に
信
ぜ
よ
」
と
特
に
一
心
信
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
未
聞
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
久
遠
実
成
は
．
心
に
信
ず
る
こ
と
」
か

ら
始
ま
る
と
い
え
る
。
総
じ
て
宗
教
で
は
「
信
」
を
重
視
す
る
が
、
と
り
わ
け
法
華
経
で
は
、
専
ら
信
を
第
一
に
据
え
て
い
る
。
信
じ
て

仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
か
ら
総
て
の
宗
教
活
動
が
開
始
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

（
弱
）

故
に
寿
量
品
へ
入
っ
て
久
遠
実
成
が
示
さ
れ
る
や
「
一
心
欲
し
見
レ
仏
、
不
自
惜
二
身
命
一
」
と
あ
り
、
一
心
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
べ
く
、

わ
が
身
命
を
も
惜
し
ま
な
い
と
い
う
徹
底
し
た
「
見
レ
仏
」
の
信
行
へ
と
進
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
尚
、
「
見
仏
」
と
「
観
仏
」
に
つ
い

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

る
。
六
度
に
関
し
て
は
分
別
功
徳
品
に
、

「
復
有
し
人
能
持
二
是
経
一
兼
行
二
布
施
持
戒
忍
辱
精
進
一
心
智
慧
一
、
其
徳
最
勝
無
量
無
辺
。
冠

と
受
持
に
兼
行
六
度
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
心
智
慧
に
重
き
が
あ
り
、
「
為
二
他
人
一
説
」
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の

で
、
他
人
に
解
説
す
る
為
に
は
必
然
的
に
一
心
智
慧
が
要
求
さ
れ
て
こ
よ
う
。
こ
の
品
で
は
著
名
な
「
五
十
展
転
」
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

一
人
の
為
に
法
を
聴
か
し
め
た
だ
け
で
も
、
そ
の
功
徳
は
多
大
で
あ
る
と
し
、
「
何
況
一
心
聴
説
読
謂
而
於
二
大
衆
一
為
し
人
分
別
如
レ
説
修

行
。
」
と
あ
り
、
一
心
に
聴
法
し
、
解
説
し
、
読
調
す
る
こ
と
、
即
ち
如
説
修
行
の
功
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
品
で
あ
る
か
ら
、
一
心
に
聴

き
ま
た
説
く
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
心
に
精
進
し
、
智
慧
を
磨
き
、
か
つ
そ
の
上
で
一
心
に
解

説
し
読
調
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
華
経
を
弘
め
る
立
場
の
者
に
と
っ
て
特
に
注
目
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
よ

マ
フ
。

一
ハ
、
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（
鋼
）

「
応
当
三
一
心
広
説
二
此
経
一
世
世
値
し
仏
疾
成
二
仏
道
一
。
」

と
あ
る
。
「
ま
さ
に
一
心
に
広
く
此
経
を
説
く
べ
し
」
と
仏
は
布
教
を
命
じ
て
い
る
。
一
心
に
な
っ
て
広
説
此
経
す
る
こ
と
が
、
仏
道
を

成
ず
る
為
の
条
件
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
自
分
の
中
に
仏
を
見
、
相
手
の
中
に
も
仏
身
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
法
華
経
を
、
広
く
説
く
こ

と
に
よ
り
、
自
他
共
に
仏
を
見
て
、
仏
道
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
こ
の
「
一
心
欲
見
仏
、
不
自
惜
身
命
」
の
経
文
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
『
義
浄
房
御
書
』
に
は
、
「
日
蓮
が
己
心
の
仏
界
を
此
文
に
依
て
顕
す
也
ｏ
電
）
と
述
べ
更
に
「
心
を
一
に
し
て
仏
を
見
る
。
一
心

を
見
れ
ば
仏
也
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
観
念
的
に
仏
を
見
る
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
現
に
仏
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
唯
仏
与

仏
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
理
観
か
ら
事
観
へ
の
見
仏
の
中
に
、
「
妙
覚
釈
尊
我
等
血
肉
也
、
因
果
功
蝋
韮
替
肉
享
堕

ノ
ハ
カ

（
帆
）

と
い
う
『
本
尊
抄
』
の
如
き
「
所
化
以
同
体
」
の
境
地
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

神
力
品
で
は
仏
が
、
「
汝
等
於
二
如
来
滅
後
応
し
当
下
一
心
受
持
読
調
解
説
書
写
如
レ
説
修
行
蟻
》
と
一
心
受
持
の
五
種
法
師
を
説
き
、
法

師
品
と
同
様
の
如
説
修
行
が
見
え
る
。
神
力
別
付
の
立
場
か
ら
し
て
当
然
と
も
い
え
る
が
、
次
の
属
累
品
で
は
、
「
汝
当
応
当
下
一
心
流
二

法
華
経
に
現
れ
た
．
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

て
は
、
既
に
少
し
く
触
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
（
”
一
心
に
仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
信
仰
者
に
と
っ
て
最
も
基
本
の
態
度

で
あ
る
と
同
時
に
、
帰
結
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
見
仏
に
始
ま
っ
て
見
仏
に
至
り
着
く
、
そ
の
間
に
は
如
上
の
一
心
合
掌
や
一
心
受
持

を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
一
心
が
必
要
と
な
り
、
各
自
の
分
に
応
じ
た
一
心
の
修
行
と
化
他
の
為
の
五
種
法
師
や
六
度
が
、
考
え
ら
れ

品
の
結
寺
〈
に
は
、

て
く
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
が
目
標
と
さ
れ
た
不
軽
菩
薩
が
、
常
に
一
心
に
礼
拝
行
を
積
ま
れ
た
こ
と
も
、
相
手
の
中
に
仏
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
不
軽

(20）



布
此
法
一
広
〈
Ｆ
増
益
上
。
弱
と
あ
っ
て
一
心
流
布
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
一
心
流
布
」
は
弘
通
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
本

化
．
迩
化
の
別
な
く
最
も
重
要
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
経
文
で
あ
り
、
仏
使
の
使
命
と
し
て
日
蓮
聖
人
も
受
領
さ
れ
て
い
る
頭
漕
華
経

の
行
者
は
常
に
志
念
堅
固
に
し
て
、
「
一
心
不
慨
怠
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
分
別
功
徳
品
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
で
、
一
心
と
は
仏

を
念
じ
心
が
安
住
し
て
乱
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
「
安
住
心
不
乱
」
を
指
す
も
の
と
い
え
る
。
又
同
品
で
は
仏
の
所
説
を
聞
い
て
一
心

一
念
で
も
こ
れ
を
信
ず
る
者
の
功
徳
を
示
し
、
更
に
深
心
に
信
ず
る
者
の
福
は
無
量
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ほ
ん
の
わ

ず
か
な
一
心
一
念
の
意
で
あ
る
が
、
し
か
し
遂
い
に
は
深
心
に
至
り
心
を
一
つ
に
し
て
の
信
を
も
っ
て
福
の
無
量
を
説
く
上
か
ら
す
る
と
、

浅
い
一
心
一
念
か
ら
深
い
一
心
へ
と
段
階
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
法
華
経
で
は
序
品
の
．
心
観
仏
」
か
ら
始
ま
り
、
寿
量
品
の
．
心
欲
見
仏
」
に
至
り
、
更
に
神
力
品
の
「
一
心
受
持
」
、

属
累
品
の
．
心
流
布
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
間
の
諸
品
で
は
専
ら
「
一
心
」
に
関
す
る
説
示
が
盛
ん
で
あ
っ
て
、
心
を
一
つ
に
す
る
こ

と
の
重
要
性
が
し
ば
し
ば
重
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
信
受
し
受
持
し
流
布
さ
せ
る
上
か
ら
も
、
常
に
「
一
心
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

ツ

こ
と
を
強
調
さ
れ
た
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
心
に
二
ま
し
ま
し
て
、
信
心
だ
に
弱
く
候
は
だ
、
峯
の
石
の
谷
へ
こ
ろ
び
、
空
の
雨
の
大

．
ツ

地
へ
落
る
と
思
食
せ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
二
心
三
心
の
散
心
弱
信
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
一
心
合
掌
の
態
度
を
そ
の

ま
ま
一
心
受
持
の
強
信
へ
と
持
続
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
一
心
欲
見
仏
不
自
借
身
命
」
は
、
純
粋
な
宗
教
の
立
場
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
は
此
の
経
文
に
よ
っ
て
仏
果
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
一
心
」
は
ま
さ
に
成
仏
へ
の
鍵
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
尚
、
法
華
経
の
中
に
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
一
心

の
他
に
も
．
心
称
名
」
二
心
供
養
」
．
心
自
書
」
等
の
語
が
散
見
で
き
る
が
、
主
要
な
も
の
に
留
め
た
。
日
蓮
聖
人
の
教
学
上
で

最
も
重
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
唱
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
法
華
経
所
説
の
「
一
心
」
に
従
っ
て
、
二
心
唱
題
」
で
な
く
て
は
な

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

(21)



法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

ら
な
い
こ
と
が
、
如
上
の
所
見
に
依
り
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

戸
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岩
波
版
『
法
華
経
』
（
大
正
蔵
九
’
七
三
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
六
）

同
（
同
九
’
六
～
七
）

岩
波
版
『
法
華
経
』
（
上
’
八
五
）

岩
波
版
『
法
華
経
』
（
上
‐

同
（
上
‐

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
六
）

同
（
同
九
’
二
）

同
（
同
九
’
五
）

同
（
同
九
’
五
）

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
十
巻
第
一
号
二
五
八
頁
．
心
観
仏
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
平
成
三
年
十
二
月
刊
）

岩
波
版
『
法
華
経
」
岩
本
裕
訳
上
’
三
三

無
風
義
経
（
大
正
蔵
九
’
三
八
六
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
三
一
）

岩
波
版
『
法
華
経
』
（
上
’
五
九
）

同
（
上
’
六
五
）

波
羅
提
木
叉
で
は
比
丘
二
五
○
戒
、
比
丘
尼
は
三
五
○
戒
ほ
ど
の
条
文
が
あ
る
。
僧
伽
の
統
制
で
あ
り
具
足
戒
と
い
う
。

始
め
四
十
八
軽
垢
戒
（
梵
網
経
）
等
が
説
か
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
経
（
大
正
蔵
十
二
’
三
四
七
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
四
）

同
（
同
九
’
三
）

大
乗
で
も
十
善
戒
を

(22）
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法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
七
）

同
（
同
九
’
一
五
）

同
（
同
九
’
一
六
）

同
（
同
九
’
一
六
）

同
（
同
九
’
二
○
）

同
（
同
九
’
二
一
）

同
（
同
九
’
四
七
）

同
（
同
九
’
四
一
）

同
（
同
九
’
二
三
）

岩
波
版
『
法
華
経
』
（
中
’
三
三
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
二
六
）

岩
波
版
『
法
華
経
」
（
中
’
八
三
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
四
一
）

岩
波
版
『
法
華
経
』
（
中
’
三
○
七
）

同
（
中
’
三
○
七
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
四
五
）

同
（
同
九
’
四
一
）

同
（
同
九
’
四
三
）

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
十
巻
第
一
号
二
六
四
頁
。

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
五
こ

義
浄
房
御
書
定
遺
七
三
○

観
心
本
尊
抄
定
遺
七
二

同
同
七
一
二

法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

(認）
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法
華
経
に
現
れ
た
「
一
心
」
に
つ
い
て
（
上
田
）

法
華
経
（
大
正
蔵
九
’
五
二
）

同
（
同
九
’
五
二
）

撰
時
抄
の
中
で
「
法
華
経
を
ひ
ろ
む
る
者
は
日
本
の
一
切
衆
生
の
父
母
な
り
」
（
定
適
一
○
一
八
）
と
述
べ
、
更
に
「
日
蓮
は
閻
浮
第
一
の
法

華
経
の
行
者
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
四
条
金
吾
殿
御
返
事
に
は
「
能
説
此
経
、
能
持
此
経
の
人
、
則
如
来
の
使
な
り
。
」
（
定
遺
一

六
六
八
）
と
も
あ
る
。

(認）



ふ
み
ク

シ

そ
の
女
性
教
化
の
内
容
の
一
端
を
今
、
千
日
尼
の
返
書
に
伺
う
と
「
御
文
に
云
、
女
人
の
罪
障
は
い
か
が
と
存
候
へ
ど
も
、
御
法
門
に

法
華
経
は
女
人
の
成
仏
を
さ
き
と
す
る
ぞ
と
候
し
を
、
万
事
は
た
の
み
ま
い
ら
せ
候
て
等
云
塞
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
千
日
尼
の
切
な

る
願
い
を
龍
め
て
法
華
経
の
女
人
成
仏
を
、
頼
り
に
励
む
、
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
蓮
聖
人
は
一
体
こ
の
「
法
華
経
の
女
人
成
仏
」
の
法
門
を
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
ま
た
門
弟
中
の
女
性
信
者
達
に
ど
の
様
に
教
不
し
、

そ
し
て
そ
の
実
践
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
思
い
を
回
ら
し
た
時
に
、
聖
人
の
成
仏
観
の
根
拠
は
、
そ
の
依
経
と
す
る
法
華
経

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

日
蓮
聖
人
の
周
囲
に
は
、
数
多
く
の
女
性
信
者
が
お
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
名
前
の
確
認
が
出
来
た
数
だ
け
で
も
六
六

人
見
え
蔀
）
そ
の
他
名
前
不
明
の
女
性
信
者
達
も
お
ら
れ
る
。
日
蓮
門
下
中
、
女
性
信
者
の
占
め
る
割
合
を
計
算
す
る
と
、
現
在
二
六
七

人
の
名
前
が
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
約
四
分
の
一
に
及
ん
で
い
る
。
ま
だ
女
性
宛
の
書
簡
も
九
○
篇
現
存
陣
）
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
遺
文

の
正
篇
四
四
三
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
。
こ
の
様
な
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
い
か
に
日
蓮
聖
人
が
女
性
教
化
に
対
し
て
重
き
を
置
い
て

い
た
か
、
理
解
で
き
よ
う
。

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
日

１
１
法
華
経
の
成
仏
の
文
証
に
関
し
て
１
１

一
、
は
じ
め
に

桑
名
貫
正

("）



日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
、
法
華
経
の
成
仏
の
経
文
証
拠
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
研
究
業
績
を
尋
ね
て
見
る

と
、
管
見
の
範
囲
に
於
い
て
は
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
種
の
研
究
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
小
論
は
、
日
蓮
聖
人

の
女
人
成
仏
観
の
基
盤
と
な
る
法
華
経
の
成
仏
に
関
す
る
経
文
文
証
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
の
方
法
と
し
て
は
第
一

に
『
日
蓮
聖
人
遺
文
』
全
四
巻
中
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
目
か
ら
見
ら
れ
た
法
華
経
の
成
仏
に
関
す
る
経
文
文
証
に
つ
い
て
、
対
象
を

し
ぼ
り
検
討
を
し
た
い
。
そ
し
て
、
成
仏
文
証
の
説
示
を
含
め
て
、
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
品
々
の
相
関
関
係
と
、
そ
の
勝
劣
に
つ
い
て
も

試
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
女
人
成
仏
観
の
基
礎
作
業
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
の
場
合
、
成
仏
に
関
し
て
広
く
そ
の
文
証
を
考
察
し
検
討
し
た
結
果
を
大
ま
か
に
言
え
ば
、
次
の
各
品
に
見

ら
れ
る
。
方
便
品
・
臂
嚥
品
・
信
解
品
・
薬
草
嚥
品
・
授
記
品
・
化
城
嚥
品
・
五
百
弟
子
受
記
品
・
授
学
無
学
人
記
品
・
法
師
品
・
見
宝

塔
品
・
提
婆
達
多
品
・
勧
持
品
・
如
来
寿
量
品
・
分
別
功
徳
品
・
常
不
軽
菩
薩
品
・
如
来
神
力
品
・
薬
王
品
・
陀
羅
尼
品
・
妙
荘
厳
王
本

事
品
・
普
賢
菩
薩
勧
発
品
の
二
十
品
で
あ
る
。
こ
の
二
十
品
の
内
容
を
更
に
詳
細
に
検
討
し
、
日
蓮
聖
人
の
目
か
ら
見
ら
れ
た
各
品
に
お

け
る
成
仏
の
文
証
の
内
容
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
、
方
便
品
第
二
の
文
証
（
十
証
）

が
、
そ
の
叩

れ
て
い
奪
）

は

日
蓮
聖
人
が
錨
仰
し
て
や
ま
な
い
伝
教
大
師
は
、
妙
楽
大
師
の
龍
女
成
仏
の
思
想
を
受
け
つ
い
で
即
身
成
仏
と
い
い
当
て
嵌
め
ら
れ
た
。

、
そ
の
即
身
成
仏
の
文
証
は
、
浅
井
円
道
先
生
の
指
摘
で
は
提
婆
品
の
龍
女
成
仏
段
と
、
観
普
賢
経
の
二
句
の
文
の
み
で
あ
る
と
言
わ

二
、
遺
文
中
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
法
華
経
の
成
仏
の
文
証
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ス
ン
ト
ワ
シ
テ
カ

ヲ

そ
の
③
欲
し
令
三
衆
生
開
二
仏
知
見
一
（
大
正
九
・
七
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
九
○
頁
）

力
ニ
ス
ト
ヲ
シ

右
の
文
を
以
て
二
一
歳
作
の
戒
体
即
身
成
仏
義
に
「
我
身
具
二
十
界
一
得
し
意
時
欲
令
衆
生
仏
之
知
見
と
説
て
、
自
身
に
一
分
の
行

ク
無
し
て
即
身
成
仏
す
る
也
」
（
定
一
三
頁
）
と
説
き
。
五
一
歳
作
の
開
目
抄
（
真
蹟
曽
存
）
で
は
十
界
の
す
べ
て
に
、
己
界
の
仏
界
が
あ

レ
ハ

ノ

る
経
文
証
拠
と
示
し
（
定
五
七
○
頁
）
・
五
二
歳
作
の
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
は
、
こ
の
経
文
を
以
て
「
是
九
界
所
具
仏
界
也
」
（
定

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

レ
チ

ノ

右
の
文
を
文
永
十
年
作
の
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
に
引
き
「
此
即
縁
覚
界
所
具
十
界
也
」
（
定
七
○
四
～
五
頁
）
と
述
べ
。
縁
覚
が

成
仏
し
た
姿
の
具
体
的
な
る
経
文
証
拠
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
前
年
作
の
開
目
抄
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
に
は
「
欲
聞
具

▲
ｒ
ハ

ス

》
し

足
道
」
を
釈
し
て
「
具
者
十
界
互
具
。
足
と
申
は
一
界
に
十
界
あ
れ
ば
当
位
に
余
界
あ
り
。
満
足
の
義
な
り
。
…
…
十
界
に
皆
己
界
の
仏

界
を
顕
す
」
（
定
五
六
九
～
七
○
頁
）
と
説
き
、
成
仏
に
は
十
界
互
具
の
原
理
が
基
本
な
る
を
論
じ
、
欲
聞
具
足
道
に
そ
の
義
が
あ
る
と

タ
ト
ト
ノ
ミ
チ
ク
メ
ス
ノ
ヲ

そ
の
①
唯
仏
与
レ
仏
乃
能
究
‐
尽
二
諸
法
実
相
一
（
大
正
九
・
五
頁
Ｃ
）
（
岩
波
上
・
六
八
藍

ス

ニ
ク

日
蓮
聖
人
は
西
山
殿
御
返
事
に
「
法
華
経
に
そ
め
ら
れ
奉
れ
ば
必
仏
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
証
拠
の
経
文
に
は
「
経
云
諸
実
相

ノ

ト
ハ
ノ

ノ

ー
誉
」
（
定
一
二
五
二
）
を
引
用
す
。
建
治
四
年
作
の
始
聞
仏
乗
義
（
真
蹟
完
）
に
も
「
法
華
経
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
者
爾
前
灰
身
滅
智

ノ
ヘ
テ

ノ
ヲ
ク
ニ

テ
ス

モ
シ
ト
ノ
ス
ル

ニ
乗
押
二
煩
悩
業
苦
三
道
一
説
二
法
身
般
若
解
脱
一
二
乗
還
作
仏
。
菩
薩
凡
夫
亦
如
し
是
釈
也
」
（
定
一
四
五
四
頁
）
と
述
べ
、
成
仏
の

経
証
と
見
て
い
る
。
又
、
こ
の
経
文
を
以
て
次
の
様
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
。
太
田
左
衛
門
尉
御
返
事
に
十
界
衆
生
の
成
仏
を
明
す
（
定

一
四
九
七
頁
）
・
秀
句
十
勝
妙
に
果
分
の
法
を
示
す
（
真
蹟
完
・
定
二
三
六
二
頁
）
等
の
文
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ノ
ル
ヲ

シ
テ
テ
ヲ
ス
ン
卜
ノ
ヲ

そ
の
②
其
求
二
縁
覚
一
者
比
丘
比
丘
尼
乃
至
合
掌
以
二
敬
心
一
欲
し
聞
二
具
足
道
一
（
大
正
九
・
六
頁
Ｃ
）
（
岩
波
上
・
七
八
～
八

○
頁
）
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テ
ク

レ

建
長
七
年
三
八
歳
作
の
蓮
盛
妙
に
右
の
経
文
を
根
拠
と
し
、
次
の
様
に
い
う
「
問
云
法
華
は
貴
賎
男
女
何
の
菩
提
の
道
を
得
べ
き
や
。

テ
ク

テ
モ
ニ

シ
上

答
云
乃
至
於
二
一
偶
一
皆
成
仏
無
し
疑
云
云
」
と
法
華
行
者
の
成
仏
が
ま
ち
が
い
な
く
可
能
な
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

ク
ク
カ
ラ
ル
コ
ト

そ
の
⑤
如
し
我
等
無
し
異
（
大
正
九
・
八
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
一
○
八
頁
）

右
の
文
を
以
て
成
仏
の
証
文
と
説
か
れ
て
い
る
遺
文
は
文
永
九
年
五
一
歳
作
の
日
妙
聖
人
の
御
書
（
真
蹟
断
存
）
の
「
我
等
具
縛
の
凡

二
ク

夫
忽
に
教
主
釈
尊
と
功
徳
ひ
と
し
。
彼
の
功
徳
を
全
体
う
け
と
る
故
な
り
。
経
云
如
我
等
無
異
等
云
云
と
法
華
経
を
得
し
心
者
は
釈
尊

ス

と
斉
等
な
り
と
申
文
な
り
。
」
の
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

ノ
ク
ノ

ー
ス
シ
テ

ヲ

メ
タ
リ
う
ニ

そ
の
⑥
我
昔
如
二
所
願
一
今
者
已
満
足
化
二
一
切
衆
生
一
皆
令
レ
入
二
仏
道
一
（
大
正
九
・
八
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
一
○
八

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

七
○
四
頁
）
と
総
論
に
て
具
体
的
に
衆
生
に
十
界
互
具
が
あ
る
経
文
証
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
成
仏
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

頁
…

こ
の
経
文
を
、
正
元
元
年
三
八
歳
の
作
、
爾
前
二
乗
不
作
仏
事
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
に
引
き
、
法
華
経
は
十
界
皆
成
仏
な
る
こ
と
が
分

ス
ル
ニ
二
・
〃
″

ノ
ヲ

シ

モ

明
で
あ
る
証
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
る
例
は
、
「
彼
達
多
堕
二
無
間
一
授
二
天
王
仏
記
一
龍
女
成
仏
十
羅
刹
女

り
ヲ

そ
ケ
ノ
ヲ

ノ
ル
ノ
二

悟
二
仏
道
一
阿
脩
羅
受
二
成
仏
総
記
一
人
天
・
二
乗
・
三
教
菩
薩
入
二
円
妙
仏
道
こ
（
定
一
四
六
頁
）
と
示
さ
れ
て
い
る
。
他
書
に
も

成
仏
の
文
証
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
蕊

シ
ノ
ノ
二
＊

シ
ノ
ヲ

キ
ノ
ノ
ハ
ニ
シ
タ
リ
ヲ

そ
の
⑦
若
人
為
し
仏
故
建
二
立
諸
形
像
一
乃
至
如
し
是
諸
人
等
皆
已
成
二
仏
道
一
（
大
正
九
・
八
頁
ｃ
）
（
岩
波
上
・
二

頁
一

シ
ク
ハ
ニ
シ
テ
カ
ハ

ノ
ノ

ヲ

ス
ル
コ
ト
シ
ヒ

そ
の
④
声
聞
若
菩
薩
聞
二
我
所
説
法
乃
至
於
一
偶
一
皆
成
仏
無
し
疑
（
大
正
九
・
八
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
一
○
四
～
六

(詔）



四
頁
）

二
ク

レ

ノ

観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
に
は
「
経
云
若
人
為
仏
故
乃
至
皆
已
成
道
等
」
の
文
を
「
此
人
界
所
具
十
界
」
（
定
七
○
四
頁
）
の
文
証

な
り
と
し
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
。
人
が
仏
を
供
養
す
る
為
に
形
像
を
建
立
す
る
な
ら
ば
、
人
界
の
中
か
ら
こ
の
人
は
必
ず
仏
道
を
成

就
す
る
経
証
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
な
る
事
例
と
し
て
は
、
弘
安
二
年
五
八
歳
作
の
日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
（
真
蹟
曽
存
）
に
示
さ
れ
、

シ
ノ
ノ
ー
ス
ノ
ワ
キ
ノ
ノ
ラ
ハ
ニ
シ
キ
ワ

日
眼
女
が
釈
迦
仏
を
造
っ
た
功
徳
を
讃
え
て
「
若
人
為
し
仏
故
建
二
立
諸
形
像
一
如
し
是
諸
人
等
皆
已
成
二
仏
道
一
云
云
」
と
経
文
を

ス

挙
げ
、
釈
し
て
「
文
の
心
は
一
切
の
女
人
釈
迦
仏
を
造
り
奉
れ
ば
、
現
在
に
は
日
々
月
々
の
大
小
の
難
を
払
ひ
、
後
生
に
は
必
仏
に
な

ス

る
べ
し
と
申
文
也
。
」
（
定
一
六
四
二
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
良
き
例
で
あ
る
。

ヒ
セ
シ

ニ
シ
キ
ヲ

そ
の
⑧
一
称
二
南
無
仏
一
皆
已
成
二
仏
道
一
（
大
正
九
・
九
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
二
六
頁
）

ハ
ヒ
セ
シ
ト
ニ
シ
キ
ノ
ヲ

正
嘉
二
年
三
七
歳
作
の
一
代
聖
教
大
意
（
目
師
本
完
）
に
「
散
善
開
会
之
文
一
称
二
南
無
仏
一
皆
已
成
二
仏
道
一
文
。
」
と
述
べ
ら
れ
・

ノ
ノ

ノ

正
元
元
年
三
八
歳
作
の
守
謹
国
論
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
に
は
「
攝
華
塑
示
法
華
経
一
称
南
無
之
別
時
意
趣
此
等
皆
訳
者
人
師
誤
也
。
」
と

論
じ
て
お
酢
）
成
仏
の
経
文
証
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。

シ
ラ
ン
タ
コ
ト
ヲ
ハ
シ
リ
ト
シ
テ
ト
イ
フ
コ
ト
セ

そ
の
⑨
若
有
レ
聞
レ
法
者
無
三
一
不
二
成
仏
一
（
大
正
九
・
九
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
二
八
頁
）

こ
の
成
仏
の
文
証
は
十
五
書
に
引
毒
》
遺
文
中
最
多
の
用
例
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
千
日
尼
御
返
事
（
真
蹟
完
）
「
若

ラ
ハ
ク
ワ
シ
ひ
と
り
と
シ
テ
ル
コ
ト
セ

有
二
聞
レ
法
者
一
無
下
一
不
中
成
仏
上
云
云
。
文
字
は
十
字
に
て
候
へ
ど
も
法
華
経
を
一
句
よ
み
ま
い
ら
せ
候
へ
ど
も
、
釈
迦
如
来
の

ム

ツ

一
代
聖
教
を
の
こ
り
な
く
読
に
て
候
な
る
ぞ
。
」
（
定
一
七
五
九
頁
）
・
上
野
尼
御
前
御
返
事
（
真
蹟
断
存
）
「
文
の
心
は
此
経
を
持
人

〃
ス

は
百
人
は
百
人
な
が
ら
、
千
人
は
千
人
な
が
ら
、
一
人
も
か
け
ず
仏
に
成
と
申
文
也
。
」
（
定
一
八
九
○
頁
）
と
。
佐
前
に
三
例
。
佐
後

十
二
例
あ
っ
て
、
こ
れ
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
る
者
を
指
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）
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２
、
警
職
品
第
三
の
文
証
（
四
証
）

テ

ー
ー

ヴ
ー

ス
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
ン

そ
の
①
舎
利
弗
汝
於
二
未
来
世
乃
至
当
し
得
二
作
仏
一
号
日
二
華
光
如
来
一
（
大
正
九
・
二
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
一
里
会
巳

シ

右
の
舎
利
弗
の
授
記
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
十
五
御
書
に
お
い
て
見
ら
れ
毒
）
乗
作
仏
の
代
表
者
で
あ
る
舎
利
弗
の
成
仏
を
開

目
抄
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
で
は
次
の
様
に
い
う
。
舎
利
弗
等
の
二
乗
の
成
仏
は
法
華
経
に
て
初
め
て
認
め
ら
れ
、
諸
経
に
は
な
い
と
論
じ

二
ク

ら
れ
て
い
る
（
定
五
四
二
頁
）
・
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
で
は
、
舎
利
弗
の
成
仏
（
授
記
）
を
以
て
「
経
云
舎
利
弗
乃
至
華
光
如
来

レ

ノ

等
云
云
。
此
声
聞
界
所
具
十
界
也
」
（
定
七
○
四
頁
）
と
述
べ
、
二
乗
成
仏
の
経
文
証
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ノ

モ
ク
ノ
ス
ニ

ヲ
テ
ノ
ニ
ニ
シ
テ
シ

そ
の
②
釈
提
桓
因
梵
天
王
等
与
二
無
数
天
子
一
乃
至
我
等
亦
如
レ
是
必
当
し
得
二
作
仏
一
於
二
一
切
世
間
一
最
尊
無
レ

シ

ル
コ
ト

有
し
上
（
大
正
九
・
一
二
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
一
五
四
’
六
頁
）

日
蓮
聖
人
は
こ
の
文
こ
そ
、
具
体
的
に
梵
天
・
帝
釈
・
諸
天
が
成
仏
し
た
姿
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
こ
の
経
文
を
観
心
本
尊
抄
（
真

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

●
●
テ
ノ
ヲ

ニ
コ
ル

ノ

ク
ニ
ス

そ
の
⑩
菩
薩
聞
二
是
法
一
疑
網
皆
已
除
千
二
百
羅
漢
悉
亦
省
一
昨
仏
（
大
正
九
・
一
○
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
一
二
八
頁
）

建
治
三
年
五
六
歳
作
の
法
華
初
心
成
仏
妙
（
祐
師
目
録
存
）
に
は
、
そ
の
菩
薩
を
活
釈
し
て
、
菩
薩
・
二
乗
・
凡
夫
が
含
ま
れ
る
と
し

テ
ノ
ヲ

ニ
ク
ヘ
ニ
レ

右
の
文
を
成
仏
の
経
文
証
拠
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
「
菩
薩
聞
二
是
法
一
疑
網
皆
已
除
と
云
る
。
豈
是
菩
薩
の
得
益
な
し
と
云
は
ん
や
。

キ

キ

…
…
此
等
の
文
の
心
は
、
利
根
に
て
も
あ
れ
鈍
根
に
て
も
あ
れ
、
持
戒
に
て
も
あ
れ
破
戒
に
て
も
あ
れ
、
貴
も
あ
れ
賎
も
あ
れ
、
一
切
の

う

菩
薩
・
凡
夫
・
二
乗
は
法
華
経
に
て
成
仏
得
道
な
る
べ
し
と
云
文
な
る
を
や
。
」
（
定
一
四
一
八
頁
）
・
尚
、
千
二
百
羅
漢
の
成
仏
に
つ

い
て
は
開
目
抄
（
真
蹟
身
延
曽
存
定
五
四
二
頁
）
等
で
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
様
に
、
日
蓮
聖
人
遺
文
上
に
は
方
便
品
の
成
仏
に
関
す
る
文
証
例
と
し
て
十
証
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
警
嚥
品
に
関
し
て

以
上
の
様
に
、
日
蓮
雨

は
四
証
例
が
見
ら
れ
る
。

(”）



右
の
文
は
、
日
蓮
聖
人
遺
文
の
五
三
の
御
書
に
六
六
回
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
例
は
法
華
経
を
誇
れ
ば
地
獄
行
の
文
証
と
し
て
い

る
。
た
だ
一
回
、
そ
の
用
例
が
異
な
る
の
は
文
応
元
年
三
九
歳
作
の
十
法
界
明
因
果
妙
（
進
師
本
）
で
あ
る
。
こ
の
経
文
を
活
釈
し
て
捉

ノ
ニ
ク

え
、
逆
に
信
ず
る
側
の
功
徳
と
し
て
往
生
成
仏
と
な
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
法
華
経
善
輸
品
云
若
人
諺
信
繋
二
謀
雌
鶴
一

ロ

ー

（
中
略
）
入
二
阿
鼻
獄
一
文
。
此
文
意
ボ
レ
撚
一
小
塞
一
蚕
已
前
・
大
乗
十
信
已
前
・
末
代
凡
夫
十
悪
・
五
逆
・
不
孝
父
母
・
女
人
等
一
・

ン

ノ

ノ

ヲ

テ

ノ
ヲ
ハ

シ

此
等
聞
二
法
華
経
名
字
一
或
唱
二
題
名
一
受
二
持
読
三
謂
一
字
一
句
四
句
一
品
一
巻
八
巻
等
一
乃
至
亦
如
し
上
紙
凡
随
鼠
讃
眺
雌

ヲ

ヲ

ノ
ワ
ク
ヒ
シ
ニ
ク
テ
ル

ノ
ヲ
レ
テ
キ

ノ
曰
リ
シ
ト
ク

ヲ
ク

自
一
法
華
経
一
之
外
一
代
聖
教
深
習
達
二
義
理
一
堅
持
二
大
小
乗
戒
一
勝
下
於
如
二
大
菩
薩
一
者
上
可
レ
遂
二
往
生
成
仏
一
説
」
（
定
一

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

そ
の
③
今
些
一
晁
皆
是
我
筍
，
其
卓
濡
美
嘗
妻
呈
‘
（
大
正
九
・
西
頁
ｃ
）
（
岩
波
上
・
一
九
八
頁
）

文
永
九
年
五
一
歳
作
の
日
妙
聖
人
御
書
（
真
蹟
断
存
）
に
「
六
度
の
功
徳
を
妙
の
一
字
に
を
さ
め
給
て
、
末
代
悪
世
の
我
等
衆
生
に
一

フ

善
も
修
せ
ざ
れ
ど
も
六
度
万
行
を
満
足
す
る
功
徳
を
あ
た
へ
給
。
今
此
三
界
皆
是
我
有
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
こ
れ
な
り
。
我
等
具
縛
の
凡

夫
忽
に
教
主
釈
尊
と
功
徳
ひ
と
し
。
彼
の
功
徳
を
全
体
う
け
と
る
故
な
り
。
」
（
定
六
四
四
’
五
頁
）
・
と
述
べ
ら
れ
て
、
釈
尊
と
私
達

は
親
子
関
係
に
あ
る
文
証
と
し
て
示
し
て
い
る
。
子
は
父
な
る
釈
尊
が
、
そ
の
六
度
満
行
の
功
徳
を
悉
く
お
さ
め
尽
し
た
妙
法
を
受
持
す

る
こ
と
に
よ
り
、
釈
尊
と
功
徳
が
ひ
と
し
く
仏
と
成
る
こ
と
の
証
拠
文
証
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
親
（
釈
尊
）
の
功
徳
の
全
体
を
譲
り
受

け
と
る
果
報
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
仏
が
出
来
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
聖
人
の
成
仏
観
の
特
色
が
あ
る
。

シ
テ
セ
セ
ハ
ヲ
テ
シ

ノ
ヲ

シ
テ
ン

ー

ー

そ
の
④
若
人
不
し
信
殴
二
誇
此
経
一
則
断
一
一
切
世
間
仏
種
一
乃
至
其
人
命
終
入
二
阿
鼻
獄
一
（
大
正
九
・
一
五
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
。

そ
の
④

ニ
ク

レ

ノ

蹟
完
）
に
引
い
て
次
の
様
に
い
う
の
で
あ
る
「
経
云
大
梵
天
王
乃
至
我
等
亦
如
是
必
当
得
作
仏
等
云
云
。
此
天
界
所
具
十
界
也
」
（
定
七

○
四
頁
）
と
。

二
○
八
頁
）

(鉦）



日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

七
一
Ｔ
三
頁
）
・
と
あ
る
か
ら
逆
説
的
往
生
成
仏
の
文
証
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

３
、
信
解
品
第
四
の
文
証
（
一
証
）

ノ
ハ
ル
ニ
メ
カ
ラ
タ
リ

そ
の
①
無
上
宝
聚
不
し
求
自
得
（
大
正
九
・
一
七
頁
ｃ
）
（
岩
波
上
・
二
四
二
頁
）

右
の
経
文
は
四
大
声
聞
の
領
解
の
文
で
あ
る
。
こ
の
経
文
引
用
は
四
御
害
に
見
ら
れ
る
。
文
永
十
年
五
二
歳
作
の
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟

完
）
で
は
、
受
持
譲
与
段
（
三
十
三
字
段
）
に
引
き
、
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
す
べ
て
の
功
徳
が
我
等
に
自
然
に
譲
与
さ
れ
る
、
経
証
と
し

ノ
ニ
ク

カ

て
四
大
声
聞
の
領
解
の
文
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
四
大
声
聞
領
解
云
無
上
宝
珠
不
求
自
得
云
云
」
。
そ
し
て
こ
の
文
こ
そ
が
「
我
等

已
心
声
聞
界
」
（
定
七
二
頁
）
の
証
拠
経
文
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
上
の
四
大
声
聞
の
授
記
は
授
記
品
第
六
に
て
、
そ
の
文

ノ

証
が
見
え
る
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
は
信
解
の
四
大
声
聞
の
領
解
の
文
に
も
我
等
が
已
心
に
具
足
す
る
所
の
声
聞
界
の
仏
界
（
成
仏
）
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
、
薬
草
嚥
品
第
五
の
文
証
（
一
証
）

そ
の
①
所
以
直
乢
唯
莨
一
如
圭
飢
一
此
策
虫
種
梱
嫁
堂
（
大
正
九
・
一
九
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
二
七
○
頁
）

天
台
大
師
は
法
華
文
句
に
て
、
こ
の
経
文
の
種
を
釈
し
て
相
対
と
就
類
め
二
種
の
開
会
を
述
べ
て
い
る
（
法
華
文
句
記
巻
十
九
・
十
五

右
）
・
日
蓮
聖
人
は
弘
安
三
年
五
九
歳
作
の
妙
一
女
御
返
事
に
、
成
仏
に
は
種
類
種
・
相
対
種
（
妙
楽
は
文
句
記
巻
十
九
・
十
五
左
に
て

敵
対
と
も
名
づ
け
て
い
る
）
の
成
仏
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
二
種
の
成
仏
の
根
拠
は
本
門
の
寿
量
品
に
あ
る
と
い
う
。
「
迩
門
に
し

ノ

て
得
道
せ
る
人
々
、
種
類
種
相
対
種
の
成
仏
、
何
れ
も
其
実
義
は
本
門
寿
量
品
に
限
（
る
）
」
（
定
一
七
九
九
頁
）
。
こ
の
二
種
の
開
会

う

（
成
仏
）
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、
建
治
四
年
富
木
殿
に
宛
た
始
聞
仏
乗
義
（
真
蹟
完
）
の
手
紙
に
見
え
る
。
「
問
法

フ
ハ
ル
ヤ
己
リ
フ

華
三
昧
心
如
何
。
答
夫
末
代
凡
夫
修
二
行
法
華
経
一
意
有
レ
ニ
ｏ
一
二
就
類
種
開
会
一
一
一
柑
対
種
開
会
也
。
問
此
名
出
し
何
。
答

ノ

ブ
レ
ノ

ス
ル
ワ
ニ
リ

(32）



○
頁
）

ニ
ハ

法
華
経
第
三
薬
草
嚥
品
云
種
相
体
性
四
字
。
其
四
字
卓
一
第
一
種
一
室
。
即
一
塁
就
類
種
二
相
対
種
」
（
定
西
五
二
頁
）
が
あ
る
と

ノ

ー
フ

ノ
ナ
リ

言
い
。
就
類
種
の
開
会
の
内
容
は
小
善
即
大
善
の
小
善
成
仏
で
あ
る
と
い
う
。
相
対
種
開
会
の
成
仏
は
煩
悩
業
苦
の
三
道
の
当
体
を
押
え

て
、
法
身
般
若
解
脱
の
三
徳
に
か
え
る
こ
と
だ
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
反
対
の
開
会
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
例
え
ば
毒
を
以
て
薬

テ
ク

ヲ

と
な
す
。
三
道
（
悪
）
即
三
徳
（
善
）
・
煩
悩
即
菩
提
の
法
門
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
敵
対
種
開
会
こ
そ
、
「
始
聞
二
法
華
経
こ
法

”
グ
士
”
ハ

ヲ

ノ
ミ
ス
ス
ル
ニ

モ

セ
ン

門
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
定
一
四
五
四
頁
）
。
そ
し
て
「
末
代
凡
夫
聞
二
此
法
門
一
唯
我
一
人
非
二
成
仏
一
父
母
又
即
身
成
仏
。
」

（
定
一
四
五
四
頁
）
と
親
子
同
時
成
仏
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
日
蓮
聖
人
の
成
仏
観
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
親
子
同

時
成
仏
に
つ
い
て
は
、
次
の
授
記
品
の
経
文
を
引
用
さ
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
次
に
論
じ
て
み
よ
う
。

５
、
授
記
品
第
六
の
文
証
（
四
証
）

授
記
品
の
成
仏
の
文
証
は
四
大
証
聞
の
授
記
の
文
で
あ
る
。

、
テ

ー

ー

ン
ナ
ル
ヲ
ト
オ
パ
ワ
ン

そ
の
①
摩
訶
迦
葉
於
二
未
来
世
一
乃
至
得
し
成
三
為
仏
一
・
名
日
二
光
明
如
来
（
大
正
九
・
二
○
頁
ｂ
～
ｃ
）
（
岩
波
上
・
三

四
頁
）

二

頁
一

一

一

ス
ル
コ
ト
ヲ
ヲ
ワ
ン

そ
の
④
大
目
健
連
乃
至
当
し
得
二
成
仏
一
号
日
二
多
摩
羅
賊
旛
檀
香
如
来
（
大
正
九
・
一
二
頁
ｃ
）
（
岩
波
上
・
三
二
八
～
三

シ

、
テ

画
一

ン
ナ
ル
ヲ
ト
ヲ
ワ
ン

そ
の
②
須
菩
遁
婿
於
二
当
来
世
一
乃
至
得
し
成
二
為
仏
一
・
号
日
二
名
相
如
来
（
大
正
九
・
二
一
頁
ａ
）
（
岩
波
上
・
三
二
○
頁
）

ハ
テ

ー

ー

ニ
シ
ル
コ
ト
ヲ
ト
ヲ
ワ
ン

そ
の
③
大
迦
旛
延
於
二
当
来
世
一
乃
至
当
得
し
作
し
仏
号
日
二
間
浮
那
提
金
光
如
来
（
大
正
九
・
二
一
頁
ｂ
）
（
岩
波
上
・
三
二

四
大
声
聞
の
四
人
の
個
有
名
詞
を
以
て
、
そ
の
成
仏
を
一
諸
に
述
べ
て
い
る
遺
文
は
開
目
抄
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
だ
け
で
あ
る
。
「
法

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

(調）



日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

華
経
の
現
文
を
拝
見
す
る
に
、
舎
利
弗
華
光
如
来
、
迦
葉
光
明
如
来
、
須
菩
提
名
相
如
来
、
迦
施
延
閻
浮
那
提
金
光
如
来
、
目
連
多
摩
羅

賊
応
檀
香
仏
」
（
定
五
四
二
頁
）
の
言
で
あ
る
。
こ
の
文
は
四
大
声
聞
等
の
成
仏
を
も
っ
て
、
二
乗
作
仏
の
文
証
と
し
て
お
り
、
諸
経
に

は
二
乗
作
仏
が
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
で
は
、
こ
の
四
大
声
聞
の
成
仏
を
以
て
声
聞
界
所
具
の
十
界
の
文

二
ク

レ

ノ

証
と
見
ら
れ
て
い
る
。
「
経
云
舎
利
弗
乃
至
華
光
如
来
等
云
云
。
此
声
聞
界
所
具
十
界
也
」
（
定
七
○
四
頁
）
・
他
の
遺
文
に
て
も
四

大
声
聞
の
成
仏
が
説
か
れ
て
い
迩
尚
、
親
子
同
時
成
仏
に
つ
い
て
は
「
目
連
尊
者
…
…
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
て
多
摩
羅
践
捕
檀
香
仏

こ

う

と
な
り
給
、
此
時
母
も
仏
に
な
り
給
」
（
定
四
九
三
）
。
ま
た
孟
蘭
盆
御
書
（
真
蹟
完
）
に
「
目
連
尊
者
…
…
や
が
て
仏
に
な
り
て
…
…

此
時
こ
そ
父
母
も
仏
に
な
り
給
へ
」
（
定
一
七
七
四
頁
）
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
、
化
城
嚥
品
第
七
の
文
証
（
二
証
）

ク
ハ
テ
ノ
ヲ
ク
＊
シ

ー

ー

ニ
セ
ン
ヲ

そ
の
①
願
以
二
此
功
徳
一
普
及
二
於
一
切
一
我
等
与
二
衆
生
一
皆
共
成
二
仏
道
一
（
大
正
九
・
二
四
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
・
五

弘
安
三
年
五
九
歳
作
の
孟
蘭
盆
御
書
（
真
蹟
完
）
に
は
、
治
部
殿
の
祖
母
が
、
孫
の
治
部
房
に
導
か
れ
て
成
仏
で
き
る
こ
と
を
強
調
さ

れ
て
い
る
（
定
一
七
七
五
～
六
頁
）
・
そ
の
先
例
と
し
て
目
連
尊
者
の
親
子
同
時
成
仏
の
法
門
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
親
子
同
時
成
仏

ワ
シ

の
文
証
と
し
て
、
こ
こ
で
は
右
の
経
文
を
証
拠
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
目
連
尊
者
が
法
華
経
信
ま
い
ら
せ
大
善
は
、
我
が
身
仏
に
な
る

フ
か
み
し
も

か
み
し
も
う

の
み
な
ら
ず
、
父
母
仏
に
な
り
給
。
上
七
代
下
七
代
、
上
無
量
生
下
無
量
生
の
父
母
等
存
外
に
仏
と
な
り
給
○
乃
至
子
息
・
夫
妻
・
所
従
・

ノ

ノ
ニ
ク
ク
ハ
テ

ヲ
ク

檀
那
・
無
量
衆
生
三
悪
道
を
は
な
る
る
の
み
な
ら
ず
、
皆
初
住
・
妙
覚
の
仏
と
な
り
ぬ
。
故
に
法
華
経
第
三
云
願
以
二
此
功
徳
一
普

及
二
於
一
切
一
我
等
与
二
衆
生
一
皆
共
成
二
仏
道
一
云
云
。
さ
れ
ば
此
等
を
も
っ
て
恩
に
、
灘
葬
は
治
部
殿
と
申
孫
を
僧
に
て
も
ち
給
ヘ

ホ
シ

ニ
ト

ニ
セ
ン
ヲ

ス

リ
…
…
」
（
定
一
七
七
五
頁
）
と
あ
る
様
に
成
仏
の
経
文
文
証
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

頁
曹

(認）



一

一

次
に
師
弟
の
関
係
は
文
永
九
年
五
一
歳
作
の
最
蓮
房
御
返
事
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
又
、
最
蓮
房
側
か
ら
の
申
し
出
で
あ
る
。
「
御
状

ク

ハ
ひ
と
か
ず
ノ

云
、
去
二
月
の
始
よ
り
御
弟
子
と
な
り
、
帰
伏
仕
候
上
は
、
自
今
以
後
者
人
数
な
ら
ず
候
と
も
御
弟
子
一
分
と
被
二
思
食
一
候
は
ば
、
恐

ケ
ケ
ス

ノ
ニ
ニ

ニ
レ
ン
ス
ル
ニ

ヲ
リ

悦
に
可
二
相
存
一
候
云
云
。
」
（
定
六
二
○
頁
）
に
対
し
て
「
経
の
文
に
は
存
在
諸
仏
土
常
与
レ
師
倶
生
…
…
案
二
此
経
釈
一
自
一
一

リ
シ
ノ

テ

ー

ー

ク

過
去
無
量
劫
一
已
来
有
二
師
弟
契
約
一
歎
・
我
等
於
二
末
法
濁
世
一
生
を
南
閻
浮
提
大
日
本
国
に
う
け
、
恭
も
諸
仏
出
世
之
本
懐
た
る
南

も
て
あ
そ

無
妙
法
蓮
華
経
を
口
に
唱
へ
心
に
信
じ
身
に
持
ち
手
に
翫
ぶ
事
、
是
偏
に
過
去
の
宿
習
な
る
歎
。
」
（
定
六
二
○
’
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、

フ
キ

「
念
仏
・
真
言
等
の
邪
法
・
邪
師
を
捨
て
て
日
蓮
が
弟
子
と
な
り
給
ら
ん
難
し
有
事
也
。
」
（
定
六
二
三
頁
）
「
実
に
無
始
砿
劫
之
契
約
、

ニ
レ
テ
キ
ヤ

シ
タ
マ
フ
二

常
与
師
倶
生
の
理
な
ら
ば
、
日
蓮
今
度
成
仏
せ
ん
に
貴
辺
豈
相
離
可
レ
堕
二
在
悪
趣
一
哉
。
」
（
定
六
二
四
頁
）
と
答
え
て
い
る
。

や
。
在
在
諸
〃

関
係
で
あ
る
。 こ

こ
か
し
こ
ノ
ノ
ー
ニ

ニ
ル
ル
ナ
リ

そ
の
②
在
在
諸
仏
土
常
与
レ
師
倶
生
（
大
正
九
・
二
六
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
。
八
四
頁
）

力

弘
安
元
年
五
七
歳
作
の
華
果
成
就
御
書
に
右
の
経
文
を
以
て
日
蓮
聖
人
と
故
道
善
房
の
師
弟
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
「
日
蓮
法
華
経
を

ム

弘
る
功
徳
は
必
ず
道
善
房
の
身
に
帰
す
べ
し
。
あ
ら
た
う
と
た
う
と
。
よ
き
弟
子
を
も
っ
と
き
ん
ば
師
弟
仏
果
に
い
た
り
、
あ
し
き
弟
子

雌
す

を
た
く
は
ひ
ぬ
れ
ば
師
弟
地
獄
に
を
っ
と
い
へ
り
。
師
弟
相
違
せ
ば
な
に
事
も
成
べ
か
ら
ず
。
」
（
定
一
五
○
○
頁
）
と
述
べ
。
こ
の
様

な
師
弟
関
係
を
も
っ
て
成
仏
を
論
ず
る
例
は
文
永
三
年
四
五
歳
作
の
秋
元
殿
御
返
事
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
秋
元
殿
の
方
か
ら
日
蓮

牛
ム

聖
人
の
弟
子
に
な
り
た
い
と
い
う
申
し
出
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。
「
聖
人
の
仰
を
承
候
に
、
法
華
経
の
題
目
に
限
て
可
レ
弘
由
聴
聞
申

み
で
し

し
て
御
弟
子
の
一
分
に
定
り
候
・
」
（
定
四
○
五
～
六
頁
）
、
こ
れ
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
は
次
の
様
に
答
え
て
い
る
。
「
法
華
経
は
末
法

メ

み
で
し

セ

ラ
ー

の
始
五
百
年
に
弘
ま
り
給
ふ
べ
き
と
聴
聞
仕
り
御
弟
子
と
な
る
と
仰
候
事
。
師
檀
と
な
る
事
は
三
世
の
契
り
種
熟
脱
の
三
益
別
人
を
求
ん

ノ
。
ニ
ニ

ニ
レ
ン
い
よ
い
よ

や
。
在
在
諸
仏
土
常
与
レ
師
倶
生
…
…
彌
信
心
を
い
た
し
給
く
し
、
信
心
を
い
た
し
給
く
し
。
」
（
定
四
○
七
頁
）
・
こ
れ
は
師
檀
の

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

(妬）



千
二
百
阿
羅
漢
の
成
仏
を
述
べ
る
遺
文
は
、
開
目
抄
の
「
五
百
・
七
百
普
明
如
来
」
（
定
五
四
二
頁
）
の
文
で
あ
る
。
千
二
百
羅
漢
の

成
仏
に
関
し
て
は
、
文
永
十
年
五
二
歳
作
の
小
乗
大
乗
分
別
妙
（
真
蹟
断
存
）
に
「
二
乗
作
仏
諸
経
に
な
く
ば
、
仏
の
御
弟
子
…
…
神
通

上

第
一
の
目
連
等
の
十
大
弟
子
・
千
二
百
の
羅
漢
…
…
過
去
遠
遠
劫
よ
り
未
来
無
数
劫
に
い
た
る
ま
で
法
華
経
に
値
た
て
ま
つ
ら
ず
ば
、
永

く
色
心
倶
に
滅
し
て
永
不
成
仏
の
者
と
な
る
べ
し
」
（
定
七
七
一
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
建
治
三
年
五
六
歳
作
の
法
華
初
心
成
仏
妙

（
祐
師
目
録
存
）
に
も
、
同
様
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
定
一
四
三
○
頁
）
・
千
二
百
羅
漢
の
個
々
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
所

７
、
五
百
弟
子
受
記
品
第
八
の
文
証
（
二
証
）

二
シ

ワ
キ
テ
ノ

ヲ
ニ
テ
ノ
ー
ウ

ヲ

そ
の
①
富
櫻
那
乃
至
漸
漸
具
二
足
菩
薩
之
道
一
過
二
無
量
阿
僧
祇
劫
一
・
当
下
於
二
此
土
一
得
巾
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
上
・

ヲ
バ
ン

シ

號
日
二
法
明
如
来
（
大
正
九
・
二
七
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
・
九
八
頁
）

遺
文
中
に
富
櫻
那
の
成
仏
を
固
有
名
詞
を
挙
げ
て
明
確
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
文
永
九
年
五
一
歳
作
、
開
目
抄
（
真
蹟
曽
存
）
の
「
法

華
経
の
現
文
を
拝
見
す
る
に
…
…
富
櫻
那
法
明
如
来
」
（
定
五
四
二
頁
）
と
い
う
授
記
の
文
だ
け
で
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
総
称
と
し

て
声
聞
の
成
仏
を
論
じ
て
い
る
場
合
に
も
、
富
櫻
那
の
成
仏
の
義
が
あ
り
得
る
と
思
う
。
例
え
ば
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
で
、
舎
利
弗

レ

ノ

の
成
仏
を
論
じ
て
「
此
声
聞
界
所
具
十
界
也
」
（
定
七
○
四
頁
）
と
い
う
、
声
聞
界
十
界
互
具
の
義
は
当
然
と
富
櫻
那
に
も
当
て
嵌
ま
る

筈
で
あ
る
。
ま
た
二
乗
作
仏
の
義
に
も
当
然
と
富
模
那
等
の
成
仏
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ノ
ノ
ニ
レ
二
二
ニ
ア
タ
エ
ク

ノ
ヲ

ヲ
ハ
ワ
ン

そ
の
②
是
千
二
百
阿
羅
漢
我
今
当
三
現
前
次
第
与
二
授
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
記
一
乃
至
號
日
二
普
明
如
来
（
大
正
九
・
二

シ

八
頁
ｂ
）
（
岩
波
中
。
一
○
八
頁
）

毎
つ
◎

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

以
上
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
日
蓮
聖
人
は
化
城
嚥
品
の
そ
の
①
、
そ
の
②
の
経
文
を
、
成
仏
の
文
証
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
理
解
で
き
よ

(36）



阿
難
・
羅
羅
・
学
無
学
二
千
人
は
、
四
十
二
年
の
間
、
敗
種
の
二
乗
と
し
て
永
不
成
仏
と
嫌
は
れ
て
い
た
が
、
法
華
経
に
来
て
成
仏

で
き
た
と
日
蓮
聖
人
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
難
・
羅
羅
・
学
無
学
二
千
人
の
成
仏
を
一
緒
に
論
ず
る
遺
文
は
、
聖
愚
問
答
妙

（
定
三
七
五
頁
）
と
開
目
抄
（
真
蹟
曽
存
・
定
五
四
二
頁
）
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
の
強
調
す
る
内
容
説
明
も
詳
し
い
。
又
、
阿
難
の
成
仏

に
関
し
て
言
う
所
は
①
念
仏
無
間
地
獄
妙
（
定
三
五
頁
）
②
唱
法
華
題
目
妙
（
定
一
八
五
頁
）
③
諸
法
実
相
妙
（
定
七
二
八
頁
）
④
報
恩

抄
（
真
蹟
曽
存
・
定
一
二
四
九
頁
）
等
に
見
え
る
。
羅
羅
の
成
仏
に
関
し
て
は
①
開
目
抄
（
真
蹟
曽
存
・
定
五
六
二
頁
）
②
千
日
尼
御

返
事
（
真
蹟
完
・
定
一
七
六
○
頁
）
等
に
見
え
る
。

９
、
法
師
品
第
十
の
文
証
（
五
証
）

ヨ
ハ
ル
ヤ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

ヒ

そ
の
①
薬
王
汝
見
下
是
大
衆
中
無
量
諸
天
龍
王
夜
叉
乾
闇
婆
阿
修
羅
迦
櫻
羅
緊
那
羅
摩
羅
伽
人
与
二
非
人
一
及
比
丘
比

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

は
、
文
永
三
年
四
五
歳
作
の
法
華
題
目
紗
（
真
蹟
断
存
）
の
須
梨
藥
特
「
鈍
根
第
一
の
須
梨
樂
特
は
智
慧
も
な
く
悟
も
な
し
。
只
一
念
の

り

信
あ
り
て
普
明
如
来
と
成
給
ふ
。
」
（
定
三
九
二
頁
）
と
、
個
有
名
詞
が
見
え
る
。
建
治
元
年
五
四
歳
作
の
上
野
殿
御
返
事
（
興
師
本
）

ル

セ

ヒ

「
天
眼
第
一
の
あ
な
り
ち
…
…
普
明
如
来
と
成
べ
き
よ
し
、
仏
に
仰
を
か
ほ
ら
せ
給
き
。
」
（
定
九
八
七
～
八
頁
）
と
見
え
る
。
ま
た
阿

那
律
に
関
し
て
は
他
の
遺
文
に
も
見
え
壷

８
、
授
学
無
学
人
記
品
第
九
の
文
証
（
三
証
）

ヨ
テ
ニ
ニ

ス
ル
コ
ト
ヲ
ケ
ン

ザ

そ
の
①
阿
難
汝
於
二
来
世
一
当
下
得
二
作
仏
一
號
二
山
海
慧
自
在
通
王
如
来
（
大
正
九
・
二
九
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
。
一
二
四
頁
）

シ

ヨ
テ
ニ
ニ

ス
ル
コ
ト
ワ
ケ
ン

そ
の
②
羅
羅
汝
於
二
来
世
一
当
下
得
二
作
仏
一
號
二
路
七
宝
華
如
来
（
大
正
九
・
三
○
頁
ａ
）
（
岩
波
中
・
一
三
○
’
二
頁
）

シ

ノ

テ
ヲ

ク
ニ
シ
テ
ヲ
ワ
ン

そ
の
③
学
無
学
二
千
人
乃
至
各
得
二
成
仏
一
皆
同
一
號
名
日
二
宝
相
如
来
（
大
正
九
・
三
○
頁
ｂ
）
（
岩
波
中
・
一
三
四
１

六
頁
）

(37）



日
蓮
聖
人
は
右
の
経
文
を
以
て
、
序
品
第
一
に
列
座
す
る
四
阿
修
羅
王
の
上
首
で
あ
る
所
の
婆
稚
阿
修
羅
が
具
体
的
に
成
仏
し
た
文
証

二
ク

と
し
て
、
次
の
様
に
見
ら
れ
て
い
る
。
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
「
経
云
婆
稚
阿
修
羅
王
乃
至
聞
一
偶
一
句
得
阿
縛
多
羅
三
鏡
三
菩
提

ノ

等
云
云
。
修
羅
界
所
具
十
界
也
。
」
（
定
七
○
四
頁
）
・
観
心
本
尊
抄
以
前
に
於
て
も
阿
修
羅
の
成
仏
は
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
正
元
元
年

そ
ケ
ノ
ワ

三
八
歳
作
の
爾
前
二
乗
菩
薩
不
作
仏
事
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
の
「
阿
脩
羅
受
二
成
仏
總
記
一
」
（
定
一
四
六
頁
）
の
文
で
あ
る
が
、
そ
の

経
証
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ノ
ノ
ニ
シ
テ
・
キ
テ

ノ

ヲ
モ
ス
ル
ニ
ハ
ハ
ヘ
ク

そ
の
②
又
如
来
滅
度
之
後
若
有
レ
人
聞
二
妙
法
蓮
華
経
乃
至
一
偶
一
句
二
念
随
喜
者
我
亦
与
二
授
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩

ノ
ヲ

提
記
一
（
大
正
九
・
三
○
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
。
一
四
○
’
二
頁
）

日
蓮
聖
人
は
右
の
経
文
を
以
て
、
聖
人
御
自
身
に
お
け
る
成
仏
の
保
証
で
あ
る
文
証
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
永
八
年

シ
テ
カ
ン
ワ

ノ
ス
ラ
シ

ヤ

五
十
歳
作
の
転
重
軽
受
法
門
（
真
蹟
完
）
に
、
瞥
嚥
品
の
軽
賤
憎
嫉
而
懐
二
結
恨
一
の
文
。
法
師
品
の
如
来
現
在
猶
多
二
怨
嫉
一
況
滅

シ
テ
あ
だ
シ
ト
シ

度
後
の
文
。
勧
持
品
の
皿
一
刀
純
一
、
雛
鋤
塁
一
摘
乢
一
の
文
。
安
楽
行
品
の
一
切
世
間
多
し
怨
難
レ
信
の
文
。
等
を
身
を
以
て
色
読
体

ノ
ヲ
ヤ

ニ
ヤ

験
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
（
定
五
○
八
頁
）
、
「
今
日
蓮
法
華
経
一
部
よ
み
て
候
。
一
句
一
偶
に
猶
受
記
を
か
ほ
れ
り
。
何
況
一
部
を

や
と
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
・
」
と
い
う
文
で
あ
る
（
定
五
○
八
頁
）
。
又
、
建
治
元
年
五
四
歳
作
の
種
種
御
振
舞
御
書
（
真
蹟
身
延
曽

ラ
ク

存
）
に
も
「
仏
滅
度
後
二
千
二
百
余
年
が
間
、
恐
は
天
台
智
者
大
師
も
一
切
世
間
多
怨
難
信
の
経
文
を
ば
行
じ
給
は
ず
。
数
数
見
摘
出
の

上

明
文
は
但
日
蓮
一
人
也
。
一
句
一
偶
我
皆
与
授
記
は
我
也
。
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
は
疑
な
し
。
」
（
定
九
七
一
頁
）
等
に
見
ら
れ
る
文

丘
尼
優
奉

ヲ

偶
一
句
一

一
四
○
頁
）

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

卜
ル
ヲ

ル

ヲ

ル
ヲ
ト
ヲ
キ
ノ
ノ
ニ
シ
テ
ク
テ
ニ
キ
テ

ノ

優
婆
塞
優
婆
夷
求
二
聾
聞
一
者
求
二
壁
支
仏
一
者
求
二
仏
道
一
者
上
如
レ
是
等
類
威
於
二
仏
前
一
聞
二
妙
法
華
経
一

そ
ス
ル
ニ
ハ
〈
へ
ク
ヲ
ニ

ヲ

ー
乃
至
一
念
随
喜
者
我
皆
与
二
授
記
一
当
し
得
二
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
記
一
（
大
正
九
・
三
○
頁
Ｃ
）
（
岩
波
中
・

シ

(詔）



日
蓮
聖
人
の
法
華
経
の
成
仏
観
に
は
法
華
経
を
得
て
須
実
に
成
仏
（
菩
提
）
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
例
え
ば
建
長
七
年
三
四

歳
作
の
蓮
盛
妙
に
右
の
経
文
を
引
用
し
、
「
些
宮
提
を
鳳
事
頂
突
も
此
法
門
を
聞
功
徳
也
。
」
（
定
一
八
頁
）
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

ク

か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
須
突
聞
之
の
成
仏
に
於
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
に
二
通
り
の
解
釈
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
の

一
は
、
仁
治
三
年
一
二
歳
作
の
戒
体
即
身
成
仏
義
（
祐
師
目
録
存
）
に
見
ら
れ
る
。
法
華
開
会
の
戒
体
を
示
す
に
、
こ
れ
は
仏
因
仏
果
のテ

戒
体
で
あ
る
か
ら
、
戒
を
受
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
即
身
成
仏
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
梵
網
経
・
理
路
経
の
大
乗
戒
は
「
菩
薩
は
又
歴
ニ

ヲ
シ
ト
ス

無
量
劫
一
可
二
成
仏
一
誓
願
し
て
発
得
せ
し
戒
体
也
。
須
曳
聞
之
即
得
究
寛
の
戒
体
と
不
し
臥
鴫
」
（
定
八
頁
）
の
欠
点
が
あ
る
。

と
説
き
、
法
華
開
会
の
戒
体
と
の
相
違
を
述
べ
て
い
る
。
文
応
元
年
三
九
歳
作
の
十
法
界
明
因
果
妙
（
進
師
本
）
に
も
、
法
華
経
は
速
疾

レ
ハ
ヲ
チ
ル
ノ
ニ
ノ
ハ

ノ

ノ
ニ
シ

頓
成
の
戒
で
あ
る
と
捉
え
、
「
衆
生
受
二
仏
戒
一
即
入
二
諸
仏
位
一
等
文
法
華
経
須
突
聞
之
即
得
究
寛
文
同
し
之
。
」
（
定
一
八
一
’

二
頁
）
で
あ
る
。
と
論
じ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
書
に
見
ら
れ
る
須
奥
聞
之
の
成
仏
は
受
戒
成
仏
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

シ
テ
ハ
ハ

ノ
カ
テ

ー
ー
争
一

ス
ル
コ
ト
ヲ
ニ
ス
ノ

テ

ニ
ン
卜
ス
ル
コ
ト
ヲ

そ
の
③
若
有
レ
人
問
下
何
等
衆
生
於
二
未
来
世
一
当
上
レ
得
二
作
仏
一
応
し
示
是
諸
人
等
於
二
未
来
世
一
必
得
二
作
仏
一
（
大
正

キ
ト

九
・
三
○
頁
ｃ
）
（
岩
波
中
。
一
四
二
’
四
頁
）

日
蓮
聖
人
は
右
の
経
文
を
建
治
二
年
作
の
法
華
初
心
成
仏
妙
（
祐
師
目
録
存
）
に
て
引
か
れ
、
次
の
様
に
釈
し
て
い
る
。
「
文
の
心
は
、

い
か
ラ
フ

何
な
る
衆
生
か
仏
に
な
る
べ
き
と
間
は
ぱ
、
法
華
経
を
受
持
し
奉
ん
人
必
ず
仏
に
な
る
べ
し
と
答
べ
き
也
。
是
仏
の
御
本
意
也
」
（
定
一

四
二
四
頁
）
・
こ
れ
は
、
成
仏
と
い
う
こ
と
は
法
華
経
受
持
、
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
経
文
証
拠
と
し
て
見
ら
れ
て
お
ら
れ
た
。

ノ
シ
テ
ク
ト
キ
ヲ
モ
カ
バ
ワ
チ
ル

ス
ル
コ
ト
ヲ

ヲ

そ
の
④
是
人
歓
喜
説
し
法
須
実
聞
レ
之
即
得
し
究
二
‐
寛
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
一
（
大
正
九
・
三
頁
ａ
）
（
岩
波
中
・
一

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
六
頁
）

(細）



日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

一
方
、
佐
後
に
な
る
と
、
そ
の
須
実
聞
之
の
成
仏
は
受
戒
で
は
な
く
、
法
華
経
の
お
題
目
を
唱
え
る
、
唱
題
成
仏
。
受
持
成
仏
が
強
調

キ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
永
九
年
五
一
歳
作
の
祈
祷
妙
（
真
蹟
身
延
曽
存
）
に
は
、
法
華
経
を
「
人
に
説
聞
か
せ
給
は
ず
ば

み
た
窟

仏
種
を
た
た
せ
給
ふ
知
あ
り
（
定
六
七
○
頁
）
は
、
法
華
経
の
文
字
は
釈
迦
如
来
の
御
魂
也
（
定
六
七
一
）
、
行
者
は
…
…
身
は
不
浄
な

ス
り
と
も
、
戒
徳
は
備
へ
ず
と
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
さ
ば
必
守
護
し
給
く
し
（
定
六
七
九
頁
）
」
と
い
う
こ
と
を
踏
え
ら
れ
て
「
法
華

経
は
須
実
の
間
此
を
聞
て
仏
に
な
れ
り
」
（
定
六
六
七
頁
）
と
主
張
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
更
に
明
確
な
の
は
、
観
心
本
尊

ノ
ハ
カ

シ
・
テ
ノ
ヲ

ス
ノ
ヲ

抄
（
真
蹟
完
）
の
次
の
「
釈
迦
多
宝
諸
仏
我
仏
界
也
。
紹
二
継
其
跡
一
受
二
得
其
功
徳
一
・
須
爽
聞
之
即
得
究
寛
阿
縛
多
羅
三
義
三
菩

ノ

ノ

提
晶
悩
。
」
（
定
七
一
二
頁
）
の
文
で
あ
る
。
其
の
功
徳
を
受
得
す
と
い
う
の
は
、
受
持
譲
与
段
（
三
十
三
字
段
）
の
「
釈
尊
因
行
果
徳

一
濯
妙
法
蓮
華
経
五
事
頁
忌
我
等
受
二
梯
雌
五
夷
一
自
然
議
与
夕
礎
因
果
功
懲
こ
（
定
七
二
頁
）
を
指
し
て
い
る
訳
だ
か
ら
、

つ
ま
り
妙
法
五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
唱
え
れ
ば
成
仏
で
き
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
従
っ
て
、
須
爽
聞
之
を
引
用
し
て
成
仏
を
論
ず
る
場

合
で
も
、
佐
前
と
佐
後
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
諏
犀

そ
の
⑤
一
切
菩
薩
阿
縛
多
羅
三
鏡
三
菩
提
皆
属
二
此
経
一
（
大
正
九
・
三
一
頁
Ｃ
）
（
岩
波
中
・
一
五
六
頁
）

正
嘉
二
年
三
七
歳
作
の
一
代
聖
教
大
意
（
目
師
本
）
に
、
右
の
経
文
を
引
き
、
菩
薩
の
義
を
活
釈
し
て
次
の
様
に
説
か
れ
て
い
る
の
で

ノ
ト

ノ

あ
る
。
「
此
文
菩
薩
者
九
界
之
衆
生
善
人
悪
人
女
人
男
子
三
蔵
教
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
通
経
之
三
乗
別
教
之
菩
薩
爾
前
之
円

ノ
ニ
レ
ハ
ラ
ニ
ル

ス

教
之
菩
薩
皆
此
経
力
不
レ
有
者
仏
成
ま
じ
と
申
文
也
。
」
（
定
六
七
頁
）
と
。
又
、
こ
の
経
文
を
建
治
三
年
五
六
歳
作
の
法
華
初
心
成

仏
妙
に
も
引
用
し
、
成
仏
を
次
の
様
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「
文
の
心
は
、
利
根
に
て
も
あ
れ
鈍
に
て
も
あ
れ
、
持
戒
に
て
も
あ
れ
、

キ

フ
ｐ

貴
も
あ
れ
賎
も
あ
れ
、
一
切
の
菩
薩
・
凡
夫
・
二
乗
は
法
華
経
に
て
成
仏
得
道
な
る
べ
し
と
云
文
な
る
を
や
。
」
（
定
一
四
一
八
頁
）
と

キ
活
釈
し
て
い
る
。
こ
の
両
書
は
、
法
華
経
に
説
か
れ
る
所
の
成
仏
の
経
文
証
拠
と
し
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
よ
う
。

(40）



以
上
、
方
便
品
よ
り
法
師
品
に
お
け
る
九
品
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
が
見
ら
れ
た
成
仏
に
関
す
る
経
文
証
拠
を
三
三
の
文
証
を
挙
げ
て

検
討
を
試
み
て
来
た
。
以
後
の
見
宝
品
よ
り
勧
発
品
に
至
る
十
一
品
に
つ
い
て
は
、
聖
人
遺
文
上
に
於
て
三
四
文
証
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
今
は
紙
数
の
都
合
上
、
そ
の
成
仏
に
関
す
る
経
文
証
拠
等
の
文
証
を
含
め
て
、
日
蓮
聖
人
が
見
ら
れ
た
法
華
経
品
々
の
相
関

関
係
及
び
勝
劣
に
つ
い
て
も
、
他
日
を
期
し
た
噸
）
（
未
完
）

〔
註
〕（

１
）
（
２
）
拙
論
「
日
蓮
聖
人
の
女
性
観
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
十
六
号
所
収
）
九
八
～
九
頁
。
二
○
頁
を
参
照
。

（
３
）
文
中
の
（
定
１
頁
）
は
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
全
四
巻
の
頁
数
の
引
用
を
示
す
。
弘
安
元
年
訂
歳
作
、
真
蹟
完
の
『
千
日
尼
御
前
御
返

事
』
（
定
一
五
三
八
頁
）
・
尚
、
紙
数
の
都
合
上
、
通
文
名
の
『
』
は
省
略
し
た
。

（
４
）
浅
井
円
道
『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』
一
八
五
頁
を
参
照
。

●
●

●

（
５
）
文
中
の
（
大
正
九
・
五
頁
Ｃ
）
は
法
華
経
の
出
典
箇
所
で
あ
る
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
九
巻
の
略
称
で
あ
り
、
そ
の
頁
数
を
示
す
。
（
岩
波

上
・
六
八
頁
）
は
坂
本
幸
男
訳
の
岩
波
文
庫
版
『
法
華
経
』
上
中
下
巻
の
上
巻
の
略
称
で
あ
り
、
そ
の
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
様
に
中
巻
下
巻

も
す
べ
て
略
称
す
。

キ

（
６
）
主
師
親
御
書
に
「
今
法
華
経
に
至
て
我
願
既
に
満
足
し
ぬ
。
我
が
如
く
に
衆
生
を
仏
に
な
さ
ん
と
説
給
へ
り
」
（
定
四
六
頁
）
・
と
成
仏
の
経

ク
ク
シ
チ
シ
ナ
ル
キ
カ

証
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
（
定
九
四
頁
・
一
五
二
頁
・
五
七
○
頁
）
参
照
。
観
心
本
尊
抄
（
真
蹟
完
）
に
は
「
如
し
我
等
無
し
異
。
如
二
我

ノ
ノ

ー
シ
ヌ
シ
テ

ワ
レ
ム
ラ
ニ

ノ
ハ
カ

ノ
ハ
ス
ヤ
二

昔
所
願
一
今
者
已
満
足
。
化
一
二
切
衆
生
一
皆
令
レ
入
二
仏
道
一
・
妙
覚
釈
尊
我
等
血
肉
也
。
因
果
功
徳
非
二
骨
髄
一
乎
。
」
と
見
ら
れ
る
。
（
定

七
二
頁
）
・

シ
テ

ト
ク
リ
ワ
ヤ
セ
ハ
ノ

（
７
）
建
治
二
年
五
五
歳
作
の
道
場
神
守
護
事
（
真
蹟
完
）
に
は
『
法
華
文
句
』
巻
四
の
「
賊
称
一
南
無
仏
一
尚
得
二
天
頭
一
・
況
賢
者
称
十
方
尊
神

ン
ヤ
テ
う

ぜ
回
し
ス
ル
コ
ト

不
二
敢
当
一
・
但
精
進
勿
二
僻
怠
こ
（
定
一
二
七
四
頁
）
の
文
を
引
き
、
更
に
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
の
で
参
照
す
べ
し
。

（
８
）
そ
の
他
の
十
三
御
書
を
挙
げ
る
と
①
定
三
七
頁
②
定
二
八
三
頁
③
定
三
六
一
頁
④
定
一
○
○
一
頁
真
顔
完
⑤
定
二
二
頁
真
蹟
完
⑥
定
一
二

三
一
頁
真
蹟
断
存
・
身
延
曽
存
⑦
定
一
二
七
九
頁
⑧
定
一
三
四
八
頁
興
師
写
再
治
本
⑨
定
一
八
一
三
頁
真
蹟
断
存
⑩
定
一
八
二
○
頁
真
蹟
断
存

⑪
定
一
八
五
九
頁
真
顔
完
⑫
定
二
○
三
八
頁
⑬
定
二
三
五
九
頁
真
蹟
断
存
。

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

(鉦）



日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
（
桑
名
）

（
９
）
開
目
抄
・
観
心
本
尊
抄
以
外
の
御
書
は
①
定
三
五
頁
②
定
三
七
五
頁
③
定
三
九
二
頁
真
蹟
断
存
④
定
六
六
八
頁
真
顔
身
延
曽
存
⑤
定
八
一
五
頁

真
餓
完
⑥
定
八
四
○
～
一
頁
春
師
本
⑦
定
九
四
二
～
三
頁
真
餓
身
延
曽
存
⑧
定
一
二
四
九
頁
真
蹟
身
延
曽
存
⑨
定
一
二
八
八
頁
⑩
定
一
三
三
八

頁
真
蹟
断
存
⑪
定
一
四
九
七
頁
⑫
定
一
六
七
九
頁
真
顔
完
⑬
定
一
七
六
○
頁
真
駁
完
。

（
岨
）
他
の
三
書
は
①
四
條
金
吾
女
房
御
書
定
四
八
五
頁
②
祈
祷
妙
（
真
畷
身
延
曽
存
）
定
六
六
八
頁
③
法
華
初
心
成
仏
妙
（
祐
師
目
録
存
）
定
一
四

（
Ⅲ
）
摩
訶
迦
葉
に
つ
い
て
は
開
目
抄
定
五
六
一
・
五
六
六
・
五
九
四
（
以
上
真
顔
曽
存
）
・
八
四
一
（
春
師
本
）
・
九
四
二
～
三
（
真
顔
曽
存
）
・

一
○
七
九
（
真
蹟
断
存
）
・
一
二
四
九
（
真
蹟
曽
存
）
・
一
三
○
○
（
真
蹟
完
）
・
一
三
三
八
（
真
餓
断
存
）
・
一
五
三
三
（
興
師
本
）
頁
等
。

須
菩
提
は
定
四
六
・
六
六
八
（
真
餓
曽
存
）
頁
。
迦
施
延
は
定
一
二
八
五
頁
。
目
連
は
定
四
六
・
一
八
五
・
三
七
五
・
五
六
五
・
五
九
九
（
真

蹟
曽
存
）
・
一
三
四
九
（
真
蹟
曽
存
）
頁
等
。

ス

シ

（
吃
）
弘
安
元
年
作
の
時
光
殿
御
返
事
（
興
師
本
）
に
「
あ
な
り
ち
（
阿
那
律
）
と
申
人
は
、
…
…
法
華
経
に
て
は
普
明
如
来
と
な
る
べ
き
よ
し
仏
記

フ
給
・
」
（
定
一
五
三
二
）
・
新
池
殿
御
消
息
（
定
一
六
三
九
’
四
○
頁
）
・
窪
尼
御
前
御
返
事
（
興
師
本
）
定
一
七
五
三
頁
。
等
に
見
え
る
。

ク

（
蝿
）
戒
体
即
身
成
仏
義
（
祐
師
目
録
存
）
の
「
此
法
華
経
は
三
世
の
戒
体
也
。
…
…
自
身
に
一
分
の
行
無
し
て
即
身
成
仏
す
る
也
」
（
定
一
三
頁
）

等
の
成
仏
観
は
、
実
は
伝
教
大
師
の
受
戒
の
当
処
に
仏
種
が
頂
戦
さ
れ
、
即
身
成
仏
す
る
と
い
う
受
戒
成
仏
の
教
学
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
る

レ
ハ
ワ
チ
ル
ノ
二

と
い
う
。
伝
教
教
学
の
骨
子
の
影
響
が
三
十
九
歳
作
の
十
法
界
明
因
果
妙
（
進
師
本
）
に
も
残
存
し
、
「
衆
生
受
二
仏
戒
一
即
入
二
諸
仏
位
こ

と
い
う
速
疾
頓
成
の
戒
の
表
現
、
つ
ま
り
仏
戒
成
仏
（
受
戒
成
仏
）
が
見
ら
れ
る
。
が
、
次
第
に
日
蓮
聖
人
に
は
独
自
の
成
仏
観
で
あ
る
と
こ

ろ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
離
れ
て
の
成
仏
は
絶
体
に
あ
り
得
な
い
と
形
成
さ
れ
て
至
る
の
で
あ
る
。

（
必
）
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
号
（
創
刊
二
十
周
年
記
念
号
）
に
於
て
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

一
五
頁
。
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●

●

一
九
七
九
年
に
始
ま
っ
た
東
西
霊
性
交
流
（
日
本
仏
教
界
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
界
と
の
実
践
交
流
）
に
当
っ
て
、
再
三
招
聰
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
縁

で
一
九
八
八
年
七
月
・
上
智
大
学
で
四
日
間
開
催
さ
れ
た
「
目
、
』
０
ｍ
口
の
砕
目
で
Ｏ
の
旨
目
“
言
』
且
ｏ
ｇ
ｐ
且
○
○
日
旨
い
巴
Ｏ
ロ
ー
弓
冨
ｇ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
の

９
国
匡
邑
罰
切
目
画
且
○
三
豊
画
ご
ご
ざ
司
威
ｇ
の
の
」
に
も
招
聰
さ
れ
末
席
に
列
す
る
機
会
を
得
た
。
内
外
研
究
者
の
（
英
・
米
・
仏
・
独
・
印
・
比
・

豪
・
日
）
の
英
智
に
あ
ふ
れ
た
研
究
発
表
と
討
議
を
聴
き
触
発
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

大
乗
仏
教
の
根
本
と
さ
れ
る
智
慧
と
慈
悲
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
夙
に
先
学
に
よ
っ
て
語
り
尽
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
中
村
元
博
士
の
「
慈
悲
」

（
サ
ー
ラ
叢
書
）
は
す
ぐ
れ
た
啓
発
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
私
は
先
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
、
「
智
慧
と
慈
悲
（
菩
薩
行
）
」
に
つ
い
て

覚
え
書
き
し
て
お
い
た
。
そ
の
備
忘
メ
モ
を
頼
り
な
が
ら
本
誌
（
侭
・
“
号
）
を
お
借
り
し
て
研
究
ノ
ー
ト
の
形
で
纏
め
て
み
た
。

◇
研
究
ノ
ー
ト
◇

一
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
ー
仏
智
慧
と
は
１
１
二
、
法
華
菩
薩
行
と
比
丘
僧
団

三
、
法
華
経
に
み
る
智
慧
の
語
錘
四
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
ー
智
慧
の
実
践
１
１

⑪
外
国
語
の
記
号
は
、
英
語
は
（
Ｅ
）
・
ド
イ
ツ
語
は
（
Ｄ
）
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
（
Ｓ
）
で
示
し
た
。

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

智
慧
と
慈
悲

１
１
法
華
経
に
み
る
智
慧
と
菩
薩
行
１
１

目
次

（
承
前
川
・
２
）

町
田
是
正

(“）



想
で
す
。

想
の
展
開
で
あ
り
ま
す
。

口
は
、
ｆ
蹴
齢
職
》
蝿
、
誰
熱
噸
浦
哉
伽
棚
銘
灘
識
拠
蜂
撫
嘩
騨
職
で
す
。

方
便
品
に
於
て

十
方
仏
土
中
・
唯
有
一
乗
法
・
無
二
亦
無
三
・
除
仏
方
便
説
…
．
．
…
…
．

我
有
方
便
力
・
開
示
三
乗
法
・
一
切
諸
世
尊
・
皆
説
一
乗
道
・
今
此
諸
大
衆
・
皆
応
除
疑
惑
・
諸
仏
語
無
畏
・
唯
一
無
二
乗
・
…
…
．

（
坂
本
・
岩
本
訳
註
「
法
華
経
」
上
巻
・
一
○
六
・
二
○
頁
）

と
説
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ｏ
声
聞
に
は
四
諦
を
、
縁
覚
に
は
十
二
因
縁
を
、
菩
薩
に
は
六
波
羅
密
を
説
い
て
、
二
乗
各
別
に
行

果
を
得
さ
せ
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
実
は
そ
れ
は
善
巧
方
便
で
あ
っ
て
、
三
乗
は
す
べ
て
平
等
に
「
会
二
一
帰
一
」
す
る
と
い
う
一
仏
乗
思

※
「
智
慧
」
の
語
意
に
つ
い
て
は
先
錨
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

法
華
経
の
教
え
に
は
三
つ
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
㈲
は
、
「
開
権
顕
実
」
（
開
三
顕
一
・
会
三
帰
一
）
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
思

例
え
ば
如
来
寿
量
品
に
於
て

(2)我
成
仏
已
来
・
復
過
於
此
・
百
千
万
億
・
那
由
他
・
阿
僧
祗
劫
・
自
従
是
来
・
我
常
在
此
・
娑
婆
世
界
・
説
法
教
化
…
…
…

我
成
仏
巳
来
・
甚
大
久
遠
・
寿
量
無
量
・
阿
僧
祗
劫
・
常
住
不
滅
・
諸
善
男
子
・
我
本
行
菩
薩
道
・
所
成
寿
命
・
今
猶
未
尽
・
復
倍

本
文
に
煩
鎖
な
ま
で
に
ル
ビ
を
付
し
、
注
記
を
も
っ
て
補
説
し
た
。

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

一
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
ー
仏
智
慧
と
は
１
１

(必）



す
。

私
は
右
の
三
つ
の
特
色
の
中
か
ら
、
特
に
智
慧
と
菩
薩
行
の
説
示
を
抜
き
出
し
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
事
は
法
華
経
の
原
語
で
あ
る

プ
ン
ダ
リ
ー
カ

「
蟹
邑
冨
『
日
画
‐
冒
温
胃
弄
画
‐
呂
言
画
（
の
）
」
の
石
屋
温
画
鼻
口
」
の
語
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
泥
中
に
馥
郁
と
咲
く
「
白
蓮
華
」

（
善
学
菩
薩
道
◇
不
染
世
間
法
・
如
蓮
華
在
水
）

の
ご
と
く
、
娑
婆
の
現
実
の
な
か
で
滑
浄
の
人
間
で
あ
り
た
い
と
誓
願
す
る
こ
と
、
そ
し
て
実
践
す
る
こ
と
が
勧
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
先
述
の
ご
と
く
方
便
品
で
は
「
会
三
帰
匡
の
思
想
を
懇
説
し
ま
す
。

十
方
世
界
中
・
尚
無
二
乗
・
何
況
有
三
…
…
…

十
方
仏
土
中
・
唯
有
一
乗
法
・
無
二
亦
無
三
・
除
仏
方
便
説

（
坂
本
・
岩
本
訳
註
「
法
華
経
」
上
巻
九
八
・
一
○
六
頁
）

（
唯
一
・
銃
一
の
悟
り
に
至
る
道
）

こ
の
説
示
に
よ
れ
ば
、
三
乗
教
が
否
定
さ
れ
一
仏
乗
が
開
会
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
仏
乗
の
乗
物
は
我
々
の
身
近
か
に
置
か
れ
て
い
る
と

み
ち
の
り

い
う
感
を
う
け
ま
す
。
然
し
実
は
．
仏
乗
留
呂
冨
目
〕
画
‐
の
富
‐
旨
ご
画
（
、
）
」
へ
至
る
道
程
は
遥
る
か
遠
く
、
ま
た
一
仏
乗
の
「
仏
智
官
民
言
‐

（
前
世
の
所
行
を
果
た
し
て
寿
命
と
智
力
を
得
た
）

）
晟
目
（
の
）
」
に
至
る
旅
路
も
遥
る
か
な
の
で
す
。
寿
量
品
の
偶
頌
の
中
に
「
寿
命
無
数
劫
・
久
修
業
所
得
」
と
語
り
、
本
仏
自
ら
が
永

劫
の
菩
薩
行
の
結
果
さ
と
り
得
た
智
慧
だ
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
仏
智
慧
が
甚
深
無
量
・
難
解
難
入
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
方
便
品
の
「
長
行
盟
Ｓ
ｍ
（
の
）
」
と
「
偶
頌
函
騨
颪
（
、
）
」
に

（
坂
本
・
岩
本
訳
註
「
法
華
経
」
下
巻
一
四
・
一
八
頁
）

い
の
ち

と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
悠
遠
な
無
始
無
終
の
本
仏
の
生
命
の
存
在
、
久
遠
の
人
格
的
生
命
を
説
き
顕
わ
し
て
い
ま
す
。

㈲
は
、
法
師
品
か
ら
嘱
累
品
に
至
る
諸
品
に
於
て
殆
蕊
醗
榊
心
鰯
繩
錘
鯏
搬
訓
轆
＃
雛
鋪
が
人
間
的
実
践
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

上
数
…
…
…

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(』5）



（
坂
本
・
岩
本
訳
註
「
法
華
経
」
上
巻
・
六
六
・
七
二
頁
）

０
●

方
便
品
の
長
行
で
は
、
二
乗
に
向
っ
て
「
仏
智
慧
」
は
甚
深
無
量
（
盟
目
罫
与
”
画
目
目
（
の
）
）
・
難
解
難
入
（
含
ａ
弱
画
昌
含
冒
目
‐

ｇ
含
口
日
（
、
）
）
だ
と
説
き
、
偶
頌
に
於
て
は
一
切
の
声
聞
の
智
を
集
め
て
も
、
又
一
切
の
縁
覚
の
智
を
寄
せ
集
め
て
も
、
さ
ら
に
は

新
発
意
菩
薩
の
智
慧
を
集
め
て
も
、
不
退
菩
薩
の
智
慧
を
も
っ
て
し
て
も
、
と
て
も
測
り
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
程
に
深
遠
で
難
解
だ
と

し
て
い
る
Ｏ
残 智

慧
と
慈
悲
（
町
田
）

於
て
綾
説
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

※
方
便
品
で
「
無
し
有
一
餘
乗
若
二
若
三
」
（
上
巻
九
○
頁
）
・
「
唯
有
二
一
乗
法
】
無
レ
ニ
亦
無
し
三
」
（
上
巻
一
○
六
頁
）
・
「
終
不
下
以
二
小
乗
一
済
中
度
於

衆
生
上
」
（
上
巻
一
○
六
頁
）
と
繰
り
返
し
て
説
示
さ
れ
て
み
る
と
、
声
聞
・
縁
覚
の
「
小
乗
宮
口
９
，
口
口
」
は
文
字
通
り
「
劣
っ
た
乗
物
」
「
下
劣

の
乗
物
」
の
如
く
に
解
さ
れ
、
「
劣
等
旨
誇
凰
Ｏ
凰
葛
（
９
，
島
の
冨
冒
号
司
署
の
昌
得
凰
兵
ロ
）
」
の
乗
物
と
い
う
差
別
感
を
覚
え
ま
す
。
竺
法

護
は
正
法
華
経
で
「
三
コ
、
首
ご
口
」
を
「
下
劣
乗
」
と
文
字
通
り
に
訳
し
て
い
ま
す
。
然
し
方
便
品
で
強
調
す
る
「
会
三
帰
こ
思
想
を
踏
ま
え
て
思

考
す
れ
ば
、
法
華
経
は
決
し
て
声
聞
・
縁
覚
を
下
劣
・
劣
等
の
無
智
者
と
差
別
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
「
方
便
品
」
（
巧
妙
な
説
示
）
の
章
節
名
が
示

す
通
り
、
ま
さ
し
く
二
乗
三
乗
の
比
丘
僧
団
を
法
華
一
仏
乗
へ
と
摂
入
す
る
た
め
の
「
善
巧
方
便
呂
畠
、
冨
匡
の
口
々
画
冒
臥
く
胃
冨
（
の
）
」
で
あ
っ

た
の
で
す
。
法
華
菩
薩
団
は
、
声
聞
・
縁
覚
を
差
別
し
て
見
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
僧
団
が
余
り
に
も
煩
瓊
な
教
理
に
拘
泥
し
知
識
過
剰
・
自
惚
過
剰

告
舎
利
弗
・
諸
仏
智
慧
・
甚
深
無
量
・
其
智
慧
門
・
難
解
難
入
・
一
切
声
聞
・
辞
支
仏
・
所
不
能
知
…
…
…

（
心
に
か
け
て
願
い
求
め
て
も
仏
智
葱
は
測
り
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
）

仮
使
満
世
間
・
皆
如
舎
利
弗
・
尽
思
共
度
量
・
不
能
測
仏
智
・
正
使
満
十
方
・
皆
如
舎
利
弗
・
及
余
諸
弟
子
・
亦
満
十
方
刹
・
尽
思

共
度
量
・
亦
復
不
能
知
…
…
…

新
発
意
菩
薩
・
供
養
無
数
仏
・
了
達
諸
義
趣
・
・
…
…
．

穂
鵬
蝿
離
畷
慨
働
河
沙
劫
・
威
皆
共
思
量
・
不
能
知
仏
智
・
不
退
諸
菩
薩
・
其
数
如
恒
沙
・
一
心
共
思
求
・
亦
復
不
能
知

（
皆
共
に
は
か
る
と
も
理
知
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
）

(46）



と
な
り
、
そ
の
結
果
、
思
考
が
保
守
固
定
化
さ
れ
、
小
乗
教
団
自
ら
が
進
歩
す
る
道
を
閉
ざ
し
て
い
た
こ
と
に
警
鐘
す
る
こ
と
が

「
会
三
帰
こ
（
善
巧
方
便
）
の
本
意
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
開
・
示
・
悟
・
入
の
一
大
事
因
縁
）

方
便
品
で
は
、
「
四
仏
知
見
」
を
説
示
し
た
後
段
に
入
る
と
、
ガ
ラ
リ
と
説
相
が
変
り
ま
す
。

是
法
皆
為
一
仏
乗
故
・
是
諸
衆
生
・
従
諸
仏
聞
法
・
究
寛
皆
得
・
一
切
種
智
．
：
…
…

（
坂
本
・
岩
本
訳
註
「
法
華
経
」
上
巻
・
九
○
・
九
二
・
九
四
・
九
六
頁
）

と
い
う
、
右
掲
の
同
一
説
示
の
語
を
以
っ
て
、
前
後
五
回
に
わ
た
り
仏
智
慧
に
至
る
保
証
が
さ
れ
ま
潅
唾
鰯
識
雌
離
鰯
錘
餓
僻
離
獅
や
）

（
会
三
帰
一
）

（
仏
智
惣
）

そ
し
て
未
来
の
如
来
た
ち
か
ら
正
法
を
聞
い
て
一
切
種
智
を
得
た
と
す
る
の
で
す
。
仏
智
慧
に
至
る
道
程
は
遠
く
、
甚
深
無
量
で
あ
ろ
う

と
も
、
し
か
し
会
三
帰
一
の
保
証
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
菩
薩
行
を
厭
う
こ
と
な
く
真
筆
に
仏
智
慧
を
求
め
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

大
乗
仏
教
の
主
役
を
演
じ
た
の
は
、
「
菩
薩
宮
島
厨
ｍ
尊
く
画
（
の
）
」
と
呼
ば
れ
た
「
徳
の
す
ぐ
れ
た
修
業
者
」
「
求
法
者
」
で
あ
り
、

そ
の
集
団
「
菩
薩
団
ず
呂
三
の
、
鳶
箇
‐
盟
冒
（
の
）
」
と
称
せ
ら
れ
た
「
求
法
団
」
で
あ
っ
た
。
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
（
羅
什
訳
）

の
中
‐
に
、

菩
薩
衆
者
・
為
二
無
上
道
一
発
心
名
日
二
菩
薩
一
・
：
…
…

（
大
正
蔵
二
六
巻
Ｈ
の
二
一
頁
上
）

（
阿
縛
多
羅
）

と
あ
り
、
殊
に
「
無
上
道
昌
与
冨
箇
（
、
）
二
発
心
シ
テ
」
と
論
説
す
る
ご
と
く
、
菩
薩
に
対
し
て
は
、

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

二
、
法
華
菩
薩
行
と
比
丘
僧
団

「
（
利
々
の
功
徳
を
積
み
廼
向
す
る
）

「
菩
提
心
９
号
胃
詳
冨
」

(＃7）



サ
ン
ガ
ガ
ナ

紀
元
一
世
紀
大
乗
菩
薩
団
は
、
元
来
、
比
丘
僧
団
と
菩
薩
団
の
結
束
と
し
て
機
能
し
て
い
た
「
仏
塔
崇
拝
」
を
否
定
し
て
、
新
た
に
菩

ガ
ナ

（
爵
）

薩
衆
の
結
合
の
運
動
と
し
て
、
大
乗
経
典
の
「
結
集
静
日
顕
昌
（
の
）
・
ａ
の
屑
含
冨
ｏ
ｐ
ｅ
）
」
と
、
結
集
し
た
経
典
の
教
え
に
準

拠
し
て
修
行
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
『
摩
訶
般
若
波
羅
密
経
』
の
結
集
は
大
乗
仏
教
の
先
駆
的
役
割
を
果
し
、
就
中
、
西
北
イ
ン
ド
に
於

け
る
『
法
華
経
』
の
結
集
は
、
菩
薩
ガ
ナ
の
革
新
的
運
動
と
し
て
注
目
に
値
い
し
ま
す
。

法
華
菩
薩
ガ
ナ
は
建
塔
供
養
を
否
定
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
法
華
菩
薩
ガ
ナ
独
自
の
求
法
の
運
動
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
「
分
別

功
徳
品
」
中
に
次
の
説
示
が
み
ら
れ
ま
す
。

（
遺
骨
塔
を
迦
立
す
る
必
要
も
な
く
）
（
伽
の
災
団
へ
供
饗
す
る
必
要
も
な
い
）

如
来
滅
後
・
若
有
受
持
読
調
・
為
他
人
説
・
若
自
書
・
若
教
人
書
・
供
養
経
巻
・
不
須
復
起
塔
寺
・
及
造
僧
坊
・
供
養
衆
僧
・

況
復
有
人
・
能
持
是
経
・
兼
行
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
一
心
・
智
慧
・
其
徳
最
勝
・
無
量
無
辺
…
…
疾
至
一
切
種
智
…
…

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
下
巻
六
○
頁
。
併
せ
五
八
頁
参
照
）

蕊
難
恥
諏
誰
軒
ご
”
‐
。
”
ご
”
」
・
翫
灘
蝿
蕊
冒
昌
”
」
の
保
持
と
慈
悲
利
他
の
実
践
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
蕊

法
華
経
諸
品
で
ヲ
８
三
ｍ
ｍ
号
、
‐
悪
口
画
」
を
表
現
す
る
場
合
、
羅
什
訳
「
妙
法
蓮
華
経
」
で
は
、
表
現
の
語
錘
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
み
ら
れ
る
。

即
ち
側
・
法
華
菩
薩
団
（
衆
）
が
小
乗
比
丘
僧
団
と
同
時
同
処
に
登
場
（
同
席
）
す
る
と
き
に
は
「
菩
薩
団
（
衆
）
ｇ
含
尉
喫
き
ぃ
‐
瑠
冨
」
と
は
云

わ
な
い
で
、
「
諸
菩
薩
（
菩
薩
達
）
ｇ
号
尉
ｇ
芝
島
」
と
複
数
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
②
．
次
に
見
宝
塔
品
と
か
従
地
涌
出
品
の
菩
薩
団
を
表
現

す
る
と
き
に
は
「
菩
薩
衆
」
（
法
華
経
中
巻
二
九
二
・
二
九
四
・
三
一
四
頁
）
と
か
「
衆
菩
薩
」
（
法
華
経
中
巻
一
七
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
宝
塔
品

と
涌
出
品
に
登
場
す
る
求
法
団
を
特
に
「
菩
薩
衆
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
品
に
登
場
す
る
菩
薩
が
特
別
に
滅
後
の
弘
教
を
委
嘱
さ
れ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
尚
、
「
従
地
涌
出
冨
吾
目
‐
己
ぐ
閏
の
与
冒
匡
回
目
昌
画
。
冨
日
（
の
）
」
（
大
地
の
割
れ
目
か
ら
出
現
し
た
）
と
い
う
表
現
は
、

永
い
間
に
わ
た
り
仏
教
団
の
底
辺
に
あ
っ
て
、
表
面
に
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
法
華
菩
薩
団
が
強
大
な
求
法
団
と
な
っ
て
出
現
し
た
歴
史
事
実
を
象
徴

的
に
語
っ
て
い
よ
う
。

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）
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（
桐
徳
の
区
分
の
章
）

こ
の
分
別
の
功
徳
品
の
説
示
は
、
明
ら
か
に
「
僧
団
供
養
留
昌
警
画
‐
四
旨
（
の
）
」
と
「
仏
舎
利
塔
号
騨
？
の
冒
冨
（
め
）
」
建
塔
を

（
不
須
）

否
定
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
の
私
達
の
供
養
観
念
か
ら
す
れ
ば
奇
異
の
感
を
覚
え
ま
す
。
菩
薩
ガ
ナ
の
結
束
と
修
行
法
と
し
て
、

五
種
法
師
・
六
波
羅
密
の
実
践
に
努
め
、
菩
提
の
覚
智
に
至
る
智
慧
を
磨
く
こ
と
を
勧
説
し
ま
す
。
豪

※
分
別
功
徳
品
は
「
不
須
為
戒
・
復
起
塔
寺
・
及
作
僧
坊
」
・
「
不
須
復
起
塔
寺
・
及
造
僧
坊
・
供
養
衆
僧
」
と
説
き
、
仏
塔
崇
拝
と
僧
供
養
を
否
定

し
て
い
ま
す
が
、
然
し
同
品
は
他
処
で
は
「
若
人
読
踊
．
受
持
是
経
…
…
復
能
起
塔
・
及
造
僧
坊
・
供
養
讃
歎
」
（
霊
塞
経
」
下
巻
六
二
頁
）
と
あ
っ

て
塔
崇
拝
と
僧
供
養
を
讃
歎
し
て
い
る
。
即
ち
分
別
功
徳
品
は
否
定
と
肯
定
の
説
示
を
同
時
処
で
行
っ
て
お
り
、
二
律
肯
反
の
矛
盾
説
示
で
あ
り
ま
す
。

又
、
建
塔
供
養
に
つ
い
て
は
、
神
力
品
に
於
て
「
若
有
受
持
・
読
調
・
解
説
・
書
写
・
如
説
修
行
…
…
園
中
・
林
中
…
…
若
山
谷
砿
野
・
是
中
皆
応
・

起
塔
供
養
・
所
以
者
何
．
当
知
是
処
・
即
是
道
場
」
（
「
法
華
経
」
下
巻
一
五
八
’
一
五
九
頁
）
と
あ
っ
て
起
塔
供
養
を
勧
め
て
い
る
。
分
別
功
徳
・

神
力
両
品
の
説
示
を
再
読
し
て
み
る
と
、
建
塔
供
養
を
や
み
く
も
に
勧
め
讃
歎
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
五
種
法
師
を
如
説
修
行
す
る
処
が
道
場
で
あ

り
、
そ
の
道
場
に
塔
を
建
て
崇
拝
供
養
を
な
す
と
し
て
お
り
、
菩
薩
行
の
実
践
を
勧
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

サ
ン
ガ

法
華
菩
薩
ガ
ナ
は
小
乗
比
丘
僧
団
と
は
対
立
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
が
、
菩
薩
ガ
ナ
は
寛
容
と
宥
和
の
態
度
で
接
す
る
事
に
努
め

（
異
端
）

ま
し
た
。
然
し
比
丘
僧
団
側
か
ら
驚
異
の
目
で
見
ら
れ
、
時
に
は
怒
号
・
非
難
・
追
害
を
加
え
ら
れ
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
し
た
。
然
し
比
丘
僧
団
側
か

有
諸
無
智
人
・
悪
口
罵
冒
等
・
及
加
刀
杖
者
。
我
等
皆
當
忍
…
…
・
…
：
…
…
悪
鬼
入
其
身
・
罵
晉
段
辱
我
・
我
等
敬
信
仏
當
著

忍
辱
鎧
…
…
…
…
…
…
遠
離
於
塔
寺
・
如
是
等
衆
悪
・
念
仏
告
勅
故
・
皆
當
忍
是
事

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
中
巻
二
三
六
・
二
三
八
・
二
四
○
頁
）

（
粗
悪
な
こ
と
ば
）
（
悪
口
と
悲
薙
）
（
武
器
）

と
示
し
て
、
悪
口
冒
冒
の
画
・
罵
冒
陣
可
◎
留
冨
同
旨
国
・
刀
杖
§
且
”
の
言
葉
を
も
っ
て
、
菩
薩
団
に
対
す
る
迫
害
の
激
烈
さ
を
表

現
し
て
い
る
。
そ
の
迫
害
に
対
し
て
忍
辱
冨
昌
の
鎧
を
ま
と
い
、
忍
辱
必
柵
趨
議
塞
蛾
雛
礫
輪
錨
灘
雛
謝
哩
華
霜
惑
騨
識

勧
持
品
二
十
行
偶
の
な
か
で

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）
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舎
利
弗
・
如
是
増
上
憎
人
・
退
亦
佳
芙
・
汝
今
善
聴
・
當
為
汝
説

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
（
方
便
品
）
上
巻
八
八
頁
）

方
便
品
は
三
請
三
止
・
五
千
起
去
と
い
う
ド
ラ
マ
的
説
相
を
か
り
て
、
自
惚
比
丘
の
保
守
性
・
狭
量
性
・
不
寛
容
・
自
惚
性
を
強
く
答

め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
法
華
経
は
比
丘
サ
ン
ガ
を
答
め
批
判
は
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
敵
対
視
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
千
起
去

の
ド
ラ
マ
的
説
示
は
、
ま
さ
に
「
会
三
帰
こ
の
た
め
の
善
巧
方
便
で
あ
っ
て
、
実
は
十
方
世
界
に
於
け
る
存
在
の
実
相
含
胃
９
画
富

（
の
）
と
、
仏
出
世
の
義
務
百
３
日
旨
（
の
）
そ
し
て
目
的
言
ご
胸
（
の
）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
法
華
菩
薩
団
が
比
丘
僧

団
に
対
抗
し
た
勢
力
と
し
て
歴
史
上
に
登
上
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
方
便
ロ
栗

出
来
な
い
と
し
て
い
る
。

忍
ぶ
こ
と
が
堅
い
）
（
陣
吟
し
て
捕
み
と
苦
に
耐
え
る
こ
と
が
、
悲
と
慈
の
基
に
な
る
）

屑
冨
同
昌
呂
‐
訂
詳
ｅ
）
」
は
六
波
羅
密
の
一
行
で
あ
っ
て
、
忍
辱
心
は
慈
悲
の
大
行
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
法
華
菩
薩
団
と
比
丘
僧
団
と
の
対
立
を
具
体
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
方
便
品
に
於
け
る
五
千
起
去
の
現
象
が
示
さ
れ
ま
す
。

亦
時
世
尊
・
告
舎
利
弗
・
汝
已
懇
勲
・
三
請
・
豈
得
不
説
・
汝
今
諦
聴
・
善
思
念
之
・
吾
當
為
汝
・
分
別
解
説
・
説
此
語
時
・
会
中

（
得
て
い

有
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
・
五
千
人
等
・
即
従
座
起
・
礼
仏
而
退
・
所
以
者
何
．
此
輩
罪
根
深
重
・
及
増
上
慢
・
未
得

な
い
も
の
を
側
た
と
思
い
、
速
成
し
て
い
な
い
も
の
を
通
成
し
た
と
思
い
）

謂
得
・
未
證
謂
證
・
有
如
此
失
・
是
以
不
住
・
世
尊
黙
然
・
而
不
制
止
。

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
上
巻
八
六
頁
）

こ
の
「
五
千
起
去
」
の
説
示
は
、
比
丘
僧
団
の
「
増
上
慢
且
三
目
画
ョ
画
（
の
）
ｓ
の
国
９
房
の
群
ｅ
）
」
を
強
く
答
め
、
法
華
菩
薩
団

が
堅
持
し
て
き
た
寛
容
会
の
Ｑ
ｏ
ｍ
目
ｇ
ｅ
）
と
宥
和
ｇ
の
房
『
＆
冒
品
の
態
度
を
変
え
て
、
自
惚
僧
団
は
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
方
便
品
の
説
相
の
順
序
に
従
え
ば
、
五
千
起
去
の
前
段
に
於
て
「
三
請
三
止
」
の
応
答
で
は
軽
々
に
法
華
一
乗
の
説
法
は

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(50）



（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
下
巻
一
三
四
頁
）

と
示
さ
れ
、
潮
笑
を
浴
せ
ら
れ
、
杖
木
に
よ
る
危
害
の
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
不
軽
菩
薩
品
で
「
我
深
敬
汝
等
…
…
」

と
説
か
れ
て
い
る
「
汝
等
」
の
範
囲
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
・
又
は
四
衆
・
衆
人
・
諸
人
・
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
、

（
他
の
教
え
を
語
る
者
・
沐
浴
墹
・
霊
場
を
つ
く
る
人
）

「
外
道
回
ご
豊
『
芽
弄
画
（
の
）
」
の
語
は
見
当
り
ま
せ
ん
が
、
常
不
軽
が
但
行
礼
拝
し
た
対
衆
は
、
僧
団
比
丘
衆
だ
け
で
は
な
く
仏
教

以
外
の
教
え
を
語
る
者
も
多
く
居
た
と
思
わ
れ
る
。

（
…
）

ま
た
、
法
華
菩
薩
ガ
ナ
は
教
団
の
独
自
性
と
修
行
を
堅
持
す
る
た
め
に
、
教
団
自
体
が
狐
立
の
状
態
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
も
他
教

（
他
の
教
え
を
説
く
者
・
大
乗
経
典
で
は
邪
見
の
窓
が
こ
め
ら
れ
瞳
称
の
一
言
ア
ン
ス
が
温
い
）
（
不
親
近
）

団
と
の
交
際
、
外
道
宮
『
吾
、
‐
富
国
（
の
）
と
の
語
り
合
い
を
固
く
止
め
て
い
ま
す
。
安
楽
行
品
に
は
菩
薩
ガ
ナ
の
交
際
を
不
可
と
す
る

ヴ
ア
ル
ナ
ジ
や
Ｉ
テ
ィ

範
囲
（
種
姓
と
出
生
・
職
業
）
が
細
か
く
列
示
さ
れ
て
い
る
。

バ
ラ
モ
ン
羊
厚
何
伯
ジ
ャ
イ
ナ
錨
涯
淀

菩
薩
摩
訶
薩
不
親
近
・
国
王
王
子
・
大
臣
・
官
長
・
不
親
近
諸
外
道
・
梵
志
印
画
言
ョ
画
。
農
二
・
尼
健
子
ｚ
萬
色
呉
冨
旨
凹
菩
匡
言
画
、

叩
世
外
道
・
感
覚
的
唯
物
論
者
舞
踏
者

及
造
世
俗
文
筆
讃
詠
外
書
及
路
伽
耶
陀
冒
冨
冨
冨
・
逆
路
伽
耶
陀
等
・
亦
不
親
近
諸
有
凶
戯
・
相
挟
・
相
撲
及
那
羅
等
・
又
不
親

詐
欺
師

近
施
陀
羅
・
及
玄
猪
羊
鶏
狗
・
敗
猟
漁
捕
・
諸
悪
律
儀
・
如
是
人
等
・
又
不
親
近
求
声
聞
・
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
・

去
勢
さ
れ
た
不
具
者

亦
不
問
訊
・
而
為
説
法
・
亦
不
楽
見
・
若
入
他
家
・
不
與
小
女
・
処
女
・
寡
女
等
共
語
・
亦
復
不
近
・
五
種
不
男
之
人
・
以
為
親
厚

に
対
し
て

（
「
法
網
経
」
下
巻
一
三
二
頁
）

法
華
経
菩
薩
者
に
対
す
る
迫
害
の
事
例
と
し
て
、
常
不
軽
菩
薩
の
「
但
行
礼
拝
」
の
説
示
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
常
不
軽
の
礼
拝
行

皆
當
作
仏

常
作
是
言
・
汝
等
作
仏
・
説
是
語
時
・
衆
人
或
以
・
杖
木
瓦
石
・
而
打
榔
之
・
避
走
遠
住
。
猶
高
唱
言
・
我
不
敢
軽
於
汝
等
・
汝
等

・
不
独
入
他
家
…
…

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(鉦）



大
乗
仏
教
で
は
「
修
す
る
こ
と
巴
３
百
ｍ
冨
旨
の
（
ロ
）
」
を
強
調
し
ま
す
。
部
派
仏
教
時
代
の
「
業
百
円
ョ
目
（
い
）
」
の
観
念
を
「
行

（
戒
・
定
・
葱
）

８
国
菌
（
“
）
」
の
言
葉
に
置
き
変
え
て
、
菩
薩
行
と
呼
ば
れ
る
「
修
行
画
の
。
§
ｏ
胃
、
。
胃
の
の
（
９
．
ｓ
の
厨
の
冨
旨
品
（
ロ
）
」
を
確
立
し

（
特
有
の
徳
目
）

て
い
っ
た
。
菩
薩
行
を
修
す
る
上
で
特
有
の
実
践
倫
理
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
徳
目
と
し
て
勧
説
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
五
師

法
師
冒
浮
②
‐
今
胃
ｇ
ｍ
‐
ｇ
ｇ
画
冨
（
ぬ
）
」
と
「
六
波
羅
密
留
苫
胃
画
目
冨
雪
（
の
）
」
で
す
。

（
「
法
華
経
」

五
種
法
師
と
云
え
ば
、
法
師
品
・
分
別
功
徳
品
・
法
師
功
徳
品
・
不
軽
菩
薩
品
・
如
来
神
力
品
に
於
て
説
示
さ
れ
、
特
に
法
師
品
の

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
中
巻
二
四
四
頁
）

古
代
イ
ン
ド
に
於
け
詮
讓
瀞
蝿
寺
轆
識
壗
苫
「
出
生
』
農
」
の
悉
ん
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
列
記
さ
れ
て
い
る
「
カ
ー
ス
ト
」

に
対
し
て
、
不
親
近
・
不
入
・
不
問
訊
・
恥
蠅
川
辱
瀧
暇
河
》
涛
識
割
磯
淵
私
醗
協
雛
鯉
師
概
燃
銚
剛
卸
邸
牽
州
率
噌
側
墹
咽
鋤
縦
縣
暉

（
主
に
貿
易
に
従
噸
し
た
資
産
家
）

者
の
中
に
は
商
業
者
と
富
裕
資
産
家
が
除
外
さ
れ
て
お
り
、
法
華
菩
薩
団
の
経
済
的
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

さ
て
安
楽
行
品
の
説
示
に
よ
れ
ば
、
集
団
的
身
分
制
と
か
職
業
の
貴
賎
・
種
別
に
関
わ
り
な
く
、
法
華
菩
薩
ガ
ナ
は
交
際
す
る
範
囲
が

「
不
親
近
」
と
厳
し
く
規
制
さ
れ
、
菩
薩
ガ
ナ
自
体
が
交
際
範
囲
を
限
定
し
て
孤
立
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
然
し
菩
薩

団
は
孤
立
化
す
る
こ
と
を
虞
れ
な
い
で
、
あ
え
て
「
不
親
近
」
と
交
際
範
囲
を
限
定
し
た
の
は
、
文
字
通
り
に
「
不
親
近
」
を
強
調
し
た

ヴ
ア
ル
ナ
ジ
ア
ー
テ
イ
（
閉
鎖
的
な
社
会
榴
成
・
浄
・
不
浄
の
観
念
の
否
定
）

の
で
は
な
く
て
、
当
時
、
種
姓
や
出
生
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
い
た
社
会
制
度
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
べ
て
の

身
分
集
団
と
「
不
親
近
」
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
我
と
汝
・
我
と
彼
と
い
う
婆
の
差
別
・
社
会
差
別
を
打
破
し
僅
蓬
蕊

柳
榊
呼
カ
ー
ス
ト
（
ジ
ャ
ー
テ
ィ
）
の
蚕
錫
馨

等
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
説
示
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

三
、
法
華
経
に
み
る
智
慧
の
語
漿

(52）



中
巻
・
一
四
二
頁
）

説
示
が
知
ら
れ
て
い
る
。
幹

る
要
諦
で
あ
る
か
ら
で
す
。

法

（
「
法
瑚
経
」
上
巻
二
二
頁
）
（
「
怯
麺
経
」
下
森
天
○
頁
）

次
に
六
波
羅
密
行
に
つ
い
て
は
、
方
便
品
・
分
別
功
徳
品
に
於
て
説
示
さ
れ
、
殊
に
分
別
品
で
は
そ
の
そ
の
功
徳
が
讃
歎
さ
れ
て
い
る
。

六
波
羅
密
の
実
践
は
「
最
高
の
悟
り
に
至
る
道
顧
３
９
ｍ
ｇ
今
冒
日
溜
（
の
）
ゞ
目
の
需
房
寓
目
（
ロ
）
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
）

お
よ
そ
菩
薩
行
は
、
自
利
利
他
の
願
行
を
標
傍
す
る
こ
と
で
新
ら
し
き
仏
教
人
間
像
の
形
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
云
え
ば
、

菩
薩
行
は
一
切
衆
生
を
利
益
せ
し
め
よ
う
と
す
る
「
廻
向
闇
風
呂
日
口
（
の
）
．
旨
の
凰
鳶
目
国
禺
の
『
９
８
（
ｇ
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
豪※

廻
向
（
回
向
）
…
世
間
的
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
「
仏
事
を
営
み
死
者
の
冥
福
を
祈
る
厚
畠
の
『
さ
『
吾
の
号
且
（
ｇ
」
と
い
う
廻
向
は
、
大
乗

菩
薩
行
が
目
指
す
廻
向
の
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
菩
薩
行
で
は
自
己
の
善
行
（
六
波
羅
密
行
）
の
功
徳
を
自
己
の
功
徳
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
廻

向
を
受
け
る
対
象
を
一
切
衆
生
に
振
り
向
け
る
こ
と
で
完
全
な
功
徳
と
し
ま
す
。

①
使
用
テ
キ
ス
ト
は
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
全
三
巻
・
岩
波
文
庫

②
智
慧
の
語
錐
は
箪
者
の
取
捨
選
択
に
よ
る
。

③
引
用
し
た
経
説
の
意
味
を
強
め
る
と
き
は
、
岩
本
博
士
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
訳
を
参
借
し
て
ル
ビ
と
し
て
付
し
た
。

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

法
華
経
諸
品
に
み
る
智
慧

序
品

師
品
で
五
種
の
法
行
が
勧
説
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
法
行
を
修
す
る
こ
と
が
厩
謹
選
繁
螺
樋
撰
蹴
宗
闇
至

(認）



為
諸
菩
薩
、
説
應
六
波
羅
密
、
令
得
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
、
成
一
切
種
智
姦
（
上
巻
四
○
頁
）

※
．
切
種
智
」
と
は
、
一
切
智
・
道
種
智
・
一
切
種
智
の
三
智
の
一
つ
で
、
智
解
を
段
階
別
に
分
け
た
も
の
。
一
切
智
と
は
一
切
事
衆
の
す
べ
て
を

知
る
声
聞
・
縁
覚
の
智
、
道
種
智
と
は
一
切
衆
生
の
差
別
を
知
り
尽
す
菩
薩
の
智
、
一
切
種
智
（
の
胃
ぐ
ぃ
萱
画
き
他
一
切
を
知
る
も
の
の
境
界
）
と
は

一
切
事
衆
の
全
体
像
と
個
別
像
を
知
り
尽
す
智
で
、
平
等
と
差
別
を
合
せ
知
る
仏
智
の
こ
と
。
方
便
品
「
究
寛
皆
得
、
一
切
種
智
（
上
巻
九
二
頁
）
、

薬
草
噛
品
「
究
寛
至
於
・
一
切
種
」
（
上
巻
二
七
○
頁
）
、
法
師
品
「
其
有
欲
疾
得
・
一
切
種
智
憲
」
（
中
巻
一
四
八
頁
）
の
説
示
も
同
意
で
す
。
竺

法
護
は
正
法
華
経
で
「
諸
通
慧
」
と
漢
訳
し
て
い
る
。
智
顕
は
法
華
義
疏
巻
九
に
お
い
て
「
一
切
種
智
ハ
有
ヲ
照
ラ
ス
智
ナ
リ
。
慧
ト
ハ
ー
切
智
ニ
シ

テ
空
ヲ
照
ラ
ス
慧
ナ
リ
」
と
訳
し
て
い
る
。

諸
仏
智
慧
蕊
・
甚
深
無
量
・
其
智
慧
門
・
難
解
難
入
・
一
切
声
聞
・
辞
支
仏
．
…
・
…
…
・
…

無
問
而
自
説
・
称
歎
所
行
動
・
智
慧
甚
微
妙
・
諸
仏
之
所
得
…
…
（
上
巻
六
六
・
七
八
頁
）

※
「
仏
智
慧
」
…
…
大
乗
経
典
で
説
示
さ
れ
る
仏
の
智
慧
の
総
称
。
又
は
大
乗
仏
教
の
一
切
の
教
え
（
諸
相
）
を
総
括
的
に
表
現
し
た
も
の
。
方
便
品

で
は
甚
深
無
髄
・
難
解
難
入
・
尽
思
共
度
最
不
能
測
仏
智
と
し
て
い
る
。
仏
智
の
難
解
に
つ
い
て
は
既
に
一
節
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
言
及
し
て
い
る
の
で
此

処
で
は
省
略
す
る
。
警
嚥
品
の
項
を
併
せ
参
照
。

錨
龍
溺
鰯
沸
・
城
認
溌
瀦
噌
を
知
っ
て
租
々
の
手
段
雀
附
い
て

方
便
説
諸
法
・
皆
令
得
歓
喜
…
…
…

＊

舎
利
弗
當
知
・
我
以
仏
眼
観
・
見
六
道
衆
生
・
貧
窮
無
福
慧
・
入
生
死
険
道
・
相
続
苦
不
断
（
上
巻
一
二
○
・
一
二
二
頁
）

※
「
仏
眠
」
…
五
眼
（
諸
仏
の
具
え
る
肉
眼
日
脚
日
切
価
‐
８
覇
匡
の
。
天
眼
呂
曼
価
冒
‐
。
・
慧
眼
胃
旦
目
‐
。
．
。
法
眼
号
胃
９
画
‐
。
・
・
仏
眼
冒
＆
厨
‐
。
。
）

の
一
つ
。
仏
眼
と
は
諸
法
の
実
相
を
照
ら
し
明
か
に
す
る
仏
の
眼
の
こ
と
を
い
う
。
仏
眼
と
い
う
洞
見
の
世
界
に
達
す
る
た
め
に
は
自
利
利
他
の
実
践

（
例
え
ば
讐
喰
品
に
説
く
「
皆
久
殖
徳
本
・
浄
修
梵
行
・
常
修
仏
慧
・
志
念
堅
固
」
（
上
巻
四
八
頁
）
に
努
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

方
便
品

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(郷）



若
有
衆
生
・
従
仏
世
尊
聞
法
信
支
・
勤
修
精
進
・
求
一
切
智
・
仏
智
・
自
然
智
・
無
師
智
・
如
来
知
見
・
力
無
駈
長
・
黙
童
女
楽
・

無
量
衆
生
・
利
益
天
人
・
度
脱
一
切
・
是
名
大
乗
・
菩
薩
求
此
乗
故
・
名
為
摩
訶
薩
（
上
巻
一
七
八
頁
）

※
「
｜
切
智
殿
『
函
‐
茸
９
ｍ
（
の
）
」
…
「
完
全
な
智
慧
を
有
す
る
者
・
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
人
」
の
意
。
す
で
に
序
品
・
方
便
品
等
に
出
自
し
た

語
錘
で
す
が
、
此
処
で
法
華
菩
薩
の
実
践
を
踏
ま
え
て
言
及
す
れ
ば
、
本
来
．
切
智
」
は
「
如
来
の
智
慧
冨
吾
、
盟
冨
‐
茸
自
画
‐
§
乱
ｍ
ｐ
ｍ
」
の

こ
と
で
し
た
が
、
警
噛
品
に
至
っ
て
．
切
智
、
胃
困
‐
萱
９
画
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
従
来
ま
で
比
丘
僧
団
に
入
り
修
行
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
と

し
て
い
た
も
の
を
、
菩
薩
団
の
登
場
す
る
こ
と
で
「
｜
切
智
」
を
す
べ
て
の
人
々
（
平
凡
な
市
民
）
に
ま
で
拡
大
し
開
放
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
開
放

の
事
は
方
便
品
の
開
示
悟
入
の
説
示
と
、
響
嚥
品
の
「
皆
是
我
有
・
其
中
衆
生
・
悉
是
吾
子
」
（
上
巻
一
九
八
頁
）
の
説
示
が
教
え
る
如
く
、
仏
の
普

ね
く
慈
悲
を
基
に
し
て
一
切
衆
生
が
仏
智
に
導
か
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

※
「
仏
智
冨
吾
、
函
③
厨
‐
萱
目
、
」
…
「
摩
訶
般
若
波
羅
密
経
」
（
大
品
般
若
経
）
の
第
廿
一
・
三
慧
品
に
智
慧
の
種
類
を
示
し
て
「
爾
時
須
菩
提
白
レ

仏
言
、
世
尊
説
二
一
切
種
智
｝
・
仏
告
二
須
菩
提
一
。
我
説
二
一
切
種
智
一
須
菩
提
言
。
仏
鋭
二
一
切
智
一
・
脱
二
道
種
智
一
。
説
二
一
切
種
智
一
・
是
三
種
智
有
二
何

差
別
一
・
仏
告
二
須
菩
提
一
・
薩
婆
若
是
一
切
声
聞
辞
支
仏
智
。
道
種
智
是
菩
薩
摩
訶
菩
薩
。
一
切
種
智
是
諸
仏
智
。
」
（
大
正
蔵
八
巻
口
三
七
五
頁
中

段
）
と
あ
り
ま
す
。
智
顔
の
法
華
文
句
で
は
伽
「
仏
之
智
慧
」
を
「
一
切
智
」
に
配
し
て
、
空
を
照
ら
す
智
、
一
切
の
事
象
を
総
体
相
と
し
て
と
ら
え
、

そ
れ
ら
が
等
し
く
空
で
あ
り
個
別
相
と
知
る
智
慧
と
し
て
い
る
。
②
「
如
来
之
智
慧
」
を
「
道
種
智
」
に
配
し
て
、
差
別
を
照
ら
す
智
慧
と
し
て
い
る
。

③
「
自
然
之
智
慧
」
を
「
一
切
種
智
」
に
配
し
て
、
．
切
を
知
り
尽
し
た
智
の
胃
く
、
‐
鼻
野
口
‐
萱
里
、
」
と
な
し
、
空
有
を
並
べ
照
ら
す
智
。
つ
ま

り
仏
智
慧
と
し
て
い
る
。
法
華
経
嘱
累
品
の
「
亦
無
所
畏
・
能
与
衆
生
・
仏
之
智
慧
・
如
来
智
慧
・
自
然
智
慧
・
如
来
是
一
切
衆
生
・
之
大
施
主
」

（
下
巻
一
六
八
頁
）
の
説
示
も
同
意
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

授
記
品

ブ
ッ
ダ
の
抑
惣
を
求
め

為
仏
智
慧
。

瞥
嚥
品

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

純
潔
を
守
り
條
行
す
る
人
間
の
般
高
者
た
ち
に
供
養
し
て
こ
の
最
刑
の
智
惣
を
側
て
比
知
の
な
い
偉
大
芯
蝿
仙
と
な
ろ
う

浄
修
梵
行
・
供
養
最
上
・
二
足
尊
已
・
修
習
一
切
・
無
上
之
慧
・
於
最
後
身
・
得
成
為
仏
（
上
巻
三
○
二
頁
）

(鋪）



※
「
四
無
畷
智
８
言
普
３
号
、
骨
ぐ
芦
呂
…
「
無
礦
智
」
は
化
城
噛
品
に
も
出
自
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
「
無
障
智
ｇ
ｇ
胃
呂
旦
冒
口
口
」
（
妨
げ

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
智
慧
）
の
意
で
、
仏
は
そ
の
自
由
自
在
の
智
慧
を
四
種
類
も
っ
て
い
る
と
す
る
。
仙
法
無
磯
智
…
教
法
に
関
し
精
通
し
自
在
の
能

力
。
②
義
無
礦
智
…
教
法
の
内
容
理
解
に
関
し
て
精
通
し
自
在
の
能
力
。
⑧
辞
無
畷
智
…
言
葉
の
表
現
力
に
関
し
て
自
在
の
能
力
。
側
弁
無
礦
智
…
正

し
い
道
理
に
基
き
衆
生
に
教
え
を
説
く
こ
と
が
自
在
の
能
力
。
（
楽
説
無
礦
智
）
「
四
無
礦
慧
」
（
中
巻
一
○
四
頁
）
の
語
も
同
意
に
解
せ
ら
れ
る
。

如
日
之
照
（
中
巻
二
七
六
・
二
七
八
頁
）

日
蓮
宗
学
の
弘
教
法
軌
に
則
し
て
安
楽
行
を
解
釈
す
る
と
、
「
安
楽
行
の
具
冨
‐
ぐ
曽
胃
的
（
の
）
」
と
い
う
実
践
は
「
摂
受
」
の
態
度
と
解
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
勧
持
品
の
「
勧
持
」
の
実
践
は
「
折
伏
」
の
態
度
を
表
現
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
篭
者
の
よ
う
に
日
蓮
宗
徒
で
あ
っ
て
宗
学
者
で
は
な
い
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
勧
持
・
安
楽
の
両
品
を
折
伏
・
摂
受
の
経
典
な
り
と
類
型
づ
け

る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
云
え
ば
、
「
勧
持
旨
の
画
冨
（
、
）
」
は
、
努
力
・
抑
制
・
糖
励
・
忍
耐
の
意
で
「
経
典
を
持
つ
こ
と
を
勧

め
る
」
語
で
す
。
で
す
か
ら
二
十
行
偶
中
で
「
我
等
敬
信
仏
・
當
著
忍
辱
鎧
・
為
説
是
経
故
・
忍
此
諸
難
事
」
（
中
巻
三
八
頁
）
と
説
示
し
て
、
「
尊

敬
心
輌
、
匡
圖
ぐ
の
ご
ｍ
」
を
も
っ
て
「
困
難
な
仕
事
印
匡
‐
合
如
冨
３
」
を
「
忍
ん
で
努
力
ｇ
ｍ
ｐ
冨
昌
、
」
す
る
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
他
方
、
安
楽
行

品
で
も
「
白
仏
言
、
世
尊
、
是
諸
菩
薩
、
甚
為
難
有
、
敬
順
仏
故
、
発
大
誓
願
、
於
後
悪
世
、
護
持
読
踊
、
説
是
法
華
経
」
（
中
巻
二
四
二
頁
）
と
あ
っ

て
、
「
甚
為
難
有
」
（
極
め
て
困
難
な
仕
事
勺
胃
色
目
い
‐
号
辞
画
圖
）
・
「
敬
順
仏
故
」
（
尊
敬
の
念
函
９
３
ぐ
の
胃
）
・
「
発
大
誓
願
」
（
忍
ん
で

努
力
具
切
Ｏ
ｇ
ｐ
）
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
勧
持
品
偶
と
共
通
し
た
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
折
伏
行
と
か
摂
受
行
と
い
う
類
型
に
分
け

巻
九
四
頁
）

安
楽
行
品

忍
耐
の
力
を
も
ち
理
智
を
豊
猛
に
蓄
え
て
い
る
。
憐
み
深
い
余
は
教
え
に
よ
り
一
切
世
間
を
統
治
す
る

如
来
亦
爾
・
為
諸
法
王
・
忍
辱
大
力
・
智
慧
宝
蔵
・
以
大
慈
悲
・
如
法
化
世
…
…
遊
行
無
畏
・
如
師
子
王
・
智
慧
光
明
。

五
百
弟
子
受
記
品

四
副
の
自
由
自
在
の
智
賦
と
蕊
袈
現
の
能
力
を
得
て

又
於
諸
仏
・
所
説
空
法
・
明
了
通
達
・
得
四
無
礪
智
・
常
能
審
諦
・
清
浄
説
法
・
無
有
疑
惑
・
具
足
菩
薩
・
神
通
之
力
（
中

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(56）



サ
ン
ス
ク
肌
ツ
ト
原
本
に
よ
れ
ば
、
地
涌
菩
薩
の
性
格
を
「
教
団
函
ｍ
ｐ
ｍ
」
の
指
導
者
層
（
最
高
指
導
者
）
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
表
現
は
、
小
乗
僧

伽
に
対
し
て
法
華
菩
薩
団
の
優
越
性
を
示
し
た
も
の
と
云
え
ま
し
ょ
う
。
唱
導
之
首
と
し
て
の
四
菩
薩
は
、
法
華
経
の
描
く
理
想
の
人
間
像
で
あ
り
、

大
衆
中
か
ら
抜
き
出
た
エ
リ
ー
ト
な
の
で
す
。
然
し
大
事
な
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
エ
リ
ー
ト
（
呂
蔚
（
可
）
）
は
大
衆
か
ら
遊
離
し
、
自
惚
れ
、

傲
慢
で
実
践
す
る
こ
と
を
怠
り
勝
ち
で
す
。
そ
こ
で
法
華
経
で
は
此
の
事
を
優
慮
し
て
、
エ
リ
ー
ト
菩
薩
団
が
大
衆
か
ら
隔
絶
し
な
い
よ
う
に
と
、
分

別
功
徳
品
か
ら
常
不
軽
菩
薩
品
に
至
る
諸
品
で
法
華
弘
通
の
広
大
な
功
徳
を
説
き
、
受
持
信
行
と
弘
教
を
勧
奨
し
て
菩
薩
行
の
在
り
方
を
制
誠
し
て
い

地
涌
の
四
菩
薩
…
上
行
・
無
辺
行
・
浄
行
・
安
立
行
の
四
菩
薩
に
つ
い
て
、
涌
出
品
に
は
、
伽
「
最
為
上
首
・
唱
導
之
師
」
（
中
巻
二
九
二
頁
）
、
②

「
皆
是
大
衆
・
唱
導
之
首
」
（
中
巻
二
八
六
頁
）
と
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
本
（
萩
原
本
）
に
よ
れ
ば
、
⑩
「
上
首
唱
導
之
師
」
に
つ
い
て
は
、

「
大
い
な
る
菩
薩
の
集
団
ｇ
含
尉
口
言
箇
‐
盟
冒
」
又
は
「
大
い
な
る
菩
薩
の
団
体
ｇ
島
厨
、
雲
箇
‐
『
腺
こ
の
「
指
導
者
屯
３
日
具
冨
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
②
「
大
衆
唱
導
之
首
」
は
、
「
集
団
統
卒
者
瑠
浸
口
」
又
は
「
大
集
団
統
卒
者
目
口
冨
，
盟
口
旨
」
の
「
集
団
の
師
恩
ご
画
‐
骨
身
旨
」

れ
て
い
る
。
②
ヱ

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

る
の
で
す
。

る
必
要
は
な
く
法
華
菩
薩
行
の
原
点
と
し
て
享
受
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

彼
に
サ
ダ
ー
・
パ
リ
ブ
ー
タ
と
い
う
紳
名
を
つ
け
た
。
こ
の
正
し
い
教
え
の
白
蓮
と
い
う
経
説
を
宣
揚
し
た
。

号
之
為
常
不
軽
・
是
比
丘
…
…
廣
為
人
説
・
是
法
華
経
・
於
時
増
上
慢
四
衆
・
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
・
軽
賤
是

人
．
為
作
不
軽
名
者
・
粥
鯛
露
盤
禦
攪
甥
謹
罐
．
（
加
舗
純
揺
離
蕊
轤
饒
確
蝿
建
選
三
ハ
頁
）

※
「
常
不
軽
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
は
田
且
甲
目
門
仔
言
己
」
で
、
嫡
摩
羅
什
は
「
常
不
軽
」
と
漢
訳
し
、
竺
法
護
は
「
常
被
軽
慢
」
と
訳
し

如
来
の
智
憩
は
思
考
を
超
え
て
い
る
。
心
を
統
一
し
て
安
住
せ
よ

勿
得
有
疑
悔
・
仏
智
巨
思
議
・
汝
今
出
信
力
・
住
於
忍
善
中
・
昔
所
未
聞
法
・
今
皆
當
得
聞
・
我
今
安
慰
汝
・
勿
得
懐
疑
擢
・
仏
無

余
の
智
慧
は
決
し
て
数
え
き
れ
な
い
深
遠
な
教
え
は
思
索
を
超
越
し
て
測
る
標
率
も
な
い

不
実
語
・
智
慧
不
可
量
・
所
得
第
一
法
・
甚
深
区
分
別
・
如
是
今
當
説
・
汝
等
一
心
聴
（
中
巻
三
○
八
頁
）

燕

常
不
軽
菩
薩
品

従
地
涌
出
品

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(57）



か
ら
、
竺
法
護
が
尋

の
意
に
訳
し
ま
し
た
。

首
」
と
仰
が
れ
る
エ
リ
ー
ト
葬

者
（
編
者
）
は
、
地
涌
唱
導
（

よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

蕪

観
世
音
菩
薩
普
門
品

さ
て
羅
什
は
「
不
」
（
画
）
と
い
う
否
定
詞
を
用
い
る
こ
と
で
＄
且
回
も
閏
号
冒
冨
」
を
「
殿
儲
‐
ｇ
胃
号
言
冨
」
と
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す

が
、
然
し
原
語
を
み
る
か
ぎ
り
「
ｍ
‐
ｇ
凰
与
匡
冒
」
を
「
不
軽
」
（
か
ろ
し
め
ず
）
と
訳
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
常
不
軽
」
は
「
常

に
他
人
を
軽
蔑
し
な
い
」
の
訳
経
の
型
で
慣
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
「
９
国
ｇ
匡
冨
」
は
過
去
分
詞
で
受
身
の
形
で
す
か
ら
「
軽
蔑
さ
れ
た
」
の
意

に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
否
定
詞
「
、
」
を
付
し
て
も
「
軽
蔑
さ
れ
な
い
」
と
い
う
受
身
の
形
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
「
他
人
を
軽
蔑
し
な
い
」
と
い
う
能

動
的
な
意
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
然
る
に
羅
什
は
文
法
的
な
誤
り
を
犯
し
て
ま
で
も
「
被
軽
慢
」
を
「
常
不
軽
」
と
訳
し
ま
し
た
。
こ
の
事
は
羅
什
が
単

な
る
訳
経
者
で
は
な
く
て
、
法
華
経
の
精
神
を
発
揚
し
よ
う
と
努
め
た
心
意
気
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
た
い
の
で
す
。

ま
た
竺
法
謹
に
よ
り
「
常
被
軽
慢
菩
薩
」
と
訳
さ
れ
た
の
を
、
羅
什
が
「
常
不
軽
菩
薩
」
と
訳
す
こ
と
で
、
不
軽
菩
薩
が
従
地
涌
出
品
の
「
唱
導
之

首
」
と
仰
が
れ
る
エ
リ
ー
ト
菩
薩
で
は
な
く
、
社
会
の
底
辺
で
汗
し
た
忍
難
求
法
の
修
行
菩
薩
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
法
華
経
の
結
集

者
（
編
者
）
は
、
地
涌
唱
導
の
エ
リ
ー
ト
菩
薩
像
と
対
照
的
な
人
間
的
な
不
軽
菩
薩
を
説
示
す
る
こ
と
で
、
慈
悲
行
の
実
践
と
智
慧
の
開
顕
を
強
調
し

て
、
羅
什
と
は
反
対
の
訳
語
を
当
て
て
い
る
。

羅
什
に
よ
り
「
常
不
軽
」
と
訳
経
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
品
中
の
「
我
深
敬
汝
等
・
不
敢
軽
慢
・
所
以
者
何
．
汝
等
皆
行
菩
薩
道
・
当
得
作
仏
」
（
下

巻
一
三
二
頁
）
の
二
十
四
文
字
が
特
別
に
教
学
的
意
義
を
も
つ
と
こ
ろ
と
な
り
、
殊
に
日
蓮
聖
人
に
よ
り
「
略
法
華
経
」
と
名
付
け
ら
れ
、
法
華
菩
薩

行
の
規
範
と
さ
れ
ま
し
た
。
聖
人
は
『
寺
泊
御
書
』
に
お
い
て
「
法
華
経
三
世
説
法
儀
式
也
。
過
去
不
軽
品
今
勧
持
品
、
今
勧
持
品
過
去
不
軽
品
也
。

今
勧
持
品
未
来
可
為
不
軽
品
。
其
時
日
蓮
即
可
為
不
軽
菩
薩
」
（
昭
定
遺
五
一
五
頁
）
と
示
し
て
、
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
行
と
御
自
身
の
忍
難
色
読

と
を
照
合
し
て
、
法
華
経
行
者
の
自
覚
を
深
め
ら
れ
て
い
る
。

「
常
不
軽
辞
急
‐
温
風
ｇ
黒
ど
の
訳
出
に
つ
い
て
…
…
原
語
の
「
、
且
巴
は
「
常
に
」
の
意
。
「
ｇ
『
号
音
蔵
」
は
「
軽
蔑
さ
れ
た
」
の
意
で
す

か
ら
、
竺
法
護
が
「
常
被
軽
慢
」
と
訳
し
た
の
が
正
し
い
。
然
る
に
名
訳
経
者
の
羅
什
は
、
「
被
」
（
ｌ
さ
れ
た
）
を
「
不
」
（
否
定
胸
百
日
胃
）

真
観
清
浄
観
・
広
大
智
慧
観
・
悲
観
及
慈
観
・
常
願
常
膳
仰
・
無
垢
清
浄
光
・
慧
日
破
諸
闇
・
能
伏
災
風
火
・
普
明
照
世
間
・
悲
体

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

(銘）



法
華
経
に
於
け
る
智
慧
の
語
彙
に
つ
い
て
ｌ
筆
者
の
取
捨
選
択
で
ｌ
摘
出
を
試
み
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
表
現
の
方
法
、
意
味
す
る

内
容
、
修
行
法
に
お
い
て
様
々
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。
そ
の
表
現
法
に
於
て
、
善
入
仏
慧
（
序
品
）
・
通
達
大
智
（
序
品
）
・
智
慧
甚

謬
（
方
便
）
顎
艤
趣
蕊
唾
．
（
雛
雲
議
圃
・
薑
薑
（
薬
墓
・
如
襄
磯
智
（
化
城
）
・
四
無
礦
寶
五
百
弟

子
）
・
自
然
智
（
法
師
）
・
一
切
種
智
慧
（
法
師
）
・
智
慧
宝
蔵
（
安
楽
行
）
・
智
慧
光
明
（
安
楽
行
）
・
深
甚
智
慧
（
涌
出
）
・
智
慧

不
可
量
（
涌
出
）
・
慧
光
照
無
量
（
寿
量
）
・
思
惟
智
慧
（
分
別
功
徳
）
・
大
善
寂
力
（
不
軽
）
・
功
徳
智
慧
（
薬
王
）
・
福
徳
智
慧

（
薬
王
）
・
広
大
智
慧
（
普
門
）
等
々
、
表
現
法
は
多
様
で
、
殊
に
仏
智
慧
を
指
す
と
き
は
最
上
級
の
形
容
修
飾
語
を
冠
し
て
説
示
し
て

い
ま
す
。
表
現
が
様
々
だ
と
云
う
こ
と
は
、
「
智
慧
官
画
意
巴
と
「
仏
智
ｇ
邑
冨
‐
萱
習
」
の
意
味
す
る
内
容
が
限
り
な
く
広
く
深
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

法
華
経
に
於
て
「
仏
智
垂

「
仏
智
慧

※
「
観
世
音
菩
薩
ｇ
巴
呂
辱
鼠
箇
愚
‐
ｇ
号
尉
ｇ
ご
巴
…
…
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
意
は
「
観
察
す
る
こ
と
に
自
在
な
求
法
一
色
で
す
。
「
観
里
巴
呂
騨
巴

と
「
自
在
尉
箇
目
」
に
分
解
で
き
る
語
で
、
玄
美
は
「
観
自
在
菩
薩
」
と
漢
訳
し
て
い
る
。
「
観
自
在
」
と
は
一
切
の
諸
法
を
観
察
す
る
の
と
同
様

に
、
衆
生
の
救
済
も
自
在
で
あ
る
と
い
う
意
。
「
観
世
音
」
と
は
世
間
（
衆
生
）
が
救
い
を
求
め
る
と
直
に
救
済
す
る
意
（
尿
岳
圖
」
は
「
音
」
と

も
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
２
巴
○
画
厨
‐
電
胃
巴
を
観
音
」
「
観
世
音
」
と
訳
し
得
る
）
・
「
観
音
」
と
称
す
る
と
き
は
大
悲
を
強
調
し
、
「
観
世
音
」

と
呼
ぶ
と
き
は
智
憲
を
強
調
し
て
漢
訳
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

戒
雷
震
・
慈
悲
妙
大
雲
・
膨
甘
露
法
雨
・
滅
除
煩
悩
焔
・
課
訟
経
官
処
・
怖
畏
軍
陣
中
・
念
彼
観
音
力
・
衆
怨
悉
退
散
（
下
巻
二
六

六
頁
ン

◇
◇
Ｉ

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
） 」

を
讃
歎
す
る
と
き
、
そ
の
表
現
法
と
し
て
、
「
甚
深
無
量
盟
昌
９
時
、
日
名
日
日
の
旨
（
の
）
」
と
か
、
「
難
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と
示
し
、
仏
は
菩
薩
ガ
ナ
の
た
め
に
、
幾
百
万
と
い
う
説
話
を
用
い
て
、
神
通
甚
深
の
智
慧
を
縦
横
に
発
揮
し
て
、
智
慧
を
得
る
実
践

法
と
し
て
「
六
波
羅
密
」
を
教
示
勧
説
し
て
い
ま
す
。

法
華
菩
薩
行
の
大
事
と
し
て
、
智
慧
の
実
践
を
強
く
勧
め
て
い
る
。
例
え
は
従
地
涌
出
品
に
於
て

農
千
劫
の
間
修
行
し
た
仏
の
智
葱
に
し
た
が
っ
て
す
べ
て
を
「
さ
と
り
」
に
到
連
す
る
よ
う
成
熟
さ
せ
た
。
昼
夜
に
怠
る
こ
と
が
な
い

阿
逸
汝
當
知
・
是
諸
大
菩
薩
・
従
無
数
劫
来
・
修
習
仏
智
慧
・
悉
是
我
所
化
・
令
発
大
道
心
・
…
…
…
…
…
・
登
夜
常
精
神
・

納
鯛
伽
迩
拠
罎
裂
誕
裟
…
・
志
念
力
堅
固
・
常
勤
求
智
慧
（
中
誉
一
二
○
・
一
三
一
貢
）

と
説
示
し
、
実
践
と
し
て
の
智
慧
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
寿
量
品
中
に
「
如
実
知
見
冒
吾
甲
喜
黒
四
目
萱
習
画
‐
骨
風
自
画
」
と

示
さ
れ
て
、
仏
智
慧
を
も
っ
て
現
実
の
娑
婆
を
洞
見
し
よ
う
と
す
る
久
遠
仏
の
慈
悲
心
を
積
極
的
に
表
現
し
て
い
る
。
法
華
経
に
み
る
仏

（
悠
遠
の
昔
（
無
始
）
か
ら
永
遠
の
未
来
（
無
終
）
に
向
け
て
）
（
臨
槻
応
変
）

智
慧
と
は
、
久
遠
本
仏
の
智
憩
の
こ
と
で
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
仏
智
慧
は
巧
説
方
便
し
て
衆
生
救
済
の
機
能
を
果
す
こ
と
で
す
。

超
越
的
な
久
遠
仏
が
、
そ
の
智
慧
を
も
っ
て
此
の
娑
婆
の
現
実
を
如
実
に
知
見
し
て
、
衆
生
救
済
の
た
め
の
必
要
な
手
段
を
な
す
と
説
示

信
難
解
合
ａ
風
、
召
号
目
。
号
。
鼻
、
己
（
の
）
」
の
よ
う
に
形
容
詞
ま
た
は
副
詞
を
冠
し
、
或
は
巨
思
議
・
深
遠
・
福
徳
・
不
可
量
・
不

度
量
・
無
上
な
ど
の
副
詞
を
冠
し
て
修
飾
し
、
仏
智
慧
が
微
妙
で
、
人
の
思
惟
能
力
を
超
え
、
限
り
な
く
深
く
清
浄
な
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
智
慧
の
「
悟
り
」
の
本
質
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
に
よ
る
か
ら
で
す
。

法
華
経
で
は
智
慧
を
得
る
た
め
の
菩
薩
行
と
し
て
、
例
え
ば
化
城
嚥
品
の
中
で
、

蝿
千
の
凹
緑
を
恥
げ
幾
百
万
の
例
話
を
用
い
て
神
通
力
の
智
慧
を
発
揮
し
て
真
実
の
修
行
を
示
し
た
菩
薩
者
が
行
う
通
り
に
「
正
し
い
教
え
の
白
蓮
」
と
い
う
ガ
ン
ジ

以
無
塁
因
縁
・
種
種
諸
響
噛
・
説
六
波
羅
密
・
及
諸
神
通
事
・
分
別
真
実
法
圭
巨
薩
所
行
道
・
説
示
法
華
経
・
如
恒

し
て
い
る
の
で
す
。

ス
河
の
砂
の
数
の
無
数
の
詩
偶
で

河
沙
偶
（
中
巻
八
二
頁
）

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）
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な
か
で

（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
上
巻
七
二
頁
）

と
繰
り
返
し
て
、
人
の
智
慧
能
力
を
い
く
ら
沢
山
集
め
て
も
、
仏
智
慧
に
は
及
ば
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
仏
智
慧
は
人
の
理
智
能
力

を
超
絶
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
に
の
こ
さ
れ
た
唯
一
の
道
は
、
仏
智
慧
に
つ
い
て
「
あ
れ
や
こ
れ
や
。
ご
具
匡
属
。
『
ｇ
ｏ
菩
閂
」

と
思
い
め
ぐ
ら
す
の
で
は
な
く
、
只
ひ
た
す
ら
に
仏
智
慧
を
願
い
求
め
て
菩
薩
行
を
実
践
す
る
こ
と
に
意
義
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な

（
一
九
八
八
年
七
月
）

私
は
過
る
年
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
智
憲
と
慈
悲
ｌ
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
現
代
的
意
義
」
（
上
智
大
学
ｘ
云
場
）
に
招
か
れ
て
、
各

国
の
英
知
が
期
せ
ず
し
て
、
理
論
と
し
て
の
愛
（
慈
悲
）
と
智
慧
で
は
な
く
て
、
実
践
と
し
て
の
愛
（
慈
悲
）
と
智
慧
を
強
く
求
め
て
い

た
墨
会
場
の
雰
囲
気
を
回
寧
る
と
き
蕊
鰐
蕊
慧
蕊
蕊
莱
篭
篭
恋
球
的
視
野
で
雪
え
た
慈
悲
と
薑
の
実

践
あ
る
の
み
と
の
認
識
を
強
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
一
九
九
一
年
八
月
十
一
日
稿
）

、
２
０

↓
力 我

々
は
、
法
華
経
に
説
示
さ
れ
て
い
る
仏
智
慧
の
意
味
に
つ
い
て
、
質
直
意
柔
軟
に
う
け
と
め
る
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。
方
便
品
の

心
に
か
け
て
廟
い
求
め
て
も
仏
の
智
葱
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

壷
思
共
度
量
・
不
能
測
仏
智
…
…

仏
の
智
慧
を
心
に
か
け
て
鰯
い
求
め
て
も
仏
の
智
葱
は
測
り
知
ら
れ
な
い

壷
思
共
度
量
・
亦
復
不
能
智
…
…

鋭
敏
な
理
智
で
追
究
し
て
も
仏
の
智
葱
は
か
れ
ら
の
理
解
を
超
え
て
い
る

威
皆
共
思
量
・
不
能
知
仏
智

智
慧
と
慈
悲
（
町
田
）

四
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
ー
智
慧
の
実
践
１
１

(〃）



何
ん
の
変
哲
も
な
い
、
茶
色
否
灰
色
の
石
製
舎
利
箱
。
然
し
斜
め
に
光
線
が
当
る
と
奇
妙
な
凸
凹
が
見
え
る
。
自
然
の
も
の
で
な
い
。

意
識
的
に
彫
っ
た
も
の
ら
し
い
。
単
念
に
光
線
を
斜
め
か
ら
、
横
か
ら
、
そ
し
て
上
方
か
ら
当
て
て
み
る
と
、
く
っ
き
り
文
字
が
浮
き
出

し
て
来
る
。
早
速
写
真
を
と
る
と
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
古
代
イ
ン
ド
の
文
字
。
っ
て
を
求
め
て
斯
界
の
第
一
人
者
パ
リ
ー
大
学
の
フ
ス
マ
ン

教
授
に
よ
ん
で
も
ら
う
。
教
授
は
フ
ー
シ
ェ
の
も
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
仏
教
遺
跡
発
堀
を
手
掛
け
、
こ
れ
ら
の
古
代
文

字
の
読
め
る
数
少
な
い
学
者
で
あ
る
。
や
が
て
博
士
か
ら
後
述
の
翻
訳
を
い
た
だ
い
た
。
一
は
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
た
も
の
、
更
に
英
訳
も

つ
け
て
く
れ
た
。
文
字
は
カ
ロ
シ
テ
ィ
文
字
、
言
葉
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
と
の
こ
と
。

吟“画一
● ■ ● ●

の
口
（
ぐ
）
画
守
の
四
吋
固
く
口
や
ｍ
０
ぐ
』
の
、
ぐ
ゆ
の
画
の
、
庁
冒
自
画
の

尉
邑
四
壷
画
門
口
冨
口
、
画
閂
ヨ
画
二
ｍ
含
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
望
画
、
画
汽
画
］
画
函
画
邑
ｍ
０

Ｉ
切
画
四
ｍ
ｍ
《
（
彦
）
四
ｍ
ｍ
『
ご
画
”
四
ｍ
四
・
一
ぐ
ｍ
“
画
崗
邑
Ｐ●

●
、

●
Ｇ

ｔ

等
『
の
く
桿
切
四
目
ご
］
の
、
Ｑ
』
く
画
の
回
国
】
胃

＞
僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

僧
ｌ
新
入
手
の
舎
利
箱
銘
文
に
よ
っ
て
１
１

院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ→0ｺ 、

● ● ●

●
●

く
い
匡
画
の
画
『
画
奔
切
画
寓
弓
】
】

閂
ご
画
ヨ
ロ
『
画
く
画
の
画
二
画
冒
口
啓
一
『
画
辱
吋
餌

●

ぐ
毒
、
一
画
。

高
橋
尭
昭

(”）



Ａ
仏
舎
利
簡

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

B

(“）



C

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

，

(“）



』
の
、
ぐ
（
一
）
皇
の
‐

』
『
．
］
①
昼
画
』
○
ぐ
一
コ
画
門
の
己
同
画
缶
（
〕
）
一
毒
、
，

■

、

』
ｍ
ｏ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
画
『
旨
ロ
コ
ｐ
ｍ
ｍ

ｏ

、
■

』
“
．
『
口
画
昏
啓
如
画
邑
画
ぬ
い
垣
画
凹
］
門
』
Ｉ

』
函
。
筒
口
ｍ
ｅ
画
ロ
』
ユ
ロ
ロ
巨
望
、
』
空
陣

』
岸
。
、
〕
。
、
国
、
寓
口
匡
彦
の
で
門
』
画
く
画

』
・
弓
門
の
。
『
・
”
唇
毎
画
◎
己
巨
〕
画
の

●

●

』
』
。
０
ｍ
ご
固
己
画
司
］
函
門
口
毒
ｐ
Ｈ
目
』

●

』
＠
．
胃
ご
の
ぎ
”
い
、
門
戸
『
画
で
『
画
・
の
寸
壷
、
ぐ
苧

<◎ α,ｰ

で
同
』
、
Ｉ
く
い
画
（
の
、
）
や
画
門
巨
Ｐ
ｐ
画
切
画

■

一
口
↑
ゴ
①
］
の
画
『
の
』
Ｘ
脚
ロ
』

□
も
今

］
、
、
『
］
Ｈ
ｍ
ｍ
《
一
口
旬
四
・
の
《
毒
画
く
一
己
画

糾
幾

○ 国
僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

｡●

己
．
シ
ョ
ｑ
守
琴
の
、
の
ｇ
犀
８
画
３
色
の
己
ｏ
凰
蔽
』

』
騨
甸
画
庁
弓
の
『
画
冒
。
門
目
。
《
三
の
『
画
『
の
ぎ
ｏ
ｐ
ｏ
匡
司
の
巳

』
』
。
弓
毒
の
厨
画
函
焦
壷
（
ロ
国
画
く
画
）
↓
の

』
、
。
（
◎
由
包
）
の
画
切
陣
、
画
門
口
”
．
②
旬

●

◆

屋
ｌ
踵
．
冒
垂
の
酌
８
８
３
口
。
の
具
昏
の
目
画
言
曾
閻
冨
胃
腎
冒
の
‐

ご
－
局
．
弓
三
ｍ
ｇ
。
ｇ
胃
箸
腸
の
鴛
号
犀
筈
且

』
・
固
口
守
壹
の
茸
◎
国
◎
巨
門
◎
雨
弓
門
の
。
『
画
量
画
垣
画
。
（
↓
）
ご
］
ミ
ヨ
◎
目
〕

●

QO α〕 →03 ○1 心“画

。
命
守
写
の
旨
冨
函
門
の
画
寸
目
”
宜
価
Ｈ
ｇ
ｍ
Ｐ
園
の
、

○
彦
砕
の
雨
）

画
哩
守
言
。
◎
目
ず
ぎ
画
守
。
画
く

旨
含
ゴ
の
ｇ
ｏ
ご
毎
壹
○
由
圭
の
ロ
ロ
雪
Ｐ
旨
含
毒
の
。
画
］

す
］
ロ
『
』
画
く
画
（
ｍ
○
回
◎
雨
の
画
碗
画
や
四
門
旨
画
ご
画
）
勺

●

含
豈
の
、
の
。
。
『
で
。
門
口
］
局
の
犀
。
、
画
門
の
ぎ
の
『
の
』
の
で
。
、
芦
詐
の
。

（
臣
ヨ
』
の
旬
壷
壹
の
己
『
。
《
の
○
一
一
．
ご
）
。
届
ず
ぎ
の
］
画
く
匡
函
ロ
（
一
●
の
舜
司
〕
ず
の

●

勺
○
哺
舜
茸
の
門
口
画
ゴ
ロ
門
口
］
画

｡。
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こ
れ
を
裏
書
き
す
る
の
が
化
地
部
所
伝
の
五
分
律
第
二
十
の
次
の
如
き
物
語
り
で
あ
る
。
即
ち
「
毘
舎
離
の
諸
々
の
園
の
中
で
第
一
で

あ
る
こ
の
園
を
功
徳
を
積
ま
ん
と
し
て
今
世
尊
に
奉
納
し
た
い
か
ら
、
ど
え
ぞ
御
受
納
下
さ
い
」
と
仏
に
申
し
上
げ
る
と
、
仏
は
「
僧
に

施
す
の
が
大
果
を
得
る
道
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
捺
女
が
再
ね
て
仏
に
御
受
納
を
乞
う
と
、
仏
は
「
但
、
僧
に
施
せ
、
我
も
僧

数
に
あ
れ
瞳
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
端
的
に
化
地
部
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
今
こ
の
原
文
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

捺
女
手
自
掛
酌
歓
喜
無
乱
。
食
畢
行
水
却
住
一
面
。
白
仏
言
。
毘
舎
離
諸
園
観
中
此
園
第
一
・
我
修
此
園
本
欲
為
福
。
今
奉
世
尊
。
願

垂
納
受
。
仏
言
。
可
以
施
僧
得
大
果
報
。
捺
女
重
以
上
仏
。
仏
言
。
但
以
施
僧
我
在
僧
数
。
捺
女
受
教
即
以
施
僧
。

更
に
こ
の
こ
と
は
化
地
部
に
奉
献
さ
れ
た
碑
銘
か
ら
ら
も
わ
か
る
。
１
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
た
梵
語
で
、
他
は
グ
プ
タ

以
前
の
プ
ラ
フ
ミ
ー
文
字
で
あ
る
。
前
者
は
タ
キ
シ
ラ
南
方
の
閑
自
画
命
国
辱
詞
四
品
の
）
か
ら
、
も
う
一
つ
は
遠
く
南
イ
ン
ド
の
ナ
ガ
ー

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

即
ち な

ぜ
な
ら
、
化
地
部
は
忍

論
の
文
字
の
如
く
、
僧
院
中
涯

い
と
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

化
地
部
は
「
僧

意
訳
す
る
と
、
ア
ゼ
ス
大
王
の
六
Ｘ
年
の
津
の
且
四
月
の
二
十
三
日
、
大
王
の
種
族
の
富
自
彊
の
冒
胃
画
に
よ
っ
て
舎
利
が
奉

安
さ
れ
た
。
父
や
母
の
供
養
の
た
め
に
、
そ
し
て
そ
れ
は
化
地
部
の
受
領
に
於
て
な
さ
れ
た
。
と
あ
る
。

私
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
こ
の
「
化
地
部
の
受
領
に
於
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
も
こ
の
舎
利
箱
が
収
め
ら
れ
た
か
ら

に
は
、
こ
の
上
に
塔
が
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
化
地
部
の
受
領
」
即
ち
承
認
に
於
て
塔
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問

題
で
あ
る
。

中
に
仏
有
り
、
故
に
僧
に
施
さ
ば
便
ち
大
果
を
得
、
別
し
て
仏
に
施
す
も
（
し
か
）
非
重
の
異
部
宗
輪

く
、
僧
院
中
に
仏
が
あ
る
か
ら
、
僧
院
に
供
養
す
る
こ
と
が
仏
に
供
養
す
る
こ
と
で
、
別
に
仏
塔
を
建
て
て
も
功
徳
は
な
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ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
出
土
で
あ
る
。
何
千
キ
ロ
と
は
な
れ
た
遠
隔
地
か
ら
出
土
し
た
両
銘
文
が
共
に
「
僧
院
を
供
養
し
た
」
と
あ
っ
て
、

「
塔
を
供
養
し
た
」
と
は
な
い
。
こ
こ
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

仙
嵐
員
の
”
出
土
の
銘
文
の
大
要
を
述
べ
る
と

王
中
の
王
・
大
王
・
留
言
〕
・
旨
目
〔
ぐ
旨
〕
な
る
弓
○
国
目
唐
画
の
（
治
世
）
×
×
年
、
ョ
胄
租
骨
画
の
月
の
白
月
二
日
の
星
宿

（
ご
鼻
租
耳
画
）
の
下
に
…
．
：
…
…
大
悲
を
も
っ
て
（
済
度
し
た
も
う
）
仏
世
尊
の
「
仏
を
上
首
と
す
る
四
方
の
比
丘
僧
伽
（
ｇ
邑
冨

冒
画
ｇ
昌
冨
‐
ｏ
煙
冒
乱
詠
の
要
旨
匡
閏
品
冨
）
に
対
す
る
寄
進
と
し
て
、
僧
院
（
冨
冨
愚
）
が
建
立
さ
れ
た
。
…
…
…
…
一
切
衆
生
が

無
上
智
慧
（
ｇ
匡
匡
Ｐ
且
愚
目
）
を
獲
得
せ
ん
こ
と
を
、
こ
の
僧
院
の
施
与
（
く
琴
腎
閉
‐
］
・
冒
冨
昌
冨
）
は
四
方
僧
伽
に
対
し
て
化

地
部
の
所
領
と
し
て
な
さ
れ
穂
）
（
傍
線
、
筆
者
）

②
ナ
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
の
銘
文
は
以
下
で
あ
る
。

成
就
あ
れ
／
世
尊
等
正
覚
者
に
帰
命
す
。
男
高
富
（
戻
誓
ぐ
男
屋
）
（
家
）
の
大
王
ぐ
胃
の
音
冒
冨
の
嵐
‐
層
冒
ぐ
巴
四
‐
〔
呂
冨
〕
ｇ
巳
画

の
十
一
年
、
×
×
第
一
半
月
七
日
、
貝
冨
百
の
大
王
く
画
切
黒
言
冒
冨
の
冨
○
騨
胃
呂
匿
の
孫
娘
で
．
…
…
：
…
が
、
化
地
部
（
９
ｍ
‐

塔
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

冨
切
胃
画
冨
）
の
諸
師
の
所
領
と
し
て
、
四
方
僧
伽
に
対
し
て
、
一
切
衆
生
の
利
益
安
楽
の
た
め
に
、
柱
（
客
自
営
画
）
と
僧
院
倉
澤
胃
四
）

従
っ
て
化
地
部
の
律
や
所
伝
の
経
典
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
銘
文
中
の
「
仏
を
上
首
と
す
る
四
方
の
比
丘
僧
伽
」
の
言
葉

座
（
吾
の
国
）
に
よ
り
て
遂
行
さ
れ
た
Ｑ
（
傍
線
筆
者
）

こ
の
ナ
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
銘
文
で
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
軌
範
師
の
指
導
の
も
と
に
建
立
さ
れ
た
の
が
僧
院
や
柱
で
あ
っ
て

て
遂
行
さ
れ
椋
）

を
建
立
し
た
。
（
こ
の
造
営
工
事
は
）
大
説
法
師
（
冒
呂
豊
富
目
ご
画
‐
毎
冒
冨
）
た
る
軌
範
師
（
画
８
暑
画
）
ロ
盲
目
目
画
（
響
。
）
闇
上
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が
「
僧
中
士
同
仏
」
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。

又
、
函
．
静
禺
胃
の
農
の
○
日
の
ｍ
ｍ
ｐ
の
ｇ
ｏ
局
芽
の
智
邑
冨
鴛
目
。
目
昌
の
具
胃
呂
函
且
目
鼻
○
国
崖
）
に
「
化
地
部
の
僧
院
と
二
ケ
の
塔

か
ら
出
来
て
い
る
遺
跡
が
、
西
山
部
・
多
聞
部
・
分
別
説
部
の
僧
院
跡
と
比
較
し
て
違
う
所
は
ｇ
ご
画
‐
輿
冨
や
仏
像
安
置
の
祠
堂
を

僧
院
区
内
に
も
っ
て
い
な
い
所
だ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
「
僧
中
有
仏
」
の
こ
の
派
の
立
場
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
然
し
仏
塔
が

僧
院
外
に
で
も
、
二
つ
あ
る
こ
と
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
だ
め
し
仏
塔
供
養
が
在
家
の
間
に
隆
盛
に
な
る
と
、
「
仏
塔
供
養
功

徳
果
少
論
」
は
表
向
き
、
特
に
出
家
向
け
で
在
家
信
者
に
は
仏
塔
信
仰
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
情
況
に
な
っ
て
来
た
為
の
も
の
と
筆
者
は

推
測
す
る
の
だ
が
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
推
論
が
許
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
筆
者
の
入
手
し
た
銘
文
入
り
舎
利
箱
も

（
こ
の
上
に
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
）
、
こ
う
し
た
仏
塔
崇
拝
の
流
れ
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
も
こ
の
舎
利
箱
の
塔
が
後
述
の
穴
画
匿
名
目
の
よ
う
に
、
僧
院
外
に
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
か
、
国
ｇ
巴
”
や
ロ
ｇ
『
ョ
画
旦
房
画

の
僧
院
中
の
塔
Ｍ
５
、
Ｅ
１
、
Ｅ
２
の
如
く
僧
院
内
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
か
知
る
由
も
な
く
、
そ
の
出
土
地
も
分
ら
な
い
。
唯
ペ
シ
ャ

ワ
ル
の
骨
薫
商
の
店
に
あ
っ
た
も
の
を
英
国
人
が
買
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
。

筆
者
は
箱
の
中
の
石
を
削
っ
て
石
質
を
調
べ
る
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
北
方
或
は
周
辺
に
出
土
の
多
い
緑
色
が
か
っ
た
灰
色
の
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
タ
キ
シ
ラ
南
方
の
ク
ラ
に
化
地
部
が
あ
っ
た
し
、
玄
美
は
カ
ピ
シ
で
「
こ
の
国
に
は
大
乗
の
僧
求
那
賊
陀
が
お
り
、
薩
婆
多

部
（
謹
切
有
部
）
の
僧
阿
黎
耶
代
摩
、
弥
沙
塞
部
（
化
地
部
）
の
僧
求
那
賊
陀
が
お
り
、
み
な
カ
ピ
シ
の
国
の
第
一
人
者
だ
っ
踵
と

慈
恩
寺
法
師
伝
に
伝
え
て
い
る
。
又
高
僧
伝
に
五
分
律
の
訳
者
仏
駄
什
は
「
厳
賓
の
人
、
小
に
し
て
弥
沙
塞
部
の
僧
に
受
業
洗
〕
と
も
訳

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
西
北
イ
ン
ド
に
化
地
部
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
推
測
さ
れ
る
。

更
に
異
部
院
輪
論
に
「
法
蔵
部
本
宗
同
義
。
謂
仏
雛
在
僧
中
所
攝
。
然
別
施
仏
果
大
非
僧
。
於
菫
波
興
供
養
業
雲
大
塞
、
又
異

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）
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そ
う
し
た
僧
院
中
心
の
考
え
方
か
ら
仏
塔
へ
の
関
心
が
深
ま
り
、
昔
日
巴
‐
忠
同
言
や
昌
胃
日
胃
豐
冨
等
の
如
く
僧
院
よ
り
仏
塔
が

巨
大
と
な
り
、
且
つ
又
僧
院
が
塔
の
ま
わ
り
に
作
ら
れ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
来
奄
）

パ
ー
リ
ー
上
座
部
は
「
僧
伽
に
施
せ
ば
大
果
が
あ
る
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
仏
塔
供
養
を
功
徳
あ
る
も
の
と
し
て
信
者

に
す
す
め
た
が
、
然
し
そ
れ
は
生
天
の
功
徳
を
う
る
だ
け
の
も
の
で
、
浬
梁
や
悟
り
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
た
。
又
仏
塔
の
経

営
は
在
家
で
、
現
在
で
も
ビ
ル
マ
な
ど
で
は
在
家
信
者
が
「
委
員
会
」
を
作
っ
て
経
営
し
、
比
丘
は
直
接
関
係
し
な
い
の
は
十
調
律
等
に

表
れ
て
い
る
思
想
の
延
長
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
十
調
律
に
は
「
塔
物
無
尽
と
は
毘
耶
離
の
諸
佑
客
は
塔
物
を
用
い
て
翻
転
し
、

利
を
得
て
塔
を
供
養
せ
り
。
是
の
人
、
利
を
求
む
る
が
故
に
、
遠
処
に
到
ら
ん
と
欲
す
。
此
の
物
を
持
ち
て
比
丘
に
与
え
て
言
う
、
「
長

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

部
宗
輪
論
述
記
巻
中
叱
曄
「
法
蔵
部
…
…
既
に
化
地
部
の
本
旨
に
そ
む
き
遂
に
部
分
か
る
」
と
あ
る
。
法
蔵
部
の
銘
文
は
旨
一
己
の
扇
に

よ
る
と
、
』
昌
烏
画
萱
の
ｏ
ｏ
２
ｚ
ｏ
・
↓
で
発
見
さ
鞭
》
マ
ト
ウ
ー
ラ
か
ら
二
つ
発
見
さ
れ
て
い
る
。
マ
ト
ゥ
ー
ラ
出
土
の
も
の
は

共
に
菩
薩
像
の
銘
義
あ
る
。
大
乗
と
見
間
違
う
よ
う
な
菩
薩
像
と
か
、
四
分
律
に
は
霊
の
「
欲
取
大
謹
の
大
乗
の
文
字
が
く
り
返

さ
れ
た
り
、
罷
供
養
爪
髪
者
。
必
成
無
上
蕊
》
」
と
大
乗
と
見
間
違
う
が
如
き
文
字
を
見
る
時
、
「
僧
中
有
仏
」
の
化
地
部
か
ら
快
を

分
っ
て
独
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
従
っ
て
ジ
ャ
マ
ー
ル
ガ
リ
か
ら
マ
ト
ゥ
ー
ラ
の
間
の
法
蔵
部
の
寺
か
ら
余
り
遠
く

な
い
所
。
や
は
り
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
ど
こ
か
に
、
こ
の
舎
利
箱
の
祀
ら
れ
て
い
た
塔
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
僧
中
有
仏
」
の
僧
院
中
心
の
化
地
部
が
、
仏
塔
信
仰
の
流
れ
に
抗
し
切
れ
な
く
な
っ
た
時
代
相
が
こ
の
舎
利
箱

で
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

◇
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側 ｡
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1． ダルマラージカ大塔

老
よ
、
こ
れ
は
塔
物
な
り
、
汝
ま
さ
に
出
息
し
て
利
を
得
し

め
塔
を
供
養
せ
錘
と
比
丘
に
寄
託
し
た
。
こ
の
こ
と
は
そ

れ
ま
で
商
人
が
塔
物
を
無
尽
し
て
経
営
し
て
い
た
こ
と
を
証

明
し
て
い
る
。

更
に
こ
の
こ
と
は
舎
利
弗
の
舎
利
塔
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

釈
尊
よ
り
早
く
亡
く
な
っ
た
舎
利
弗
の
舎
利
を
ア
ー
ナ
ン
ダ

が
供
養
し
て
い
た
。
給
孤
独
長
者
は
そ
の
舎
利
を
ほ
し
い
と

願
い
出
た
が
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
承
知
し
な
い
の
で
釈
尊
に
願

い
出
る
と
、
釈
尊
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
、
「
梵
行
者
の
遺
骨
に

供
養
す
る
よ
り
も
如
来
に
供
養
す
る
方
が
大
切
だ
」
と
長
者

に
与
え
る
よ
う
さ
と
し
た
。
舎
利
を
得
た
長
者
は
家
に
持
ち

帰
り
供
養
し
て
い
た
が
、
余
り
大
勢
来
る
の
で
門
を
と
じ
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
高
く
て
見
晴
し
の
よ
い
所
（
顕
敞
之
処
）

に
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
建
て
て
人
々
に
お
ま
い
り
さ
せ
る
為
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
長
者
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
作
り
方
を
釈
尊
に
問
う

（
略
）

た
…
…
と
い
う
。
こ
の
話
も
在
家
が
舎
利
を
祀
り
、
又
家
の

中
に
あ
っ
た
舎
利
を
屋
外
に
建
て
て
祀
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
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僧
院
中
に
あ
っ
た
仏
塔
が
、
僧
院
外
に
祀
ら
れ
、
出
家
在
家
共
々
に
祀
っ
て
行
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。
そ
し
て
又
過
去
仏
た
る
迦
葉
仏
の
塔
に
つ
い
て
は
各
部
派
の
律
で
同
じ
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
玄
美
の
大
唐
西
城
記

中
随
所
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
過
去
仏
の
塔
は
数
多
く
祀
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
れ
を
律
蔵
か
ら
み
る
と
、

摩
訶
僧
祗
律
第
三
十
三

と
か
、
又

四
分
律
第
五
十
三

塔
池
法
者
。
仏
住
舎
衛
城
。
乃
至
仏
告
大
王
。
過
去
迦
葉
仏
泥
桓
後
。
吉
利
王
為
迦
葉
仏
塔
。
四
面
作
池
。
種
優
鉢
羅
華
波
頭
摩
華

拘
物
頭
分
陀
利
種
種
雑
華
。
…
…

塔
枝
提
者
。
仏
住
舎
衛
城
。
乃
至
仏
語
大
王
。
得
作
枝
提
。
過
去
迦
葉
仏
般
泥
桓
後
。
吉
利
王
為
迦
葉
仏
塔
。
四
面
起
宝
枝
提
。
彫

文
刻
鎮
種
種
彩
画
。
今
王
亦
得
作
枝
提
。
有
舎
利
者
名
塔
。
無
舎
利
者
名
枝
嬉

仏
住
拘
薩
羅
国
遊
行
。
時
有
婆
羅
門
耕
地
。
見
世
尊
行
過
。
持
牛
杖
住
地
礼
仏
。
世
尊
見
已
便
発
微
笑
。
諸
比
丘
白
仏
。
何
因
縁
希

唯
願
欲
聞
。
仏
告
諸
比
丘
。
是
婆
羅
門
今
礼
二
世
尊
。
諸
比
丘
白
仏
言
。
何
等
二
仏
。
仏
告
比
丘
礼
我
当
共
杖
下
有
迦
葉
仏
塔
。
諸

比
丘
白
仏
。
願
見
迦
葉
仏
塔
。
仏
告
比
丘
。
汝
従
此
婆
羅
門
。
索
土
塊
井
是
地
。
諸
比
丘
即
便
索
之
。
時
婆
羅
門
便
与
之
。
得
已
爾

時
世
尊
即
現
出
迦
葉
仏
七
宝
潭
高
一
由
旬
。
面
広
半
由
電
）

爾
時
波
斯
匿
王
往
詣
仏
所
。
頭
面
礼
足
白
仏
言
。
世
尊
。
我
等
為
迦
葉
仏
作
塔
。
得
作
寵
不
。
仏
言
得
。
過
去
世
時
。
迦
葉
仏
般
泥

桓
後
。
吉
利
王
為
仏
起
塔
。
四
面
作
懲
）

(”）



説
一
切
有
部
毘
奈
耶
薬
事
巻
十
二

是
時
世
尊
。
告
具
寿
阿
難
陀
日
。
汝
来
可
詣
都
異
迦
城
。
聞
教
随
仏
。
至
彼
城
所
。
有
一
婆
羅
門
。
而
為
耕
墾
。
遥
見
世
尊
具
三
十

二
大
丈
夫
相
。
広
如
余
説
。
作
如
是
念
。
我
若
往
礼
沙
門
喬
答
摩
者
。
廃
此
事
業
。
若
不
往
礼
。
失
諸
福
利
○
令
事
不
廃
。
使
猿
福

利
。
執
鞭
耕
蟄
。
遥
言
敬
礼
敬
礼
。
仏
告
具
寿
阿
難
陀
。
彼
婆
羅
門
。
自
招
錯
呰
。
而
於
此
処
。
有
迦
攝
波
如
来
全
身
舎
利
。
儲
然

無
損
。
若
来
我
所
。
恭
敬
礼
拝
。
彼
便
致
敬
二
仏
世
尊
。
是
時
阿
難
陀
速
整
衣
服
。
合
掌
白
言
。
唯
願
世
尊
。
就
此
而
坐
。
其
地
則

為
二
仏
受
用
。
仏
告
諸
芯
濁
等
。
楽
見
迦
攝
波
如
来
応
正
等
覚
全
身
舎
利
芯
）

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

爾
時
世
尊
在
一
拘
薩
羅
国
一
。
与
二
千
二
百
五
十
比
丘
一
人
間
遊
行
。
往
二
都
子
婆
羅
門
村
一
到
二
一
異
処
一
。
世
尊
笑
○
時
阿
難
作
二
是
念
一
。

今
世
尊
以
二
何
因
縁
一
笑
耶
。
世
尊
不
下
以
レ
無
二
因
縁
一
而
笑
二
。
偏
露
二
右
肩
一
脱
二
革
履
一
右
膝
著
し
地
合
掌
白
し
仏
言
。
世
尊
。
不
下
以
二

無
因
縁
一
而
笑
上
。
向
者
以
レ
何
故
而
笑
。
願
欲
し
知
し
之
。
仏
告
二
阿
難
一
。
乃
往
過
去
世
時
。
有
二
迦
葉
仏
一
。
般
浬
桑
已
。
時
有
二
翅
毘

伽
Ｐ
国
王
一
。
於
二
此
処
一
七
歳
七
月
七
日
起
二
大
塔
一
・
已
七
歳
七
月
七
日
与
二
大
供
養
一
。
坐
二
二
部
僧
一
於
二
象
蔭
下
一
・
供
二
第
一
飯
一
・

時
去
二
此
処
一
不
し
遠
・
有
二
一
農
夫
一
耕
し
田
。
仏
往
二
彼
間
一
。
取
二
一
榑
泥
一
来
置
二
此
廼
一
。

弥
沙
塞
部
和
醗
五
分
律
第
二
十
六

仏
在
拘
薩
羅
国
遊
行
人
間
。
与
大
比
丘
千
二
百
五
十
人
倶
。
到
都
夷
婆
羅
門
聚
落
。
在
道
側
娑
羅
樹
下
敷
座
坐
息
。
仏
便
微
笑
。
阿

難
作
是
念
。
諸
仏
不
以
無
縁
而
笑
。
今
仏
微
笑
必
有
因
縁
。
恥
・
・
…
…

仏
告
阿
難
。
彼
迦
葉
仏
般
泥
桓
後
。
其
王
為
仏
起
金
銀
塔
。
縦
広
半
由
旬
高
一
由
旬
。
累
金
銀
堅
二
相
間
。
今
猶
在
地
中
。
仏
即

出
塔
示
諸
四
衆
。
迦
葉
仏
全
身
舎
利
綴
然
如
本
。
仏
因
此
事
取
一
榑
泥
。
而
説
偶
言
。
錐
得
閻
浮
檀
。
百
千
金
宝
利
○
不
如
一
団
泥
。

為
仏
起
塔
聴
）

（淘）
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カラヮン僧院と塔2

然
し
て
遺
跡
に
於
け
る
僧
院
と
塔
の
構
成
関

係
を
み
る
と
、
二
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
。

即
ち
（
Ａ
）
僧
院
と
塔
と
が
は
っ
き
り
分
れ
て

い
る
も
の
。
現
在
の
遺
跡
と
し
て
は
【
巴
甲

君
習
・
○
嵐
そ
し
て
台
目
巴
‐
ｏ
胃
三
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
（
Ｂ
）
と
し
て
は
僧
院
中
に
仏

塔
の
建
て
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
国
ｇ
巴
画

以
上
の
よ
う
に
各
派
で
然
も
同
じ
よ
う
な
表
現

で
迦
葉
仏
の
塔
に
言
及
し
、
釈
尊
と
の
二
仏
一

体
を
述
べ
て
い
る
。
然
も
各
部
共
通
に
同
じ
表

現
で
背
の
高
い
塔
や
塔
に
対
し
て
泥
団
子
で
も

ま
ご
こ
ろ
を
も
っ
て
供
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

即
ち
物
よ
り
心
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
仏
塔
崇
拝
の
盛
ん
に
な
る
時
代
性
を
反

映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

◇

(〃）
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3． ピツパラ僧院と塔

Ｍ
６
と
僧
院
一
室
内
の

Ｍ
５
、
Ｅ
１
、
Ｅ
２
で

あ
る
（
図
４
参
照
）
ピ

ッ
パ
ラ
は
パ
ル
テ
ィ
ア

期
か
ら
早
期
ク
シ
ャ
ン

時
代
に
作
ら
れ
、
四
、

五
世
紀
に
こ
の
塔
は
壊

さ
れ
、
そ
の
跡
に
僧
院

が
建
て
ら
れ
蟻
）
又
後

者
も
や
は
り
冨
呂
ｇ
活

、
。
。
器
冒
昼
出
筈
置
『
の

石
積
み
で
Ａ
Ｄ
２
世
紀

の
部
屋
に
あ
っ
嬢
》
こ

う
し
た
僧
院
の
部
屋
に

や
ロ
盲
目
目
目
旦
詳
、

の
僧
院
内
庭
中
央
の
塔

の
主
塔
西
北
コ
ー
ナ
ー

(汚）



僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

あ
る
塔
は
冒
○
３
‐
日
。
国
号
の
僧
院
の
一
室
に
現
在
も
小
塔
が
あ
っ
て
、
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
タ
キ
シ
ラ
博
物
館
に
あ
っ
て
現
地
に
あ
る

も
の
は
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
前
二
者
と
規
を
一
に
す
る
。
更
に
口
冨
旬
日
胃
畏
冨
の
寺
自
体
、
主
塔
を
か
こ
ん
で
僧
院
が
作
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
僧
院
中
の
仏
塔
の
大
規
模
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
（
図
２
参
照
）

こ
れ
ら
を
小
乗
の
律
か
ら
見
る
と
、
各
部
派
に
よ
っ
て
、
塔
に
対
す
る
態
度
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
Ａ
）
僧
院
以
外
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、

１
、
前
述
の
釈
尊
が
微
笑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
摩
訶
僧
祗
律
三
十
三
の
話
は
、
農
夫
が
耕
し
て
い
た
場
所
か
ら
し
て
も
明
ら
か
に
僧
院

と
あ
り
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
、
義
浄
は
南
海
寄
帯
内
法
伝
に
「
大
衆
は
門
を
出
で
て
塔
を
続
る
こ
と
三
匝
：
…
次
第
に
帯
っ

て
寺
中
に
入
り
、
常
に
集
る
処
に
至
雪
と
あ
る
か
ら
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
で
は
僧
院
と
塔
が
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
Ｂ
）
と
し
て
僧
院
中
に
塔
が
出
来
た
と
い
う
系
統
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

（
１
）
十
調
律
と
同
系
統
の
「
薩
婆
多
毘
尼
毘
娑
沙
第
三
に
」

若
四
方
僧
地
不
得
作
塔
。
不
得
作
別
波
演
。
若
作
得
罪
。
亦
不
得
四
方
僧
地
中
為
仏
法
自
為
種
。
若
僧
和
合
。
聴
四
方
僧
地
中
作

塔
得
作
。
若
不
和
合
不
聴
不
得
作
。
若
僧
地
中
有
種
種
花
。
応
浄
人
取
。
作
次
第
与
僧
随
意
供
養
。
不
得
私
取
自
供
養
三
宝
。
若

外
の
こ
と
で
あ
る
。

更
に
同
じ
摩
訶
僧
祗
律
第
三
十
三
の

起
僧
伽
藍
時
。
先
預
度
好
地
作
塔
処
。
塔
不
得
在
南
不
得
在
西
。
応
在
東
応
在
北
。
不
得
僧
地
侵
仏
地
。
仏
地
不
得
侵
僧
地
。
若

塔
近
死
Ｐ
林
。
若
狗
食
残
持
来
汚
地
。
応
作
垣
摘
。
応
在
西
若
南
作
僧
坊
。
不
得
使
僧
地
水
流
入
仏
地
。
仏
地
水
得
流
入
僧
地
。

塔
応
在
高
顕
処
嶬
）

（"）



（
２
）
根
本
有
部
毘
奈
耶
雑
事
で
は
給
孤
独
長
者
が
如
来
の
塔
を
作
る
こ
と
を
仏
に
許
し
を
得
て
い
る
。
即
ち

仏
言
如
世
尊
住
法
処
中
応
安
大
師
制
底
。
諸
大
声
聞
応
在
両
辺
。
余
尊
宿
類
随
大
小
安
置
ｏ
凡
夫
善
人
応
在
寺
北
毎
）

如
来
の
塔
を
真
中
に
諸
声
聞
の
塔
は
両
辺
に
、
余
尊
宿
類
は
大
小
に
従
っ
て
安
置
、
凡
夫
善
人
の
塔
は
寺
外
に
置
け
と
あ
る
か
ら
、

如
来
の
塔
等
は
僧
院
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
四
分
律
で
は
客
比
丘
が
寺
内
に
入
ろ
う
と
し
た
と
、
仏
塔
、
声
聞
塔
、
或
は
上
座
の
塔
が
あ
る
の
を
よ
く
注
意
し
ろ
と
言
っ
て

（
３
）
両

来
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
る
。

花
多
衆
僧
取
不
能
尽
。
若
僧
和
合
。
聴
随
意
取
孝
）

と
あ
る
か
ら
僧
衆
が
塞
盟
ｐ
い
で
ゆ
る
さ
れ
れ
ば
四
方
僧
地
中
に
建
て
ら
れ
た
か
ら
ピ
ッ
パ
ラ
や
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ヵ
の
よ
う
な
塔
が
出

と
か
、
又

若
客
比
欲
し
入
二
寺
内
一
。
応
し
知
有
二
仏
塔
若
声
聞
塔
若
上
堕
ｏ

彼
先
応
し
礼
二
仏
塔
一
復
示
二
声
聞
塔
一
。
四
上
座
随
次
礼
。
彼
捉
脚
脛
礼
不
レ
応
二
捉
脛
礼
一
。
彼
反
抄
衣
纒
レ
頸
裏
レ
頭
通
肩
披
レ
衣
著
二

革
展
作
し
礼
。
仏
言
。
一
切
不
し
応
し
爾
。
自
今
已
法
。
偏
露
二
右
肩
一
脱
二
革
展
右
膝
著
し
地
捉
二
両
脚
一
如
レ
是
言
。
大
徳
我
礼
。
若

四
上
座
在
二
房
内
一
思
惟
。
応
二
随
坐
次
旦
房
。
彼
応
し
問
。
何
処
是
衆
僧
大
食
処
小
食
処
夜
集
処
説
戒
処
。
何
議
》

四
分
律
巻
第
四
十
九

此
是
大
便
処
此
是
小
便
処
。
此
是
浄
処
此
是
不
浄
処
。
此
是
仏
塔
此
是
声
聞
塔
。
此
是
第
一
上
座
房
。
此
是
第
二
第
三
第
四
上
座

房
此
是
衆
僧
大
食
処
小
食
処
夜
集
処
布
薩

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

即
ち
、

峰

（
傍
線
筆
者
）

(77）



仏
言
不
し
応
し
爾
・
応
し
令
二
浄
者
持
一
。
彼
安
二
如
来
塔
一
置
二
不
好
房
中
一
。
已
在
二
上
好
房
中
一
宿
。
仏
言
不
し
応
し
爾
・
応
下
安
二
如
来
塔
一

置
二
上
好
房
中
一
已
在
二
不
好
房
一
宿
上
。
彼
安
二
如
来
塔
一
置
二
下
房
一
已
在
二
上
房
一
宿
。
仏
言
不
し
応
し
爾
・
応
下
安
二
如
来
塔
一
在
二
上
房
一
已

（
羽
）
◎

在
二
下
房
中
一
宿
上
。
彼
共
二
如
来
塔
一
同
屋
宿
。
仏
言
不
し
応
し
爾
・
彼
為
二
守
謹
堅
牢
一
故
。
而
畏
慎
不
二
敢
共
宿
一

以
上
諸
種
の
律
か
ら
み
る
と
仏
塔
が
僧
院
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
然
も
こ
れ
は
ダ
ル
マ
ー
ジ
か
ら
出
土
し
た
忌
〆
旨
の
号
の
扇

。
ｇ
一
目
。
切
目
言
。
ロ
具
号
の
］
の
胃
』
圏
Ｉ
（
静
谷
目
録
雪
麗
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
厚
画
の
画
冨
と
い
う
バ
ク
ト
リ
ャ
人
が
ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
塔
に
あ
る
『
自
分
の
菩
薩
窟
宙
。
監
房
陣
詳
ぐ
画
‐
興
冨
）
に
仏
舎
利
を
奉
安
し
た
」
と
い
う
銘
文
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
従
っ

て
僧
院
内
に
仏
塔
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
化
地
部
や
法
蔵
部
は
「
僧
中
有
仏
」
の
即
ち
僧
院
の
中
に
仏
陀
が
居
ら
れ
る
と

主
張
す
る
立
場
だ
か
ら
、
四
分
律
等
に
僧
院
に
仏
塔
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

然
し
不
思
議
な
の
は
、
前
記
マ
ー
シ
ャ
ル
の
大
著
「
弓
画
〆
旨
」
等
か
ら
み
る
と
、
僧
院
内
の
仏
塔
は
２
世
紀
頃
ま
で
琶
季
の
跡
に
僧
院

が
増
築
さ
れ
た
り
、
或
は
部
屋
の
中
の
塔
も
と
り
除
か
れ
て
僧
宅
や
倉
庫
に
な
り
、
塔
は
摩
伽
僧
祗
律
の
記
述
引
用
の
註
記
の
如
く
塔
は

僧
院
の
外
に
建
て
ら
れ
て
行
く
の
は
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
仏
塔
巡
礼
の
際
、
常
に
考
え
て
来
た
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

と
寺
内
に
あ
る
も
の
を
招
介
し
て
い
る
。

更
に
興
味
あ
る
の
は
僧
が
い
い
部
屋
に
居
住
し
て
、
仏
塔
を
そ
れ
以
下
の
部
屋
に
安
置
し
て
は
な
ら
な
い
等
指
導
し
て
い
る
か
ら
前
述

の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
僧
院
内
Ｍ
５
等
の
如
き
塔
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち

四
分
律
巻
第
五
十
二
に

◇

(沌）



そ
も
そ
も
僧
院
と
塔
と
は
、
そ
の
起
源
と
系
統
を
異
に
す
る
。
大
般
浬
藥
経
の
「
阿
難
よ
、
汝
等
は
如
来
の
舎
利
供
養
に
奉
仕
し
て
は

な
ら
な
い
。
い
ざ
阿
難
よ
、
汝
等
は
『
最
高
善
留
目
詳
言
』
の
た
め
に
努
力
せ
よ
。
最
高
善
を
実
践
せ
よ
。
最
高
善
に
お
い
て
、
不
放

逸
に
、
熱
心
・
努
力
せ
よ
。
阿
難
よ
、
如
来
に
信
心
厚
き
刹
帝
利
の
賢
者
、
婆
羅
門
の
賢
者
、
居
士
あ
り
て
、
彼
等
が
如
来
の
舎
利
供
養

（
胃
冒
‐
昌
騨
）
を
な
す
で
あ
る
聖
の
遺
偶
に
よ
っ
て
僧
は
舎
利
供
養
に
か
か
ず
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
為
に
ラ
ジ
ギ
ー
ル
の

ギ
パ
尊
者
の
僧
院
の
よ
う
な
最
初
の
も
の
に
は
仏
塔
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
在
家
の
人
々
は
僧
院
と
は
別
に
塔
を
建
て
て
釈
尊
を
追
憶
思

慕
し
た
。
し
か
し
時
代
が
過
ぎ
る
に
従
っ
て
、
去
る
も
の
は
美
し
く
崇
高
に
感
ず
る
人
間
の
心
情
に
よ
っ
て
、
釈
尊
思
慕
の
情
は
ま
す
ま

す
大
き
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
バ
イ
シ
ャ
リ
ー
の
塔
が
幾
重
に
も
増
巾
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
。

こ
う
し
た
祖
師
追
慕
の
情
は
僧
の
間
に
も
大
き
く
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
に
加
え
て
塔
が
墳
墓
か
ら
段
々
釈
尊
目
体
の
人
格
の
表
現
に
な
っ

て
来
る
の
は
自
然
の
情
勢
で
あ
る
。
特
に
仏
教
が
広
ま
っ
て
、
舎
利
弗
や
目
連
の
如
き
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
人
が
僧
に
な

る
に
及
ぶ
と
、
悟
ら
ん
と
し
て
努
力
す
れ
ば
す
る
程
、
悟
り
よ
り
遥
か
に
遠
い
自
已
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
人
間
の
弱
さ
、
愚
か
さ
に
泣
く
。

こ
う
な
っ
て
来
る
と
、
釈
尊
に
す
が
り
、
祈
る
立
場
が
序
々
に
出
て
来
る
。
サ
ン
チ
ー
や
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
の
塔
の
建
設
に
僧
の
寄
附
が
非

常
に
多
く
な
っ
て
来
た
の
は
単
な
る
釈
尊
へ
の
思
慕
追
憶
に
止
ら
ず
、
こ
う
し
た
救
済
を
祈
る
心
情
が
出
は
じ
め
た
証
拠
と
筆
者
は
考
え

こ
う
し
た
「
祈

に
よ
っ
て
上
室
に

の
華
韓
嗜
で
あ
る
。 「

祈

て
い
る
。

僧
院
の
中
に
塔
が
祀
ら
れ
る
と
、
僧
院
外
に
仏
塔
が
な
い
場
合
、
人
々
は
僧
院
の
中
に
ま
で
許
可
を
得
て
お
ま
い
り
に
来
る
。
こ
れ
は

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

り
」
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
「
僧
中
有
仏
」
の
立
場
の
小
乗
仏
教
で
は
、
僧
院
内
庭
中
央
に
祀
っ
た
り
、
又
僧
達
の
協
議

王
に
（
前
述
の
律
）
祀
ら
れ
て
来
る
。
こ
れ
が
ピ
ッ
パ
ラ
僧
院
中
央
の
塔
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
の
Ｍ
５
Ｅ
１
・
Ｅ
２

(”）



メハサンダ

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）鼠

僻

■０

一
閃

●

３

通
”ぬ

メハサンダ僧院と塔4

僧
院
生
活
を
さ
ま
た
げ
、
僧
の
修

行
の
邪
魔
に
な
る
。
こ
う
し
た
情

況
を
示
し
た
の
が
前
述
の
如
く
根

本
有
部
毘
部
毘
奈
耶
雑
事
巻
十
八

の
「
舎
利
弗
の
舎
利
を
家
に
祀
っ

た
給
孤
独
長
者
が
、
余
り
大
勢
お

詣
り
に
来
る
の
で
、
門
を
閉
じ
、

や
が
て
門
外
の
『
顕
敞
処
来
に
塔

を
建
て
て
祀
っ
た
。
』
と
い
う
文

章
で
あ
る
と
思
う
。

僧
院
外
の
高
顕
所
に
建
て
る
よ

う
に
な
る
と
、
僧
も
在
家
も
共
に

詣
で
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
一
例

が
メ
ハ
サ
ン
ダ
で
あ
り
、
ジ
ャ
マ
ー

ル
ガ
リ
で
あ
る
と
思
う
。
特
に
布

施
太
子
の
故
地
と
い
わ
れ
る
こ
の

メ
ハ
サ
ン
ダ
は
麓
の
町
か
ら
僧
院

(80）



織僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）
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5． ジャマール・ガリ僧院と塔

の
そ
ば
を
通
っ
て
主
塔
に
登
る
階
段
が
あ
り
、
尾
根
に
並
ん
で
建
て
ら
れ
た
僧
院
の
僧
も
こ
の

主
塔
を
詣
で
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
僧
院
内
に
は
仏
塔
は
な
い
。
こ
の
構
造
の
典
型

的
な
の
が
ジ
ャ
マ
ー
ル
ガ
リ
で
あ
る
。

山
頂
に
建
て
ら
れ
た
仏
塔
に
は
仏
像
や
奉
献
塔
の
林
立
す
る
祠
堂
内
を
通
っ
て
登
り
降
り
す

る
が
、
僧
院
は
ま
わ
り
の
別
な
所
に
作
ら
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
在
家
信
者
が
僧
院
の
生
活
を

乱
さ
な
い
よ
う
に
と
の
心
使
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
且
つ
又
僧
院
居
住
の
僧
も
こ
の
主
塔
に
礼
拝

し
た
の
は
勿
論
で
あ
る
。
か
く
て
塔
は
僧
俗
の
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
仏
塔
崇
拝
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
る
と
、
ま
す
ま
す
仏
塔
は
釈
尊
そ
の
も
の
か
ら
救

済
者
釈
尊
、
超
越
者
釈
尊
に
な
っ
て
行
く
。
為
に
人
々
は
仏
塔
に
自
己
の
幸
福
と
来
世
の
極
楽

（
厳
密
に
は
天
上
界
）
へ
の
再
生
を
祈
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「
ミ
ト
ナ
像
」
や
「
怪
獣
殺

生
像
」
が
仏
塔
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
由
縁
で
あ
季
》

そ
し
て
思
想
的
に
も
、

四
分
律
巻
第
三
十
一

「
賢
人
当
し
知
学
一
菩
薩
道
一
能
供
爪
髪
者
必
定
無
上
道
。
以
二
仏
眼
一
観
二
天
下
一
・
無
し
不

入
二
無
余
浬
藥
界
一
而
般
琶
鱒
一
」
。

や
又
、
「
海
龍
王
宮
に
行
っ
て
如
意
珠
を
と
っ
て
来
て
閻
浮
提
の
衆
生
を
貧
苦
か
ら
救
お
う

と
し
て
行
く
と
五
百
の
羅
刹
女
が
問
う
に
、
『
何
乗
を
と
ら
ん
と
欲
す
る
か
』
と
い
う
。
そ
こ

(〃）



新
入
手
の
舎
利
箱
碑
銘
を
資
料
と
し
て
、
僧
院
と
仏
塔
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
て
来
た
。
然
し
こ
の
問
題
は
余
り
に
も
大
き
く
、
大
脆

に
推
測
出
来
る
よ
う
な
生
易
し
い
問
題
で
は
な
い
。
然
し
、
筆
者
は
今
ま
で
の
パ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
遺
跡
探
訪
に
よ
る
仏

塔
と
僧
院
の
あ
り
方
か
ら
、
敢
て
一
応
の
推
論
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
風
潮
の
一
つ
が
大
乗
と
し
て
成
立
し
、
部
派
も
又
そ
う
し
た
流
れ
を
う
け
て
変
容
し
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す

る
に
僧
院
中
心
の
立
場
か
ら
、
別
系
統
の
仏
塔
信
仰
の
中
に
僧
俗
の
関
心
が
移
り
、
人
間
釈
尊
を
超
越
者
・
救
済
者
と
し
て
塔
を
祈
る
方

向
に
進
ん
で
行
き
、
悟
り
の
仏
教
か
ら
祈
り
の
仏
教
へ
即
ち
僧
院
か
ら
仏
塔
へ
と
信
仰
の
変
容
が
行
わ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

で
『
大
乗
を
取
ら
ん
と
欲
す
』
と
三
辺
も
四
辺
も
答
え
拳
）
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
出
る
よ
う
に
、
法
蔵
部
は
大
乗
と
変
ら
な
い
も
の
と
な
っ

て
行
く
。
否
々
、
こ
う
し
た
「
閻
浮
提
の
大
衆
の
貧
苦
を
救
わ
ん
」
と
の
大
乗
的
表
現
が
律
の
中
に
出
て
来
る
風
潮
が
世
の
中
に
充
満
し

て
来
た
。

〔
註
〕（

１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

大
正
大
蔵
経
四
九

大
二
二
’
一
三
六
上
四
九

静
谷
正
雄
小
乗
仏
教
史
の
研
究
一
六
七
頁
及
、
静
谷
目
録
伽
八
五

ぐ
０
冊
］
固
厚
閏
潤
も
麗
句
・
函
ゞ
静
谷
目
録
七
○
八

諺
。
ａ
２
国
且
旨
ｚ
○
》
扇
口
盟
ｅ
勺
９

大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
長
沢
和
俊
訳
玄
葵
三
蔵
五
二
頁

巻
一
七
頁
上
以
下
略
す

◇
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国
訳
大
蔵
経
・
巻
四
四
頁
異
部
宗
輪
論
述
記
巻
八

静
谷
正
雄
小
乗
仏
教
史
一
九
二
頁

静
谷
目
録
池
六
四
八
と
静
谷
・
小
乗
仏
教
史
一
九
○
頁
の
訳
文
の
マ
ト
ゥ
ー
ラ
の
法
蔵
部
碑
銘

大
二
二
’
九
○
八
上
中
四
分
律
四
七

大
二
二
’
七
八
五
四
分
律
三
一

マ
ー
シ
ャ
ル
タ
キ
シ
ラ
Ⅲ
亘
喫
の
念
よ
り

大
二
二
’
七
八
五

マ
ー
シ
ャ
ル
タ
キ

大
四
九
’
一
七
上

大
五
○
’
三
三
九
ａ

大
二
三
’
四
一
五
下

大大大大大大
一一一一一一

’ ’ ’ ’ ’ ’
一一九四四四
七七五九九九
二二八七八八
下上上中中上

大
二
四
’
二
九
一
上
中
下
根
本
有
部
毘
奈
耶
雑
事
巻
一
八

大
二
二
’
九
三
○
下

大
二
三
’
五
二
一
中

大
二
四
’
二
九
一
上
下

伶

大
二
二
’
四
九
八

大
二
四
’
二
二
七

大
二
四
’
五
三
上

Ｈ
ご
画
吋
、
彦
ゆ
二
弓
、
浜
竺
、
目
勺
四
つ
画

冷
勺
魑
］

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）
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大
二
二
’
九
○
八
上
中

大
二
二
’
七
八
五
下

大
二
二
’
九
三
一
下

大
二
二
’
九
五
七
中
下

註
型
、
あ
の
如
く
、
ロ
圃
勗
冨
匡
弓
、
賦
厨
月

目
印
壷
騨
で
、
吋
旨
昏
面
陣
口
、
出
昌
冨
ご
菌
．
ぐ
Ｏ
冨
目
》

印
度
学
仏
教
学
会
三
思
・
’
ぬ
血
勺
．
馬
Ｉ
忠

Ｈ
毎
ｍ
壷
騨
で
、
吋
舜
国
粋
す
ず
ロ
ロ
、
Ｉ
助
匡
詳
口
ご
舜
口
里

印
度
学
仏
教
学
会
害
き
’
ぬ
珈
勺

月

大
二
二
’
九
三
一
中

僧
院
か
ら
仏
塔
崇
拝
へ
（
高
橋
）

の
文
参
証

勺
』
峰
」

(“）



一
般
に
唯
識
説
と
い
う
と
玄
美
（
六
○
○
’
六
六
四
）
に
よ
っ
て
中
国
へ
伝
え
ら
れ
た
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
学
問
寺
を
中
心
に
さ
か
え
た
護

法
・
戒
賢
か
ら
玄
美
へ
と
継
承
さ
れ
た
法
相
唯
識
説
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
玄
共
以
前
に
南
海
路
を

経
由
し
て
中
国
へ
来
て
、
法
性
唯
識
説
を
伝
え
た
、
ワ
ー
ラ
ビ
ー
出
身
の
真
諦
（
し
ん
だ
い
、
冒
圖
ョ
野
喜
画
．
四
九
九
’
五
四
六
入
中

国
’
五
六
九
）
が
い
た
。
そ
の
真
諦
に
よ
っ
て
『
摂
大
乗
論
』
及
び
『
世
親
釈
』
、
『
決
定
蔵
論
』
『
転
識
論
』
な
ど
多
く
の
琉
伽
行
唯

識
学
関
係
の
論
書
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
転
識
論
』
は
、
世
親
（
四
○
○
’
四
八
○
）
の
『
唯
識
三
十
頌
』
の
異
訳
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
唯
識

三
十
頌
』
の
偶
頌
を
自
由
に
散
文
体
で
翻
訳
し
て
お
り
、
そ
の
注
釈
の
中
に
、
訳
者
真
諦
の
学
説
で
あ
る
阿
摩
羅
識
を
説
く
と
い
う
特
徴

な
ど
が
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
『
転
識
論
』
の
三
性
三
無
性
説
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
す
る
次
第
で
あ
る
。

『
転
識
論
』
の
三
性
三
無
性
説
に
つ
い
て
、
『
成
唯
識
論
』
と
梵
文
の
安
慧
の
『
唯
識
三
十
頌
釈
』
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
す
る
次
第

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て

一

一

、

一

、

岩
田
諦
静

(錨）



『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

で
あ
る
。
初
め
に
、
三
性
説
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

『
転
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

第
二
十
、
如
レ
是
如
し
是
分
別
、
若
分
二
別
如
レ
是
類
一
、
此
類
名
二
分
別
性
一
・

此
但
唯
有
し
名
、
名
所
し
顕
体
実
無
。

第
二
十
一
、
此
所
し
顕
体
実
無
、
此
分
別
者
因
し
他
故
起
、
立
名
二
依
他
性
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●

（
３
）

此
前
後
両
性
未
二
曽
相
離
一
即
是
真
実
性
。

梵
文
『
安
慧
釈
唯
識
三
十
頌
』
に
よ
る
。

穏
邑
陣
蔚
目
画
風
富
ざ
の
目
望
且
冨
竺
冨
の
自
ぐ
弄
巴
冨
胃
の
、

冒
門
弄
画
菅
冨
の
乱
闇
屋
の
く
号
冨
ぐ
。
回
ｐ
ｍ
ｍ
ａ
ｓ
ｇ
の
、
（
９
）

冒
圖
冨
昌
目
‐
の
ぐ
ｇ
冨
冒
印
冨
ぐ
時
画
き
暑
冒
画
ご
皇
。
今
冨
く
島
、

日
智
ｐ
目
画
ｍ
厨
の
冒
皀
ｇ
の
冒
闇
急
昌
彦
冨
薗
冨
私
、
（
匿
）

そ
れ
ぞ
れ
の
分
別
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
物
が
分
別
さ
れ
る
。

そ
の
自
性
は
た
だ
遍
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
加
頌
）

し
か
し
て
、
依
他
の
自
性
は
分
別
で
あ
り
、
縁
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

何
ん
と
な
れ
ば
、
真
実
な
る
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
（
依
他
性
）
が
前
の
も
の
（
分
別
性
）
を
常
に
遠
離
す
る
こ
と
で
あ

る
。
（
剛
頌
）
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（
別
）
由
二
彼
彼
遍
計
一
遍
一
計
種
種
物
一

此
遍
計
所
執
自
性
無
二
所
有
一
。

（
劃
）
依
他
起
自
性
分
別
縁
所
し
生

●
●
●
●

円
成
実
於
し
彼
常
遠
一
・
一
離
前
一
性
。

こ
の
対
照
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
転
識
論
』
は
、
偶
頌
（
詩
）
を
長
行
（
散
文
体
）
で
訳
出
し
て
い
る
。
『
成
論
』
の
訳
と
梵
文

の
『
三
十
頌
』
は
同
一
の
文
章
で
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
成
論
』
の
「
此
遍
計
所
執
、
自
性
無
二
所
有
一
」
に
対
し
て
、
『
転

識
論
』
は
「
此
但
唯
有
し
名
、
名
所
し
顕
体
実
無
」
と
訳
さ
れ
て
具
体
的
で
あ
り
、
ま
た
「
分
別
縁
所
し
生
」
に
対
し
て
、
「
此
分
別
者
因
し

他
故
起
」
と
訳
さ
れ
て
説
明
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
所
で
最
も
特
徴
的
な
点
は
「
円
成
実
於
し
彼
、
常
遠
二
離
前
一
性
」
に
対
し
て
、
「
此
前
後
両
性
禾
一
曽
相
離
一
即
是
真
実
性
」

の
訳
出
で
あ
ろ
う
。
こ
の
個
所
は
、
梵
文
で
は
、
宮
署
目
目
の
菌
、
冨
冒
『
ぐ
の
目
．
の
画
急
冒
三
冨
茜
言
忌
（
匿
呂
）
で
あ
る
。
そ
れ

２

を
玄
葵
は
「
円
成
実
〔
性
〕
は
彼
が
於
に
常
に
前
の
を
遠
離
せ
る
性
な
り
」
と
訳
す
る
。
こ
の
偶
頌
は
安
慧
礫
三
目
目
色
陣
（
五
一
○
’

五
七
○
）
の
釈
に
よ
れ
ば
「
真
実
性
は
依
他
性
が
分
別
性
を
常
に
遠
離
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は

『
そ
の
所
取
と
能
取
と
を
依
他
〔
性
〕
が
「
常
に
」
、
す
べ
て
の
時
に
、
完
全
に
「
遠
離
す
る
こ
と
」
、
即
ち
、
そ
れ
が
真
実
性
で
あ
る
』

（
蔚
冒
画
函
＆
ゴ
琶
画
‐
、
忌
弓
画
雰
の
口
画
で
画
『
画
冨
口
薄
画
聖
画
の
画
』
画
の
胃
ぐ
画
庶
巴
、
昌
鼻
］
画
国
冨
昌
巨
富
蔵
当
似
い
画
壱
胃
］
冒
如
ロ
ロ
ョ
ョ
画
‐
”
ぐ
画
す
ぎ
画
く
画
一
生

と
註
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
真
諦
は
「
前
後
の
両
性
（
分
別
性
・
依
他
性
）
が
い
ま
だ
曽
て
相
離
れ
ざ
る
も
の
」
が
真
実
性
で
あ
る

と
訳
出
し
て
い
る
。
分
別
性
と
は
た
だ
名
称
と
し
て
の
み
顕
わ
さ
れ
、
そ
の
所
顕
の
体
は
無
で
あ
る
が
、
分
別
す
る
は
た
ら
き
は
、
他
を

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

『
成
唯
識
論
』
に
よ
る
。
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『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

縁
と
し
て
起
る
と
い
う
の
が
依
他
性
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
真
実
性
の
「
前
後
両
性
未
萱
匪
に
つ
い
て
『
転
護
塑
は
二
十
。

と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
か
ら
三
白
怪
は
各
々
別
々
に
相
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
一
体
の
も
の
（
一
体
性
・
不
相
離
）
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
境
（
分
別
性
）
と
識
（
依
他
性
）
が
相
対
的
に
離
れ
て
、
対
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
時
、
ま

た
、
境
と
識
と
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
の
ど
と
き
あ
や
ま
っ
た
見
解
を
離
れ
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く

一
体
的
存
在
（
不
二
）
で
あ
る
と
認
識
し
た
時
に
境
無
識
無
と
説
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
唯
識
義
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ

の
境
無
識
無
に
よ
っ
て
成
立
す
る
唯
識
義
は
真
実
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
境
無
識
無
で
あ
る
も
の
（
国
三
富
芯
）
は
中
観

に
お
け
る
空
性
（
曾
国
冨
菌
）
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
蕊
。
真
実
性
に
関
す
る
一
千
一
頌
後
半
は
玄
葵
に
よ
っ
て
「
円
成

う
え

実
〔
性
〕
は
彼
が
於
に
常
に
前
の
を
遠
離
せ
る
性
な
り
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
真
諦
は
分
別
・
依
他
両
性
と
「
い
ま
だ
曽
て
相
離
れ
な
い
も

の
」
が
真
実
性
で
あ
る
と
訳
出
し
て
い
苧
こ
の
遠
離
扁
昌
§
画
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
お
い
て
も
同
じ
く
『
員
‐
で
胃
四
日
‐
息
と
あ
苧

然
る
に
真
諦
は
め
画
茜
国
冨
冨
融
離
の
伽
合
愚
冨
冨
芯
（
の
”
合
‐
胃
Ｐ
亘
冨
茜
）
と
看
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
彼
独
自
の
三
性
説
即

ち
唯
識
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
真
実
性
と
分
別
・
依
他
両
性
の
関
係
は
相
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
苧
こ
の
分
別
．

依
他
両
性
が
不
相
離
と
は
、
真
実
性
に
対
し
て
両
性
が
同
じ
次
元
に
あ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
く
と
言
う
意
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
実
性
と
共
に
依
他
性
を
勝
義
と
す
る
思
想
の
反
対
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら

（
皿
）

の
本
論
文
の
主
要
な
問
題
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
方
は
『
三
無
性
論
』
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

（
貝
唖
）

二
十
一
頌
の
釈
に
、

若
相
離
者
唯
識
義
不
レ
成
有
二
境
識
異
一
故
。
由
し
不
二
相
離
一
故
唯
識
無
二
境
界
一
。
無
二
境
界
一
故
識
亦
成
し
無
。
由
二
境
無
識
無
一
故
立
二
唯
識

義
一
是
乃
成
立
。

(鉛）



い
る
。
さ
ら
に
三
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
功
用
・
作
用
に
つ
い
て
、
『
摂
大
乗
論
』
に
説
か
れ
る
異
門
説
に
よ
っ
て
真
実
性
は
分
別
・
依
他
両

性
を
遠
離
・
捨
遣
し
な
い
で
異
門
（
ｇ
ご
母
画
）
と
し
て
の
性
質
に
よ
り
世
界
は
唯
一
絶
対
的
の
真
実
性
で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
、
彼
の
三
性
の
一
体
性
と
し
て
の
不
二
性
の
特
質
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
千
・
二
十
一
頌
を
理
解
す
る
た
め
に
、
『
転
識
論
』
の
十
七
・
十
八
頌
を
参
照
す
る
の
が
便
利
で
あ
巍
↑
こ
こ
で
も
、
彼
の
訳

出
は
散
文
で
説
明
的
で
あ
る
。
そ
の
十
七
頌
に
「
識
が
転
ず
る
」
（
ぐ
言
普
画
‐
冒
凰
目
目
、
）
の
に
能
分
別
（
（
ぐ
弄
巴
肩
）
と
所
分
別
（
ぐ
‐

弄
巴
国
画
）
と
が
あ
り
、
所
分
別
は
境
を
、
能
分
別
は
識
を
意
味
し
、
所
分
別
の
境
が
無
く
な
れ
ば
能
分
別
の
識
も
生
ず
る
こ
と
が
無
く

な
る
も
の
で
あ
り
（
境
無
識
無
）
、
こ
れ
を
唯
識
義
が
成
じ
得
た
も
の
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
識
の
能
分
別
と
所
分
別
に
つ
い
電

起
二
種
種
分
別
等
一
者
三
識
中
皆
具
二
能
所
一
。
能
分
別
即
是
識
、
所
分
別
即
是
境
。
能
即
依
他
性
、
所
即
分
別
性
、
故
云
レ
起
二
種
種
分

一
宿
業
薫
習
二
宿
業
薫
習
執
。
宿
業
黛
習
即
是
所
分
別
為
二
分
別
性
一
・
宿
業
黛
習
執
即
是
能
分
別
為
二
依
他
性
一
。
所
即
為
し
境
、
能
即

為
し
識
。
此
二
種
業
名
二
相
似
集
諦
一
能
得
二
五
陰
生
一
・

と
説
き
、
ま
た
二
種
の
習
気
を
説
く
中
で
擁
〉

一
相
習
気
二
品
重
習
気
。
相
即
煩
悩
篭
、
是
依
他
性
、
能
摂
二
前
相
貌
一
、
品
重
即
煩
悩
境
、
是
分
別
性
、
境
界
品
顕
故
也
。
此
二
煩
悩

名
二
真
（
集
）
諦
一
能
集
令
二
未
来
五
陰
一
。

と
説
い
て
い
る
。
二
種
の
薫
習
は
分
別
を
中
心
に
置
い
て
相
似
集
諦
と
し
、
二
種
の
習
気
は
煩
悩
を
中
心
に
置
い
て
真
集
諦
と
し
て
い
る
。

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

別
及
所
分
即

と
説
き
、
さ
雪
．

よ
う
に
言
示
缶

分

別
さ
ら
一
也
。

に
こ
の
能
分
別
と
し
て
の
依
他
性
と
所
分
別
と
し
て
の
分
別
性
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
二
種
の
薫
習
を
説
く
中
に
次
の
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由
二
如
レ
此
義
一
離
し
識
之
外
無
二
別
境
一
、
但
唯
有
し
識
義
成
。
既
未
し
明
し
遣
レ
識
、
惑
乱
未
し
除
故
名
二
不
浄
品
一
也
。

と
説
い
て
い
る
。
こ
の
識
は
所
分
別
の
境
の
根
拠
（
腺
圖
旨
）
と
し
て
の
識
で
あ
り
、
能
分
別
の
識
で
あ
り
、
依
他
性
の
も
の
で
惑
乱

の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
惑
乱
を
い
ま
だ
除
か
な
い
世
界
は
不
浄
品
で
あ
る
と
説
く
。
そ
れ
は
境
と
識
の
世
界
、
即
ち
阿
羅
耶
識
の
世
界

（
境
界
）
は
い
ま
だ
不
浄
品
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
に
境
無
に
よ
る
識
が
た

だ
ち
に
唯
識
義
を
意
味
し
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
境
無
に
よ
る
識
（
阿
羅
耶
識
）
と
境
無
識
無
に
よ
る
識
（
阿
摩
羅
識
）

と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
諦
の
説
く
浄
品
不
浄
品
と
及
び
三
性
と
の
関
係
を
み
る
と
、
そ
れ
は
『
摂
大
乗
論
』
な

ど
の
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
解
深
密
経
』
で
は
、
三
性
の
中
心
は
依
他
性
で
あ
る
が
、
染
汚
分
が
無
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
分

が
生
ず
る
と
説
く
所
ま
で
に
至
っ
て
い
な
唾
し
か
し
『
摂
論
』
で
は
、
依
他
性
が
中
心
で
あ
学
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
依
他
性
は
（
一
）

薫
習
せ
る
種
子
に
繋
属
す
る
と
、
（
二
）
浄
品
不
浄
品
に
繋
属
す
る
と
の
二
性
質
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
金
蔵
土
の
醤
噛

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
摂
論
』
に
は
虚
妄
分
別
の
依
他
性
を
中
心
に
し
た
三
性
説
も
有
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
然
る
に

故
。
と
説
い
て
い
る
。
境

（
旧
）

対
す
る
不
浄
品
に
つ
い
て

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

こ
れ
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
舜
子

思
峨
Ⅱ
蕊
纈
朏
繩
弛
鴎
評
癖
稗
繩
霊

こ
の
よ
う
に
両
性
の
相
互
関
係
と
そ
の
相
異
点
を
明
白
に
し
て
い
る
。
進
ん
で
、
唯
識
義
を
解
釈
す
誌
↑

何
者
立
二
唯
識
義
一
。
意
本
為
二
遣
レ
境
遣
Ｐ
心
、
今
境
界
既
無
、
唯
識
又
混
、
即
是
説
二
唯
識
義
成
一
也
。
此
即
浄
品
煩
悩
及
境
界
竝
皆
無

故
。
と
説
い
て
い
る
。
境
を
遣
り
、
心
（
識
）
を
遣
っ
た
と
こ
ろ
の
境
無
識
無
が
唯
識
義
（
真
実
性
）
で
あ
り
、
浄
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
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こ
の
問
答
に
お
い
て
、
彼
は
識
有
説
に
立
つ
唯
識
説
と
の
相
違
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
玄
美
に
よ
っ
て
伝
来
さ
れ
た
三

性
説
と
も
異
っ
て
い
る
。
一
般
に
三
性
説
は
二
分
依
他
性
に
依
り
、
分
別
性
の
境
を
捨
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
染
汚
分
の
依
他
性
が
除
去

さ
れ
て
、
清
浄
分
の
依
他
性
が
顕
現
す
る
。
こ
の
清
浄
分
の
依
他
性
が
真
実
性
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
分
別
性
を
遮
遣
す
る
こ
と

は
彼
に
よ
れ
ば
「
境
を
遣
っ
て
心
（
識
）
を
留
め
る
」
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
学
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
完
全
な
唯
識
義
（
真
実
性
）

で
な
い
。
故
に
右
の
引
用
の
ご
と
く
「
遣
レ
境
存
し
識
乃
可
レ
称
二
唯
識
義
匡
と
論
駁
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
探
求
す
る
唯
識

義
と
は
「
境
を
遣
る
は
心
を
空
ぜ
ん
と
欲
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
説
き
、
そ
れ
は
境
識
倶
混
に
よ
っ
て
成
ず
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
こ
の
「
空
心
」
と
は
境
無
に
よ
っ
て
成
立
す
る
心
（
識
）
が
直
ち
に
真
実
性
に
連
な
る
の
で
は
な
く
、
境
無
に
よ
っ
て
成
立
す
る
識

は
相
対
的
に
成
立
し
て
い
る
境
識
の
分
別
性
の
境
を
遮
遣
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
依
他
性
の
識
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
識
は

直
ち
に
真
実
性
へ
と
連
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
な
い
で
、
そ
れ
は
や
は
り
依
他
性
の
識
で
あ
る
と
看

倣
し
、
そ
れ
を
「
心
を
留
め
る
」
と
し
て
い
る
。
「
留
心
」
と
し
て
の
依
他
性
か
ら
真
実
性
へ
悟
入
す
る
に
は
、
そ
の
「
留
心
」
（
識
）

を
さ
ら
に
遮
遣
す
る
。
無
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
っ
て
始
め
て
「
空
心
」
と
成
る
も
の
で
、
そ
れ
が
境
無
識
無
に
よ
っ

て
成
ず
る
真
実
性
（
唯
識
義
）
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
境
無
識
無
・
境
識
倶
混
な
る
識
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
識
は
縁
起
す
る
も
の
を
縁
起
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
と
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
縁
起
に
よ
る
生
起
を

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

『
転
識
論
』
の
そ
れ
は
少
し
く
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
問
答
に
よ
っ
て
明
確
に
語
ら
れ
諏
配

問
遣
レ
境
存
し
識
乃
可
レ
称
二
唯
識
義
一
既
境
識
倶
遣
何
識
可
レ
成
・
答
立
二
唯
識
一
、
乃
一
往
遣
レ
境
留
レ
心
、
卒
終
為
し
論
、
遣
レ
境
為
し
欲
し

空
し
心
、
是
其
正
意
。
是
故
境
識
倶
混
是
其
義
成
。
此
境
識
倶
混
即
是
実
性
、
実
性
即
是
阿
摩
羅
識
、
亦
可
二
卒
終
為
咳
論
是
阿
摩
羅
識

也
0
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と
あ
り
、
十
巻
『
梼
伽
経
』
巻
第
三
に

、
レ
テ

ト
ト
ノ
ノ
ヲ

ヲ
シ
ヲ
ス
■
レ
ヲ
ク

大
慧
。
何
者
第
一
義
諦
法
体
撒
ャ
謂
譜
仏
如
毛
離
二
名
字
相
境
界
相
事
相
相
一
、
聖
智
修
行
境
界
行
処
。
大
慧
。
是
名
二
第
一
義
諦

ヨ
ガ

ノ

相
諸
仏
如
来
蔵
心
一
。
（
大
正
蔵
十
六
、
五
二
七
ｃ
）

と
あ
る
。
こ
の
梼
伽
経
は
共
に
真
諦
が
中
国
に
来
る
以
前
に
漢
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
真
諦
の
後
に
訳
出
さ
れ
た
七
巻
遍
照
側
匿

と
あ
る
。
こ

と
に
す
壷
罪

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

（
魂
）

も
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
智
慧
（
茸
四
目
）
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
清
浄
な
る
智
（
画
昌
、
一
旦
愚
息
）
で
あ
り
、
阿
摩
羅
識
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
阿
摩
羅
識
は
仏
教
の
理
論
と
し
て
の
悟
り
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
空
心
」
（
皆
ご
画
芯
‘
昌
冨
）
と
説
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
縁
起
と
し
て
の
依
他
性
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
有
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
境
無
識
無
・
境
識
倶
混
と
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
の
原
始
か
ら
説
か
れ
る
冨
芽
単
９
９
ｍ
〈
あ
る
が
ま
ま
、
如
実
〉
の
世
界
で
あ
り
、
真
如
・
真
実
の
世
界
な
の

巻
第
二
に
も

四
巻
『
梼
伽
経
』
巻
第
一
に

ガ
ノ
ナ
ル
ヤ
ク
レ
テ
ト
ト
ノ
ヲ

ヲ
シ
ピ
ノ
ノ
ク

ニ
レ
ヲ
ク
ノ
ノ

云
何
成
自
性
。
謂
離
二
名
相
事
相
妄
想
一
・
聖
智
所
得
及
自
覚
聖
智
趣
二
所
行
境
界
一
・
是
名
二
成
自
性
如
来
蔵
心
一
・
（
大
正
蔵
十
六
、

で
あ
る
。

九
八
ａ
）

何
者
円
成
自
性
。
謂
離
一
名
相
事
相
一
切
分
別
一
、
自
証
聖
智
所
行
真
如
。
大
慧
。
此
是
円
成
自
性
如
来
蔵
心
。
（
大
正
蔵
十
六
、
五

四
八
七
ｃ
）

こ
の
真
諦
の
真
実
性
、
即
ち
阿
摩
羅
識
と
説
く
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
少
し
く
考
察
し
よ
う
。
初
め
に
、
『
入
拐
伽
経
』
を
見
る
こ
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こ
れ
は
明
ら
か
に
真
諦
が
説
い
て
い
る
も
の
と
一
致
す
る
。
「
こ
の
円
成
の
自
性
こ
そ
如
来
蔵
心
（
冨
夢
綴
画
ｇ
‐
悪
号
冨
‐
言
目
冨
日
）

で
あ
る
」
と
は
「
真
実
性
即
阿
摩
羅
識
」
に
相
応
す
る
。
故
に
阿
摩
羅
識
に
は
如
来
蔵
心
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼

の
三
性
説
の
淵
源
を
イ
ン
ド
に
求
め
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
阿
摩
羅
識
と
阿
梨
耶
識
の
関
係
に
つ
い
て
『
十
八
空
論
』
で
七
種
真
実
を
明
す
第
三
唯
識
真
実
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
麺
。

第
三
、
明
二
唯
識
真
実
一
、
弁
下
一
切
諸
法
唯
有
二
浄
識
一
無
し
有
二
能
疑
一
亦
無
中
所
疑
二
。
…
…
…
但
唯
識
義
有
し
両
○

書
方
電
鼠
先
掌
唯
量
…
睡
梨
耶
識
一
無
中
余
境
界
上
、
現
得
二
境
智
両
空
一
、
除
二
妄
識
一
已
尽
名
為
二
方
便
唯
識
一
也
。

キ
コ
ト
ヲ
ノ

ー
テ

ヲ
イ
テ
ヲ
ニ
ク
ル
ヲ
ヅ
ケ
テ
ス

ニ
ハ
ス
ナ
リ

ヲ

シ
テ

ノ
ト
ビ
ト
ヲ
ガ
ナ
シ
ル
ノ
ミ
ナ
リ

ニ
明
一
正
観
唯
識
一
・
遣
一
蕩
生
死
虚
妄
識
心
及
以
境
界
一
、
一
切
皆
浄
尽
、
唯
有
二
阿
摩
羅
清
浄
心
一
也
。

一
切
の
諸
法
は
唯
識
性
（
ぐ
言
陣
目
目
鼻
目
茜
）
で
あ
り
、
唯
識
で
あ
る
が
、
真
諦
は
．
切
の
諸
法
は
た
だ
浄
識
の
み
で
あ
っ
て
能

疑
も
有
る
こ
と
無
く
、
所
疑
も
無
い
も
の
で
あ
る
」
と
説
く
こ
と
と
、
さ
ら
に
方
便
唯
識
と
正
観
唯
識
と
説
く
の
は
真
諦
独
自
の
説
で
あ

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
真
諦
入
中
国
約
一
○
○
年
以
前
に
漢
訳
さ
れ
た
『
拐
伽
経
』
も
以
後
に
訳
さ
れ
た
も
の
も
奪
化
の
な
い
事
が
わ

か
る
。
こ
れ
を
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

●
Ｄ

計
画
計
『
画
室
酉
、
毒
煙
門
口
画
奇
の
で
画
門
］
ロ
』
や
つ
、
包
垣
画
”
ぐ
、
ご
言
画
く
画
毒
奔
画
歳
画
『
ご
◎
］
四
邑
匡
計
画
国
営
ロ
〕
ず
壷
ｐ
Ｉ
ご
画
討
ご
画
‐
ぐ
画
の
詩
崖
０
－
画
弄
如
ｍ
ｐ
ｍ
０
ぐ
一
再
四
一
七
ｍ
ご
』
同
四
二
』
詩
陣
叫
］
一
画
Ｉ

●

詩
写
”
計
画
『
〕
、
一
割
四
口
い
‐
ぬ
”
威
函
画
門
口
色
ロ
ロ
‐
で
門
口
計
望
画
貫
冨
四
『
］
、
一
割
四
コ
”
０
ｍ
ｍ
念
、
○
○
ｍ
『
画
の
如
画
戸
自
画
ゴ
四
門
目
也
一
の
石
画
国
冒
易
ロ
ｍ
ｐ
ｐ
ｍ
ｍ
ぐ
画
写
壷
画
く
囚
の
毎
回
守
豈
画
頤
画
？

●
●

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
の
う
ち
で
、
円
成
の
自
性
と
は
何
か
。
す
な
わ
ち
、
相
と
名
と
の
事
物
の
相
を
妄
分
別
す
る
こ
と
を
は
な
れ
た

真
如
た
る
聖
智
の
境
界
を
証
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
内
証
の
聖
智
の
境
界
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
こ
の
円
成
の
自
性
こ
そ
如

来
蔵
心
で
あ
る
。

四
ｍ
ｍ
『
ず
毒
、
０
コ
『
』
ゆ
く
固
園
目
一
一
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『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

る
。
そ
の
方
便
唯
識
と
は
「
唯
有
二
阿
梨
耶
識
一
」
の
世
界
だ
け
が
有
っ
て
、
他
の
境
界
の
無
い
こ
と
を
観
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
境

智
両
空
、
す
な
わ
ち
阿
摩
羅
識
で
あ
る
浄
識
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
阿
梨
耶
識
な
る
妄
識
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は

唯
識
説
の
論
理
面
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
観
唯
識
と
は
生
死
虚
妄
の
識
心
と
境
界
と
を
遣
蕩
し
て
一
切
の
諸

法
が
浄
尽
と
成
っ
て
、
た
だ
阿
摩
羅
清
浄
心
（
画
日
向
軍
曾
邑
冨
‐
昌
冨
）
あ
る
だ
け
に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
生

死
虚
妄
の
識
心
と
は
『
転
識
論
』
の
第
十
九
頌
の
註
釈
に
「
依
他
性
は
正
し
く
、
こ
れ
煩
悩
の
体
に
し
て
、
能
く
生
死
の
報
を
得
る
が
故

（
麓
》

に
壷
重
と
名
づ
け
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
依
他
性
を
意
味
す
る
こ
と
が
解
か
る
。
そ
し
て
境
界
と
は
明
ら
か
に
分
別
性
と
し
て
の
所
分
別

の
境
で
あ
る
。
故
に
正
観
唯
識
は
依
他
性
と
分
別
性
と
の
両
性
を
遣
蕩
し
た
阿
摩
羅
清
浄
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
唯
識

説
の
実
践
面
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
正
観
唯
識
に
説
か
れ
る
三
性
説
は
分
別
性
・
依
他
性
の
二
性
を
遮
遣
す
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
『
転
識
論
』
の
境
識
倶
混
の
真
実
性
を
説
く
三
性
説
と
異
っ
て
い
る
。

そ
の
阿
摩
羅
清
浄
心
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
・
『
十
八
空
論
』
に
「
阿
摩
羅
識
は
こ
れ
自
性
清
浄
心
な
嘘
」
と
説
か
れ
る
も
の
と
一
致
す

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
真
興
（
九
三
四
’
一
○
○
四
）
に
よ
っ
て
如
来
蔵
の
意
味
と
理
解
さ
れ
て
い
麺
。

『
転
識
論
』
に
「
此
の
義
に
由
る
が
故
に
、
一
乗
を
立
て
て
皆
菩
薩
道
を
学
せ
令
む
る
な
り
」
と
説
か
れ
、
『
勝
鬘
経
』
が
引
用
さ
れ

（
濁
）

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
阿
摩
羅
清
浄
心
は
如
来
蔵
心
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
諦
の
唯
識
説
は
玄
美
の
伝
え
た
法
相
唯
識
説
と
相

違
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三
性
説
は
そ
の
基
盤
と
し
て
存
存
怪
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
白
怪
（
、
ぐ
画
ｇ
讐
画
）
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
つ

三
、

(“）



の
方
法
に
よ
っ
て
個
別
的
に
認
識
す
る
立
場
で
あ
る
。
『
唯
識
三
十
頌
』
で
は
三
自
性
の
基
盤
と
し
て
の
同
一
性
を
強
調
す
る
た
め
に
三

性
の
不
一
不
異
を
説
い
て
、
次
の
三
無
自
性
を
説
く
の
で
、
い
ま
は
そ
の
順
序
に
従
っ
て
、
不
一
不
異
説
を
、
『
転
識
論
』
『
唯
識
三
十

頌
』
『
成
論
』
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
見
よ
う
。

『
転
識
論
』
は
、
次
の
よ
う
に
説
總
。

第
二
十
二
、
是
故
前
性
於
二
後
一
性
不
レ
ー
不
レ
異
、

如
三
無
常
与
二
有
為
法
一
亦
不
レ
得
三
定
説
二
一
異
一
・

若
不
レ
見
二
分
別
性
一
則
不
レ
見
二
依
他
性
一
是
故
不
レ
ー
不
レ
異
。

梵
文
『
安
慧
釈
唯
識
三
十
頌
』
に
よ
麺
。

画
冨
の
ぐ
口
笛
ロ
巴
乱
昌
。
》
愚
息
星
島
９
国
冨
己
耳
曾
農
、

也
己
ご
凰
麗
ご
且
乱
皇
。
“
急
号
禦
の
》
切
目
旨
、
四
身
母
鼻
の
、
（
圏
）

こ
の
故
に
、
そ
れ
〔
真
実
性
〕
は
依
他
〔
性
〕
と
一
で
な
く
、
不
異
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

無
常
性
等
の
如
く
に
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
〔
真
実
性
〕
が
見
ら
れ
な
い
時
、
そ
れ
〔
依
他
性
〕
は
見
ら
れ
な
い
。
（
配
頌
）

ニ
レ
ハ

ス
ニ
モ
ス
ニ
モ

（
〃
）
故
此
与
一
一
依
他
一
非
し
異
非
二
不
異
一

シ

ノ
ノ
ス
シ
テ
ヲ
ヲ
ミ
ル
モ
ノ
ニ
ハ

如
一
無
常
等
性
一
非
二
不
し
見
レ
此
彼
一

そ
れ
に
つ
い
て
安
慧
は
依
他
性
を
三
性
の
中
心
に
お
い
て
い
る
。
安
慧
は
「
真
実
は
依
他
の
法
性
と
言
わ
れ
る
、
そ
れ
故
に
真
実
は
依
他

よ
り
異
な
る
で
も
な
く
、
異
な
ら
無
い
の
で
も
無
い
」
と
説
き
、
ま
た
「
真
実
が
依
他
を
離
れ
て
異
っ
て
有
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
に
依

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

『
成
唯
識
論
』
に
よ
蕊
。

(妬）



『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

他
は
分
別
か
ら
離
れ
て
独
立
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
説
き
、
ま
た
、
「
〔
真
実
の
自
性
が
依
他
の
自
性
に
〕
異
な
ら
無
い
の
で

も
無
い
な
ら
ば
、
ま
た
真
実
の
〔
自
性
〕
は
清
浄
を
縁
と
す
る
こ
と
が
存
在
し
な
く
な
る
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

依
他
性
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
真
実
性
の
側
か
ら
不
一
不
異
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
慧
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
が
見
ら
れ
な
い
時
」

の
「
こ
れ
」
（
”
の
日
旨
）
と
は
真
実
性
の
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
れ
」
（
“
“
）
と
は
依
他
性
を
示
す
と
説
い
て
い
率
『
成
唯
識
論
』
第
八
に

お
い
て
円
成
実
性
と
依
他
起
性
と
は
非
一
非
異
で
あ
り
、
法
（
依
他
起
性
）
と
法
性
（
円
成
実
性
）
と
は
世
俗
と
勝
義
と
の
相
対
と
し
て

有
る
も
の
で
あ
り
、
円
成
実
性
を
証
見
し
な
け
れ
ば
、
依
他
起
性
を
見
な
い
と
説
い
て
い
蕊
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
諦
は
分
別
性
と
依
他

性
の
不
一
不
異
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
安
慧
釈
ま
た
は
『
成
唯
識
論
』
が
円
成
実
性
を
証
見
し
な
い
か
ら
依
他
起
性
を
見
な
い
の
で
あ
る

と
説
く
の
に
対
し
て
、
真
諦
は
分
別
性
を
見
な
い
な
ら
ば
依
他
性
を
見
な
い
の
で
あ
る
と
説
い
て
、
そ
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
両

性
の
不
一
不
異
を
三
方
面
か
ら
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
麺
。

（
一
）
分
別
与
二
依
他
一
定
一
者
分
別
性
決
定
永
無
、
不
し
為
二
五
法
蔵
所
摂
一
、
依
他
性
亦
応
二
永
無
一
、
若
爾
便
無
二
生
死
解
脱
善
悪
律

戒
法
一
、
此
為
二
不
可
一
。
既
不
レ
如
レ
此
、
故
分
別
性
与
二
依
他
性
一
不
し
得
二
定
一
一
。

（
二
）
若
定
異
者
則
分
別
性
、
便
不
し
能
し
遣
二
依
他
性
一
、
既
由
レ
観
一
分
別
性
是
無
所
有
一
、
方
見
二
依
他
性
亦
無
所
有
一
故
不
レ
得
二
定

（
一
一
）

（
三
）
又
若
分
別
性
定
異
二
依
他
性
一
者
分
別
性
体
応
二
定
是
有
非
Ｐ
謂
二
永
無
一
、
有
可
し
異
し
無
、
何
所
論
し
異
。

こ
の
よ
う
に
真
諦
の
不
一
不
異
説
は
分
別
・
依
他
両
性
の
不
一
不
異
で
あ
っ
て
、
依
他
性
を
中
心
に
お
い
て
い
な
い
。
ま
た
口
且
『
帯
．

の
冒
旨
の
脚
身
噂
画
認
の
理
解
に
つ
い
て
、
安
慧
釈
と
『
成
論
』
は
“
の
目
口
を
真
実
性
に
、
の
四
を
依
他
性
に
す
る
の
に
対
し
て
異
な
り
、

真
諦
は
色
の
目
口
を
分
別
性
に
、
、
画
を
依
他
性
の
意
味
に
解
し
て
い
る
。
そ
の
両
性
と
真
実
性
の
関
係
に
つ
い
て
な
ん
の
説
明
も
な
い

異
一
・
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一
般
に
三
性
説
を
論
ず
る
と
三
無
性
説
は
そ
の
理
解
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
か
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
三
無
性
説
が
重
要
な
説
で
あ
る
こ
と
は
『
唯
識
三
十
頌
』
が
二
十
三
、
二
十
四
、
二
十
五
の
三
偶
頌
を
当
て
て
い
る
こ
と

か
ら
も
理
解
で
き
る
。
三
性
と
三
無
性
説
が
一
体
に
成
っ
た
時
に
、
そ
の
意
味
が
浮
か
び
上
る
も
の
で
あ
り
、
三
性
と
三
無
性
説
と
は
表

裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
性
ぬ
ぐ
号
冨
ぐ
”
と
説
か
れ
、
後
者
は
無
性
凰
言
く
号
冨
ぐ
“
と
説
か
れ
る
。
の
ぐ
呂
冨
目
は
す
で
に
説

い
た
よ
う
に
自
性
・
自
然
法
爾
と
し
て
の
あ
り
の
ま
ま
の
存
在
性
を
意
味
し
実
在
の
肯
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
己
宮
ぐ
‐

画
与
野
ロ
は
無
自
性
、
自
然
法
爾
と
し
て
の
あ
り
の
ま
ま
の
存
在
性
を
否
定
す
る
も
の
で
、
実
在
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
の
実
在
の
否
定
と
は
単
に
事
物
、
例
え
ば
、
机
や
器
物
な
ど
の
よ
う
な
事
物
・
対
象
物
（
く
画
の
目
）
の
存
在
の
否
定
を

意
味
す
る
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
実
在
の
否
定
と
は
印
ぐ
ゅ
喜
讐
画
（
自
性
）
と
し
て
一
切
の
世
界
を
三
つ
の
形
・
相
（
三

自
性
）
と
し
て
捕
ら
え
て
説
い
た
の
に
対
し
て
、
自
然
法
爾
（
旨
讐
豐
冒
冨
）
・
悟
り
の
姿
・
解
脱
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
停
滞
し
た

の
で
は
、
正
し
い
悟
り
の
姿
・
在
り
方
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
否
定
・
超
越
し
て
行
く
努
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が

己
房
く
画
ｇ
習
回
（
無
自
性
）
の
も
つ
否
定
の
意
味
で
あ
る
。
“
く
呂
冨
く
ぃ
（
肯
定
）
の
三
自
性
で
は
平
面
的
で
停
滞
し
た
も
の
と
成
り
が

ち
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
三
無
性
観
に
よ
っ
て
否
定
（
己
ぽ
ぐ
呂
冨
く
画
）
し
て
、
さ
ら
に
三
性
観
に
よ
っ
て
肯
定
（
の
ぐ
呂
冨
ぐ
画
苗
）
し

て
行
く
、
こ
の
よ
う
に
限
り
無
く
自
己
の
心
を
深
め
、
浄
め
て
行
く
姿
（
四
ョ
巴
画
‐
ｏ
胃
口
）
を
造
り
出
す
の
が
、
こ
の
無
自
性
己
冨
ぐ
号
‐

苗
ぐ
ゅ
の
も
つ
意
味
で
あ
り
、
三
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
め
ぐ
号
冨
ぐ
画
か
ら
己
宮
ぐ
画
与
野
画
へ
至
り
、
そ
れ
か
ら
ま

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

の
で
あ
る
。

四
、

(97）



味
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
。

分
別
性
名
二
無
相
性
一
無
二
体
相
一
故
。
依
他
性
名
二
無
生
性
一
体
及
因
果
無
所
有
。
真
実
性
名
二
無
性
性
一
・
（
二
十
四
頌
）

此
三
無
性
是
一
切
法
真
実
。
以
二
其
離
Ｐ
有
故
名
し
常
、
欲
し
顕
二
此
三
無
性
一
故
、
明
二
唯
識
義
一
也
。
（
二
十
五
頌
）

梵
文
『
安
慧
釈
唯
識
三
十
頌
』
に
よ
蕊
。

耳
ご
匙
ゴ
”
望
四
の
ぐ
画
ケ
ゴ
画
く
勉
望
画
ゞ
耳
ご
匙
ゴ
ロ
日
邑
筈
の
ぐ
画
ウ
ゴ
画
く
鼻
四
昌
一

の
画
ｇ
・
毒
画
望
画
ｍ
画
『
く
い
』
ゴ
ロ
貝
ご
画
ロ
瞥
漫
。
＄
詳
画
己
冒
の
く
画
す
ず
四
ぐ
ゆ
幹
騨
一
一
（
圏
）

ロ
『
、
含
毒
四
門
ご
○
一
ｍ
廉
如
、
こ
の
ヨ
画
営
ぐ
画
一
国
筒
口
の
く
画
す
ぎ
画
く
○
や
己
画
『
画
昏
で
巨
口
画
昏
一

口
画
の
ぐ
画
と
画
日
ず
ゴ
画
く
画
の
冨
望
の
ご
ゞ
勉
己
四
門
四
己
房
ぐ
四
ケ
雪
陣
ぐ
ｇ
四
一
一
（
霞
）

○
毒
、
吋
閂
ヨ
ロ
ロ
画
営
画
で
画
吋
ｐ
Ｈ
ご
陣
司
歳
彦
画
の
。
、
『
の
、
］
画
苛
”
ぬ
庁
、
弓
彦
画
詩
四
℃
』
の
画
昏
一

ｍ
ｍ
『
ぐ
ゆ
澪
巴
画
昌
冨
吾
画
ウ
ゴ
趣
く
鼻
↓
の
巴
く
Ｐ
ａ
萱
画
冨
一
目
騨
吋
ｇ
四
一
一
（
誤
）

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

ま
た
の
く
呂
冨
ぐ
、
に
達
す
る
一
体
性
（
不
一
不
異
性
）
に
あ
っ
て
、
真
実
性
に
執
着
し
な
い
よ
う
に
真
実
無
性
が
説
か
れ
、
さ
ら
に
そ

こ
に
停
滞
し
な
い
よ
う
に
、
し
か
も
人
間
の
実
存
世
界
を
ぬ
ぐ
呂
冨
ぐ
”
と
し
て
真
実
に
理
解
す
る
真
実
性
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ

（
諾
）
・

は
真
実
性
・
真
実
無
性
（
空
）
に
停
滞
し
な
い
よ
う
に
、
空
用
の
行
（
胃
四
苧
冒
昌
）
が
限
り
な
く
行
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
意

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
三
無
性
を
説
く
、
『
転
識
論
』
『
唯
識
三
十
頌
』
『
成
唯
識
論
』
の
第
二
十
三
、
二
十
四
、
二
十

五
頌
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
転
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
説
鍾
ｏ

然
一
切
諸
法
但
有
二
三
性
一
摂
レ
法
皆
尽
、
如
来
為
二
衆
生
一
説
二
諸
法
無
性
一
、
亦
有
二
三
種
。
三
無
性
者
即
不
レ
離
一
前
三
性
一
。
（
二
十
三

頌
ー

(”）



常
如
其
性
故
、
即
唯
識
実
性
。
（
二
十
五
頌
）

真
諦
は
三
性
説
を
分
別
・
依
他
両
性
と
真
実
性
と
い
う
二
諦
の
立
場
に
立
っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
無
性
に
お
い
て

も
同
様
に
「
前
の
二
〔
無
性
〕
は
是
れ
俗
諦
に
し
て
、
後
の
一
〔
無
性
〕
は
是
れ
真
諦
な
り
。
真
俗
の
二
諦
が
一
切
法
を
摂
し
て
皆
尽

亀
と
説
い
て
同
じ
立
場
に
立
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
真
諦
の
三
性
三
無
性
説
に
関
し
て
、
三
無
性
に
依
っ
て
三
性
を
説
い
て
い
る
と
さ

（
ぬ
）

れ
る
が
『
転
識
論
』
に
は
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
、
「
三
無
性
は
三
性
を
離
れ
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

故
仏
密
意
説
二
、
一
切
法
無
馬

初
即
相
無
性
、
次
無
自
然
性

後
由
レ
遠
二
離
前
、
所
執
我
法
一

此
諸
法
勝
義
、
亦
即
是
真
如
。

常
如
其
性
故
、
即
唯
識
実
性
。

所
執
我
法
一

第
一
の
〔
分
別
性
〕
は
単
に
相
と
し
て
の
無
自
性
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
〔
依
他
性
〕
は
そ
れ
の
無
自
然
性
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
次

の
〔
真
実
性
〕
は
無
自
性
の
性
で
あ
る
。
（
二
十
四
頌
）

そ
し
て
、
そ
れ
は
諸
法
の
第
一
義
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
真
如
で
も
あ
る
。
一
切
の
時
に
是
の
如
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
〔
真

如
で
あ
る
〕
・
そ
れ
は
実
に
唯
記
識
性
で
あ
る
。
（
二
十
五
頌
）

『
成
唯
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。

即
依
二
此
三
性
一
、
立
二
彼
三
無
性
一
。

故
仏
密
意
説
二
、
一
切
法
無
咳
性
。
（
二
十
三
偶
）

三
種
の
自
性
に
依
っ
て
三
種
の
無
自
性
の
性
が
あ
る
。
〔
そ
れ
故
に
三
性
と
〕
同
一
場
所
に
お
け
る
一
切
の
諸
法
は
無
自
性
の
性
で
あ

る
と
説
か
れ
る
。
（
二
十
三
頌
）性

。

（
二
十
四
頌
）

(”）



『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

そ
の
二
十
三
頌
の
、
四
日
ｇ
ご
画
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
の
語
は
旨
．
言
言
、
９
ｍ
・
昏
国
切
胃
罫
，
胃
警
呂
‐
目
昌
。
息
昌
．
に
よ
れ

ば
動
詞
今
幽
に
は
８
冒
〆
８
已
画
○
の
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り
発
生
し
た
い
画
日
島
野
”
は
不
変
化
詞
で
冨
乱
局
已
”
。
＆

８
鴨
昏
閂
の
意
味
を
持
つ
と
あ
る
。
故
に
の
画
冒
号
母
画
は
同
じ
場
所
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
三
自
性
も
三
無
性
も
共
に
同

一
の
場
所
を
所
依
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
同
一
場
所
と
は
一
切
諸
法
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
衆
生
に
は
理
解

が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
の
四
日
今
母
、
を
「
如
来
為
衆
生
」
と
訳
し
、
「
仏
密
意
」
と
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
二
十
四
頌
に
よ
っ
て
三
無
性
を
見
る
に
無
相
性
は
匿
覇
９
画
‐
邑
讐
“
ぐ
呂
冨
ぐ
ｍ
で
あ
り
、
無
生
性
は
ご
ｍ
の
く
ど
‐

四
日
ｇ
幽
菌
で
あ
り
、
無
性
性
は
己
冨
ぐ
号
冨
ぐ
、
芯
で
あ
る
。
そ
れ
を
玄
葵
訳
に
見
る
と
第
一
は
相
無
性
で
あ
り
、
第
二
は
無
自
然
性

と
あ
っ
て
、
の
ぐ
亀
画
昌
与
瞥
画
を
自
然
性
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
二
種
の
漢
訳
は
妥
当
な
訳
で
あ
る
が
、
第
三
は
逐
語
訳
を
し
な
い
で
な

ぜ
か
「
前
の
所
執
の
我
・
法
を
遠
離
す
る
に
由
る
性
な
り
」
と
達
意
訳
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
三
の
無
性
の
無
性
性
の
意
味
を
取
っ
て

玄
葵
が
意
訳
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
親
に
お
い
て
は
第
一
、
第
二
の
無
性
に
は
共
に
。
‐
茜
（
性
）
の
な
い
形
で
無
性
が
説
か
れ
、
第

三
無
性
の
み
に
。
‐
芯
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
両
無
性
と
真
実
無
性
と
に
明
白
な
相
違
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
諦

の
説
い
た
三
性
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
安
慧
釈
で
は
国
警
の
暑
号
富
ぐ
ゆ
（
第
一
）
、
己
言
ぐ
号
冨
目
莅
（
第
二
）
、
己
宮
ぐ
‐

呂
冨
ぐ
画
苗
（
第
三
）
と
理
解
さ
れ
て
、
第
一
無
性
を
除
い
て
第
二
・
第
三
無
性
が
同
じ
よ
う
に
無
性
性
昌
冨
箇
与
野
、
芯
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
世
親
が
前
両
性
を
一
体
と
見
な
し
て
後
の
無
性
と
区
別
し
た
の
に
相
違
し
て
い
る
。
安
慧
は
第
一
の
無
性
に
。
‐
茜
を
用

い
な
い
で
匿
憲
画
冒
‐
己
冨
ぐ
呂
冨
ぐ
ゆ
と
説
い
て
、
第
二
・
三
の
両
無
性
を
同
じ
よ
う
に
。
‐
芯
を
用
い
て
国
警
の
ぐ
呂
冨
ぐ
画
芯
と
解
釈
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
慧
に
あ
っ
て
は
三
無
性
の
世
界
を
分
別
性
に
お
け
る
無
性
の
世
界
と
依
他
性
・
真
実
性
に
よ
る
無
性
性
の

世
界
と
に
区
別
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
世
親
説
と
護
法
説
と
真
諦
説
と
も
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
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『
転
識
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
無
相
性
と
無
生
性
（
依
仙
怪
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
鯉
釈
し
て
い
蕊
。

体
似
二
塵
相
一
塵
即
分
別
性
、
分
別
既
無
、
体
亦
是
無
也
。
因
亦
無
者
、
本
由
三
分
別
性
為
し
境
、
能
発
二
生
識
果
一
。
境
界
既
無
、
云
何

生
し
果
、
如
二
種
子
能
生
し
芽
種
子
既
無
、
芽
従
レ
何
出
、
是
故
無
ｐ
生
也
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
体
と
は
能
分
別
と
し
て
の
依
他
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
分
別
性
と
し
て
の
所
分
別
の
境
を
所
依
と
し
て
成
り

立
つ
も
の
で
あ
る
。
故
に
分
別
性
で
あ
る
境
即
ち
塵
相
は
依
他
相
の
た
め
の
因
と
な
る
。
こ
の
因
に
よ
っ
て
能
分
別
の
識
が
起
る
。
そ
の

識
体
を
果
と
名
づ
け
る
。
故
に
識
体
の
成
立
条
件
で
あ
る
境
（
因
、
対
象
）
が
無
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
依
り
所
と
し
て
成
立
し
て
く
る
識

体
（
識
の
果
）
は
成
り
立
た
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
境
は
三
性
の
分
別
性
で
説
い
た
如
く
、
そ
れ
は
無
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
果
は
成
立
し
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
相
性
と
無
生
性
は
無
性
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
を
説
く
警
嚥
と
し
て
種

子
と
芽
の
警
噛
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
二
つ
の
無
性
は
因
が
無
い
こ
と
に
よ
り
果
も
無
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
因
果
の
関
係

が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
果
と
し
て
の
識
体
も
不
成
立
と
な
る
。
そ
れ
を
両
性
の
無
所
有
と
説
く
の
で
あ
り
、
そ
の
状
態
が
俗
諦

に
お
け
る
二
つ
の
無
性
を
意
味
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
次
に
真
実
性
と
し
て
の
無
性
性
に
つ
い
竃
、

無
有
性
一
無
二
無
性
一
。
約
二
人
法
一
故
無
二
有
性
一
、
約
二
二
空
一
故
無
二
無
性
一
。
即
是
非
二
有
性
一
非
二
無
性
一
故
重
称
二
無
性
性
一
也
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
義
に
つ
い
て
、
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
も
の
で
、
真
如
の
非
有
非
空
の
義
を
詮
す
も
の
で
は
無
か
ろ
う
か
と
言

わ
れ
て
い
蕊
。
し
か
し
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
ど
う
か
と
思
う
。
そ
の
無
有
性
と
は
人
法
に
約
す
る
か
ら
無
有
性
で
あ
る
と

説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
安
慧
が
『
唯
識
三
十
頌
釈
』
の
初
め
に
「
法
と
人
と
に
執
着
す
る
人
た
ち
は
如
実
に
唯
心
を
知
ら
な
い
」

（
号
胃
９
画
‐
冒
岳
口
崗
寡
言
ご
嫡
箇
の
昌
冨
ョ
騨
国
昌
崗
喜
學
言
冨
ョ
目
両
目
冒
己
と
説
く
と
こ
ろ
の
人
我
・
法
我
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
稀
性
（
ｍ
く
”
ｇ
画
く
、
》
自
性
）
な
の
で
あ
る
。
そ
の
人
法
の
有
性
を
否
定
す
る
の
が
無
有
性
（
己
昏
い
く
号
冨
ぐ
Ｐ
無
、
無
性
）
と
説

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）
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『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

か
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
次
に
無
無
性
と
は
「
二
空
に
約
す
る
か
ら
無
無
性
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
空
は
人
我
・
法
我

の
二
つ
が
空
（
否
定
、
習
昌
四
）
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
れ
は
人
我
・
法
我
の
二
空
で
あ
る
こ
と
か
ら
無
性

（
冒
讐
の
ぐ
画
ｇ
母
画
）
で
あ
る
。
こ
の
無
性
の
中
に
は
す
で
に
有
性
と
し
て
の
人
法
両
我
は
否
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

更
に
否
定
し
て
無
無
性
と
説
く
の
は
人
法
両
我
の
否
定
（
二
空
、
無
性
）
を
も
否
定
（
無
）
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
自
性
の
背
定

に
な
る
。
こ
の
無
有
性
・
無
無
性
は
更
に
非
有
性
・
非
無
性
と
言
い
変
え
ら
れ
て
い
る
。
「
無
」
も
「
非
」
も
共
に
否
定
ま
た
は
反
対
の

意
味
を
表
わ
す
語
で
同
一
の
意
味
で
あ
る
。
故
に
、
無
有
性
・
非
有
性
と
は
、
ぐ
号
冨
ぐ
Ｐ
の
否
定
ま
た
は
反
対
の
意
味
で
あ
り
、
無
無

性
・
非
無
性
と
は
昌
讐
、
ぐ
画
与
野
画
の
否
定
ま
た
は
反
対
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
無
性
・
非
無
性
に
は
『
唯
識
三
十
頌
』
に
お
け
る

一
干
四
頌
の
］
異
留
冒
‐
邑
昏
ぐ
号
冨
ぐ
ぃ
と
ロ
ロ
の
ぐ
畠
画
召
与
野
ｍ
と
の
否
定
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
無
有

性
・
無
無
性
す
な
わ
ち
非
有
性
・
非
無
性
で
あ
る
も
の
が
「
重
ね
て
無
性
の
性
と
称
す
る
」
と
説
か
れ
る
も
の
で
、
第
三
の
勝
義
の
無
性

性
（
冒
圖
日
野
号
画
皀
篇
ぐ
呂
冨
ぐ
画
芯
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
性
性
は
一
画
覇
息
画
白
富
岳
与
野
、
と
ョ
四
ｍ
ぐ
亀
画
召
与
野
”
を
否
定
し

た
と
こ
ろ
の
邑
曽
い
く
号
苗
息
藺
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
己
宮
く
号
冨
冨
の
本
質
と
し
て
「
，
茜
」
（
性
）
が
有
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
の
‐
冨
画
は
「
ｌ
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
有
で
あ
る
意
味
で
、
抽
象
性
・
観
念
・
本
質
な
ど
を
あ
ら
わ
す
撞
尾
辞
で
あ
麺
。
故

に
邑
旨
の
ぐ
号
冨
冒
茜
は
「
無
性
で
あ
る
こ
と
」
の
「
ｌ
で
あ
る
こ
と
」
（
‐
茜
）
と
し
て
の
有
で
あ
っ
て
虚
無
で
は
な
く
旨
吾
馨
冒
冨
と

し
て
あ
る
こ
と
（
，
芯
）
で
あ
る
く

更
に
、
安
慧
は
三
無
性
を
註
釈
し
て
、
一
畏
留
冒
白
宮
ぐ
呂
冨
ぐ
ゆ
（
相
無
性
）
、
臣
９
ｍ
旨
‐
ご
碁
の
ぐ
呂
冨
ぐ
画
菌
（
生
無
性
性
）
、
ご
胃
陣
‐

日
騨
尋
冨
‐
冒
昏
の
ぐ
画
ｇ
画
く
画
蔵
（
最
勝
無
性
性
）
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
魂
。
こ
の
安
慧
釈
は
第
一
と
第
三
は
『
唯
識
三
十
頌
』
と
同
じ
で

あ
る
が
第
二
の
冒
画
、
ぐ
こ
画
召
喜
讐
画
を
匡
吾
画
甚
‐
己
暮
”
ぐ
呂
冨
岳
菌
と
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
っ
て
い
る
。
安
慧
の
三
無
性
説

（
０
計
画
）

で
あ
る
。
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は
真
諦
の
に
比
較
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
別
性
に
依
る
相
無
性
言
窟
画
冒
‐
国
昏
い
く
呂
冨
ぐ
画
）
を
「
色
は
外
形
を
特
色
と
す

●

る
」
（
箇
冒
‐
旨
扇
画
冒
呂
冒
日
）
や
「
受
は
知
覚
を
特
色
と
す
る
」
（
９
号
言
く
画
‐
旨
覇
呂
画
く
の
§
口
碑
）
と
説
く
相
対
関
係
の
上
に
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
れ
は
実
体
の
な
い
も
の
（
の
ぐ
胃
匡
冒
‐
呂
冨
菌
）
で
空
中
の
花
（
罫
呂
易
冨
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

ら
相
無
性
（
、
く
胃
匡
冒
‐
昌
房
く
画
ｇ
画
く
画
で
あ
る
」
（
ｇ
ｇ
８
ｍ
ぐ
胃
号
馨
冨
ぐ
騨
客
ｇ
易
冒
く
ｇ
の
く
胃
唇
の
曽
冒
画
己
冨
ぐ
号
冨
く
鳥
）

●

●

と
説
い
て
い
る
。
依
他
性
に
依
る
無
性
に
つ
い
て
は
真
諦
は
「
無
生
性
」
と
訳
し
、
玄
葵
は
無
自
然
性
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
目

ぬ
ぐ
ｇ
四
日
ｇ
豐
四
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
安
慧
は
「
そ
の
無
自
然
性
は
幻
像
の
よ
う
に
他
の
縁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
そ
れ
は
実
体

の
無
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
生
起
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
れ
は
生
無
性
性
（
ｇ
冒
昌
‐
国
暮
の
ぐ
呂
冨
ぐ
陣
芯
）
で
あ

る
」
（
。
ｍ
の
ぐ
陣
韓
画
日
ず
琴
画
く
画
の
岳
切
望
、
ョ
四
〕
画
く
９
つ
画
『
四
画
『
ゆ
ご
、
］
の
。
。
ｇ
”
算
の
毒
画
厨
の
。
勉
望
画
吾
”
胃
画
家
雪
］
騨
一
冨
吾
四
画
望
０
９
画
‐
写
〕
『
ご

●

”
鴛
昌
画
８
－
の
冨
匡
ｇ
画
昌
‐
ご
善
の
ぐ
号
冨
ぐ
画
薗
一
ご
巨
。
冒
言
）
と
解
説
し
て
い
る
。
更
に
真
実
性
に
よ
る
無
性
で
あ
る
無
性
性
に
つ
い
て
、

●

安
慧
は
「
そ
れ
は
諸
法
の
最
勝
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
真
如
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
出
世
間
智
（
一
烏
ｇ
冨
愚
‐
萱
豐
画
）
で

あ
り
、
無
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
が
最
勝
義
で
あ
る
。
」
（
舎
胃
日
９
，
日
ｇ
日
日
四
円
芽
鼠
８
ｍ
ｍ
冒
冨
、
冨
昏
、
莅

冒
の
画
筐
一
冒
圖
ョ
巨
一
ｏ
百
鳶
閏
画
‐
識
四
目
日
．
己
同
巨
冨
『
ｇ
ぐ
騨
冨
豊
野
喜
農
冒
国
日
野
讐
島
ロ
・
全
》
届
Ｓ
と
解
説
し
て
い
る
。

。更
に
、
真
実
性
と
そ
の
無
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
麺
ｏ

、
寺
ゴ
画
く
四
阿
席
画
の
画
く
画
守
切
固
司
ぐ
画
幹
口
芦
天
画
『
画
の
画
門
奈
昏
の
邑
画
く
画
目
目
色
｝
琶
也
Ｏ
画
く
一
斉
画
円
陣
『
計
ゴ
の
口
四
○
画
己
い
目
。
』
や
壱
四
ｐ
ｐ
ｍ
唇
の
ぐ
画
ウ
ゴ
固
く
画
迂
壱
四
『
画
『
ご
働
旬
毎
二
ｍ

ｅ

Ｇ
Ｇ

匡
昌
胃
①
｜
の
煙
百
ｍ
ョ
礫
で
胃
］
日
智
息
言
昼
、
ぐ
ロ
与
野
画
壹
の
胃
ぐ
画
号
胃
日
９
画
ヨ
ロ
胃
画
冨
具
『
礫
目
鼻
普
画
巳
冒
愚
日
野
芸
、
言
冨
』
号
‐

●
●

。

ｍ
司
冒
］
画
芹
の
威
澪
『
計
ぐ
ぃ
苛
画
閏
己
陣
守
石
四
目
ご
】
や
石
口
恒
ロ
”
の
ぐ
画
の
ぐ
画
ウ
ゴ
四
ぐ
画
一
で
画
門
、
閂
国
画
『
合
ゴ
画
０
．
－
唇
い
く
画
ケ
ゴ
”
く
働
守
四
壱
画
目
ご
』
ｍ
も
画
ロ
ロ
画
の
冨
四
ご
弓
陣
ぐ
ｍ
０
ｍ
ぐ
、
‐

ｅ
●

●
●

ウ
ゴ
画
く
回
↑
く
画
守
一

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）
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『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

あ
た
か
も
虚
空
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
無
差
別
で
あ
る
た
め
に
、
離
垢
の
無
変
異
の
た
め
に
真
実
の
自
性
含
胃
目
智
固
９
画
‐
の
箇
与
‐

働
く
画
）
は
最
勝
（
石
関
勉
ョ
胃
菩
画
）
と
説
か
れ
る
。
こ
の
故
に
、
そ
の
真
実
の
自
性
は
他
に
依
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
一
切
の
諸
法
の

最
勝
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
性
（
号
胃
日
画
苗
）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
実
に
真
実
の
自
性
は
真
実
の
無
自
体
の
自
性
性
で

あ
る
か
ら
最
勝
の
無
自
性
性
（
冨
圖
日
野
喜
画
‐
己
冨
ぐ
号
冨
自
蔵
）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
性
と
三
無
性
に
お
け
る
第
三
性
と
そ
れ
に
依
る
第
三
無
性
の
関
係
を
明
白
に
し
て
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
の
安
慧
の
理
解

は
真
諦
の
真
実
性
の
理
解
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
真
実
の
無
性
性
が
一
切
諸
法
の
第
一
義
で
あ
り
、
真
如
で
あ
る
。

そ
の
真
如
と
は
一
切
の
時
に
（
常
に
）
「
あ
る
が
ま
ま
に
有
る
」
（
冨
芽
馨
冨
ぐ
画
．
如
是
有
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
悟
る
こ
と

で
あ
る
。
真
諦
は
切
胃
ぐ
画
冨
旨
を
以
二
其
離
Ｐ
有
故
名
し
常
と
解
釈
し
て
い
る
。
一
切
の
諸
法
を
そ
の
よ
う
に
観
る
こ
と
が
唯
識
説
に
お

け
る
智
慧
で
あ
っ
て
人
法
両
無
我
に
達
し
た
如
実
の
唯
心
（
冨
芽
９
百
苗
‐
ｏ
冒
画
目
算
国
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
「
一
切
は
唯
だ
表
象

の
識
と
し
顕
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
（
ぐ
言
画
昌
冒
騨
圖
茜
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
通
達
す
る
こ
と
が
唯
識
説
に
お

け
る
究
極
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
究
極
の
目
的
に
通
達
す
る
修
行
の
方
法
と
し
て
三
性
三
無
性
説
の
観
法
が
琉
伽
行
唯
識
学
派
に
説
か
れ

る
の
で
あ
ろ
う
。

戸

,へ註
1ｰ
…

宇
井
伯
寿
『
印
度
哲
学
研
究
』
六
（
岩
波
書
店
・
昭
如
）
で
は
『
「
転
識
論
』
は
『
唯
識
三
十
頌
』
の
異
訳
で
あ
る
と
認
め
る
。
し
か
し
結
城

令
聞
『
世
親
唯
識
の
研
究
』
上
（
ｐ
二
○
、
青
山
書
院
。
一
九
五
六
）
で
は
『
転
識
論
』
は
『
唯
識
三
十
頌
』
の
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
っ
て
異
訳
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
私
は
こ
の
結
城
説
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
異
訳
説
を
採
用
す
る
。
な
お
『
転
識
論
』
は

テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
印
哲
研
』
六
（
ｐ
四
○
七
’
四
二
七
）
を
用
い
た
。
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（
２
）
の
．
隈
急
》
ぐ
言
呂
露
日
騨
司
里
勝
昼
口
冨
々
ロ
＄
ｌ
き

（
３
）
『
転
識
論
』
（
『
印
哲
研
』
六
）
、
四
二
一
頁
。
た
だ
し
、
二
十
一
頌
後
半
の
訓
読
は
『
新
導
成
唯
識
論
』
八
頁
（
法
隆
寺
、
昭
卯
）
に
よ
っ

（
３
）
同
、
四
一
八
頁
。

（
３
）
同
、
四
一
八
’
四
一
九
頁
。

楠
臥
竜
「
真
諦
三
蔵
所
伝
の
唯
識
教
理
に
顕
れ
た
る
三
性
三
無
性
論
」
（
『
宗
学
院
論
輯
』
２
、
昭
５
）
、
二
三
一
’
二
三
二
頁
。

上
田
義
文
「
識
に
関
す
る
二
つ
の
見
解
ｌ
能
変
と
能
縁
」
（
『
結
城
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
）

上
田
義
文
「
皇
圏
。
§
、
凰
愚
日
、
の
意
味
」
（
『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
２
号
。
一
九
六
五
）

長
尾
雅
人
「
唯
識
義
の
基
盤
と
し
て
の
三
性
説
」
（
『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
４
号
・
一
九
六
七
）

『
転
識
論
』
四
一
七
頁
。

部
を
次
に
あ
げ
る
。

『
世
親
唯
識
の
研
究
』
上
、
二
○
四
頁
。

大
野
義
正
「
三
性
説
余
論
」
（
『
哲
学
年
報
』
皿
輯
、
昭
妬
）
一
七
二
頁
。
な
お
、
上
田
義
文
『
仏
教
思
想
史
研
究
』
妬
ｌ
灯
頁
参
照
。

『
三
無
性
論
』
（
『
印
哲
研
』
六
）
二
五
七
頁
。

長
尾
雅
人
「
転
換
の
論
理
」
（
『
哲
学
研
究
』
四
○
五
号
、
昭
訂
）
、
同
「
異
門
（
目
ｑ
ｇ
ｍ
）
と
い
ふ
こ
と
ば
」
（
『
宗
教
研
究
』
二
巻

四
・
昭
略
）
。
こ
の
異
門
説
に
よ
る
三
性
説
に
あ
っ
て
も
依
他
性
が
中
心
と
成
っ
て
い
る
か
ら
真
諦
の
三
性
説
と
異
っ
て
い
る
。

『
転
識
論
』
四
一
五
頁
。
第
Ⅳ
頌
の
島
目
。
ｍ
‐
ｇ
風
呂
日
、
（
玄
美
は
識
転
変
、
真
諦
は
識
転
）
に
つ
い
て
多
く
の
論
文
が
あ
る
。
そ
の
一

武
内
紹
晃
「
唯
識
思
想
の
中
国
的
屈
折
序
説
」
（
『
佐
藤
博
士
古
稀
記
念
仏
教
思
想
論
叢
』
五
一
九
頁
・
昭
釘
）
、
こ
の
圖
冨
冨
冨
「
遠
離

せ
ら
れ
た
る
こ
と
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

せ
ら
れ
た
る
こ
と
」
に
一

冨
萱
、
石
津
９
厘
目
莅
凰
＆
言
々
己
路
Ｉ
合
．

『
転
識
論
』
四
二
一
頁
。

た
。

‐司

転転
識識
論論
一一

『
転
識
論
』
四
二
一
頁
。

四
一
五
頁
。

に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）
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（
Ⅳ
）
同
、
四
一
七
頁
。

勝
呂
信
静
「
初
期
唯
識
説
に
お
け
る
三
性
説
の
構
造
」
（
『
金
倉
博
士
古
稀
記
念
・
印
度
学
仏
教
学
論
集
』
、
一
九
六
六
）
、
二
五
三
頁
。

拙
稿
「
摂
大
乗
論
と
九
識
説
に
つ
い
て
」
（
『
印
仏
研
』
加
の
２
、
昭
釘
）
、
三
○
二
頁
。

『
転
識
論
」
四
一
七
’
四
一
八
頁
。

註
（
岨
）
同
、
二
五
八
吉

『
梵
文
入
梼
伽
経
』
全

号
、
一
九
七
一
）
、
二

『
十
八
空
論
』
（
『
印
奉

『
転
識
論
』
四
二
○
頁
。

二
五
八
頁

筐
（
南

宇
井
伯
寿
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
二
八
三
’
二
八
四
頁
。
『
大
正
』
三
一
、
六
一
三
ａ
、
『
十
八
空
論
』
一
四
八
頁
。

拙
稿
「
真
諦
の
阿
摩
羅
識
説
に
つ
い
て
」
（
『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
８
号
、
一
九
七
一
）
四
八
・
五
三
頁
。

真
興
述
『
梵
噺
日
羅
駄
韻
私
記
』
（
『
日
本
大
蔵
経
』
旧
第
７
、
五
一
三
頁
上
、
新
第
調
、
二
五
六
頁
上
）
即
顕
在
鯉
如
来
蔵
義
。
如
二
慈
尊
｛

云
非
レ
染
二
不
染
一
。
非
し
浄
非
二
不
浄
一
。
心
性
本
浄
故
。
由
客
塵
所
染
。
正
与
レ
此
同
。

『
転
識
論
』
四
二
五
・
四
二
七
頁
。

『
転
識
論
』
四
二
一
’
四
二
三
頁
。

く
昔
画
耳
一
目
麗
吋
曾
肝
丘
呂
ゞ
墓
］
・

註
（
羽
）
と
同
じ
。

山
口
益
『
般
若
思
想
史
』
（
昭
釧
）
、
七
五
頁
。

『
世
親
唯
識
の
研
究
』
上
、
九
七
頁
。

註
（
鋤
）
に
同
じ
。

『
新
導
成
唯
識
論
』
第
八
、
三
七
二
頁
。

『
転
識
論
」
四
二
二
頁
。

註
（
鋤
）
に
同
じ
。

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

。条
文
雄
校
訂
）
で
・
雪
一
ぷ
．
で
、
密
厚
菅
沼
晃
「
入
拐
伽
経
に
お
け
る
五
法
説
の
研
究
」
（
『
東
洋
学
研
究
』
第
５

、
二
一
三
頁
。

（
『
印
哲
研
』
六
）
、
一
五
六
頁
。
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（
似
）
註
（
錨
）
に
同
じ
。
玄
美
は
ロ
、
ゆ
く
畠
餌
目
ｇ
野
口
を
無
自
然
性
と
訳
し
て
い
る
。

（
蛇
）
『
転
識
論
』
に
依
他
の
「
無
性
性
」
と
あ
る
の
は
真
諦
の
他
の
訳
例
（
『
摂
論
釈
』
）
か
ら
見
て
「
無
生
性
」
の
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

へへへ

403938
ー営曹

『
転
識
論
』
四
二
四
頁
。

『
転
識
論
』
、
四
二
四
’
四
二
五
頁
。

註
（
坊
）
と
同
論
文
、
二
三
九
頁
。

島
忌
で
三
目
騨
司
喫
勝
昼
。
亘
》
で
届
」
崖
．

武
内
紹
晃
「
唯
識
思
想
の
中
国
的
屈
折
序
説
」
（
『
佐
藤
博
士
古
稀
記
念
、
仏
教
思
想
論
叢
』
、
昭
灯
）
、
五
一
八
頁
。

勝
呂
信
静
「
唯
識
と
法
性
」
（
『
平
川
博
士
還
暦
記
念
、
仏
教
に
お
け
る
法
の
研
究
』
昭
五
十
年
十
月
）

二
首
§
ご
冒
騨
司
曾
瞭
昼
。
亘
ｐ
き
』
ぷ
１
９
．

（
妃
）
同
、
ｐ
色
－
９
１
塁
．

円
測
『
仁
王
経
疏
』

三
○
六
’
三
○
七
頁
。

く
ご
到
回
ロ
一
員
口
画
一
『
画
一
四
⑳
一
口
Ｑ
一
画
で
↑
』
。

『
転
識
論
』
四
二
三
’
四
二
五
頁
、
『
世
親
唯
識
の
研
究
』
上
、
九
七
頁
参
照
。
『
新
導
成
唯
識
論
』
第
九
、
三
九
一
頁
。

円
測
『
仁
王
経
疏
』
（
『
続
蔵
』
一
’
四
十
’
五
）
、
四
二
○
頁
上
ｌ
下
。
坂
本
幸
男
「
仏
性
論
開
題
」
（
「
国
訳
一
切
経
、
琉
側
匙
十
一
）

い
◎

『
転
識
論
』
に
お
け
る
三
性
説
に
つ
い
て
（
岩
田
）

(〃7）



目
次解

題
（
１
）
岡
山
県
伺
備
前
国
磐
梨
郡
田
原
下
村
農
阿
部
清
太

郎
発
意
ニ
テ
同
村
農
近
藤
嘉
十
郎
外
六
名
明
治
四
年
水

災
ニ
テ
年
貢
上
納
シ
難
キ
歎
願
及
フ
可
ク
ト
他
村
ヲ
誘

引
シ
為
メ
’
一
各
郡
村
々
動
揺
為
シ
タ
ル
ニ
付
処
刑
方
ノ

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る

農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）

件

（
Ⅲ
）
岡
山
県
伺
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
農
清
野
弥

（
一
）
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指
令

代
次
外
九
名
田
畑
改
正
ニ
テ
難
渋
二
付
歎
願
ス
可
ク
多

（
二
）
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
岡
山
県
処
刑
伺
…
…

人
数
寄
合
遂
二
大
里
正
山
口
村
小
坂
石
平
外
二
名
宅
へ

…
…
…
以
上
第
一
回
第
六
十
二
号

押
懸
家
財
打
砕
又
ハ
焼
捨
乱
暴
及
ヒ
シ
ニ
付
処
刑
方
ノ

（
三
）
阿
部
清
太
郎
外
七
名
口
供
書

件

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

（
Ⅱ
）
岡
山
県
伺
備
前
国
磐
梨
郡
松
木
村
農
黒
田
小
太
郎

外
七
名
前
件
（
Ｉ
の
事
件
Ｉ
中
山
註
）
二
関
シ
願
書

ヲ
執
筆
シ
或
ハ
暴
動
二
附
従
為
シ
タ
ル
ニ
付
処
分
方
ノ

件

（
一
）
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指
令

（
二
）
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
岡
山
県
処
刑
伺

（
三
）
黒
田
小
太
郎
外
七
名
口
供
書
…
…
…
．
：
…
以

上
第
二
回
第
六
十
三
号

中
山

勝

(〃9）



（
Ｖ
）
岡
山
県
伺
備
前
国
上
道
郡
百
枝
月
村
農
塩
見
虎
三

郎
外
四
名
近
郷
村
々
動
揺
ヲ
聞
同
断
出
願
ス
可
ク
寄
合

出
張
役
人
へ
歎
願
書
差
出
シ
他
村
ノ
暴
動
二
関
セ
サ
ル

ニ
依
り
無
罪
ダ
ル
可
キ
ャ
ノ
件

（
一
）
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指
令

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

（
一
）
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指
令
（
二
）
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
岡
山
県
処
刑
伺

（
二
）
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
岡
山
県
処
刑
伺
（
三
）
塩
見
虎
三
郎
外
四
名
口
供
書

（
三
）
清
野
弥
代
次
外
九
名
口
供
書
…
…
…
…
…
以

上
第
三
回
本
号
掲
載
（
Ⅲ
）
岡
山
県
伺
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
農
清
野
弥

代
次
外
九
名
田
畑
改
正
ニ
テ
難
渋
二
付
歎
願
ス
可
ク
多

（
Ⅳ
）
岡
山
県
伺
備
前
国
津
高
郡
河
内
村
之
内
山
条
農
吉
人
数
寄
合
遂
二
大
里
正
山
口
村
小
坂
石
平
外
二
名
宅
へ

村
新
三
外
七
名
貢
米
十
分
一
納
願
出
可
ク
多
人
数
寄
合
押
懸
家
財
打
砕
又
ハ
焼
捨
乱
暴
及
ヒ
シ
｜
一
付
処
刑
方
ノ

遂
二
同
郡
辛
香
村
里
正
中
山
辰
四
郎
外
二
名
宅
へ
押
懸
件

ヶ
家
財
打
砕
又
ハ
放
火
及
ヒ
シ
｜
一
付
処
刑
方
且
新
三
ハ
（
一
）
（
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指

同
囚
破
牢
ノ
企
ア
ル
ヲ
密
告
セ
シ
ニ
依
り
死
一
等
ヲ
減
令
）

ス
可
キ
ャ
ノ
件
…
…
…
以
下
次
号
掲
梼
二
大
勢
申
合
ス
ル
ヲ
徒
党
ト
云
厳
禁
明
カ
ニ
示
セ
リ
該
犯
首

（
一
）
明
治
五
年
十
月
二
十
四
日
付
・
司
法
省
指
令
ト
ナ
リ
衆
ヲ
聚
メ
強
訴
二
及
フ
依
テ
違
制
二
擬
シ
杖
一
百

（
二
）
明
治
五
年
六
月
日
欠
お
よ
び
同
年
九
月
二
十
懲
役
一
百
日
清
野
弥
代
次

四
日
・
岡
山
県
処
刑
伺

（
三
）
吉
村
新
三
外
七
名
口
供
書

團
同
国
関
口

罵
豊
律
其
長
官
及
本
属
二
非
ル
者
ヲ
罵
ル
ハ
各
二
等
ヲ
減
シ
杖

七
十
ノ
処
捕
縛
中
二
在
逃
ス
ル
ヲ
以
テ
新
条
例
ニ
依
り
脱
監
越

獄
ヲ
以
テ
論
シ
本
罪
上
ニ
ニ
等
ヲ
加
へ
杖
九
十

懲
役
九
十
日
田
中
庄
三

弥
代
次
二
同
意
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
附
和
随
行
シ
暴
動
ニ
加
ハ

(IIO)



團
国
国
圓
〕
圃
圖
ロ
圏
口
固

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
清
野
弥
代
次
外
九
人
御
仕

置
伺
書

岡
山
県

ラ
サ
ル
者
違
令
ノ
軽
答
三
十

贈
罪
金
二
両
壱
分
花
房
林
蔵

清
野
代
八

花
房
岩
五
郎

花
房
長
十
郎

清
野
豊
次
郎

歎
願
二
同
意
ス
ル
ノ
ミ
’
一
シ
テ
附
和
随
行
セ
サ
ル
者

無
罪
近
藤
元
次
郎

歎
願
二
同
意
セ
サ
ル
者

無
罪
長
瀬
熊
蔵

清
野
理
三
治

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

（
二
）
（
明
治
五
年
六
月
日
欠
・
岡
山
県
処
刑
伺
）

修
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
清
野
弥
代
次
外
九
人
吟
味
仕
候

処
左
之
通

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

清
野
弥
代
次

申
三
十
八
歳

右
清
野
弥
代
次
義
去
辛
未
年
春
已
来
田
畑
改
正
二
付
難
渋
有
之
歎

願
之
義
村
内
百
姓
花
房
林
三
清
野
代
八
長
瀬
熊
三
花
房
長
十
郎
花

房
岩
五
郎
清
野
理
三
次
清
野
豊
次
郎
等
寄
合
之
上
及
示
談
一
応
村

役
人
江
申
出
置
候
処
歎
願
不
明
叶
由
二
而
同
十
一
月
廿
八
日
前
同

様
寄
合
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
之
義
申
談
同
夕
一
同
出
訴
と
し
て
村
外

へ
出
候
処
近
郷
村
々
江
波
及
多
人
数
動
揺
致
し
赤
坂
郡
大
里
正
山

口
村
小
坂
石
平
同
郡
高
屋
村
里
正
花
房
銀
三
郎
同
郡
河
本
村
百
姓

森
修
吉
右
三
人
之
者
居
宅
江
押
懸
家
財
諸
道
具
共
門
内
江
持
出
打

砕
又
ハ
焼
捨
及
暴
動
候
其
節
弥
代
次
義
者
意
外
之
事
二
立
至
リ
恐

怖
致
し
交
不
居
申
候
へ
辻
筌
発
意
二
而
幽
訴
致
し
候
処
ょ
里
亦
村
々

多
人
数
之
者
動
揺
致
し
諸
所
及
乱
暴
候
始
末
不
届
之
至
二
付
絞
罪

可
申
付
哉

備
前
国
赤
坂
郡
正
崎
村
百
始

("I)



右
罪
囚
ノ
逃
走
ス
ル
ヲ
覚
ラ
サ
ル
押
解
人
ハ
新
律
二
依
り
処
断

仕
候
（
「
右
罪
囚
」
以
下
二
十
六
字
朱
書
ｌ
ｌ
中
山
註
）

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓花

房
林
蔵

申
四
十
三
歳

右
芝
房
林
蔵
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
示
談
二

同
意
致
し
去
辛
未
年
十
一
月
廿
八
日
出
訴
致
し
候
処
村
々
動
揺
外

多
人
数
ニ
お
ゐ
て
ハ
諸
所
及
乱
暴
候
右
林
蔵
義
其
節
相
交
リ
不
居

申
候
付
附
随
ニ
因
り
無
罪
二
可
有
御
坐
哉

墓

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

田
中
庄
三
右
清
野
代
八
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
示
談
二

申
三
十
八
歳
同
意
致
し
去
辛
未
年
十
一
月
廿
八
日
出
訴
致
し
候
処
村
々
動
揺
致

右
田
中
庄
三
義
去
辛
未
年
十
一
月
参
九
日
赤
坂
郡
村
々
百
姓
共
動
し
外
多
人
数
お
ゐ
て
ハ
諸
所
乱
暴
致
し
候
右
代
八
義
其
節
相
交
リ

揺
之
節
出
張
役
人
之
旅
宿
赤
坂
郡
河
本
村
百
姓
森
修
吉
宅
江
立
越
不
居
申
候
付
附
随
ニ
依
り
無
罪
二
可
有
御
坐
哉

雑
言
申
募
候
付
捕
縛
之
上
率
立
候
途
中
ヨ
リ
逃
去
尚
又
多
人
数
中

へ
加
リ
官
吏
江
対
し
悪
口
致
し
候
始
末
不
届
二
付
准
流
十
年
可
申
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓清

野
代
八

申
四
十
五
歳

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

花
房
岩
五
郎

申
三
十
歳

右
花
房
岩
五
郎
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
義
示

誌
二
預
リ
其
意
二
随
ひ
一
旦
立
出
候
処
発
病
以
た
し
村
々
多
人
数

乱
暴
之
節
右
岩
五
郎
義
相
交
リ
不
居
申
候
付
附
随
ニ
依
り
無
罪
二

可
有
御
坐
哉

右
近
見
元
次
郎
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
頼
ヲ
受
無
何
心
村

内
之
者
共
江
寄
合
之
義
申
伝
へ
候
去
辛
未
年
十
一
月
廿
八
日
村
々

動
揺
之
節
ハ
右
元
次
郎
義
相
交
リ
不
居
申
候
附
随
ニ
因
り
無
罪
二

可
有
御
坐
哉

近
見
元
次
郎

申
六
十
二
歳

ヨ
リ
頼
ヲ
受
無
何
心
村

(n2）



備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓長

瀬
熊
三

申
五
十
二
歳

右
長
瀬
熊
三
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
示
談
二

同
意
不
致
村
方
一
同
出
訴
之
節
ハ
病
気
二
付
参
り
不
居
申
二
付
無

罪
二
可
有
御
坐
哉

依
り
無
罪
二
可
有
御
坐
哉

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

清
野
豊
次
郎

申
五
十
一
歳

右
清
野
豊
次
郎
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
義
及

示
談
候
節
相
断
村
方
之
者
一
同
立
出
候
二
付
倶
々
参
居
候
得
共
外

村
々
多
人
数
乱
暴
之
節
右
豊
次
郎
義
相
交
リ
不
居
申
候
付
附
随
二

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

花
房
長
十
郎

申
五
十
五
歳

右
花
房
長
十
郎
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
示
談

二
預
リ
其
意
二
随
ひ
一
旦
立
出
候
得
共
外
村
々
多
人
数
動
揺
乱
暴

致
候
節
右
長
十
郎
義
相
交
リ
不
居
申
候
付
附
随
ニ
依
り
無
罪
二
可

有
御
坐
哉

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

右
之
通
二
御
坐
候
御
仕
置
之
義
別
帳
口
書
拾
冊
井
手
続
書
三
冊
共

相
添
此
段
相
伺
申
候
已
上

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

清
野
理
三
次

申
三
十
一
歳

右
清
野
理
三
次
義
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
出
訴
歎
願
之
義
示

談
二
及
候
得
共
同
意
不
致
村
方
一
同
出
訴
致
候
節
一
旦
立
出
候
得

共
途
中
ヨ
リ
罷
帰
候
付
外
村
々
多
人
数
乱
暴
之
節
右
理
三
次
義
ハ

相
交
不
居
申
二
付
附
随
ニ
依
り
無
罪
二
可
有
御
坐
哉

明
治
五
年
壬
申
六
月

（
三
）
（
清
野
弥
代
次
外
九
名
口
供
書
）

岡
山
県

圃

(皿3）
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明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

居
候
付
同
廿
八
日
右
元
次
郎
相
頼
又
者
私
ヨ
リ
前
同
様
古
家
上

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
与
申
所
へ
寄
合
申
旨
村
方
へ
申
伝
候
所
前
条
名
前
之
者
共
始
二

清
野
弥
代
次
申
口
十
人
計
一
時
ニ
相
集
リ
候
二
付
私
ヨ
リ
一
同
へ
申
聞
候
ハ
組
合

申
三
十
八
歳
大
里
正
小
坂
石
平
殿
へ
歎
願
致
し
候
而
も
取
揚
呉
不
申
且
御
年

先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
坐
候
貢
米
上
納
近
寄
必
至
難
渋
之
所
ヨ
リ
大
里
正
同
郡
斎
富
村
藤
原

私
義
農
業
専
ら
二
而
高
拾
弐
石
五
升
所
持
仕
居
申
候
然
ル
所
昨
清
次
郎
殿
へ
出
願
可
致
旨
私
ヨ
リ
示
談
候
所
一
同
同
意
二
付
是

未
年
春
以
来
田
畑
御
改
正
二
而
是
迄
御
救
被
下
置
候
品
々
御
加
ョ
リ
罷
越
候
様
申
一
旦
立
別
連
帰
宅
之
上
難
渋
者
而
已
村
端
へ

損
米
弐
石
八
斗
程
不
残
御
取
上
ケ
ニ
相
成
約
ク
壱
石
三
斗
七
升
出
懸
候
所
其
外
之
者
も
為
見
廻
付
随
ひ
罷
越
一
同
同
郡
今
井
村

余
御
年
貢
多
分
之
上
納
二
相
成
且
兼
而
私
引
請
居
申
候
村
内
二
へ
罷
越
候
処
同
村
井
同
郡
東
軽
部
村
之
者
共
最
早
多
人
数
簑
笠

作
人
無
之
散
田
与
唱
へ
来
リ
候
溶
田
之
内
壱
畝
弐
拾
歩
計
り
畝
着
竹
鎗
等
携
村
端
迄
出
居
申
二
付
一
群
二
相
成
下
郷
村
々
へ
押

切
有
之
分
も
御
座
候
而
村
内
右
同
様
難
渋
之
者
不
少
折
柄
同
年
掛
参
候
途
中
同
郡
西
軽
部
村
二
而
村
役
人
共
引
取
候
様
理
解
致

十
一
月
十
日
頃
私
よ
里
村
内
百
姓
近
見
元
次
郎
相
頼
村
内
字
古
候
得
共
一
同
聞
入
不
申
中
近
郷
村
々
暫
時
二
動
揺
仕
同
郡
山
口

家
上
与
申
所
二
而
談
合
度
義
有
之
候
間
罷
越
候
様
村
内
へ
伝
鳴
村
へ
多
人
数
之
者
共
押
行
候
二
付
私
義
者
右
人
数
之
後
ョ
リ
罷

ひ
候
処
村
内
百
姓
花
房
林
三
清
野
代
八
長
瀬
熊
三
花
房
長
十
郎
越
候
所
最
早
同
村
居
住
大
里
正
小
坂
石
平
殿
宅
舎
頻
二
乱
妨
家

花
房
岩
五
郎
清
野
理
三
次
清
野
豊
次
郎
其
外
十
四
五
人
も
罷
越
財
打
殴
チ
居
申
夫
ヨ
リ
執
も
尚
下
郷
村
々
江
罷
越
候
付
付
添
同

候
付
私
ヨ
リ
右
難
渋
之
趣
村
役
人
江
歎
願
致
し
候
而
者
如
何
哉
郡
西
中
村
二
居
申
申
次
第
二
人
数
弥
増
先
立
候
村
々
之
者
共
同

与
申
談
候
所
難
渋
之
者
共
ハ
宜
相
頼
候
旨
申
出
候
付
私
ヨ
リ
村
郡
高
屋
村
里
正
花
房
銀
三
郎
井
同
郡
河
本
村
百
姓
森
修
吉
居
宅

方
目
代
江
歎
願
仕
置
候
所
村
方
里
正
ヨ
リ
組
合
大
里
正
赤
坂
郡
及
乱
妨
候
付
実
二
存
外
之
義
二
立
至
リ
恐
敷
相
成
候
得
共
多
人

山
口
村
小
坂
石
平
殿
へ
歎
出
被
呉
候
得
共
御
採
用
無
之
是
非
共
数
之
義
迩
も
私
等
所
存
二
而
取
鎮
か
た
く
無
拠
附
添
ひ
参
り
同

地
所
ハ
為
作
候
様
被
申
候
由
同
廿
七
日
夕
村
方
里
正
ョ
リ
申
移
郡
高
屋
村
郷
中
山
中
へ
才
居
申
所
同
十
二
月
朔
日
同
村
へ
租
税
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御
掛
り
渡
辺
大
属
様
薄
田
脩
様
高
木
義
吉
様
御
出
張
御
理
解
二

承
伏
仕
候
哉
い
つ
連
も
銘
々
村
方
へ
引
取
候
趣
二
相
見
私
義
も

同
時
二
帰
宅
仕
候
義
二
御
座
候

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
実
以
難
渋
歎
願
之
筋
有
之
候
得
者

穏
二
其
筋
江
可
申
出
之
所
無
其
義
徒
党
相
企
外
多
人
数
ニ
お
ゐ
て

い
大
里
正
其
外
諸
所
民
家
及
乱
暴
候
二
立
至
り
其
節
先
立
候
者
見

覚
或
ハ
姓
名
等
伝
聞
旦
倶
々
手
ヲ
着
ヶ
暴
動
致
し
候
義
可
有
之
与

再
応
御
吟
味
ヲ
被
り
候
得
共
前
条
之
外
差
蔵
し
候
義
更
二
無
御
坐

段
申
上
候
所
右
様
村
内
之
者
ヲ
煽
動
し
徒
党
相
結
郡
中
ヲ
為
騒
候

始
末
不
埒
至
極
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
坐
奉
恐
入
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

明
治
五
年
壬
申
三
月
十
五
日
清
野
弥
代
次

扣
備
前
国
赤
坂
郡
正
崎
村
百
姓
田
中
庄
三
口
書

断
獄
御
役
所

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

岡
山
県

備
前
国
赤
坂
郡
正
崎
村
百
姓田

中
庄
三
申
口

申
三
十
八
歳

先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
坐
候

私
義
農
業
専
ら
二
而
高
弐
石
八
斗
所
持
仕
居
申
候
然
ル
所
昨
未

十
一
月
廿
九
日
朝
奥
筋
村
々
之
者
共
動
揺
仕
多
人
数
押
来
村
内

野
間
へ
積
有
之
候
藁
狼
リ
ニ
焚
捨
罷
在
候
二
付
早
速
罷
出
察
当

仕
且
何
等
之
故
二
多
人
数
来
候
哉
与
相
尋
候
所
大
里
正
赤
坂
郡

斉
富
村
藤
原
清
次
郎
殿
江
歎
願
筋
有
之
罷
越
候
二
付
同
意
不
致

候
ハ
魁
居
宅
打
段
候
杯
与
相
迫
り
候
付
私
村
方
之
者
と
も
不
得

止
付
随
ひ
直
二
執
連
も
同
郡
高
屋
村
へ
押
懸
参
候
付
私
義
も
後

ヨ
リ
同
村
端
へ
罷
越
承
り
候
所
里
正
同
村
花
房
銀
三
郎
居
宅
乱

暴
致
し
書
類
家
財
等
一
切
焼
捨
夫
よ
里
同
村
之
内
字
下
ヶ
端
与

申
所
へ
罷
越
同
所
へ
租
税
御
掛
り
渡
辺
大
属
様
同
薄
田
脩
様
同

高
木
義
太
様
御
出
張
二
付
一
同
ヨ
リ
歎
願
仕
居
申
由
承
り
候
得

と
も
私
義
ハ
同
村
二
而
暫
休
息
仕
晩
セ
ツ
時
頃
右
場
所
へ
罷
出

候
所
多
人
数
之
内
名
前
不
存
者
三
四
人
先
キ
立
御
年
貢
上
納
十

分
一
之
義
願
出
罷
在
候
二
付
私
義
も
昨
年
村
方
水
損
不
少
且
高

懸
リ
払
出
等
甚
難
渋
二
付
其
廉
々
御
救
他
村
同
様
十
分
一
之
義

も
願
上
候
所
一
同
為
引
取
惣
代
ヲ
以
願
出
候
様
懇
二
御
説
諭
御

坐
候
付
一
先
引
退
同
郡
立
川
村
二
而
飲
食
等
仕
熟
酔
之
上
右
御

("5)



明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

役
人
様
御
旅
宿
同
郡
河
本
村
百
姓
森
脩
吉
方
へ
同
夜
六
シ
時
過
へ
推
参
悪
口
致
し
加
之
捕
縛
逃
去
候
始
末
不
埒
至
極
之
旨
御
吟
味

参
候
所
門
戸
鎖
し
有
之
候
二
付
監
督
様
御
使
与
申
偽
り
明
呉
候
ヲ
受
申
披
キ
無
御
坐
奉
恐
入
候

様
厳
敷
相
掛
合
候
処
後
ヨ
リ
収
捕
之
人
参
り
開
門
致
サ
セ
直
二
右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

門
内
へ
被
押
込
候
付
斯
歎
願
二
立
越
罷
在
候
私
ヲ
飽
迄
察
当
ヶ
明
治
五
年
壬
申
三
月
十
五
日
田
中
庄
三

間
敷
被
申
収
捕
辿
構
ひ
不
申
杯
其
外
種
々
御
出
張
右
御
役
人
前

二
而
雑
言
致
し
候
所
ヨ
リ
捕
縛
之
上
御
索
立
相
成
候
道
筋
通
も
断
獄
御
役
所

歩
行
難
相
成
駕
寵
二
而
も
栫
上
呉
度
杯
尚
雑
言
申
募
り
卒
二
同

１

郡
牟
佐
村
迄
御
索
立
候
瑚
最
早
少
々
酒
気
相
醒
此
先
如
何
被
仰

付
候
も
難
計
様
恐
縮
之
余
り
透
を
見
合
縄
付
之
儘
逃
去
候
途
中

同
郡
高
屋
村
二
而
名
前
不
存
者
縄
切
解
キ
呉
候
付
尚
又
同
村
之

内
片
山
二
而
当
人
数
之
中
へ
加
リ
同
所
御
出
張
前
書
御
役
人
様

方
へ
対
し
速
二
榑
倒
し
呉
候
得
者
本
望
杯
与
種
々
悪
口
申
居
候

折
柄
多
人
数
之
者
銃
隊
二
而
追
払
王
迎
同
十
二
月
朔
日
朝
私
義
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

帰
宅
仕
前
非
後
悔
恐
入
居
申
候
所
御
捕
押
御
索
立
二
相
成
候
義
花
房
林
蔵
申
口

一
一
御
坐
候
申
四
十
三
歳

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
付
候
ハ
村
々
ヨ
リ
多
人
数
押
来
候
付
相
加
先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
坐
候

リ
候
義
二
候
ハ
、
心
得
方
も
可
有
之
筈
無
其
義
衆
人
二
先
立
法
外
私
義
農
業
専
二
而
高
九
石
六
升
九
合
所
持
仕
兼
而
貧
窮
者
二
御

之
歎
願
申
出
旦
役
人
之
旅
宿
へ
推
参
種
々
悪
口
致
し
捕
縛
之
上
索
坐
候
然
ル
処
昨
未
年
十
一
月
十
日
朝
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
談

立
候
途
中
ヨ
リ
逃
去
り
又
候
多
人
数
中
二
加
リ
役
人
へ
雑
言
申
出
示
有
之
候
間
罷
越
候
様
申
二
付
村
内
字
古
家
上
与
申
所
江
罷
出

候
上
ハ
猶
暴
動
致
し
候
義
可
有
之
と
再
応
御
吟
味
ヲ
受
候
得
共
前
候
処
右
弥
代
次
初
メ
名
前
難
覚
其
外
之
者
共
集
会
致
し
弥
代
次

条
之
外
差
蔵
し
候
義
更
二
無
御
坐
段
申
上
候
所
右
様
役
人
之
旅
宿
ヨ
リ
申
談
候
者
先
般
田
畑
御
改
正
有
之
就
而
者
御
年
貢
米
多
分

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
花
房
林
蔵
口
書岡

山
県

(n6）



懸
居
宅
乱
暴
仕
候
得
共
私
義
者
途
中
ヨ
リ
腹
痛
仕
候
ニ
付
歩
行

二
後
迎
遅
参
二
相
成
乱
暴
之
場
二
居
合
セ
不
申
夫
ヨ
リ
多
人
数
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

之
者
同
郡
高
居
村
里
正
花
房
銀
三
郎
居
宅
又
者
河
本
村
百
姓
森
清
野
代
八
申
口

脩
吉
居
宅
共
及
乱
暴
候
得
共
私
義
弥
歩
行
後
速
同
郡
沼
田
村
親
申
四
十
五
歳

類
之
者
へ
立
寄
養
生
仕
同
十
二
月
朔
日
帰
宅
仕
候
付
右
乱
暴
之
先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候

場
二
居
合
不
申
義
二
御
座
候
私
義
農
業
専
二
而
高
九
石
七
升
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未
年

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
真
以
難
渋
情
願
之
筋
有
之
候
得
者
田
畑
御
改
二
付
従
前
ヨ
リ
御
年
貢
米
多
分
二
払
上
候
様
相
来
村

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

二
払
上
候
様
相
成
何
迎
茂
難
渋
之
廉
目
代
役
ヲ
以
村
方
里
正
江

申
出
夫
ヨ
リ
同
郡
大
里
正
山
口
村
小
坂
石
平
江
歎
願
致
貰
度
様

申
二
付
其
意
二
任
セ
置
候
処
同
廿
七
日
右
歎
願
一
条
不
相
叶
旨

弥
代
次
よ
里
申
伝
私
義
翌
廿
八
日
晩
外
方
ヨ
リ
帰
路
右
古
家
上

見
及
候
処
村
方
之
者
共
誰
々
共
難
覚
弐
拾
人
斗
も
集
会
罷
在
候

付
立
寄
申
候
処
弥
代
次
重
立
前
書
難
渋
之
廉
大
里
正
同
郡
斉
富

村
藤
原
清
次
郎
殿
江
倶
々
罷
越
出
訴
致
度
旨
談
示
二
及
候
二
付

是
又
任
其
意
帰
宅
仕
罷
在
候
処
近
村
何
哉
ら
不
穏
竹
貝
杯
吹
立

候
音
も
相
聞
様
子
如
何
与
伺
罷
在
候
中
同
夕
六
シ
時
過
ヨ
リ
村

内
動
揺
致
し
私
義
も
隣
村
今
井
村
迄
倶
々
罷
越
候
処
最
早
同
村

井
同
郡
東
軽
部
村
之
者
共
多
人
数
与
一
緒
二
相
成
夫
ヨ
リ
同
郡

西
軽
部
村
町
苅
田
村
等
も
先
立
押
行
候
様
相
成
同
村
之
内
字
大

橋
江
村
役
人
出
張
先
立
候
者
共
へ
引
取
候
様
御
理
解
御
座
候
得

共
一
同
聞
入
不
申
同
夕
同
郡
大
里
正
山
口
村
小
坂
石
平
宅
へ
押

穏
二
筋
々
江
可
申
出
之
処
無
其
義
徒
党
二
与
し
出
訴
以
た
し
外
多

人
数
お
ゐ
て
ハ
大
里
正
其
外
諸
所
致
乱
暴
候
二
立
至
り
其
節
先
立

候
者
見
覚
へ
或
ハ
姓
名
等
伝
聞
且
倶
々
手
ヲ
着
暴
動
致
候
義
可
有

之
旨
再
応
御
吟
味
ヲ
受
候
得
共
前
条
之
外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座

段
申
上
候
処
右
様
徒
党
二
与
し
出
訴
致
し
郡
申
ヲ
為
騒
候
始
末
不

埒
至
極
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
座
奉
恐
入
候

右
之
通
相
違
不
申
オ
候
已
上

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
花
房
林
蔵

断
獄
御
役
所

(皿7）



明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

方
之
者
共
難
渋
之
咄
致
居
申
中
同
年
十
一
月
十
日
村
内
百
姓
清
之
外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座
段
申
上
候
所
右
様
多
人
数
二
随
従
他

野
弥
代
次
よ
里
同
近
見
元
次
郎
ヲ
以
談
之
義
有
之
候
間
罷
出
候
村
迄
罷
候
始
末
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
座
奉
恐
入
候

様
申
越
候
付
村
内
字
古
家
上
与
申
所
へ
罷
出
候
所
弥
代
次
初
メ
右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

名
前
難
覚
其
外
之
者
共
集
会
致
し
其
節
弥
代
次
ヨ
リ
御
年
貢
米
明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
清
野
代
八

上
納
相
増
難
渋
之
趣
村
役
人
江
歎
願
致
候
而
ハ
如
何
哉
与
申
二
断
獄
御
役
所

付
歎
願
之
義
同
人
江
頼
置
引
取
居
申
所
其
後
日
限
難
覚
同
人
義

Ｉ

村
役
人
へ
歎
願
致
し
呉
候
組
合
大
里
正
赤
坂
郡
山
ロ
村
小
坂
石

平
殿
御
採
用
無
御
座
由
弥
代
次
ヨ
リ
承
申
候
同
月
廿
八
日
尚
又

右
字
家
上
与
申
所
江
集
会
致
候
様
執
歎
私
居
宅
戸
外
ヨ
リ
声
掛

呉
候
付
右
同
様
罷
出
候
所
村
内
一
同
集
会
之
上
弥
代
次
義
過
日

歎
願
致
し
候
得
共
取
上
ヶ
も
無
御
座
二
付
今
一
応
他
組
合
二
者

候
得
共
大
里
正
同
郡
斉
富
村
藤
原
清
次
郎
殿
江
歎
願
致
し
候
而
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

者
如
何
哉
与
申
二
付
何
迎
も
其
意
二
随
ひ
一
旦
夫
々
自
宅
江
引
近
見
元
次
郎
申
口

取
同
日
暮
頃
村
端
迄
罷
出
候
処
近
隣
村
々
之
者
先
立
同
郡
山
口
申
六
十
二
歳

村
江
罷
出
候
付
私
義
も
罷
出
翌
廿
九
日
高
屋
村
郷
中
山
林
二
而
先
般
村
々
動
揺
之
前
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
頼
ヲ
受
寄
合
致

休
息
致
し
同
日
晩
帰
宅
仕
大
里
正
山
口
村
小
坂
石
平
殿
井
高
屋
し
候
様
村
内
一
同
江
申
触
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座

村
里
正
花
房
銀
三
郎
居
宅
多
人
数
之
も
の
及
乱
暴
候
得
共
私
お
候

ゐ
て
ハ
右
場
所
江
相
交
候
義
更
二
無
御
座
候
私
義
農
業
専
二
而
高
八
名
余
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未
年
十

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
右
様
申
出
候
得
共
多
人
数
二
附
随
一
月
十
日
山
働
二
参
掛
候
処
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
寄
合

ひ
罷
越
候
程
之
義
二
候
得
者
倶
々
手
ヲ
着
乱
暴
致
し
且
先
立
候
者
談
示
之
義
有
之
候
間
村
内
一
同
江
可
罷
出
候
間
申
触
呉
候
様
相

見
覚
或
ハ
姓
名
等
伝
聞
可
居
申
与
再
応
御
吟
味
ヲ
受
候
得
共
前
条
頼
候
付
村
内
諸
所
申
触
置
寄
合
之
場
所
へ
者
罷
越
不
申
直
二
山

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
近
見
元
次
郎
口
書岡

山
県

(血8）



働
二
罷
越
申
候
其
後
四
月
廿
八
日
右
弥
代
次
ヨ
リ
同
様
相
頼
候
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

付
其
節
者
家
並
申
送
呉
候
様
村
内
二
三
軒
江
申
置
候
様
被
存
両

花
房
岩
五
郎
申
口

度
共
如
何
之
談
示
二
候
哉
一
切
不
存
義
二
御
座
候
同
夕
村
々
動

申
三
十
歳

揺
之
節
ハ
村
役
人
者
用
向
多
端
二
付
村
方
二
居
候
付
動
揺
之
始
先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候

私
義
農
業
専
二
而
高
六
石
余
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未
年
田

末
一
向
承
知
不
仕
義
二
御
座
候

畑
御
改
二
付
私
御
年
貢
米
従
前
ヨ
リ
壱
斗
五
六
升
相
増
居
申
所

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
右
様
申
出
候
得
共
情
実
承
知
之
上

同
十
一
月
十
日
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
同
近
見
元
次
郎
ヲ

村
方
江
申
触
候
義
二
可
有
之
与
再
応
御
吟
味
ヲ
受
候
得
共
前
条
之

以
談
之
義
有
之
候
付
罷
出
候
様
申
越
候
付
村
内
字
古
家
上
与
申

外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座
段
申
上
候
所
右
様
弥
代
次
ヨ
リ
頼
ヲ
受

所
江
罷
出
候
所
弥
代
次
初
メ
名
前
難
覚
其
外
之
者
共
塞
匙
ロ
居
申

村
方
江
寄
合
之
義
申
触
候
段
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
座

弥
代
次
ヨ
リ
御
年
貢
上
納
相
増
難
渋
之
旨
歎
願
致
し
候
而
者
如

奉
恐
入
候
何
哉
与
申
二
付
其
頃
少
々
病
気
二
も
有
之
相
頼
置
先
立
帰
申
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

其
後
日
限
難
覚
弥
代
次
ヨ
リ
申
出
候
ハ
大
里
正
手
前
迄
歎
願
致

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
近
見
元
次
郎

嘱
候
得
共
難
相
叶
旨
途
中
二
而
承
申
候
同
月
廿
八
日
昼
頃
弥
代

次
ヨ
リ
談
之
義
有
之
二
付
罷
出
候
様
右
元
次
郎
ヲ
以
申
越
候
得

共
病
気
二
付
不
参
仕
候
処
同
日
暮
頃
村
方
之
者
一
同
村
端
迄
立

断
獄
御
役
所

出
早
々
罷
越
候
様
申
二
付
私
義
も
罷
越
候
処
弥
代
次
ヨ
リ
大
里

正
赤
坂
郡
斎
富
村
藤
原
清
次
郎
殿
江
難
渋
之
趣
歎
願
致
し
候
旨

…
に
難
識

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
花
房
岩
五
郎
口
書岡

山
県

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）
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明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

中
江
一
夕
平
臥
仕
村
内
百
姓
花
房
長
十
郎
右
豊
次
郎
倶
々
介
抱
先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候

致
し
呉
翌
廿
九
日
村
方
江
罷
帰
申
候
私
お
ゐ
て
ハ
右
乱
暴
之
場
私
義
農
業
専
二
而
高
八
石
弐
斗
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未
年

江
相
交
候
義
更
二
無
御
座
候
田
畑
御
改
二
付
私
御
年
貢
米
従
前
ヨ
リ
壱
石
斗
リ
上
納
相
増
候

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
右
様
申
出
候
得
共
病
気
二
居
な
が
得
共
私
お
ゐ
て
ハ
珈
別
存
無
御
座
候
処
同
年
十
一
月
十
日
村
内

ら
多
人
数
二
附
随
ひ
罷
越
候
其
方
故
外
多
人
数
之
者
乱
暴
致
候
節
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
同
近
見
元
次
郎
ヲ
以
談
之
義
有
之
候
付

先
立
候
者
見
聞
致
し
且
倶
々
手
ヲ
着
暴
動
致
候
義
可
有
之
与
再
応
罷
越
様
申
越
候
付
村
内
字
古
家
上
与
申
所
江
罷
出
候
処
右
弥
代

御
吟
味
ヲ
受
候
得
共
前
条
之
外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座
段
申
上
候
次
初
メ
名
前
難
覚
其
外
之
者
共
集
会
弥
代
次
ヨ
リ
御
年
貢
上
納

所
右
様
多
人
数
二
随
従
他
村
迄
罷
越
候
始
末
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ

相
増
難
渋
二
付
歎
願
致
候
而
者
如
何
哉
与
申
聞
候
二
付
一
同
其

受
申
披
無
御
座
奉
恐
入
侯
意
二
随
ひ
同
人
江
頼
置
罷
帰
申
候
其
後
同
人
ヨ
リ
村
役
人
手
前

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上
江
歎
願
致
し
呉
候
得
共
大
里
正
二
而
願
意
取
上
ヶ
無
之
旨
追
而

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
花
房
岩
五
郎
承
申
候
以
来
私
義
喘
疾
二
而
引
龍
リ
居
申
処
同
廿
八
日
夕
村
方

断
獄
御
役
所
一
同
騒
立
候
付
不
罷
出
而
ハ
ー
同
之
気
請
も
不
宜
哉
二
相
察
し

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
花
房
長
十
郎
口
書

息
致
し
居
申
処
大
里
正
同
郡
中
畑
村
福
嶋
太
久
良
殿
御
出
張
御

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

理
解
二
付
翌
十
二
月
朔
日
一
同
之
者
引
取
候
付
私
義
も
帰
村
仕

花
房
長
十
郎
申
口

候
義
二
御
座
候

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
右
様
村
方
一
同
之
義
与
ハ
乍
申
病

申
五
十
五
歳

岡
山
県

乍
不
快
押
而
同
夕
四
ッ
時
頃
後
ヨ
リ
赤
坂
郡
山
口
村
迄
罷
出
候

処
村
内
百
姓
花
房
岩
五
郎
発
病
二
而
歩
行
難
仕
由
二
付
村
内
百

姓
清
野
豊
次
郎
倶
々
同
村
二
而
同
人
類
家
江
連
込
而
介
抱
仕
翌

廿
九
日
同
郡
苅
田
村
迄
帰
掛
候
得
共
村
方
交
リ
不
宜
与
相
察
し

尚
又
同
郡
沼
田
村
端
迄
参
り
夫
ヨ
リ
同
郡
高
屋
村
山
林
二
而
休

(I20)



村
二
而
私
類
中
へ
連
込
村
内
百
姓
花
房
長
十
郎
倶
々
介
抱
仕
翌

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
廿
九
日
朝
帰
宅
仕
候
処
村
方
之
者
未
帰
不
居
申
候
付
無
拠
猶
又

清
野
豊
次
郎
申
口
同
郡
西
崎
村
迄
罷
越
候
処
租
税
御
掛
渡
辺
大
属
様
同
薄
田
脩
様

申
五
十
一
歳
同
高
木
義
太
様
御
出
罷
御
理
解
御
座
候
由
二
而
一
同
引
取
候
二

先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候
付
私
義
も
附
随
ひ
同
日
晩
帰
宅
仕
候
付
於
私
ハ
決
而
乱
暴
之
場

私
義
農
業
専
ら
二
而
高
七
石
二
斗
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未
へ
交
候
義
無
御
座
候

年
十
一
月
十
日
山
働
二
参
帰
宅
仕
候
処
村
内
百
始
清
野
弥
代
次
右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
ハ
右
様
村
方
一
同
之
義
二
付
無
拠
罷

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

気
之
処
押
而
罷
出
候
其
方
故
乱
暴
之
場
二
交
リ
倶
々
手
ヲ
着
暴
動

致
し
且
先
立
候
者
見
覚
或
ハ
姓
名
等
伝
聞
可
居
申
与
再
応
御
吟
味

ヲ
受
候
得
共
前
条
之
外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座
段
申
上
候
所
右
様

多
人
数
二
随
従
他
村
迄
罷
越
候
始
末
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披

無
御
座
奉
恐
入
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
花
房
長
十
郎

扣
備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓
清
野
豊
次
郎
口
書

断
獄
御
役
所

岡
山
県

義
同
近
見
元
次
郎
ヲ
以
談
之
義
有
之
候
間
罷
越
候
様
申
越
候
旨

家
内
之
者
よ
里
承
村
内
字
古
家
上
与
申
所
へ
罷
出
候
処
右
弥
代

次
初
メ
名
前
難
覚
其
外
之
者
と
も
集
会
仕
弥
代
次
ヨ
リ
申
出
候

ハ
御
年
貢
米
上
納
相
増
難
渋
二
付
歎
願
致
候
而
ハ
如
何
哉
与
申

二
付
私
義
ハ
昨
年
上
納
ヨ
リ
弐
斗
余
も
減
し
難
渋
筋
ハ
無
之
二

付
不
同
意
之
旨
申
答
罷
帰
其
後
同
月
廿
八
日
又
々
弥
代
次
ヨ
リ

右
同
様
元
次
郎
ヲ
以
罷
出
候
様
申
越
候
付
乍
延
弘
罷
出
候
処
最

早
一
同
談
決
済
与
被
存
弥
代
次
ヨ
リ
歎
願
之
義
ニ
付
大
里
正
赤

坂
郡
斎
富
村
藤
原
清
次
郎
殿
へ
難
渋
者
一
同
罷
出
度
申
二
付
前

之
通
相
断
候
得
と
も
御
百
姓
相
互
之
義
不
罷
越
而
ハ
不
都
合
之

様
被
存
其
意
二
随
ひ
同
日
暮
頃
村
方
之
者
一
同
村
端
迄
出
懸
候

付
私
義
も
附
従
ひ
罷
出
候
申
中
先
立
候
村
々
之
者
共
赤
坂
郡
山

ロ
村
大
里
正
居
宅
及
乱
暴
候
旨
途
中
二
而
承
里
同
村
へ
罷
出
候

処
村
内
百
姓
花
房
岩
五
郎
義
出
先
二
而
発
病
歩
行
難
仕
候
付
同
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明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

越
候
申
立
候
得
共
可
願
筋
無
之
候
得
者
相
止
里
可
申
処
無
其
義
多
年
春
田
畑
御
改
二
付
私
御
年
貢
米
上
納
従
前
ヨ
リ
弐
石
相
増
居

人
数
二
随
ひ
罷
出
候
其
方
故
右
乱
暴
之
節
倶
々
手
ヲ
着
暴
動
致
し
申
候
同
年
十
一
月
十
日
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
同
近
見
元

且
先
立
候
者
姓
名
等
伝
聞
或
ハ
見
覚
可
居
申
再
応
御
吟
味
ヲ
受
候
次
郎
ヲ
以
示
談
之
義
有
之
候
間
罷
出
候
様
申
越
候
付
私
義
其
頃

得
共
前
条
之
外
差
蔵
候
義
更
二
無
御
座
段
申
上
候
処
右
様
多
人
数
病
気
二
付
遅
参
仕
候
処
最
早
一
同
退
散
仕
一
両
人
弥
代
次
宅
ニ

ニ
附
随
ひ
他
村
迄
罷
越
候
始
末
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
而
咄
居
申
所
へ
罷
越
候
処
弥
代
次
ヨ
リ
御
年
貢
上
納
相
増
難
渋

座
奉
恐
入
候
之
趣
歎
願
致
而
者
如
何
哉
与
申
二
付
私
義
も
難
渋
二
者
御
座
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上
得
共
歎
願
致
も
恐
多
相
考
候
付
私
ハ
省
キ
呉
候
様
申
置
帰
宅
仕

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
清
野
豊
次
郎
候
其
後
同
月
廿
八
日
昼
右
弥
代
次
義
私
宅
江
罷
越
申
出
候
ハ
過

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

長
瀬
熊
三
申
口

申
五
十
二
歳

先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候

私
義
農
業
専
二
而
高
拾
五
石
弐
斗
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未

断
獄
御
役
所

日
村
役
人
ヲ
以
組
合
大
里
正
江
歎
願
致
候
得
共
取
上
ヶ
無
之
此

上
ハ
大
里
正
赤
坂
郡
斎
富
村
藤
原
清
次
郎
殿
江
村
方
一
同
罷
出

歎
願
致
し
度
候
付
罷
越
候
様
申
罷
帰
同
日
晩
村
内
一
同
騒
立
候

得
共
私
病
気
二
付
不
罷
出
候
付
私
お
ゐ
て
ハ
始
末
不
存
義
二
御

座
候

右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
其
方
不
快
二
罷
在
不
罷
出
旨
申
立

候
得
共
右
様
談
示
二
預
リ
候
ハ
、
村
役
人
江
可
申
出
筈
無
其
義
等

閑
候
段
不
埒
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
申
披
無
御
座
奉
恐
入
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
長
瀬
熊
三

断
獄
御
役
所
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右
之
通
申
上
候
付
被
仰
聞
候
者
右
様
申
出
候
得
共
多
人
数
二
附
随

他
村
ま
て
罷
出
倶
々
乱
暴
致
し
可
居
申
不
包
申
出
候
様
再
応
御
吟

明
治
四
年
・
岡
山
県
に
お
け
る
農
民
騒
擾
に
関
す
る
裁
判
資
料
（
三
）
（
中
山
）

備
前
国
赤
坂
郡
南
佐
古
田
村
百
姓

清
野
理
三
治
申
口

申
三
十
一
歳

先
般
村
々
一
同
動
揺
仕
候
始
末
有
体
申
上
候
様
御
吟
味
二
御
座
候

私
義
農
業
専
二
而
高
拾
弐
石
七
斗
所
持
仕
居
申
候
然
ル
処
昨
未

年
十
一
月
十
日
村
内
百
姓
清
野
弥
代
次
ヨ
リ
同
近
見
元
次
郎
ヲ

以
談
示
之
義
有
之
候
付
罷
越
候
様
申
越
候
付
村
内
字
古
家
上
与

申
所
へ
罷
出
候
処
弥
代
次
初
メ
名
前
難
覚
其
外
之
者
士
雀
蚕
云
弥

代
次
ヨ
リ
御
年
貢
上
納
相
増
難
渋
之
者
有
之
二
付
歎
願
致
度
如

何
哉
与
申
二
付
私
所
持
之
田
畑
ハ
御
調
之
上
従
前
ヨ
リ
壱
石
斗

減
し
居
申
二
付
願
筋
者
無
之
旨
申
答
罷
帰
申
候
同
月
廿
八
日
暮

頃
村
方
之
者
共
一
同
歎
願
筋
有
之
候
様
申
村
端
迄
立
出
居
申
ニ

付
私
義
も
見
舞
秀
村
端
迄
罷
出
候
得
共
一
同
之
者
江
忍
ひ
途
中

ヨ
リ
抜
ヶ
帰
候
義
二
御
座
候

味
ヲ
受
候
得
共
右
申
上
候
通
二
御
座
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
已
上

明
治
五
年
壬
申
三
月
廿
八
日
清
野
理
三
治

断
獄
御
役
所

(I23)



文
部
省
は
平
成
三
年
六
月
、
「
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
」
を
公
布
し
、
七
月
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
、
今
回

の
改
正
の
趣
旨
と
し
て
、
「
個
々
の
大
学
が
、
そ
の
教
育
理
念
・

目
的
に
基
づ
き
、
学
術
の
進
展
や
、
社
会
の
要
請
に
適
切
に
対
応

し
つ
つ
、
特
色
あ
る
教
育
研
究
を
展
開
し
得
る
よ
う
、
大
学
設
置

基
準
の
大
綱
化
に
よ
り
制
度
の
弾
力
化
を
図
る
と
と
も
に
、
生
涯

学
習
の
振
興
の
観
点
か
ら
大
学
に
お
け
る
学
習
機
会
の
多
様
化
を

図
り
、
併
せ
て
、
大
学
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
自
己
点
検
、

評
価
の
実
施
を
期
待
す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
当
身
延
山

短
期
大
学
に
お
い
て
も
、
「
教
育
課
程
」
を
編
成
す
る
場
合
、
重

要
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
、
課
題
と
な
る
点
等

に
つ
い
て
、
今
後
の
「
教
育
課
程
」
（
案
）
を
含
め
て
少
し
考
え

て
見
た
い
と
思
う◇

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

″
〃
／
・
Ｈ
１
・
ト
０
〃

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
要
綱

第
一
総
則
的
事
項

自
己
評
価
等
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
し
た
こ

と

○
自
己
評
価
等

①
短
期
大
学
は
、
そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
を
図
り
、

当
該
短
期
大
学
の
目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た

め
、
当
該
短
期
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に

つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

②
前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同
項

の
趣
旨
に
即
し
適
切
な
項
目
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
適

当
な
体
制
を
整
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

渡
辺
寛
勝

(I")



新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

第
二
学
生
定
員
に
関
す
る
事
項

○
学
生
定
員
は
、
学
科
ご
と
に
学
則
で
定
め
る
が
、
昼
夜
開

講
制
を
実
施
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
係
る
学
生
定
員
を
明
示

す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

第
三
教
育
課
程
に
関
す
る
事
項

一
、
教
育
課
程
の
編
成
方
針

教
育
課
程
の
編
成
方
針
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
新

設
し
た
こ
と
。

○
教
育
課
程
の
編
成
方
針

①
短
期
大
学
は
、
当
該
短
期
大
学
及
び
学
科
の
教
育
上
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
を
開
設
し
、

体
系
的
に
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

②
教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
短
期
大
学
は
、
学

科
に
係
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
し
、
職
業
又
は
実
際
生
活

に
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
幅
広
く
深
い
教

養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
培
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
酒

養
す
る
よ
う
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
授
業
科
目
の
区
分

授
業
科
目
の
区
分
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
。

三
、
単
位
の
計
算
方
法

①
短
期
大
学
が
単
位
数
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
単

位
の
授
業
科
目
を
四
十
五
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内

容
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
、
授
業
の
方
法

に
応
じ
、
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
、
授
業
時
間
外
に

必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
り
単
位
数

を
計
算
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

ア
、
講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
、
十
五
時
間
か
ら
三
十
時

間
ま
で
の
範
囲
で
短
期
夫
筆
が
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ

て
一
単
位
と
す
る
。

イ
、
実
験
、
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
、
三
十
時
間
か
ら

四
十
五
時
間
ま
で
の
範
囲
で
短
期
大
学
が
定
め
る
時
間
の

授
業
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
芸
術
等
の
分

野
に
お
け
る
個
人
指
導
に
よ
る
実
技
の
授
業
に
つ
い
て
は
、

短
期
大
学
が
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て
一
単
位
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
上
記
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
研
究
、
卒
業
制
作
等
の

授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
学
修
の
せ
い
か
を
評

価
し
単
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
、
単
位
数

を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

四
、
一
年
間
の
授
業
期
間

一
年
間
の
授
業
機
関
に
つ
い
て
は
三
十
五
週
に
わ
た
る
こ

(I26)



と
を
規
定
す
る
こ
と
に
と
ど
め
、
具
体
的
な
授
業
日
数
に

つ
い
て
の
定
め
を
設
け
な
い
こ
と
に
し
た
こ
と
。

五
、
各
授
業
科
目
の
授
業
期
間

各
授
業
科
目
の
授
業
期
間
に
つ
い
て
、
教
育
上
特
別
の
必

用
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
外
国
語
の
演
習
、
体

育
実
技
等
に
限
ら
ず
、
十
週
又
は
十
五
週
よ
り
短
い
特
定
の

期
間
に
お
い
て
授
業
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
こ

Ｌ
」
◎

六
、
昼
夜
開
講
制

昼
夜
開
講
制
に
関
す
る
次
ぎ
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
し
た

》
」
Ｌ
』
○

○
昼
夜
開
講
制

短
期
大
学
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

昼
夜
開
講
制
（
同
一
学
科
に
お
い
て
昼
間
及
び
夜
間
の
双
方

の
時
間
帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
に
よ
り

授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
卒
業
の
要
件
等
に
関
す
る
事
項

一
、
単
位
の
授
与

卒
業
研
究
、
卒
業
制
作
等
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
短

期
大
学
の
定
め
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
を
評
価

し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

二
、
外
国
の
短
期
大
学
又
は
大
学
へ
留
学
す
る
場
合
の
授
業
科

目
の
履
修

学
生
が
外
国
の
短
期
大
学
又
は
大
学
に
留
学
す
る
場
合
に

短
期
大
学
が
当
該
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
の
で
き
る
単
位
数
を
、
修
業
年
限
が
二
年
の
短
期

大
学
に
あ
っ
て
は
十
五
単
位
、
修
業
年
限
が
三
年
の
短
期
大

学
に
あ
っ
て
は
二
十
三
単
位
と
し
て
い
る
彊
厘
塁
生
き
改
め
、

単
位
互
換
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
当
該
短
期
大
学
に
お
い
て

修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
及
び
下
記
三
の
短
期
大
学

又
は
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
に
関
す
る
規

定
に
よ
り
与
え
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て
三
十
単
位
を
超
え
な

い
も
の
と
し
た
こ
と
。

三
、
短
期
大
学
又
は
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
習

短
期
大
学
又
は
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修

に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
し
た
こ
と
。

○
短
期
大
学
又
は
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修

①
短
期
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生

が
行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
に
お
け

る
学
修
そ
の
他
文
部
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
、
当
該

短
期
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
短
期

大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で

(127)



新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

・
美
ご
宝
つ
。

②
前
項
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
、
修
業

年
限
が
二
年
の
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
単
位
互
換
に
関
す

る
規
定
に
よ
り
当
該
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の

と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
十
五
単
位
、
修
業
年
限
が

三
年
の
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
単
位
互
換
に
関
す
る
規
定

に
よ
り
当
該
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な

す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
十
五
単
位
、
修
業
年
限
が
三
年
の

短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
単
位
互
換
に
関
す
る
規
定
に
よ
り

当
該
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位

数
と
合
わ
せ
て
二
十
三
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定

入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

規
定
を
新
設
し
た
こ
と
。

○
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定

①
短
期
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生

が
当
該
短
期
大
学
に
入
学
す
る
前
に
短
期
大
学
又
は
大
学

に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位

（
下
記
五
の
科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含

む
。
）
を
、
当
該
短
期
大
学
に
入
学
し
た
後
の
当
該
短
期

大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
短
期
大
学
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生

が
当
該
短
期
大
学
に
入
学
す
る
前
に
行
っ
た
上
記
そ
の
短

期
大
学
又
は
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
を
、

当
該
短
期
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、

短
期
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
単
位
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

③
上
記
①
及
び
②
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
又

は
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
単
位
数
は
、
転
学
等
の
場
合
を

除
き
、
当
該
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
以
外
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
修
業
年
限
が
二
年
の
短
期
大
学
に
あ
っ

て
は
、
合
わ
せ
て
十
五
単
位
、
修
業
年
限
が
三
年
の
短
期

大
学
に
あ
っ
て
は
、
合
わ
せ
て
二
十
三
単
位
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。

五
、
科
目
等
履
修
生

科
目
等
履
修
生
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
し
た

》
」
Ｌ
」
。

○
科
目
等
履
修
生

短
期
大
学
は
、
短
期
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
短
期
大
学
の
学
生
以
外
の
者
で
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目

を
履
習
す
る
者
（
「
科
目
等
履
修
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し

(1羽）



単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
卒
業
の
要
件

○
卒
業
の
要
件
は
、
修
業
年
限
が
二
年
の
短
期
大
学
に
あ
っ

て
は
短
期
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
六
十
二
単
位
以
上
、
修

業
年
限
が
三
年
の
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
に
三
年

以
上
在
学
し
九
十
三
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
し
、
授

業
科
目
の
区
分
に
応
じ
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
つ
い
て
の

規
定
は
削
除
し
た
こ
と
。

第
五
教
員
組
織
に
関
す
る
事
項

○
専
任
教
員
数

短
期
大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
を
、
当
該
短
期
大
学

に
置
く
学
科
の
種
類
に
応
じ
定
め
る
数
と
短
期
大
学
全
体
の

入
学
定
員
に
応
じ
定
め
る
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
と

と
も
に
、
昼
夜
開
講
制
に
対
応
し
た
規
定
の
整
備
を
行
っ
た

》
」
Ｌ
」
Ｏ

第
六
教
員
の
資
格
に
関
す
る
事
項

一
、
教
授
の
資
格

①
教
授
の
資
格
は
、
現
行
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と

に
加
え
、
教
育
研
究
上
の
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

と
し
た
こ
と
。

②
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
加
え
、

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
こ
と
。

二
、
助
教
授
の
資
格

①
助
教
授
の
資
格
は
、
現
行
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ

と
に
加
え
、
教
育
研
究
上
の
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
と
し
た
こ
と
。

②
旧
制
大
学
の
大
学
院
の
在
学
歴
に
関
す
る
規
定
を
廃
止

し
た
こ
と
。

第
七
校
地
、
校
舎
等
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項

一
、
校
舎
等
施
設

①
校
舎
に
は
、
な
る
べ
く
情
報
処
理
及
び
語
学
の
学
習
の

た
め
の
施
設
を
備
え
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

②
短
期
大
学
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
を
備
え
る
と
と
も

に
、
な
る
べ
く
体
育
館
以
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
講
堂
、

学
生
自
習
室
及
び
学
生
控
室
並
び
に
寄
宿
舎
、
課
外
活
動

施
設
、
そ
の
他
の
厚
生
補
導
に
関
す
る
施
設
を
備
え
る
も

の
と
し
た
こ
と
。

③
夜
間
学
科
等
を
置
く
短
期
大
学
又
は
昼
夜
開
講
制
を
実

施
す
る
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
、
研
究
室
、
教
室
、
図
書

館
、
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
、
教
育
研
究
に
支

障
の
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

④
校
舎
面
積
に
係
る
現
行
の
別
表
に
つ
い
て
、
昼
夜
開
講
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制
に
対
応
し
た
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
こ
と
。

二
、
図
書
等
の
資
料
及
び
図
書
館

短
期
大
学
が
備
え
る
図
書
及
び
学
術
雑
誌
の
冊
数
及
び
種

類
数
に
つ
い
て
の
規
定
を
削
除
し
、
図
書
等
の
資
料
及
び
図

書
館
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
新
設
し
た
こ
と
。

○
図
書
等
の
資
料
及
び
図
書
館

①
短
期
大
学
は
、
学
科
の
種
類
、
規
模
等
に
応
じ
、
図
書
、

学
術
雑
誌
、
視
聴
覚
資
料
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
必
要
な

資
料
を
、
図
書
館
を
中
心
に
系
統
的
に
備
え
る
も
の
と
す

ア

包

。

②
図
書
館
は
、
上
記
①
の
資
料
の
提
供
に
関
し
、
他
の
短

期
大
学
の
図
書
館
等
と
の
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

③
図
書
館
に
は
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め

に
必
要
な
専
門
的
職
員
そ
の
他
の
専
任
の
職
員
を
置
く
も

の
と
す
る
。

④
閲
覧
室
に
は
、
学
生
の
学
習
及
び
教
員
の
教
育
研
究
の

た
め
に
十
分
な
数
の
座
席
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
施
行
期
日
等

一
、
こ
の
改
正
は
、
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
し
た
こ
と
。

二
、
こ
の
改
正
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
短
期
大

学
に
つ
い
て
は
、
第
七
の
一
の
②
の
体
育
館
に
係
る
部
分
の

適
用
に
つ
い
て
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
た
こ
と
。

◇

短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
要
綱
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
短
期
大
学
は
、
近
年
情
報
化
、
国
際
化
等
の
社

会
の
変
化
に
対
応
し
た
専
門
職
業
型
の
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割

り
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
地
域
に
お
け
る
生
涯
学
習
の
中

心
的
な
機
関
と
し
て
の
役
割
り
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
短
期
大
学
に
つ
い
て
は
、
今
後
こ
れ
ま
で
に
増

し
て
、
様
々
な
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
・
条
件
に
応
じ
、
短
期
高
等
教
育
機
関
と

し
て
の
特
色
を
生
か
し
つ
つ
、
多
様
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
短
期
大
学
に
つ
い
て
、
特
色
あ
る
個
性
的
な
教
育

教
育
目
標
の
明
確
化
と
質
の
高
い
教
育
、
他
の
教
育
機
関
と
の
連

携
と
多
様
な
教
育
、
生
涯
学
習
社
会
に
対
応
し
た
教
育
の
実
現
を

図
る
観
点
か
ら
、
履
習
形
態
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
多
様
化
、
柔
軟

化
等
の
工
夫
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
高
等
教
育
は
、
ま
ず
何
に
も
ま
し
て
教
育
研
究
の
質
的

充
実
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
高
等
教
育
の
規
模
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に
つ
い
て
は
、
十
八
才
人
口
が
急
減
す
る
が
（
平
成
四
年
度
二
百

五
万
人
↓
平
成
十
二
年
度
百
五
十
一
万
人
）
、
社
会
人
学
生
、
外

国
人
留
学
生
の
増
加
や
学
術
研
究
の
進
展
等
に
よ
る
新
た
な
需
要

が
見
込
ま
れ
、
国
民
や
社
会
の
多
様
な
一
一
－
ズ
に
、
高
等
教
育
機

関
全
体
と
し
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

高
等
教
育
を
高
等
学
校
卒
業
後
の
多
様
な
教
育
形
態
を
含
む
広

い
意
味
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
構
造
の
柔
軟
化
を
進
め
る

こ
と
で
あ
る
。

短
期
大
学
に
つ
い
て
は
、
量
的
な
拡
大
よ
り
質
的
な
充
実
を
格

段
に
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

高
等
教
育
が
、
社
会
的
要
請
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
常
に
活
力

あ
る
教
育
研
究
活
動
を
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
高
等
教
育

機
関
が
自
ら
の
責
任
で
教
育
研
究
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
が
基
本

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
は
、
自
己
点

検
、
評
価
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。

高
等
教
育
の
規
模
が
拡
大
し
、
広
く
普
及
し
た
状
況
で
は
、
そ

の
中
か
ら
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
高
等
教
育
機
関
が
育
っ
て
い
く
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
各
高
等
教
育
機
関
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
・

目
標
に
基
づ
き
、
個
性
を
発
揮
し
、
自
由
で
多
様
な
発
展
を
遂
げ

る
こ
と
に
よ
り
、
高
等
教
育
全
体
と
し
て
社
会
や
国
民
の
多
様
な

要
請
に
適
切
に
対
応
し
得
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

新
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い
。

高
等
教
育
の
質
的
充
実
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な

方
向
に
沿
っ
て
具
体
的
な
取
組
み
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

教
育
機
能
の
強
化
で
あ
る
が
、
創
造
性
豊
か
な
才
能
、
時
代
の

変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
得
る
能
力
の
育
成
が
重
要
で
あ
る
が
、
我

が
国
の
大
学
等
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
、
一
般
的
に

教
育
活
動
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
今
後
、
個
々
の

教
員
は
も
と
よ
り
、
各
大
学
等
が
、
学
生
の
学
習
の
充
実
の
た
め
、

組
織
的
・
体
系
的
に
教
育
機
能
の
充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
時
代
の
変
化
へ
の
対
応
能
力
の
育
成
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
の
高
等
教
育
で
は
、
高
度
な
専
門
知
識
の
伝
達
に
と
ど
ま
ら

ず
、
自
ら
考
え
、
判
断
さ
せ
る
教
育
が
何
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
社
会
に
出
た
後
も
、
常
に
新
し
い
知
識
を
猿
得
し

能
力
を
磨
い
て
い
け
る
よ
う
、
情
報
処
理
能
力
、
外
国
語
能
力
、

表
現
能
力
な
ど
学
習
活
動
に
不
可
欠
な
基
礎
的
能
力
の
訓
練
等
も

従
来
以
上
に
重
視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
少
人
数
教
育
や
対
話
、
討
論
型
、
双

方
向
的
な
授
業
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
、

各
大
学
等
に
お
い
て
、
専
任
教
員
の
充
実
に
十
分
留
意
し
つ
つ
、

兼
任
教
員
に
つ
い
て
必
要
な
活
用
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ゼ
ミ
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ナ
ー
ル
形
式
の
授
業
が
広
く
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

ア
③
０

次
に
、
学
生
の
学
習
に
配
慮
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
で

あ
る
。
学
生
の
学
習
意
欲
の
向
上
を
図
り
、
学
習
内
容
を
着
実
に

消
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
学
生
の
学
習
に
配
慮
し
た
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
発
提
供
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
各
大
学
等
で
、
教
育
理
念
・
目
標
を
明
確
に
し
、
こ
れ
を

達
成
し
得
る
充
実
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
努
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
一
般
教
育
科
目
と
専
門
教
育
科
目
等
の
科
目
区
分
等

の
廃
止
に
よ
り
、
今
後
、
各
大
学
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
画

一
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
観
に
と
ら
わ
れ
ず
、
個
性
的
な
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
自
由
に
編
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
善
、
工
夫
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
た

め
、
各
大
学
等
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
の
た
め
の
学
内
の
仕
組
み

を
見
直
し
、
そ
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に

関
係
者
が
共
同
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
研
究
開
発
に
取
り
組
み
、

分
野
別
の
最
新
の
成
果
を
各
大
学
等
に
提
供
し
得
る
仕
組
み
の
検

討
も
必
要
で
あ
る
。

各
授
業
科
目
の
詳
細
な
授
業
計
画
（
シ
ラ
バ
ス
）
を
事
前
に
作

成
、
公
表
す
る
こ
と
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
学
生
に
十
分
な

ガ
イ
ダ
ン
ス
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

教
員
の
教
育
能
力
・
意
欲
の
向
上
で
あ
る
が
、
高
等
教
育
機
関

が
教
育
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
教
員
が
教
育
指
導

能
力
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。

欧
米
で
普
及
し
て
い
る
教
員
の
教
授
内
容
、
方
法
の
改
善
、
向

上
へ
の
取
組
み
（
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
）
を

我
が
国
で
も
本
格
的
に
導
入
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
教
員
の
業
績
評
価
に
当
た
っ
て
、
研
究
上
の
業
績
に
加

え
て
教
員
上
の
優
れ
た
業
績
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
積
極
的
に
評

価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

社
会
人
を
教
員
と
し
て
積
極
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大

学
等
の
教
員
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
テ
ィ
ー
チ

ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
積
極
的
な
活
用
を
期
待
さ
れ
、
導
入
の

た
め
の
支
援
措
置
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

学
生
の
国
際
交
流
に
配
慮
し
た
教
育
内
容
・
方
法
の
工
夫
も
必

要
で
あ
り
、
外
国
人
留
学
生
に
配
慮
し
た
教
育
の
在
り
方
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
教
育
の
充
実
、
入
学
者
選
抜
方
法
や
教
育

研
究
指
導
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
セ
メ
ス
タ
ー
制
等
を
広
く
導

入
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
日
本
人
学
生
の
留
学
の
機
会
の
拡

充
も
重
要
で
あ
り
、
帰
国
後
の
受
入
れ
体
制
を
含
め
諸
条
件
の
整

備
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
、
我
が
国
が
世
界
に
任
し
て
発
展
し
、
ま
た
世
界
の
一
員
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と
し
て
国
際
社
会
に
貢
献
し
て
い
く
た
め
に
は
、
学
術
研
究
面
や

教
育
面
に
お
い
て
世
界
的
水
準
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
大
学
の
教
育
研
究
費
、
施
設
・
設
備
等
は
、
世

界
的
水
準
の
教
育
研
究
を
支
え
る
上
で
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
教
育
研
究
活
動
の
閉
鎖
性
・
硬
直
性
の
問
題
も
あ
る
。

こ
の
た
め
、
大
学
の
教
育
研
究
環
境
の
改
善
を
図
り
、
教
育
研

究
活
動
の
活
性
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
研
究
の
後
継
者
た
る

優
秀
な
人
材
の
確
保
・
育
成
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
の
高
等
教
育
機
関
が
、
高
度
な
教
育
研
究
活
動
を
展
開

し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
、
教
育
研
究
費
、
施
設
・
設
備
、
教

員
組
織
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
生
涯
学
習
等
へ
の
対
応
で
あ
る
。
今
後
の
高
等
教
育
に

お
い
て
は
、
伝
統
的
な
高
等
教
育
へ
の
進
学
年
齢
層
以
外
の
い
わ

ゆ
る
社
会
人
学
生
に
配
慮
し
た
履
修
形
態
の
柔
軟
化
や
多
様
な
学

習
成
果
に
対
す
る
評
価
の
工
夫
が
一
層
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

教
育
研
究
の
成
果
を
地
域
社
会
や
住
民
に
積
極
的
に
還
元
し
て
い

く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
履
修
形
態
等
の
柔
軟
化
で
あ
る
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
学
習

が
困
難
な
社
会
人
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
高
等
教
育
を
受
け
る
機

会
を
拡
大
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
昼
夜
開
講
制

の
制
度
化
や
科
目
等
履
修
生
制
の
導
入
に
よ
り
、
今
後
、
各
大
学

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）

等
で
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ

ｚ
》
◎

ま
た
今
後
四
年
制
大
学
に
お
い
て
、
編
入
学
定
員
が
設
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
す
る
大
学
と
短
期
大
学
等
と
の
間
で
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
整
合
性
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
事
前
に
十
分
な
相

談
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

高
等
教
育
の
多
様
な
発
展
に
伴
い
、
高
等
教
育
段
階
の
様
々
な

学
習
成
果
を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
大
学
・
短
大

以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
習
成
果
の
う
ち
、
大
学
教
育
、

短
大
教
育
に
相
当
す
る
一
定
水
準
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
大
学
・
短
大
の
単
位
と
し
て
認
定
し
得
る
た
め
の
制
度
が
設
け

ら
れ
、
今
後
、
各
大
学
等
で
、
社
会
人
学
生
に
対
し
、
入
学
以
前

の
学
習
成
果
を
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
人
の

多
様
な
学
習
活
動
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
幅
広
い
年
齢
層
が

進
学
し
大
学
等
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
学
位
授
与
機
構
の
創
設
に
よ
り
、
短
期
大
学
や
高
等
専

門
学
校
の
卒
業
生
等
が
、
さ
ら
に
大
学
の
科
目
登
録
制
等
を
活
用

し
て
一
定
の
単
位
を
体
系
的
に
修
得
し
た
場
合
、
学
士
が
授
与
さ

れ
る
途
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
生
涯
学
習
社
会
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

将
来
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
単
位
累
積
加
算
制
度
の
導
入
に
つ
い
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以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
新
「
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
ポ

イ
ン
ト
、
課
題
の
概
要
に
少
し
ふ
れ
て
み
た
が
、
当
身
延
山
短
期

大
学
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
充
分
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
の
「
教
育
課
程
」
の
編
成
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
当

短
期
大
学
の
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

各
高
等
教
育
機
関
が
、
地
域
社
会
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
各
高

等
教
育
機
関
が
優
れ
た
教
育
研
究
の
実
績
を
挙
げ
、
社
会
的
な
評

価
を
一
層
高
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
各
高
等
教
育
機
関
が
地
域
の
文
化
の
中
心
と
し
て
、

ま
た
地
域
コ
ミ
ュ
’
一
テ
ィ
ー
の
一
員
と
し
て
、
公
開
講
座
の
開
設
、

図
書
館
、
運
動
施
設
等
の
開
放
、
地
域
の
諸
活
動
へ
の
教
員
の
協

力
、
地
域
住
民
へ
の
各
種
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
、
産
官
学
の
研
究

協
力
等
を
通
じ
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

プ
つ
。

て
も
検
討
課
題
と
な
る
。

新
「
短
期
大
学
設
置
基
準
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
渡
辺
）
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本
学
園
図
書
館
で
は
、
一
人
一
冊
献
本
運
動
を
展
開
し
て
、
ち
ょ
う
ど

十
年
目
を
経
過
い
た
し
ま
し
た
。
お
蔭
様
に
て
献
本
運
動
の
成
果
も
上
っ

て
お
り
ま
す
。
本
年
度
も
同
窓
の
各
聖
・
各
位
・
有
縁
の
皆
様
方
の
献
本

運
動
の
ご
協
力
を
賜
わ
り
、
蔵
書
数
を
増
加
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
平
素
よ

り
仁
心
の
ご
高
配
．
ご
厚
志
に
対
し
ま
し
て
、
館
員
一
同
心
よ
り
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
三
年
度
図
書
寄
贈
者
ご
芳
名

１
赤
城
義
晋
殿
『
川
越
市
史
』
史
料
編
中
世
Ｉ
他
一
五
冊

２
秋
山
智
孝
殿
『
雫
の
桜
』
二
冊

３
池
見
猛
殿
『
ボ
ケ
の
特
効
薬
』
十
冊

４
イ
タ
リ
ア
東
方
学
研
究
所
『
弓
出
国
ご
シ
ョ
ロ
の
○
”
弓
弓
の
○
国

ｚ
シ
ｚ
諺
弓
の
ロ
ー
ロ
固
國
シ
』
一
冊

５
－
宮
嘉
孝
殿
『
現
代
法
辞
典
』
他
五
五
冊

６
岩
間
日
勇
現
下
『
日
蓮
聖
人
御
一
代
画
譜
』
他
十
一
冊

７
イ
ン
ナ
ー
ト
リ
ッ
プ
青
少
年
セ
ン
タ
ー
殿
ヲ
－
１
－
ラ
イ
フ
・
ア

ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
第
過
回
全
国
高
校
生
の
主
張
』
他
一
冊

８
大
石
要
英
殿
『
江
戸
東
京
風
俗
語
事
典
』
他
十
七
冊

９
大
阪
経
済
法
科
大
学
殿
『
新
た
な
歴
史
の
創
造
』

◇
図
書
館
だ
よ
り
ｌ
そ
の
一
Ｉ

◇
学
園
彙
報
（
平
成
三
年
度
）

3029282726252423222120191817 16 15 14 1312 11 10

庵
谷
行
亨
殿
『
日
蓮
聖
人
教
学
の
基
礎
』
四

大
森
孝
殿
三
十
万
円
相
当
（
退
職
記
念
と
し
て
）

小
崎
龍
雄
殿
『
神
奈
川
県
宗
教
連
盟
妬
年
の
歩
み
』

小
山
辰
雄
殿
『
牛
乳
を
飲
む
と
ガ
ン
に
な
る
？
』
三
冊
他
四
冊

海
外
新
聞
普
及
株
式
会
社
殿
『
罰
男
耐
厨
号
房
冨
９
３
国
且
‐

一
切
一
ｍ
ｍ
』

科
学
技
術
教
育
協
会
殿
『
産
業
の
心
を
未
来
に
伝
え
る
シ
リ
ー
ズ
』

第
２
巻

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
殿
『
中
世
台
所
事
情
ｌ
中
世
の
街
・
鎌
倉
』

川
島
本
良
殿
十
万
円
相
当

河
野
明
子
殿
『
ど
ん
ど
ん
し
ぼ
り
の
』

北
川
前
肇
殿
『
聞
法
一
路
』

国
際
仏
教
研
究
所
殿
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
（
仏
教
と
自
然
）

児
島
錬
戒
殿
『
原
色
牧
野
植
物
大
図
鑑
』
他
五
冊

坂
本
静
殿
『
法
華
経
』
上
・
中
・
下

佐
野
次
丸
殿
『
流
れ
ゆ
く
灯
よ
」

山
喜
房
仏
書
林
殿
『
梵
文
妙
法
蓮
華
経
写
本
』

菅
野
憲
道
殿
『
日
興
上
人
』
他
八
冊

浅
草
寺
殿
『
仏
教
文
化
講
座
第
弱
集
』
二
冊
他
七
冊

大
幸
財
団
殿
『
生
涯
教
育
実
践
論
』

大
学
瞥
林
殿
『
佐
藤
義
人
の
記
念
に
』

高
根
町
殿
『
高
根
町
史
』
上
・
下

武
島
達
夫
殿
『
脳
と
自
由
意
志
』
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瓠
武
田
浩
而
殿
『
信
玄
の
妻
』

犯
田
中
慈
妙
殿
『
仏
教
僧
伽
の
前
提
』
草
山
元
政
和
尚
の
戒
律

調
多
摩
大
学
殿
『
大
学
を
創
る
多
摩
大
学
の
一
○
○
○
日
』

鋤
寺
泊
町
教
育
委
員
会
殿
『
寺
泊
町
史
』

弱
電
気
事
業
連
合
会
広
報
部
『
さ
ん
す
い
Ⅱ
い
ま
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
考
え
る
』
他
二
冊

調
東
洋
水
産
株
式
会
社
殿
『
燃
ゅ
る
と
き
』
二
冊

訂
戸
田
浩
暁
殿
『
安
ら
か
な
死
を
考
え
る
』

犯
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
殿
『
平
成
３
年
日
本
の
白
書
』

調
中
川
泰
宏
殿
『
英
智
へ
の
鍵
』

如
中
條
暁
存
殿
『
事
に
ふ
れ
折
り
に
つ
け
て
』

似
長
野
県
経
営
者
協
会
殿
『
会
社
年
鑑
，
例
』

蛇
日
蓮
宗
海
外
布
教
後
援
会
殿
『
観
心
本
尊
抄
・
如
説
修
行
紗
・
顕

仏
未
来
記
』

網
日
蓮
宗
宗
務
院
殿
『
日
蓮
宗
宗
報
』

“
日
蓮
宗
新
聞
社
殿
『
日
蓮
聖
人
ｌ
そ
の
生
涯
と
教
え
』
他
三
冊

妬
日
蓮
聖
人
門
下
連
合
会
殿
『
結
成
三
十
周
年
記
念
日
蓮
聖
人
門
下

連
合
会
三
十
年
の
歩
み
』

妬
日
蓮
宗
布
教
院
院
報
編
集
事
務
局
殿
『
布
教
院
々
報
』

堀
日
蓮
宗
北
海
道
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
殿
『
口
語
引
導
文
集
・
芳
香

集
』

妃
日
本
視
聴
覚
教
材
セ
ン
タ
ー
殿
『
ザ
・
石
油
（
オ
イ
ル
マ
ン
の
熱

い
日
々
）
』

5554535251504967666564 626160 5958575663

日
本
神
璽
学
研
究
会
殿
『
超
神
璽
』

萩
原
是
正
殿
『
深
草
元
政
上
人
遺
墨
展
』

平
原
要
俊
殿
『
仏
法
概
要
明
吻
法
師
敬
述
」

広
瀬
鈴
子
殿
『
人
間
の
大
地
』

町
田
是
正
殿
『
久
遠
の
あ
ゆ
み
』
他
九
○
冊

松
下
電
器
産
業
株
式
会
社
殿
『
松
下
幸
之
助
発
言
集
』
１
～
型

松
本
光
華
殿
『
民
話
風
法
華
経
童
話
（
そ
の
十
五
）
安
楽
行
品
第

十
四
』
十
冊
他
二
十
冊

溝
田
弘
利
殿
『
創
世
紀
の
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
』

身
延
山
久
遠
寺
殿
『
加
山
又
造
全
集
』
他
二
冊

妙
覚
寺
殿
『
京
都
本
山
妙
覚
寺
史
』

妙
顕
寺
殿
『
報
恩
日
像
菩
薩
第
六
百
五
十
年
遠
忌
御
報
恩
大
法
要

紀
要
』

望
月
海
淑
殿
『
ホ
ノ
ル
ル
妙
法
寺
六
十
周
年
記
念
誌
』

望
月
幸
明
殿
『
桃
李
成
躍
』

守
屋
先
生
遺
稿
集
刊
行
委
員
会
殿
『
高
座
説
教
に
生
き
て
ｌ
伝
統

を
守
り
続
け
た
守
屋
日
裕
上
人
』

モ
ロ
ゾ
フ
株
式
会
社
殿
『
含
Ｆ
ｇ
Ｏ
８
－
ｇ
ｇ
司
冨
画
『
房
０
口

冠
画
風
切
尊
』

山
尾
淳
篤
殿
『
日
淳
上
人
御
法
門
集
』

山
下
茂
殿
『
は
ま
な
し
』

山
下
清
一
殿
『
法
華
』
合
本
第
一
巻
他
一
九
六
冊

山
梨
県
教
育
委
員
会
殿
『
増
田
誠
画
集
』
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鮨
山
梨
県
農
務
部
農
村
整
備
課
殿
『
土
地
分
類
基
本
調
査
丹
波
・
三

峰
五
万
分
の
こ

側
山
梨
県
み
ど
り
の
基
会
殿
『
山
梨
緑
の
礎
森
を
育
て
た
人
々
』

和
山
梨
県
立
美
術
館
殿
『
牛
島
憲
之
展
』
他
五
冊

弧
横
田
英
学
殿
『
遠
寿
院
智
泉
院
両
院
行
僧
列
名
帳
照
合
本
』

犯
吉
田
寿
一
殿
『
正
法
眼
蔵
講
釈
』
第
三
巻
・
第
四
巻

沼
立
正
大
学
殿
『
立
正
大
学
同
窓
会
会
員
名
簿
』

測
霊
友
会
殿
『
霊
友
会
史
』
上
巻

布
渡
辺
信
勝
殿
『
蓮
華
草
』
六
・
七
号

（
自
平
成
三
年
四
月
一
日
～
至
平
成
四
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
順
五
十
音
順
）
以
上

◇
図
書
館
だ
よ
り
ｌ
そ
の
二
ｌ

「
一
人
一
冊
献
本
運
動
」
に
呼
応
下
さ
り
ま
し
た
方
々
の
中
で
、
年
度

毎
に
三
十
万
円
相
当
以
上
の
献
本
者
の
方
に
は
、
そ
の
功
績
に
感
謝
し
表

彰
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
平
成
三
年
度
の
功
労
者
は
次
の
方
で
あ
り
ま
す

の
で
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

１
、
大
森
孝
殿
身
延
町

今
後
共
、
広
く
皆
々
様
方
の
．
人
一
冊
献
本
運
動
」
の
御
協
力
を
切
に

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
本
学
園
図
書
館
に
は
、
洋
書
・
一
般
教
養
・
保

健
体
育
関
係
等
の
本
が
少
な
い
の
で
、
仏
教
書
以
外
の
本
も
多
い
に
歓
迎

し
て
お
り
ま
す
。
同
じ
本
が
数
冊
あ
っ
て
も
、
結
栂
に
存
じ
ま
す
し
、
こ

ん
な
本
で
は
必
要
な
か
ろ
う
と
い
う
場
合
で
も
献
本
賜
わ
り
ま
す
れ
ば
幸

研
究
活
動
報
告

⑩
仏
教
思
想
学
会

第
七
回
学
術
大
会
は
、
平
成
三
年
七
月
六
日
（
土
）
に
、
当
番
校
東
京

大
学
（
衷
尿
）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
。
本
学
か
ら
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

ラ
ト
ナ
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
に
よ
る
三
乗
解
釈
望
月
海
慧

②
日
本
印
度
学
仏
教
学
会

第
四
十
二
回
学
術
大
会
は
、
七
月
二
十
日
（
土
）
、
二
十
一
日
（
日
）

の
両
日
に
わ
た
り
、
当
番
校
仏
教
大
学
（
京
都
）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
。

本
学
か
ら
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

シ
ニ
８
の
曽
薄
ｍ
ｍ
ｍ
目
匡
ｏ
８
］
ｍ
ｍ
ｍ
ｇ
８
急
１
冨

望
月
海
慧

③
日
本
仏
教
学
会

甚
に
存
じ
ま
す
。

図
書
館
で
は
、
同
窓
生
諸
兄
、
有
縁
関
係
者
、
図
書
館
建
設
資
金
御
寄

付
者
、
献
本
御
協
力
者
、
研
究
者
等
の
利
用
の
便
を
計
る
た
め
に
閲
覧
証

（
一
年
間
有
効
）
を
一
階
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
て
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で

御
来
館
の
際
に
は
館
員
に
ど
う
か
お
尋
ね
下
さ
い
。
（
桑
名
貫
正
）
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平
成
三
年
度
学
術
大
会
は
、
十
月
十
九
日
（
土
）
、
二
十
日
（
日
）
の

両
日
に
わ
た
り
、
当
番
校
、
大
正
大
学
（
東
京
）
の
主
催
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

本
学
か
ら
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

唯
識
説
に
お
け
る
心
と
身
体
に
つ
い
て
岩
田
諦
静

側
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会

第
四
十
四
回
学
術
大
会
は
、
十
一
月
十
四
日
（
木
）
、
十
五
日
（
金
）

の
両
日
に
わ
た
り
、
日
蓮
宗
宗
務
院
講
堂
（
東
京
）
を
会
場
に
し
て
開
催

さ
れ
た
。
本
学
か
ら
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

身
延
山
と
穴
山
氏
林
是
晋

僧
院
よ
り
仏
塔
信
仰
へ
高
橋
堯
昭

日
蓮
聖
人
の
女
人
成
仏
に
つ
い
て
桑
名
貫
正

⑤
日
本
宗
教
学
会

第
五
十
回
学
術
大
会
は
、
十
一
月
二
十
二
日
（
金
）
、
二
十
三
日
（
土
）
、

二
十
四
日
（
日
）
に
わ
た
り
、
当
番
校
早
稲
田
大
学
（
東
京
）
の
主
催
で

行
わ
れ
た
。
本
学
か
ら
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

宗
教
と
福
祉
ｌ
仏
教
に
お
け
る
福
祉
思
想
Ｉ
渡
辺
寛
勝

⑥
仏
教
文
化
講
座

本
年
度
の
「
仏
教
文
化
講
座
」
（
公
開
）
は
、
平
成
四
年
二
月
六
日

（
木
）
に
、
本
学
図
書
館
五
階
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
講
師
は

立
正
大
学
仏
教
学
部
教
授
久
留
昌
哩
秀
先
生
、
テ
ー
マ
は
「
イ
ン
ド
の
神
々
」

で
あ
っ
た
。

⑦
学
内
研
究
会

本
年
度
の
学
内
研
究
会
の
発
表
者
と
テ
ー
マ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

◇
”
、
冒
鼻
胃
鼠
画
。
露
の
。
．
勺
３
萱
普
関
野
昌
冨
‐
呂
且
の
留
菖
に
お

け
る
ｚ
の
怠
司
吾
画
と
ｚ
一
己
暮
冨

望
月
海
慧

平
成
三
年
度
卒
業
論
文
一
覧

法
華
経
に
お
け
る
菩
薩
の
行

日
蓮
聖
人
の
祈
祷

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
不
受
不
施
思
想

誇
法
に
つ
い
て
の
一
考
察

小
西
植
林
に
つ
い
て

法
華
経
一
乗
思
想
の
研
究

不
受
不
施
派
の
祖
日
奥
上
人
の
研
究

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
仏
陀
観

日
蓮
聖
人
の
念
仏
批
判

宮
沢
賢
治
と
法
華
経

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
法
華
経
受
容
の
特
色

七
面
山
信
仰
と
伝
説
に
つ
い
て

七
夕
和
希
衛

飯
島
啓
明

石
井
見
瑞

氏
原
孝
学

遠
藤
了
暉

長
内
俊
和

乙
部
史
賢

金
森
稔
光

川
上
泰
典

小
出
真
也

古
賀
一
成

島
田
知
教
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八
品
派
の
祖
日
隆
上
人
の
研
究
信
隆
靖
通

日
蓮
聖
人
の
女
性
観
杉
山
海
誠

日
蓮
聖
人
の
法
華
経
観
鈴
木
嘉
昭

遠
寿
院
に
つ
い
て
の
研
究
高
関
雅
仁

日
蓮
聖
人
の
救
済
観
高
橋
紀
満

七
面
山
信
仰
に
つ
い
て
竹
嶋
徳
広

法
華
経
に
お
け
る
陀
羅
尼
に
つ
い
て
友
永
康
宏

日
蓮
聖
人
の
唱
題
成
仏
の
一
考
察
長
崎
一
男

日
向
上
人
の
研
究
中
山
海
応

日
蓮
聖
人
の
神
祇
観
則
武
憲
二

日
蓮
聖
人
の
法
華
経
へ
の
道
早
川
要
清

行
学
院
日
朝
上
人
の
研
究
広
橋
是
晃

日
蓮
聖
人
の
時
間
論
松
崎
吉
宏

佐
渡
・
塚
原
で
の
生
活
に
つ
い
て
宮
沢
友
彦

日
興
上
人
の
身
延
離
山
の
研
究
吉
田
憲
由

日
蓮
聖
人
の
上
行
自
覚
に
つ
い
て
の
一
考
察
大
柴
彰
慶

◇
同
窓
会
本
部
だ
よ
り

身
延
山
短
期
大
学
学
園
同
窓
会
役
員
会
の
開
催

平
成
三
年
度
、
同
窓
会
役
員
会
が
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
（
金
）
、

身
延
山
短
期
大
学
学
園
を
会
場
と
し
て
左
記
の
式
次
第
に
て
盛
会
裡
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

司
会
奥
野
本
洋
先
生

⑩
開
会
の
辞
（
岩
田
日
成
副
会
長
）
、
②
玄
題
三
唱
（
池
上
要
輝
顧
問

平
成
二
～
三
年
に
遷
化
さ
れ
た
学
友
の
増
円
妙
道
を
念
じ
て
三
唱
す
る
）
、

③
会
長
挨
拶
（
小
崎
龍
雄
副
会
長
）
、
側
理
事
長
挨
拶
（
学
園
担
当
理
事

功
刀
貞
如
布
教
部
長
）
、
⑤
宮
崎
英
修
学
長
挨
拶
、
⑥
秋
山
智
孝
校
長

挨
拶
、
、
議
事
、
㈹
議
長
選
出
（
谷
川
寛
徳
富
山
支
部
長
が
選
出
さ
れ

る
）
、
㈲
本
部
庶
務
報
告
（
桑
名
貫
正
庶
務
幹
事
）
、
㈱
会
計
報
告
（
奥

野
本
洋
会
計
幹
事
）
、
㈲
支
部
報
告
（
各
支
部
長
よ
り
現
況
報
告
が
な
さ

れ
た
）
、
㈱
そ
の
他
、
⑧
玄
題
三
唱
（
中
村
正
彦
副
会
長
）
、
側
閉
会
の

辞
。

尚
、
当
日
の
議
事
内
容
は
、
次
の
様
な
事
が
討
議
な
さ
れ
ま
し
た
の
で

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

役
員
会
議
事
録

〔
決
定
事
項
〕

１
、
学
園
同
窓
会
旅
費
交
通
規
定
（
別
紙
の
如
し
）
。

２
、
学
園
同
窓
会
慶
弔
・
表
彰
規
定
（
別
紙
の
如
し
）
。
た
だ
し
、
生

花
代
に
つ
い
て
は
生
花
は
一
本
で
金
額
は
一
五
○
○
○
円
以
内
と
す

ブ
。
》
」
坐
』
◎

３
、
永
年
役
員
を
な
さ
れ
ま
し
た
役
員
の
退
任
者
に
御
慰
労
の
感
謝
状

を
贈
呈
す
る
。

４
、
事
務
局
費
の
計
上
を
認
め
る
。

〔
確
認
事
項
〕

１
、
同
窓
会
役
員
の
欠
員
及
び
辞
任
の
申
出
の
件
に
つ
い
て
。
役
員
会

で
下
記
の
方
々
を
推
挙
し
明
年
の
総
会
に
計
り
申
し
上
げ
た
い
。
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了
後
懇
親
会
を
開
催
。

３
、
会
計
報
告
に
際
し
、

２
、
明
年
、
平
成
四
年
十
月
二
十
九
日
学
園
同
窓
会
総
会
を
開
催
、
終

〔
要
望
事
項
〕

１
、
同
窓
会
々
員
の
慶
弔
に
於
い
て
退
任
者
、
入
寺
者
、
遷
化
等
を
よ

く
事
務
局
で
も
っ
と
調
べ
て
徹
底
す
る
こ
と
。
各
支
部
、
並
び
に
役

員
は
支
部
の
慶
弔
に
関
し
て
同
窓
会
本
部
事
務
局
に
連
絡
す
る
こ
と
。

２
、
会
計
内
容
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
明
細
に
わ
た
り
報
坐
尋
ソ
る
こ
と
。

３
、
役
員
会
に
当
た
っ
て
は
、
支
部
長
の
止
む
を
得
ず
欠
席
の
事
情
も

あ
る
の
で
。
事
務
長
、
事
務
局
長
に
も
参
加
で
き
る
様
に
出
席
の
通

知
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
場
合
、
肩
書
き
の
明
示
を
明
確
に

し
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
も
本
部
か
ら
の
お
願
い
は
各
支
部
長
代

行
、
副
支
部
長
、
事
務
局
長
、
事
務
長
、
会
計
資
任
者
等
の
芳
名
、

肩
書
き
を
本
部
に
報
告
し
て
ほ
し
い
。

４
、
支
部
総
会
に
は
祝
電
を
打
っ
て
ほ
し
い
。

５
、
各
県
管
内
の
同
窓
生
に
対
し
て
、
も
っ
と
同
窓
会
支
部
を
結
成
す

４
、
支
部
総
会
に
は
祝
電
を
打
つ
一

５
、
各
県
管
内
の
同
窓
生
に
対
し
一

る
よ
う
に
呼
び
掛
け
て
ほ
し
い
。

》
」
Ｌ
』
。

・
中
屋
教
海
副
会
長
（
遷
化
に
つ
き
）
↓
谷
川
寛
徳
副
会
長
案
。

・
大
石
要
英
副
会
長
（
病
気
に
て
辞
任
願
）
↓
永
田
寿
昶
副
会
長
案
。

、
中
屋
教
海
石
川
県
支
部
長
（
遷
化
に
つ
き
）
↓
出
島
元
学
石
川
県

支
部
長
。
平
山
要
顕
新
潟
県
支
部
長
（
遷
化
に
つ
き
）
↓
円
山
博

良
新
潟
県
支
部
長
。

予
算
決
算
上
の
明
確
化
に
工
夫
を
要
し
た
い

※
新
支
部
結
成
の
報
告
↓
和
歌
山
県
支
部
結
成
、
総
会
平
成
三
年

七
月
十
六
日
。

以
上

（
文
責
桑
名
貫
正
）
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『般若灯論』第1暉試訳（望月）

（1）

『般若灯論』第10章試訳

（2）

Bhaviveks'SPrajfiapradipaChapterX

望 月 海 慧

<0〉第10章の目的(P.159a5,D.129b4,AP.240b5,AD.208a7, T.84a20)

今度は，取る者と取ることが無自性であることと対立する主張の特徴を否定

することにより，縁起は一義ではなく，多義でもない特徴を伴うことを示す目
（3）

的により第15章は著わされる。

<1＞火と薪が存在することの否定

<1.1>ある仏教学濠による穂の存在論証(P.159a6,D.129b6, AP.241b1, A
D､209a2,T.84a21)

ここに言う。ここに，汝は「取る者と取ることとは相互に依存してから成立
棚（1）

する」と説いているので，それ故理由概念が成立することにより，取る者と取

ることは論証されるから，成立すると説かれる。勝義として，取る者と取るこ

とはまさしく存在する。何故ならば相互に依存するから。例えば火と薪の如し。

それ故，それが成立するので，勝義として，葱などはまさしく存在する。何故

ならば世尊は，それらに依ってから取る者と取ることとを説いているから。そ
（5）

のように，理由概念が成立するので，主張は成り立つ。

<1.2>Bhavivekaの批判(P.159bl,D.130al, AP.242al, AD.209bl, T.84

a25)

（1）



『般若灯論』第10章試訳（望月）

（6）

ここに答える。生は一般的に否定されるものであり，

色の原因がなければ,色は知覚されないであろう｡－[4.,Y)

というそこでは，実体が存在することを否定しているので，火と薪とが存在す

ることの否定も成り立つといえるが， またそれが存在しないものと示すために，

別なる論証を考えることを除くことを聞きなさい。

<2〉同一であることと異なることの否定

<2.1＞火と薪の同一性の否定

<2.1.1〉対論者の主張(P.159b3,D.130a2,AP.242a5,AD､209b4, T､84bl)

ここに，火と薪とが存在すると主張するならば，同一のものとして認めるのか，

それとも異なるものとして認めるのか。そのことにより何になろうか， とい

うのならば，

もし薪がそのまま火であるのならば，作者と作用が同一のものとなる
（8）

－－1ab

そのうち，薪は地などの三大種であり，火は火界である。ある者が， 「火は四
（9）

大種から火が増長したものである」という。

<2.1.2>Bhavivekaによる批判(P.15ab5,D.130a3,AP.242b2,AD.210al,

T.84b8)

（2）
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それに対して， ここに，隙間のある語であるから，対論者のいう論証を逆に

することにより推論があらわれる。例えば， もし声が常住ならば，瓶も常住と

なってしまうので， それは認められない。何故ならば，作られたものには無常

性が不相離の関係にあるので，それ（瓶）にも（無常性が）存在するから。そ

の声も作られたものであるから，それ故，声は無常である。作られたものであ
〔lの

るから。例えば，瓶の如し， というのと同じである。ここに，推論式はこうで

ある。勝義として，火と薪は同一のものではない。作者と作用であるから。例
《11）

えば,断じることの如し｡火も(薪を焼くとき)焼く作者であり,薪も焼くと

きに作用となるので火と薪にも作者と作用たるものが存在するので，それ故そ

れ自身は同一のものではない。

また，

もし薪がそのまま火であるのならば，作者と作用が同一のものとなる

－－[1ab]

それ故，火が薪より異ならないと定立する主張命題において，同一であること

を推論することにより，熱がなく，燃えないものであることから，火のそれら
（13）

が除かれるが故に， （主張命題の）主語の特殊性が除かれる過失がある。

もし， （火の特殊性が）見えるから（汝=Bhavivekaの論証が）損なわれ

るので(我々=対論者の主張に)過失はない, というのなら賎同一のものに

も見えるので損なわれるものとなる。それ（同一性）は捨しているので，宗義

と矛盾する。以上のように認められないので，認めることを損なうことはない。

そのように， まず，火と薪とは同じものとしては認められない。

<2.2＞異なるものであることの否定

(3）
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〈2.2.1＞異なるものであることの論証式(P､160a4,D.130bl,AP.244a6,AD.

211a6,T､84bl5)

もし異なるものであると主張するならば，そのために解説する。

もし薪が火より異なるのならば，薪が存在しなくても生じるであろう

－－1cd

何故ならば異なるものであるから。それ以外のものの如し， と意味している。

次の通りである。薪に依存しないで火が存在する， というそれに執着する慧を

もつことも認められない｡これによれば,火と薪の属樫は依存を伴うものであ
（16）

ることを示している。それ故， ここに示されている意味による推論を主張する

ことはこうである。勝義として，火は薪より異ならない。依存をともなってい

るから。例えば薪の自体の如し。同じように，勝義として，薪も火より異なら

ない。依存をともなっているから。例えば火の自体の如し。

もし，火と薪とが別なものであることにより，すべてのものが依存をともな

うことから，不確定なものとなる， と言うのならば，それらも論証されるもの

と同類のものにより同じく否定されるから過失は存在しない。

<2.2.2＞異なる場合に生じる三種の過失

〈2.2.2.1＞無因となる過失(P.160bl,D.130b4,AP.245a6,AD.212a5,T.84

b23)

火と薪とが異なるものであると認めることに，別の過失がここにもある。す

なわち，

（4）



『般若灯論』第10章試訳（望月）

常に燃えているものになるだろうし，燃えるもののない原因より生じ

るであろう－2cd

もし薪より火が異なるものとなるのならば，薪に依存しなくても常に燃えるで

あろう。それにその薪がなくても，滅することなく常に成立する。何故かとい

えば，燃えるもののない原因より生じるから。 「燃えるもの」とは薪である。

何であれ原因があるものは燃えるものの原因より生じる。燃えるもののない原

因より生じることは，燃えるものの原因がないものより生じることである。

〈2.2.2.2＞始まることが無意味となる過失(P.160b5, D.130b6, AP.245b4,

AD.212b2,T.84bM)

さらに，滅を捨しているので，薪は乾燥の際と燃えることの特徴が始まるこ

とも成立しないので，

始まることは無意味となるであろう－2c

無意味とは意味を離れることである。その事物が無意味なものであって，結果

が存在しない， という語義である。

〈2.2.2.3＞作用のない過失(P.160b6,D.130b7,AP.245b6, ･AD.212b4,T､84b

29）

その如くならば，作用も存在しない－2b

(5）
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作用が存在しないとは，作用が存在するものではないことである。薪に依存し

ないで生じ存続するので，焼かれるものは焼くものの特徴の作用は存在しない

ので，それは認められない。

〈2.2.2.4〉三種の過失の理由概念への適用(P.160b7, D.131al, AP.245b8,

AD.212b5, T.84c2)

《18）

市民の女の以前にも，火は原因をともなうものであり，始まることをともなっ

ており，作用をともなっている， と述べることが認められるので，それ故推論

を説くことができる。勝義として，火は薪より異ならない。原因をともなって

おり，始まることをともなっており，作用が存在するから。例えば薪の自体の

如し。詳しくは前と同じである。

〈2.2.2.5＞推論式の薪への適用(P.161a2, 131a2,AP.246b1,AD.213a5, T.

84c4)

同じように，薪に関しても述べられる。薪にも色を作るなどの作用が存在す
（19）

るから，作用をともなうものとして成立するので，薪の理由概念と聡例は成立

しないものではない。

〈2.2.2.6＞無因と始まることが無意味の別なる否定(P.161a3,D.131a3,AP.

246b6,AD.213b2,T.一望）

それに対して，次のように，何故燃えることのない原因より生じ，始まるこ

とが無意味なものとなってしまうのか， と考えるのならば，それに対して答え

る。

（6）
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他のものに依存することがないので，燃えることのない原因から生じ，

常に燃えているのならば，始まることは無意味となろう－3

他のものに依存することがないので，燃えることのない原因から生じるであろ

うし，常に燃えているものならば，始まることは無意味となってしまう。

<2.2.3＞火により遍充され，現に燃えている薪に関して

<2.2.3.1〉対論者の主張(P､161a5, D.131a5, AP.246b8, AD.213b3, T.84

紬

もし対論者が，規範師は火と薪とが異なるものであるという過失を述べて，

｢常に燃えているものとなる」などと言うことにより，以上に示したことのなっ

てしまうことを捨そうとするので，

そのうち， もし次のように，現に燃えているものが薪である， と考え

るのならば－4ab

火により遍充され，現に燃えているのならば， 「薪」といい，火に依存するこ
《認）

とをともなっている薪は薪たるものとして成立するので，帰謬の過失は存在し

ない， と考えるのならば，

<2.2.3.2>Bhavivekaによる反論

〈2.2.3.2.1＞すき間のある語だから(P.161a8, D.131a7,AP.247a6, AD.214

al, T､84c7)

(7）
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それは正しくない。すき間のある語が仮に述べられているので，推論を四種
（23）

述べることにより，すき間のある過失の四種は、異なることが認められなけれ

ば，主張命題を損なうものであるから。

〈2.2.3.2.2〉二諦における批判(P､161bl,D.131a7, AP.242b7, AD.214a7,

T.84c9)

さらにまた，聞きなさい。

それはただそれだけであると言うとき，何によりその薪が焼かれよう

－－4cd

火の縁により燃えることをともなう時だけに，その薪であると述べるのならばケ
“）

何によりその薪が焼かれよう。言説においても，何らかの生じるものを「薪」

といい，燃えることをともなうものを「火」という。勝義としては，生じるこ

とは否定されるから。生じたものであるならば，それだけがそれであるので，

何により何を遍充することが成立しよう。それ故，その語は自らの広い慧を示

しているだけである。

〈2.2.3.2.3＞実体としての火の排除(P､161b3,D.131b2,AP.248b2, AD.214

b7, T.84cll)

また， これは別なる解説の考察である。ここに，作者が何らかの火の特徴に

より現に燃えているとき「薪」というのであろうか。それも，論証を前に示し

たことから，実体として存在することを排除しているので，存在しないから，

(8）
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それはただそれだけであると言うとき，何によりその薪が焼かれよう

－－[4cd]

いつであれ色などが集まっただけの熱の特徴である触などの特殊性をともなっ

ているものだけが，焼くことや，煮ることや，明らかにすることなどの結果の
（25） “）

原因であるから，それではないときにである。

<2.2.4〉大種による否定

<2.2.4.1>Bhavivekaによる否定論証(P.161b6,D.131b4, AP､249al, AD.

215a5,T.84cl3)

（”）

また，薪は四大種から火を増長するのではなく，三つであると述べ，四や三

の大種も燃やされるものであるが，燃やすものではない。火も大種や大種が集

まったものであると，対論者も知っているので，それ故確定することができる。

勝義として，火は薪を焼くものではない。大種であるから。水などの如し。同

じように，色などをともなうものと，麓たるものと，色葱が集まったものと，

外のものと，生をともなうものと，原因をともなうものとであるから，などと

いう理由概念も述べられる。それ故，勝義として，火は焼くものであるという

ことは成立しないので，

それはただそれだけであると言うとき，何によりその薪が焼かれよう

一一[4cd]

いつであれ，生じることの特殊性によってから，言説として「火」や「薪」と

述べるとき，その大種が集まったものだけがその火や薪であるならば，何によ

りその薪を焼こう。そのようなことから， 「現に燃えているものに薪は成立す

（9）
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る」などというそのことは理ではない。

もし，地などが区別なく存続し，焼くことが火界に存在するので，嚥例は論

証されるものをともなっていない， というのならば， それも論証されるものが

同類なものであることにより論証されるものの中に存在し，地などの自らの特

徴により輸例たるものも成立するので，過失は存在しない。述べることを損な

うなどの過失も存在しない。前にすでに返答しているから。

<2.2.4.2＞他学派の主張に対する批判

<2.2.4.2.1>VaiSe5ika批判

〈2.2.4.2.1.1>VaiSeSikaの主張(P.162a6,D.132a3,AP.250b3,AD.216b2,

T.84c27)

VaiSe5ikaの者が，微塵(apu)は我の分と結合し，我をともなう不可見力に

より生じる作用によってその微塵は我の分と結合してから，他の微塵と結合す

る。微塵は二微果(dvyapuka)の住所を作る。微塵と結合することをともな

うそれは，二つにより「二微果」という実を構成する。二微果によってもその

ように示す相により微塵と結合するので「二微果の微塵」という実を構成する，
（28）

などという次第により，明らかにする実体を構成することは火たるものと関係

するので火である。同じように，燃やすことも薪たることと関係するので薪で

ある。その二つは原因と原因をともなうものであるから，相互に依存するもの

である， という。

<2.2.4.2.1.2>Bhavivekaによる反論(P.162b2,D.132a5,AP.251a7, AD.2

17a4,T.85a3)

（10）
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それらも，

もし薪が火より異なるのならば，薪が存在しなくても生じるであろう

-[1cd]

《”）

などと広くそのように説くことにより，否定を述べている。

勝義として，明らかにすることが火ではないと把握するべきである。大種で

あるから。例えばその他の大種の如し。

構成することの否定も，勝義として，火の極微が「火」という実体を構成す
（”）

るものではない。極微であるから。例えばその他の極微の如し。

その主張命題の意味は何であるのか。異なるものが構成するのか，それとも

構成しないのか。それにより何になろう。もし，前の主張の如くならば主張命

題は損なわれる。もし，後の考察の如くならば輸例は存在しない， と言うのな

らば，それは正しくない。前の考察と同じように認められないからであり，後

の考察にも，地などが火を構成するものではないと成り立つことから，いかな

るものも適当な聡例であるから。

また，勝義として，火は火の極微によっては構成されない， と理解すべきで

ある。結果であるから。例えば水の如し。

以上のように，作られたものであり，消滅するものであり，生をともなうも

のであるから，などという理由概念も述べられる。

<2.2.4.2.2>Samkhya批判

〈2.2.4.2.2.1>Samkhyaの主張(P.163a1,D.132b3,AP.252b6, AD.218a6,

T.85al5)

(11）
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Samkhyaの者が，純質(sattva)と激質(rajas)が増長する声と触と色
（32）

が火であり,闇質(tamas;｡が増長するものが薪である, と説かれており， そ

れがそれを遍充すると認められることから，薪の原因により火が生じるからそ

の薪は原因であるので，火は薪に依存するものであるから，帰謬の過失は捨し

ている， と言うのならば，

<2.2.4.2.2.2>Bhavivekaによる批判(P.163a3,D.132b4,AP.253a6, AD.2

18b5,T.85al9)

それらも，勝義として，火は薪を燃やすものではない。大種であるから。例

えば水の如し， と前の通り否定される。

<2.2.4.2.2.3>Samkhyaによる反藷)(P.163a4,D.132b4,AP.253a8, AD.21
8b6, T.一旦）

もし，主張命題の意味を考察してから，それとは異なる自性や無自性を分別

するのならば，前の主張を損なうものであり，嚥例が存在しないものである，

と反論するのならば，

〈2.2.4.2.2.4>Bhavivekaによる返答(P.163a5,D.132b5,AP.253b3, AD､2

19al,T.-)

それに対して， ここに，その否定は燃えることの否定により効力が尽きてお

り，燃えるものではない自性である声の対象は他の声により示されるので，前

の主張を損なうこともなく，地などが燃えることの自性ではないという論証自

体が嚥例であるので，嚥例が存在しないものでもない。詳しい考察により足り

（12）
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ているo

<2.2.5〉到達することによる否定

〈2.2.5.1〉すき間のある語による否定(P.163a6,D.132b6,AP.253b7,AD.2

19a5, T.85a20)

さらにまた，

異なるのならば到達しないし，到達しなければ焼かれないし，焼かれ

なければ消えないし，消えなければ自らの特相をともなって存続する

－5

火が異なるものであるのならば，薪に到達しない。異なるものであるから。例

えば，それ自身が薪に到達しないように。到達しなければ，焼かれない。ここ

に，火と薪も作者と業との特徴により関係し，到達すると認められるから。焼

かれなければ消えないだろう。薪が存在しなくても成立するから。消えなけれ

ば自らの特相をともなって存続するだろう。自らの原因が存在せず，永久に存

続することになるから。また，その火が薪と異なるのか，それとも異ならない

のか。それより異なるものであるという主張には，以上のように示す過失にな

ると意図している。

〈2.2.5.2>Bhavivekaによる解説(P.163b3,D.133a2,AP､254b5, AD.219b

7, T.-gil)

それに対して， ここにすき間のある語であるから，到達しないなどの諸法の

（13）
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場合の意味が成立可能であるので，それによる推論は述べられない。異なるこ
（36）

とは私には成立せず，到達しないとは示されないから。語のままでもない。以

下のように,異なることを否定する語義である｡その異なるものの否定も雄

によっては示されないが， このように作者と作用の異なることを否定するよう
（釦）

に述べられている。

また，

いかなるものも，何らかのものと異なるものとしては成立しない－

［14.4cd]

（39）

と後で示すので， ここでは示さない。

〈2.2.5.3〉対論者による批判(P､163b6,D.133a5,AP.255b4,AD.220b4,T.

85b2)

ここに言う。もし，汝が男と女は異なるものであっても，到達することが認

められなければ，それにより火と薪も到達しないので，次のように

異なるのならば到達しないし，到達しなければ焼かれないし，焼かれ

なければ消えないし，消えなければ自らの特相をともなって存続する

一一［5］

などというそれらの過失が成立するのならば，一切世間において男と女とは異

なるものであっても到達を述べることは認められないことはないので，それ故》

例えば，女が男に，男が女に到達するように， もし薪より火が異なる

（14）
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（ぬ）

のならば，薪に到達することは適当である－－6

と言うことができる。 「ように(_vat)y'という語を説かなくても｢例えば

(yatha)」という語の推論に付随するので，存在すると観察される。 （偶頌

の）前半と後半を反対にしてから説明するべきである。説こうとする意味を示

すのが容易であるから。

そのうち， ここでは語義が異類例に対しても論証する述部が示されるので，
仏2） 仏3）

不確定なものであることを示している。例えば，ある者は「声は常である。色
（“） （45〉

をともなうから」といい，ある者は「例えば，色をともなう作用は無常である
（縄）

ように声も同様である」というので，それにより，以上のように説くことは不

確定なものであることを示している， と知られるごとし。

<2.2.5.4>Bhavivekaによる返答(P.164a5,D.133b2, AP.256b5, AD.221b

3, T.85b8)

ここに答える。

もし火と薪とが相互に排除するのならば，火は薪より異なるものであ

り，薪に到達するかは望みのままである－7

「もし火と薪とがそれぞれ排除するのならば」とは，作者と作用に関係の特

徴がないのならば， という語義である。

火は薪より異なるものであり，薪に到達するかは望みのままである

-[7cd]

(15）
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とは，汝が主張する「女と男とのように到達は望みのままならば」というすき

間のある語の観点から認めるのならば（中観派による）返答は認められるもの

である。

次のように，我々が， もし相互依存が存在しないものは異なるから，別なる

境に生じる特徴が到達することを排除すれば， （中観派による)理由概豐が不

確定なものとなり，その(対論者の)主張命鼈の意味も成立することが壊れる

のならば，火と薪はそのような相が認められない。それらに，作者と作用とし

ての関係の特徴である到達することは，他のものがなければ生じないこともな

いので，異なるものと説く者の主張にすき間がある観点から，正しい述部の殊

勝を排除する過失があると示しているが、自立論証を示すものではない。

それにより，女と男が到達することは，そのように述べることができないの

で異類例が存在しないから，不確定なものではないことから，対論者のその語
い9）

は迷乱しているだけであって， 自らの広い慧を見せびらかしている。

〈2.2.6＞同一であることと異なることの否定の論結(P.164b4,D.133b7,AP.

259a8,AD.223b7,T､85b20)

それ故，以上のように，火と薪とが，同じものとしても異なるものとしても

成立しないので，章の最初に説いた論証の嚥例は不完全なものである。

<3＞火と薪の相互依存に対する否定

<3.1〉相互依存をともなうことの否定

<3.1.1＞対論者の主張(P､164b6,D.134al,AP､259b3,AD.224a2,T.85b21)

（16）
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ここに言う。勝義として，火と薪はまさしく存在する。相互依存をともなっ

ているから。この世に存在しないものには，相互依存は存在しない。例えば，

兎角の如し。火と薪には， 「この火の薪はこれである。この薪の燃えることは

これである」という相互依存があるので，それ故火と薪はまさしく存在するそ

れらが存在するので，事物の意味は論証される。

<3.1.2>Bhavivekaによる批判(P.164b8,D.134a3,AP.260a2,AD.224a6,

T.85b24)

ここに答える。

もし薪に依存して火であるのならば， もし火に依存して薪であるのな

らば，依存するものである火と薪は，最初に成立するものは何である

のか－8

何らかの薪に依存してから火が成立する，あるいは何らかの火に依存してから

薪が成立する，その火と薪から最初に成立するものは如何なるものであろう。

それらに何らかによってから何らかのものが正しく成立するであろうが，最初

に成立するものは一つもない， と意味している。

以上のように、勝義として，相依は成立しないので，理由概念の意味は成立

しないものであり，嚥例の同じ過失が存在する。世俗の理由概念であると考え

るのならば，意味が矛盾するものであり，論証する嚥例は不完全なものである

同じ過失が存在する。

<3.2＞成立したものと成立していないものとに依存することの否定

(17）
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〈3.2.1＞成立したものに依存することの否定(P.165a3,D.134a5,AP.260a6,

AD､224b3, T.85c3)

もしも，薪が最初に成立するので過失は存在しない， と考えるのならば，そ

れ故解説する。

もし薪に依存して火であるのならば，すでに成立している火を成立さ

せるであろう－9ab

成立している火を述べる特殊性をともなう言説であるので薪に依存するから，

と意味している。

そのような考察に対しても，

燃やされるべき薪にも，火がなくても成立することになる－9cd

その薪が，先に火に依存しなくても，薪たるものとして成立するから， と意味

している。

それは認められないので， ここに，すき間のある語であるから，推論があら

われる。勝義として，薪は火より先に成立しない。相依をともなっているから。

例えば，火の自体の如し。詳しくは前の如し。

<3.2.2＞同時成立に対する批判

〈3.2.2.1＞対論者による主張(P.165a7,D.134bl,AP.261b4,AD､225b4,T.

85cll)

ここに言う。それらから何らかのものが正しく初めに成立するといえども，

（18）



『般若灯論」第10章試訳（望月）

火と薪とは同時に成立する。相依をともなっているから。例えば，同時に生じ

る牛の角に右であることと左であることとが成立する如し。

<3.2.2.2>Bhavivekaによる批判(P.165bl,D.134b2, AP.261b8, AD.225b

7, T.85cl3)

ここに答える。

もし依存して成立する事物にも，依存してから依存されるものが成立

するのならば，何により何が成立しよう－10

「最初に」という語の残りである。もし汝が主張するように，火の特徴の事物

であるものは，薪に依存してから成立し，その火性にも依ってから火が成立す

るので，依存をなすものである薪の特徴である事物であるものが成立するとき，

何に依ってから何が成立しよう。いかなるものであれ，火であることや薪であ

ることは成立しない。自らの原因より生じるものは，相互依存がなければ成立

しないから， という語義である。それ故，牛の角の嚥例に関しても，それと同

じ説となる。そのどちらにも，何らかによってから，他なるものも正しく成立

するであろうが，右や左というのは何であろう。

〈3.2.3＞成立していないものに依存することの否定(P.165b5,D.134b5,AP.

262b5,AD.226b2,T.85c21)

さらにまた，

依存して成立する事物は，それが成立しないで， どの様に依存しよう

－－11ab

(19）
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成立していないものは依存しない， という語義である。それは主張命題を施設

している。

ここに推論は，勝義として，成立していない火は薪に依存することはない。

火性として成立しないから。例えば，それ以外のもののごとし。対論者は自ら

に理趣を損なうものをともなっているから。

もしすでに成立しているものに存在するのならば--11c

そのように言うのならば，そのような場合も

それが依存することは正しくない－－11d

相依をともなうものを推論することにより，存在することにより存在しないこ

とが排除されるので，それ故存在しないことを説く者たちの主張命題における

主語の自性を排除する過失がある， と意味している。

また，

それが依存することは正しくない－[11d]

存在しないから。空華の如し。

さらにまた，

それが依存することは正しくない－[11d]

その薪が火に依存することは正しくない。同じように存在しないから。例えば
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それ以外のものの如し。

同じように，火の方に関しても述べられる。

〈3.2.4〉成立したものと成立していないものとに依存することの否定のまと

め(P.166a2,D.135al,AP.264b7,AD.228a6, T.86al)

それ故，以上のように考察すれば，

薪に依存する火は存在せず－－12a

前に示した理趣により，火に依存しない薪は薪性として成立しないから。

薪に依存しない火も存在しない-12b

種々なる相続は異なるものには成立せず，異なることは否定したから。同じよ

うに，

火に依存する薪は存在せず，火に依存しない薪もない-12cd

相依を否定しており，異なることも否定したから。

<4＞火と薪の関係性に関する否定

〈4.1＞火が他所から来ることの否定(P.166a5,D.135a2,AP､265a5, AD､22

8b2,T､86a6)

さらにまた，
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火は他のものから来るものではない－－13a

異なることを否定しており，行くことを否定しており，実体として存在するこ

とを否定したから。薪をともなっているとか，薪が存在しないで来ると考察す

るのならば，どちらにも来ることは成立しない。相依をともなうものは成立せ

ず，相依がなければ薪は存在しないことから根拠が成立しないから。

〈4.2＞火が薪に存在することの否定(P､166a7,D.135a4,AP.265bl,AD.22

8b5,T.86all)

薪にも火は存在しない-13b

異なることを否定したから。

また，薪に火がないことに関して説明する。

薪にも火は存在しない一一[13b]

生をともなっているから。例えば，識の如し， と意味している。

“）

<4.3>Samkhya批判(P.166a8,D.135a5,AP.265b6, AD.229a2, T.－－）

火は純質と激質と闇質の特徴であるから，嚥例にもそれ（火）は存在すると
（51）

説く者たちに対しても，それを排除する特殊性をともなう存在はないから，職

例がありえないことはない。
（52）

もしその効力(Sakti)があるので，過失は存在しない， というのならば，

その回答は，声の特徴は知覚されないことという論理学者に対して，それを知
（53）

覚しないことを示す際，論理学の論書を知ることにより声の特徴を知っている，

（22）
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（54）

とあるので，反対になってしまう如し。

<4.4>Buddhapalita批判

<4.4.1>Buddhapalitaの解釈(P,166b3,D.135a7,AP.266bl,AD.229b3,
（55）

T・－）

他の者が

薪にも火は存在しない－[13b]

“）

とは， ここにおいて知覚できず，始まることが無意味なものとなるからである，

と説明をなす。

<4.4.2>Bhavivekaによる批判(P.166b4,D.135a7,AP.266b5,AD.229b6,

T.-)

他でない者が言う。それは理ではない。知覚できないものは理由概念として

は成立しないからであり，始まることが意味があることの理由概念により存在

すると示すことは宗義と矛盾するものとなるから。

<5〉別の相による火と薪の否定

〈5.1〉動作の三態による否定(P.166b5,D.135bl,AP.276a4,AD.230a4,T

86al2)

火と薪とは，そのように示す否定だけにより否定されるとは思わず，次のよ
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うに他の否定によっても否定されるので，それ故その他の否定も同じく示され

る。

すでに去ったものと， まだ去らないものと，去りつつあるものとによ
（57）

り，そのように薪に関する以外のことが示される-13cd

例えば，推論から，すでに去ったものと， まだ去らないものと，去りっつあ
（田）

るものとに行くことは存在しないように，すでに焼かれたものと， まだ焼かれ

ないものと，現に焼かれているものとにも焼くことは存在しない。焼かれるも
（59）

のであるから。焼かれるものの如し，などと述べられる。

例えば，推論から，行く者と行く者でない者とそれ以外の者は行くことをな

さないと示すように,勝義として,焼く者と焼く者でない者とそれ以外の箸も

焼くことをなさないと示される｡二つの作用をともなっておら等,焼く者では
なく，どちらの過失も成立するから｡死採の如し。

（62）

<5.2>五種類の否是)(P.167a2,D.135b5,AP.268a4,AD.231a2,T.86a20)

薪たるものは，火ではない-14a

同じことの否定は前に示しているから。

薪より異なるところに火もない-14b

異なることの否定は前に示しているから。

火は薪をともなっていない-14c
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例えば，チャイトラが牛をともなっている如し。

火には薪は存在せず－14d

（鮪）

例えば，皿の中のなつめの如し。

それにそれは存在しない。－－14d

（“）

例えば，水の中の蓮華の如し。異なることの否定は前にまさに説いているから。

<6〉小結(P.167a4,D.135b6,AP.268bl,AD.231a5, T.86a27)

それ故，以上のように火と薪は成立しないことから噛例が存在しないので，

章の最初に「勝義として，取る者と取ることはまさしく存在する。何故ならば

相互に依存するから。例えば火と薪の如し」と説くものの噛例が不完全である

ことの返答は難しい。それ故， 「勝義として，穂などはまさしく存在する。世

尊はそれらに依ってから取る者と取ることを示しているから」という論証の根

拠は成立しない。

<7〉我と取の否定の他への適用

<7.1〉我と取との否定

<7.1.1>Nagarjunaによる偶(P.167a7,D.136bl"AP.268b5, AD.231bl,

T､86bl)
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例えば，火と薪との同一性と異なることとを否定するように，

火と薪とにより我と取との全ての次第が，瓶や衣などとともに，残り

なく説明される。一一15

｢次第」とは「否定の相」という語義である。すべてが残りなく説明される。

〈7.1.2>Bhavivekaによる推論式の列挙(P.167a8,D.136b2,AP.269a5, A

D.231b7,T､86b5)

勝義として，我は取と同一のものではない。作用と作者であるから。例えば

断じることと断じる者の如し。

勝義として，我は取より異なるものではない。相依をともなっており，存在

であるから。例えば，取の自体の如し。

同じように，勝義として，取は我と同一のものではない。作用と作者である

から。例えば，断じることと断じる者の如し。

勝義として，取は我より異なるものではない。相依をともなっており，存在

であるから。例えば，我の自体の如し。

同じように，勝義として，デーバダッタの我は，デーバダッタの取を取るこ

とをしない。相依をともなっているから。例えば，それ以外のものの如し。

勝義として，デーバダッタの取は，デーバダッタの我の取ではない。取であ

るから。例えば，ヤジユニャダッタの取の如し。

同じように，勝義として，デーバダッタの我が成立することと成立しないこ

ととは，デーパダッタの取に相依しない。我であるから。例えば，ヤジユニャ

ダッタの我の如し。
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勝義として，デーバダッタの取はデーバダッタの我が成立することと成立し

ないこととの相依をなさない。取であるから。例えば，ヤジユニャダッタの取

の如し。

〈7.1.3〉対論者による批判(P.167b8, D.136a7, AP.270b3, AD.233a2,

T.一一）

ここにある者が説く。 「デーバダッタの我はデーバダッタの取を取ることは

しない」というその意味は何なのか。他のものが取ることをなすのか，それと

も何も取ることをなさないのか。それにより何になろう。もし他のものが取る

ことをなすのならば，前主張を損なうものである。もし何も取ることをしない

のならば，聡例は存在しない。ヤジユニャダッタの我は自らの取をとることを

するから。

<7.1.4>Bhavivekaによる返答(P.168a2,D.136b2,AP.270a3,AD.233bl,

T.-)

それは理ではない。すでに返答をなしているから。

<7.2〉四種のものへの推論式の類推適用

〈7.2.1＞適用される四種(P.168a3,D.136b2,AP.271bl, AD.233b2, T.86b

l6）

火と薪とにより，我と取の次第を説明したものを，瓶と衣などにも，同じく

説明する。
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そのうち，瓶と衣などの原因と結果になるものと，支分と支分をともなうも

のと，功徳と功徳をともなうものと，特徴と特徴の基体になるものといった，

そのような絹においても知られる。

<7.2.2＞推論式への適用

<7.2.2.1＞原因と結果への適用

〈7.2.2.1.1＞瓶と泥による推論式(P.168a5,D.136b4,AP.272al,AD､234a4,

T.86bl8)

そのうちまず，勝義として，瓶は泥と同一のものではない。作用と作者であ

るから。例えば，断じることと断じる者の如し。

勝義として，瓶は泥より異なるものではない。依存をともなっており，結果

などの原因であるから。例えば，泥の自体の如し。

同じように泥に関しても述べられる。

<7.2.2.1.2>Samkhya批判

〈7.2.2.1.2.1>Samkhyaの主張(P､168a3,D.136b5,AP.273a3, AD.235a3,

T.-)

Samkhyaの者が論証する理趣により，瓶は泥より異なるものではない。泥

の自体と存在における原因と結果と，一般性と特殊性をともなうことと，境な
“）

どが同一なものであるから。例えば，泥自身の自体の如し， といわれる。
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〈7.2.2.1.2.2>Bhavivekaによる批判(P.168bl,D.136baAP.273bl, AD.2

35bl, T.-)

それらの泥の自体と瓶の自体が自身の自体と同一であることは，中観の説に

おいては成立しないので，聡例は存在しないものである。

主張命題の意味も考察されるべきである。もし「原因と結果が同一のもので

ある」ということは「同一時においてである」と言うのならば,前主張を損なっ

ている。もし酪の開示に結果があると言うのならば，述べることを損なうこと
（的〕

になる。酪には乳はないから。もし酪の場合にも六具などの特殊性と関係する

声などがあるので，述べることを損なうことにもならず，認めることを損なう

ことにもならない， と言うのならば，それらには乳たるものは成立しないので，

それは答えになっていない。

異ならないことを推論することにより，原因ではないものなどによってそれ

らは原因たるものを排除するので，主張命題の主語の自性と特殊性を排除する

過失がある。

現在と過去の原箇に関しても,過失は前と同じである。
、）

同類と異類とが生じず滅することにより不確定なものであり，述べることを

損なっている。人は声などを知覚するとき，利益をなすものであり， 自性は識
碗）

が存在する内なる作を顕現させる原因により利益をなすものであるから。

人は一般性と特殊性をともなうものであるから，それらによって不確定なも

のである。人は， 「人」ということが一般性であり， 「デーバダッタの我とヤ

ジユニャダッタの我」ということが特殊性である。

「泥の自体」という理由概念の意味も，泥から成立するものであると考察す

るのならば，噛例は論証する述部をともなっていない。泥の自性であると考察

するのならば，理由概念の意味は成立しないものである。

結果は原因より異なるものではない， というその意味は何か。自らの原因か

らなのか，それとも他の原因からなのか。それにより何になろう。もし自らの
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原因からであるのならば，嚥例は存在しない。もし他の原因からであるのなら

ば，前主張が損なわれたものであり，述べることを損なうことになる。もし異

なるものでないことはその効力を欠いていると言うのならば，嚥例が存在しな

い。

原因に関する時にも同様である。

それらは主張のみを示すものである。この主張により，色をともなうものと

色をともなわないものとの窪の刹那性を損なうので, Samkhyaの者による推
論に対してｦ蝋が述べられる。

〈7.2.2.2〉支分と支分をともなうものへの適用(P､169a7, D.137bl, AP.278

b4,AD､239b7, T.86b22)

同じように，勝義として，支分をともなうカンディカの木は支分である根と

幹と枝と葉などと同一のものではない。その一部分を断じてもそれらは断じら

れないから。例えば，なつめの支分の如し。

勝義として，支分をともなうカンディカの木は支分である根と幹と枝と葉な

どと異なるものではない。相依をともなっているから。例えば，支分をともな

うカンディカ自身の自体の如し。

同じように，勝義としてカンディカの支分は支分をともなうものと同一なも

のではない。その一部分を断じてもそれらは断じられないから。例えば，なつ

めの支分の如し。

勝義として， カンディカの支分は支分をともなうものより異なるものではな

い。相依をともなっているから。例えば，支分をともなうカンディカ自身の自

体の如し。

残りは前の如し。

(30）
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〈7.2.2.3＞功徳と功徳をともなうものへの適用(P.169b4, D.137b5, AP.279

a7,AD.240b2, T.86b26)

同じように，勝義として，衣は糸の自体の色(rnpa)と同一なものではな

い。相依をともなっているからであり，実体であるから。例えば，竹簾(kay-

amana)の如し。

勝義として，衣は糸の自体の色と異なるものではない。相依をともなってい

るからであり，それがなくなればそれらも滅するから。例えば，糸自身の自体

の如し。

同じように，勝義として，糸の自体の色は衣の同一なものではない。相依を
《74）

ともなっているからであり，実体であるから。例えば，草の如し。

勝義として，糸の自体の色は衣と異なるものではない。相依をともなってい

るからであり，それがなくなればそれらも滅するから。例えば，衣自身の自体

の如し。

残りは前の如し。

〈7.2.2.4＞特徴と特徴の基体への適用(P.170al,D.138al, AP.280a2, AD.2

41a3,T・－）

（75）

特徴と特徴の基体とに対しても，同じように述べられる。

<7.3＞反論の排除(P.170a2,D.138al,AP.280b7,AD.241b5, T.86b28)

もし同一であることを否定する推論によっては，異なるものであることを否

定する推論を損なっており，異なるものであることを否定する推論によっては，

同一であることを否定する推論を排除するが故に，いかなる適当なものも成立

しない， と言うのならば，どちらも否定されることにより主張は成立するので，

(31）
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過失は存在しない。

〈7.4＞教説に対する二諦による解釈(P:170a3,D.138a2, P.281a1,D.242b1,

T.86b29)

そのように考察するならば，勝義として，同一であることと，異なるもので

あることとは成立しない｡成立していなくても,世豊は言説の力によ汲諸化
（犯》

の衆生の戒と三昧と智恵などの功徳を完成するために，それらを世間における

言葉により述べられている。ある者が「それらは勝義である」と認識してから，

諸法はそのように戯論がなくても，戯論をなすそれは理ではない， と規範師は

意味して，

誰であれ，それをともなうことと，別なものであることを示す者達は，

教えの意味に熟達している， とは思わない。－16

と説かれている。 （彼らは，中観の）論証根拠(pramaPa)と矛盾する別な

る法を認めるから， という意味である。

<8＞論結(P.170a8,D.138b6,AP.282b5,AD.243a7, T､86c8)

以上で， ここに章の目的は，対論者が章の最初に説いた論証と噛例が存在し

ないと述べることにより，縁起は一義ではなく多義ではないという特殊性をと

もなっていると示したものである。

<9＞経証(P.170bl,D.138b6,AP.283a2,AD.243b3, T.86c9)

(32）
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それ故「身体より異なる法はみられず，法より異なる身体はみられない。例

えば，二でないことと不二でないことのように見られる。そのように見られる
（”）

から， ，直接知覚において見られても，見られない」などと説くそれらが証明

されるのである。

師Bhavivekaにより著わされた『根本中』の註『般若灯論』より「火と薪

を考察する」という第10章。

〔註〕

（1）本稿は,順序が逆になってしまったが,拙稿「『般若灯論』第11章試訳」（『棲

神』第61号， 1989年） ， 「『同』第12章」 （『同』第62号， 1990年） ， 「『同』

第13章」 （『立正大学大学院年報』第7号， 1990年)， 「『同』第14章」 （『棲

神」第63号， 1991年）へ続くものである。また， 『中論』の本章に関しては，

上田義文「中論における相関性の論理について」 （『大乗仏教思想の根本構造』

百華苑， 1957年，所収）においてPrasannapadaによる解説がなされてい

るが，本章の後半で否定対象の一つにもなっている「相依」に関しては，山口

瑞鳳博士（「刹那滅と縁起生の相違」 『思想』Nn778, 1989年， 「『縁起生』

の復権」 『成田山仏教研究所紀要』第14号， 1991年）が述べる「縁起生」とも

関連して，考察し直す必要があろう。

（2）江島恵教「Bhavaviveka/Bhavya/Bhaviveka｣ (『印度仏教学研究』第38

巻第2号， 1990年）により， このように改める。従って，上記の拙稿について

も同様である。

（3）本章のタイトルは「agnldhana;medangbudshing;薪火」を考察する

というものである。 「薪」とは「火」が燃える際の燃料としてのものである。

(4)PPT(Avalokitavrata'sPrajn且pradipatika)によると，葱・界・処に執

着する自宗の者である。なお， 「取る者と取ること」と「火と薪」との関係に

ついては，山口益「月称造中論釈第二巻』 （清水弘文堂書房, 196W,p172,

註3）において『倶舎論』 「破我品」における積子部の主張を指摘している。

（5） このように，本章の最初において，葱の存在論証を行なって，その理由概念と

して否定対象である「火と薪」が示されている。このような記述は以下の章に

おいても同様であり， したがって上記の拙稿におけるこの部分のシノプシスも

書き改められるべきである。

(33）
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PPTによると「縁を考察する第一章」において， とする。

Madhyamakakarika第4章第1E,PP,D・ ed.,83b7,なお,PPTでは，

この偶の後半も引用する。

上記の拙稿においては,Madhyamakakarikaに関して, Prasannapad且

におけるサンスクリットを提示し,L. delaValleePoussinによるテクス

トのページを付しておいたが，今回より特に問題がない限り，取り上げない。

諸註釈の偶をパラレルに見る資料としては，三枝充悪『中論偶頌総覧」第三文

明社， 1985年,R・Pandeya, TheMadhyamakas2stramofNagarjun-

a,Delhi, 19M, (以下Pan.) ,がある。

cf．Y・ Ejima,AbhidharmakoSabhaSyaofVasubandhu, chapterl :

DhatunirdeSa, Tokyo, 1989, pp、 12-13,桜部建『倶舎論の研究界・根

品』法蔵館，第2版， 1975年, pp、 159-160.

この「声」に関する論証式は，漢訳には欠けている。

江島恵教『中観思想の展開』 （春秋社， 1980年，以下『展開』)pp、 152-15

4にsavakaSavakyaの説明とともに和訳が示されている。

PPはこの「焼くときに」という記述を欠くが,PPTにより補った。

江島『展開』pp. 157-158に和訳が示されている。

PPTには， 「論理の特徴（rigspa， imtshannyid：Nyayalak5ana？）

に，損なうことがなければ矛盾するだろう， とでているので」と述べている。

PPT:bsgrubpa' ichosgtantshigs(sadhanadharma-hetu).

この一文を含む箇所をAPは欠いている。

漢訳は，実質的にはこの部分を欠いており，第2偶のpadacdが一緒にあげ

られているだけである。

tib:grongmi' ibudmedyanchadla,Pan:gramamanuSyastrlp-

aryantasya.

理由概念は「作用をともなっているから」というものであり，噛例は「火の自

体の如し」というものである。

漢訳はこの部分が欠けている。したがって，第3偶に対するものはみられない。

この部分も，漢訳は略した形であり，次のBhavivekaによる反論の偶の後半

部分の註釈までが欠けている。したがって，反論の「すき間のある語」に関す

る言及はみられない。この「すき間のある語」に関しては，漢訳は的確に翻訳

されておらず，訳者はこの概念を理解していなかったと判断できる。また，勝

義における否定も欠いている。

PPD. ed・はGbudshingni'を欠いている。

PPTによると， 「勝義として，火は薪より異ならない。依存することをとも

(8）

(9）

(10）

(11）
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(19）

(20)
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なっているから。例えば，薪の自体の如し」というのと， 「勝義として，火は

薪より異ならない。原因をともなっており，構成をともなっており，作用をそ

もなっているから。例えば，薪の自体の如し」というものと，それぞれ火と薪

を入れ換えたものである。

(24)PPTにより言い換えると， 「世俗諦において」である。

(25)PPTはここでも第4章第1偏を引用する。cf．W・AmeSPrajnapradlpa,

unpublishedDiss.,UniversityofWashington, Seattlal986, p. 163-

167．

(26)PP.D・ ed・は， この部分を欠いている。

(27）四大種のうち， 「火界」を除いたものである。

(28） これは,PraSastapadaのPadarthadharmasamgrahaの文章とほぼ同

様のものである。金倉回照『インドの自然哲学』 （平楽寺書店， 1971年)pp.

117-118参照。さらに,PPTには「二微果により三微果の実体が設けられる」

という議論も見られる（同書pp、 146-147参照)。

(29)PPTは「など(adi)」として，第二偶を示している。

(30)江島『展開』pp、 134-135参照。これによると, Bhavivekaが， この様に推

論式において，主張命題を特殊的なものとし，理由概念を普遍的なものとする

ことに関して,DignagaのPramapasamuccyaを資料として提示してい

る。

(31）なお, Pan,は， この部分を「三徳」と解釈しておらず, ｢prakrtih;aPu;

andhakara」と還元している。このように，本書はサンスクリットへの変換

に気を使っておらず，教義内容にそぐわないものがいくつかある。

(32)PPTでは「三徳(trigupa)」に関して, Samkhyakarika第13偶と同じこ

とを述べ（金倉園照『真理の月光』講談社， 1984年, pp、 113-117), また

「大(mahat)」と「徳」の関係として, Samkhyakarika註釈であるTatt-

vakaumudIの第22偶の解脱部分にみられるものと同じことを述べている（金

倉前掲書pp. 148-149)。

(33)PPTには「対論者が」としかないが，直前の「火は薪を焼くものではない」

と示す理由概念に対するその主張命題の意味は何か， と補っていることから，

このようにした。

(34）漢訳は， この論証式に関する論譲の部分を欠いている。

(35）漢訳は， ここにおいても「すき間のある語に関する議論の部分を欠いており，

第14章の偶を引用するだけである。

(36)PPTによると，掲頌のなかの「到達しない｣， 「焼かれない｣， 「消えない｣，

「自らの相をともなっていない」という語が，である。

（35）
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(37) tib:bsdigspas,Pan: tarjanat.

(38)PPTはここで第8章第12偶を引用する。PPD・ ed., 117b6－．

(39）拙稿「第14章試訳」p. 42参照。

(40)本偶に関しては, Prasannapadaのサンスクリットならびにチベット訳や三

種の漢訳などと, padaの前半と後半が反対になっている（三枝充悪『中論偏

頌総覧』pp、 304-305)｡PPTでは， この直後のPPの記述を受けて， これ

を入れ換えている。

(41) tib:bzhin.なお，漢訳はこの後の議論を欠いている。

(42） 「男と女は異なるものであるから到達する」ともなり，不確定なものである。

(43)PPTによると， 「ある文法学者(brdasprodpa)」とする。

(44)PPTによると， 「論理学者(rigspacan)など」とする。

(45)PP,P. ed・は, @las'を欠いている。

(46)PPTによると，中観学派が「異なるものならば到達しないということにより，

火と薪は異なるものであるならば到達しない」と説くことである。

(47)PPTによると， 「異なるのならば結合しない」というものである。

(48)PPTによると， 「例えば，女が男に，男が女に到達するように」[6ab]とい

うものである。

(49) tib:ranggiblogrosyang(AP:spang,AD:yangs)parstonpa

yinno,Pan:svabuddhyacapradarSitovidyate,漢訳「智慧軽薄｣，

とある。

(50)このSamkhya批判に関する記述は漢訳にはみられない。

(51)PPTによると，三徳の増長により「識の如し」という噛例にもその火は存在

する， という者である。金倉圓照『真理の月光』pp. 114-115参照。

(52）古坂紘一「サーンクャの"kti概念」 （『論集』第2号, 1970年)pp， 85-
86において説明されている。

(53)Nyayasntra2､2.18-21(宮坂宥勝『ニヤーヤ・パーシユヤの論理学』山喜房

仏書林， 1956年, pp、 158-160参照。

(54)PPTによると， 「声の特徴を知らない論理学者に対して， ある音声学者が

『汝は声の特徴を知らない』と示すそのことは，我々が論理学の論理を知って

いるのならば『何故声の特徴を知らないのか』というその返答はすべての笑

いものとなることと同じで」と補足する。

(55） このBuddhapalita批判(PPTの解釈による）に関する記述は漢訳にはみ

られない。

(56)Mnlamadhyamakavrtti,P. ed., 235b6-7.

(57） この第13偶のpadacとpadadは, PPの漢訳やPrasannapadaとは

（36）
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反対である（三枝充悪『中論偶頌総覧」pp、 318-319)｡

(58) cf・Madhyamakakarika2.1.

gatamnagamyatetavad-agatamnSvagamyate/

gatagatavinirmuktamgamyamanamnagamyate//

(59)PP,P. ed.は， この「などと述べられる」の部分が0zhena'となっている。

(60) tib:sregpapodang/sregpapomayinpadang/dedaglas

gzhanpayang.

(61) tib:byabagnyisdangmi ldanpa' iphyir.

(62) tib:gnyiga' iskyon.

(63) tib:bongba, Pan: logiah.

(64)PPTによると，薪であるものは火ではなく，薪より異なるものに火はなく，

火は薪をともなうことなく，火に薪は存在せず，薪に火は存在しない， という

ものである。

(65) tib:rdzabonargyashugdag, Pan:gatakatahakabadaraphalani.

(66） これとこの前の「なつめ」の噛例は,BuddhapalitaのMnlamadhyamak-

avrtti (P・ ed.,236al-2)にもみられる。

(67）これらはMnlamadhyamakavrttiおよびPrasannapada.においても並記

されている。

(68)S且mkhyakarikal5ならびに，金倉凹照『真理の月光』pp、 122-125参照。

(69)PPTは「六具(5adaja) ・神仙(rigabha) ・持地(gandhara) ・中令

(madhyama) ・等五(pancama) ・明意(dhaivata) ・近間(nisada)」

という音声の特殊性を列挙する。

(70)PPTによると, Samkhyaの者が「瓶は泥より異なるものではない」という

主張のうち， ここでは原因である泥が現在あることと。過去にあることに関し

て論じ，否定されている。

(71)PPTによると，前のSamkhyaの主張の「泥は瓶より異ならない。原因と結

果の自体であるから。例えば，泥の自体の如し」と説く理由概念が不確定なも

のである。 「同類」とは泥と瓶の如くで， 「異類」とは泥と衣の如くで， 「生

じず」とは何らかの原因によっても結果が生じないことであり， 「減する」と

は何らかの結果によっても原因が滅することである。

(72)PPTによると, Samkhyaの宗義に， 自性は作者であり，人は享受する者で

ある観点より，原因と結果であり，それらは異なるものであるから，前の主張

の理由概念が不確定なものとなってしまう， となる。金倉凹照「真理の月光』

p. 236. 7-11参照。

(73)PPTによると， 「境と根」と「心・心所」である。なお，漢訳はサーンキヤ

(37）
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批判を欠いているものの， この箇所の「色非色法。亦応類遮。」というものの

みがある。

(74) tib:rtsirkyang, Pan:citrapanjurvat.

（75） これに関する具体例はPPにはみられないが, PPTでは「牛と喉の下の肉」

に関して推論式を述べている。

(76)PPTによると，大悲をもつ師である。

(77)PPTによると，世俗諦の理趣を仮設することによる。

(78)PPTによると，戒によってから定が生じ，定によってから慧が生じるなどの

理趣により，集道と加行道と清浄道により収められる功徳の集まりすべてを完

成するためである。

(79)AryabrahmaviSeSacintapariprcchasntra(textに関しては前掲拙稿「第1

1章試訳」註（43）参照)，チベット訳:P・ ed., phu75a3-4,法護訳: 19c2

0-23,鳩摩羅什訳:50b27-29,菩提流支訳:83a24-25｡なお，五島清隆氏

の指摘(TheTibetanTextoftheBrahmapariprccha,voll,1981,a

ppendix2, p、 4)によると， この引用は「大乗掌珍論』 (T、 277b3-8)に

おいてもなされている。

補（1）この直前の「取る者と取ることを考察する」第9章を示すのであろうが，

同一の文章はPPにはみられない。

(38）
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ず
、
我
々
、
宗
教
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
真
筆
に

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
「
有
り
か
た
」
を
探
ら
ね
ば

◇
編
集
後
記
◇

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
、
本
号
が
何
ら
か
の
種
子
を
提
供

で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。

本
学
に
と
っ
て
憂
う
べ
き
こ
と
は
、
一
昨
年
病
気
に
よ
り
退
職

さ
れ
た
若
杉
見
龍
先
生
が
六
月
に
世
寿
六
十
七
才
で
、
ま
た
本
年

二
月
に
は
教
授
・
事
務
長
で
あ
ら
れ
た
林
是
晋
先
生
が
世
寿
四

十
六
才
の
若
さ
で
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
両
教
授
の
天
天
を
惜
し
み

つ
つ
、
増
圓
妙
道
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
本
学
は
同
窓
・
会
員
各
位
の
皆
様
の
ご
支
援
に
報
い

ら
れ
る
よ
う
、
新
し
い
展
望
を
模
索
し
て
お
り
ま
す
。
祖
山
と
は

申
せ
緑
多
き
山
裾
の
中
、
時
代
の
一
一
Ｉ
ズ
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
人

材
の
育
成
を
至
上
と
し
て
、
長
い
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
な
が
ら
も
、

新
し
い
営
み
を
築
き
あ
げ
る
努
力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
同
窓

諸
兄
・
関
係
各
位
の
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
（
池
上
）



執
筆
者
（
目
次
順
）

上
田
本
昌
（
身
延
山
短
期
大
学
教
授
）

桑
名
貫
正
（
身
延
山
短
期
大
学
助
教
授
）

町
田
是
正
（
身
延
山
短
期
大
学
教
授
）

高
橋
堯
昭
（
身
延
山
短
期
大
学
教
授
）

岩
田
諦
静
（
身
延
山
短
期
大
学
講
師
）

渡
辺
寛
勝
（
身
延
山
短
期
大
学
助
教
授
）

中
山
勝
（
身
延
山
短
期
大
学
講
師
）

望
月
海
慧
（
身
延
山
高
等
学
校
教
諭
）

山
梨
県
身
延
山
東
谷

（
曇
四
○
九
’
二
五
）

発
行
所
身
延
山
短
期
大
学
学
会

振
替
（
甲
府
）
五
’
一
二
七
五
番

電
話
（
霊
奏
さ
二
’
○
一
○
七

「
棲
神
」
六
十
四
号

平
成
四
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

平
成
四
年
三
月
三
十
日
発
行

需
癖
毒
宮
崎
英
修

印
刷
者
宮
田
如
龍

甲
府
市
中
央
一
丁
目
十
二
’
三
十
一

印
刷
所
大
宣
堂
印
刷

電
話
（
宝
壹
）
三
五
’
三
六
○
二
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